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はじめに
国立国会図書館は戦後間もない昭和 23（1948）年、国会に属する唯一の国立図書

館として設置され、平成 30（2018）年に 70 周年を迎えた。

図書をはじめとする図書館資料を収集し、その資料をもとに国会議員をサポートす

ること、また行政及び司法の各部門、そして日本国民に奉仕することで、民主主義と

世界平和に寄与する、という使命を担っている。昭和36（1961）年に永田町に建設した、

現在の東京本館の図書カウンターには、国立国会図書館法前文の一節「真理がわれら

を自由にする」が刻まれている。

これまで、昭和 54（1979）年に『国立国会図書館三十年史』、平成 11（1999）年に

『国立国会図書館五十年史』を刊行してきた。今般、『国立国会図書館七十年記念館史』

を刊行し、『国立国会図書館五十年史』に続く平成 10（1998）年から平成 30（2018）

年までを概観する。くしくも平成 10（1998）年は「国立国会図書館電子図書館構想」

を策定した年であった。

国立国会図書館の使命・役割は設立当初から不変である。しかし、この 20 年は、

情報通信技術の急速な発展によって、図書館資料には電子的媒体が含まれ、利用の

方法もインターネットを経由するなど、著しい変化があった。また、平成 12（2000）

年には国際子ども図書館を、平成 14（2002）年には関西館を開館した。

『国立国会図書館五十年史』の終章は、「昭和 23 年の草創期に米国図書館使節覚書

や勧告の形で具体的な見取り図を得て歩んできた 50 年、次の世紀は、自らの足で歩

んでゆかなければならない」と締めくくられている。この 20 年は、国立国会図書館

法でも米国図書館使節覚書や勧告でも想像されていなかった世界を、自らの足で歩ん

だ 20 年だったと言えるだろう。

この歩みの記録が、これから先の見通せない未来に立ち向かうための手がかりとな

れば、幸いである。



凡例

・編さんは国立国会図書館七十年記念館史編さん委員会が行った。

・記述範囲は平成 10（1998）年度から平成 30（2018）年度末までである。ただし前提として必要な事柄

は平成 10（1998）年度以前から書き起こした。

・この 20 年間の国立国会図書館のすべての業務を網羅したものではない。大きな変化、重要な出来事を

中心に執筆し、担当部署等にこだわらずに構成した。

・参照した主要な文献については、章末に参考文献として記した。ただし、『国立国会図書館三十年史』（本

編、資料編）、『国立国会図書館五十年史』（本編、資料編）、『国立国会図書館年報』は省略した。

・法人表示は省略した。

・年代表記は和暦に西暦を補記（ただし同一段落、グラフ中では西暦を省略）、海外のできごとは西暦の

みとした。

・法律名のうち一部改正法等の長いものは省略形とし、法律番号を付した。

・数字は万以上は単位語を用いた。ただし表やグラフでは桁区切りを用いた。

・データベース名、会議名等には「」を付していないが、読みにくい場合のみ付した。

用語

本書で扱う用語の定義は以下のとおりである（五十音順）。

・「インターネット情報」インターネット上で公開・提供されている文字情報、画像等。

・「ウェブアーカイブ」インターネット上のウェブサイトを収集・保存すること。

・「オンライン出版物」インターネット上で公開・提供されている、図書、雑誌に相当する情報、いわゆ

る電子書籍、電子雑誌。そのうち国立国会図書館が収集するものを「オンライン資料」とする。

・「契約データベース」電子ジャーナル、オンラインデータベース等のうち、利用権契約が必要なもの。

・「デジタルアーカイブ」さまざまな電子情報を収集・保存すること。

・「デジタル化」紙資料、マイクロ資料、アナログ形式の録音・映像資料等を、スキャニング等の方法に

より電子的なデータに変換すること。「デジタル化資料」はその成果物。

・「ネットワーク系電子出版物」インターネットを含むネットワーク上で公開・提供されている文字情報、

画像等。

・「パッケージ系電子出版物」CD-ROM や DVD 等、電子情報を有形の媒体に固定したもの。磁気テープ（音

楽カセットテープ等）も含む。

・「プリントアウト」インターネット情報、デジタル化資料、契約データベース等の電子情報を紙に打ち

出すこと。

・「ポータル」「ポータルサイト」インターネット上のさまざまな情報やサービスにアクセスするための入

り口として機能するウェブサイト。

・「ホームページ」狭義ではウェブサイトの最初のページを指すが、本書では国立国会図書館のウェブサ

イト全体を「国立国会図書館ホームページ」、国際子ども図書館のウェブサイト全体を「国際子ども図

書館ホームページ」とし、それ以外の普通名詞としてのウェブサイトを「ウェブサイト」とする。

・「メタデータ」電子情報の内容や所在等について記述したデータ。



第 1 節　国会サービス� 15
1．調査及び立法考査局の職務� 15
2．調査及び立法考査局の調査� 15
（1）依頼調査� 16
（2）国政課題に関する調査研究� 17
（3）調査方法� 17

3．国会会議録の索引・検索システム� 18
4．日本法令索引� 18

第 2 節　資料の収集� 20
1．納本制度による収集� 20
（1）制度の創設と定着� 20
（2）納本制度創設前の出版物の収集� 20
（3）レコードの納入� 20
（4）電子出版物の納入制度� 21

2．和古書と漢籍等の蔵書�� 21
3．憲政資料の収集� 22
4．科学技術資料の収集� 22
（1）PB リポート� 22
（2）原子力資料� 23
（3）外国雑誌�� 24

第 3 節　庁舎・書庫建設� 25

第 4 節　利用者サービス� 28
1．赤坂・三宅坂・上野時代� 28
2．来館サービスの課題� 29
3．開館日・開館時間の拡大� 31
4．館内での資料検索の簡便化� 32
5．郵送複写サービスの普及� 33

第 5 節　図書館協力と書誌情報共有� 35
1．書誌情報の提供� 35
（1）国内刊行物総目録の刊行� 35
（2）印刷カードの作成・頒布事業� 35
（3）JAPAN/MARC の作成・頒布� 36
（4）書誌データのインターネットでの提供� � 37

2．総合目録� 37

第 1 節　国会サービスの 20 年� 42
1．依頼調査と国政課題に関する調査研究� 42
2．調査業務の 20 年間の変化� 43
（1）国会からの要求� 43
（2）情報通信技術の発展� 43

コラム �国会改革� 44
3．依頼調査の推移と重点的な調査課題� 44

第 2 節　立法府のブレーン�
　――専門的・分析的な調査の拡充� 46

1．議員要望調査� 46
2．総合調査� 46
3．科学技術に関する調査プロジェクト� 46
4．政策セミナー� 48
5．外部調査研究機関との連携の強化� 49

第 3 節　議員のための情報センター
　――情報基盤の環境整備� 51

1．刊行物の拡充� 51
2．調査の窓� 51
3．資料配送サービス� 52

第 4 節　国会と国民とをつなぐ役割
　――国会発生情報の発信� 53

1．国会会議録検索システム� 53
2．帝国議会会議録検索システム� 55
3．日本法令索引� 56

序章

目次

第 1 章
国会活動を支える、発信する

はじめに�� � � � � 5
凡例・用語� � � � � 6



2.　蔵書の広がりと継承� 85
（1）収集範囲の拡大� 85
（2）新たに蔵書に加わった資料� 86

i) 新たな施設の蔵書� 86
ii) 歴史的音源（れきおん）� 87
iii) 脚本、手稿譜� 87
iv) デジタル形態の博士論文� 87
v) 原装保存のための複本コレクション� 88

（3）保存のための取組み� 88
i)�書庫環境の維持� 88
ii)�酸性紙への対策� 88
iii)�さまざまな媒体及び電子情報の利用保証� 89
iv)�国際協力� 90
�

第 3 節　電子図書館の蔵書構築と媒体変換� 91
1．デジタル化前史� 91
（1）マイクロ資料への媒体変換� 91
（2）黎明期のデジタル化� � 92

2．電子図書館の蔵書構築のためのデジタル化� 94
3．保存のためのデジタル化� 95
（1）デジタル化による保存への動き� 95
（2）中間総括、第一次合意と法改正� 95

4．大規模デジタル化事業�� 96
（1）Google�Books の衝撃� 96
（2）補正予算� 97
（3）大規模デジタル化事業の実施� 97
（4）原資料からのデジタル化の定着� 98
（5）災害対応力強化のためのデジタル化� 99

5．デジタル化の現在と今後� 99

コラム �著作権処理� 101
コラム �電子書籍をめぐる論争� 103
コラム �本館耐震工事� 104
1．耐震改修のきっかけ� 104
2．耐震改修工事の概要� 104
3．耐震改修工事による耐震安全性の確保� 106

第 1 節　電子媒体の収集� 60
1．背景� � 60
2．「パッケージ系電子出版物」の収集� 61
3．「インターネット資料」・「オンライン資料」の収集�
� 62
（1）「インターネット資料」の収集� � 62

i)�平成 10 ～ 12 年頃における制度の模索� 62
ii)�実験事業の開始と制度の検討� � 63
iii)�制度設計の推進から議論の中断まで� 66
iv)�WARP・Dnavi の本格事業化と中断期にお
ける検討� � 68
v)�議論の再開と法改正の成立� � 68
vi)�改正法の施行とその後の推移� � 69

（2）「オンライン資料」の収集� � 71

コラム �国立国会図書館データベース・ナビゲー
ション・サービス（Dnavi）� � 74

コラム �東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）� 76

第 2 節　この 20 年間の蔵書構築� �78
1．納本制度に基づく収集�� �
　　――紙資料、パッケージ系を中心に� 79
（1）国内出版の動向と収集状況� 79

i)�官庁出版物� 79
ii)�民間出版物� 80

（2）納入率の向上のための働きかけ� 82
i) 官庁出版物� 82
ii)�民間出版物� 83

（3）新たな課題への取組み� 84
i)�教科書� 84
ii)�独立行政法人等の納入義務� 85
iii)�東日本大震災の関連資料� 85

第 2 章
収集対象の拡大�



第 1 節　総論� 112
1．はじめに� 112
2．OPAC の展開� 113
（1）初期の機械検索と Web-OPAC� � 114
（2）NDL-OPAC の公開� 116
（3）NDL-OPAC の展開� 117
（4）NDL-OPAC から国立国会図書館オンライン
へ� 117

第 2 節　遠隔サービス� 120
1．遠隔複写サービス� 120
（1）概要� 120
（2）遠隔複写サービスの課題� 120
（3）遠隔複写サービスの刷新� 121
（4）その後のサービス改善� 122

コラム �図書館間貸出し� 123
i)�申込方法の一本化� � 123
ii)�借り受け館での複写� 123
iii)�図書館向けデジタル化資料送信サービス（図
書館送信）� 124

コラム �雑誌記事索引� 125
2．デジタル化資料の提供とその拡充� 126
（1）黎明期� 126
（2）近代デジタルライブラリーの 10 年� 128

i)�デジタルアーカイブの大海原へ� 128
ii)�大規模デジタル化事業と館内限定公開資料
� 131

（3）国立国会図書館デジタルコレクションとその
変遷�� 132

（4）デジタル化資料の利用� 135
（5）図書館向けデジタル化資料送信サービス（図
書館送信）� 136
i)�資料デジタル化による図書館間貸出しへの影
響と特例措置� 136
ii)�図書館送信実現への取組み� 137

3．主題情報の発信� 141
（1）科学技術レファレンス情報システム（レファ
レンス情報システム）の構築� 141

（2）ナレッジとリサーチ・ナビ� 142
（3）その後の展開� 146

4．情報探索ポータル� 148
（1）PORTA� 148
（2）NDL サーチ� 150
（3）その後のNDLサーチと情報探索サービスの展開
� 152

コラム �メタデータ標準の検討と DC-NDL� 154
5．書誌データの提供� 155

コラム �国立国会図書館ホームページの変遷� 158

第 3 節　来館サービス� 161
1．紙による申込みから端末での多様な利用へ� 161
（1）20 年前の来館サービス� 161
（2）関西館開館と東京本館新装開館に向けて� 163
（3）東京本館新装開館によるサービス改編� 164
（4）電子情報の提供� 167
（5）デジタル情報社会の到来� 168

コラム �機器の持ち込みと館内 LAN 環境� 170
2．登録利用者制度� 171
（1）登録利用者制度の考え方� 171
（2）登録利用者制度の導入� 171
（3）新しい登録利用者制度� 171

3．利用資格年齢� 172
4．複写サービス� 173
（1）概要� 173
（2）即日複写サービスの改善� 173
（3）電子情報のプリントアウト� 173

5．専門室の再編� 174

コラム �ガイダンス� 178
コラム �東日本大震災当日と書庫復旧� 179
コラム �利用の拡大� 181

第 3 章
利用者サービスの変革



第 2 節　関西館のあゆみ� � 202
1．利用者サービスの模索と拡大� � 202
（1）来館サービス� � 202
（2）遠隔サービス� � 205

2．蔵書の構築と資料移送�� 206
（1）国内刊行資料� � 206
（2）関西館ならではの所蔵資料� � 207
（3）東京本館からの資料移送� � 208

3．インターネットを活用したサービスの展開� 209
（1）「インターネット事業主体」としての関西館�
� 209

（2）「デジタルアーカイブの拠点」� � 211
4．地域と向き合う関西館�� 211
（1）広報と対外コミュニケーションの強化�� 211
（2）地域との連携� � 213

コラム �関西との人事交流� 214

第 3 節　関西館の機能強化� � 215
1．基本機能の再確認� � 215
（1）問われる関西館の役割� � 215
（2）関西館の機能強化� � 215

2．書庫の増設� � 216
（1）関西館第 2 期工事� � 216
（2）書庫棟竣工後の関西館の機能� � 216

第 1 節　関西館の設立� � 188
1．第二国立国会図書館から関西館へ� � 188
（1）第二国立国会図書館設立構想の背景� � 188
（2）関西の第二国立国会図書館誘致運動� � 189
（3）関西プロジェクト調査会の検討� � 189
（4）関西館の設立構想� � 190

2．関西館の建設� � 191
（1）関西館建設の事業化� � 191
（2）国際建築設計競技の実施� � 192
（3）建設工事�� � 193

3．サービスと資料配置の再編� � 195
（1）構想段階における関西館のサービスと資料配置�
� 195

（2）実施計画の具体化へ� � 195
（3）関西館に配置する資料の検討� � 195
（4）関西館で実施するサービスの検討� � 196
（5）アジア太平洋文献情報センター構想からアジ
ア情報室へ� � 197

（6）3 施設による国立国会図書館機能の分担�
� 197

4．関西館開館� � 198
（1）開館の準備� � 198
（2）資料の移転� � 198
（3）開館� � 198

コラム �関西館の建築� 200

第 4 章　関西館�



第 1 節　国際子ども図書館の誕生� � 220
1．上野図書館の活用� � 220
（1）時代背景�� 220
（2）国立の児童書センターを� � 221
（3）従来の児童書の扱い� � 222

2．児童書センター（仮称）から国際子ども図書館へ�
� 223
（1）サービス対象と名称� � 223
（2）児童書の収集� � 225
（3）施設整備�� 225

3．部分開館� � 226
4．全面開館� � 229

コラム �建物の改修� � 233

第 2 節　国際子ども図書館のサービスのあゆみ�� 236
1．「児童書専門図書館」として� � 236
2．「子どもと本のふれあいの場」として� � 237
3．展示会やイベントの開催� � 240

コラム �国際交流とアジアとの連携� � 242

第 3 節� 電子図書館と国際子ども図書館� � 243
1．パイロット・プロジェクトの実施� � 243
2．デジタル・アーカイブ機能� � 244
3．デジタル・ミュージアム機能� � 246

第 4 節　国際子ども図書館のリニューアル� � 248
1．リニューアルの背景� � 248
2．新しいサービスの検討と増築� � 248
（1）増築に向けて� � 248

コラム �東日本大震災と国際子ども図書館�� 249
（2）中高生を対象とするサービスの拡充� � 249
（3）新たな展示スペース� � 250
（4）増築と移転� � 250

3．リニューアル開館� � 251

第 5 章
国際子ども図書館�

第 1 節　国立国会図書館における図書館協力について�
� 258

1．「図書館協力」の範囲と特徴� � 258
2．この 20 年の背景� � 258
3．図書館へのサービスから連携協力へ� � 259

第 2 節　総合目録事業� � 261
1．総合目録ネットワーク事業の誕生� � 261
2．国立国会図書館サーチへの統合�� 262

第 3 節　レファレンス協同データベース事業� � 264
1．成立� � 264
2．普及へ� � 265

第 4 節　調査研究事業� � 267
1．図書館研究所の調査研究事業� � 267
2．関西館開館後の調査研究事業� � 267
3．カレントアウェアネスの一新と、図書館関係メ
ディアとしての確立� � 269

第 5 節　図書館員向けの研修� � 271
1．内部向け（職員研修・研鑽）から館外向けへ�
� 271
2．研修メニューの多角化�� 271
（1）�遠隔研修� � 271
（2）�講師派遣型研修� � 272

3．海外向け研修事業の模索� � 272

第 6 節　障害者サービス� � 274
1．デジタルへの移行と著作権法改正に伴うサービ
ス拡張�� 274
2．データ送信、サピエ図書館との連携� � 275
3．テキスト化と送信� � 275
4．他の図書館が作成したデータの収集� � 276
5．障害者差別解消法以後の展開� 276

コラム �NII、JST、国文研との連携協力� � 277
コラム �災害復興支援� 278

第 7 節　国際協力� 279

第 6 章
図書館協力



第 1 節　中央省庁等改革に伴う支部図書館の再編� 282

第 2 節　情報基盤の整備と電子情報の進展� � 282

第 3 節　支部図書館制度の運営� � 285
1．兼任司書の全館配置� � 285
2．サービス基本計画及び運営指針�� 285
3．支部図書館の予算� � 285

第 4 節　�『びぶろす』の電子的提供� � 286

第 7 章
行政・司法の支部図書館�

索引� 293
国立国会図書館七十年記念館史編さん委員会委員一覧
� 309

第 1 節　活動評価制度の導入と使命・役割の再確認
� 288

第 2 節　外部委託の拡大� 289

第 3 節　組織改編� 289

第 4 節　システム構築� 291

コラム �働く上での IT 化� 292

補章　組織運営



章序



14

序
章

昭和 21（1946）年 6 月、帝国憲法改正案が政府

から帝国議会に提出されるのに伴い、衆議院に議院

法の改正を検討するために議院法規調査委員会が設

置された。8 月に同委員会が決定した要綱「新憲法

ニ基キ国会法ニ規定スル事項」に、「国会ニ両院共

同ノ国会図書館ヲ附置シ国会議員（出来得レハ一般

民衆ヲモ加ヘテ）ノ調査研究ニ資スルコトトスルコ

ト」という項目が掲げられた。その後の法律案の検

討と議会審議を経て、翌昭和 22（1947）年 4 月 30

日に国会図書館の設置を規定する国会法と国会図書

館法が制定され、日本国憲法とともに 5 月 3 日に施

行された。成立した国会法では、国会図書館は議員

の調査研究に資するための図書館で一般にも公開可

能とされ（同法第 130 条）、内閣及び各省には刊行

物の国会図書館への送付義務があると規定された

（同法第 105 条）。

同年 6 月に衆参両議院に常任委員会として図書館

運営委員会が設置され、国会図書館の機能、蔵書等

の具体的な検討が行われ、7 月には両議院議長が、

連合国最高司令官総司令部民政局立法課長ウィリア

ムズ（Justin Williams）の示唆を受け、マッカーサー

総司令官に対し国会図書館設立準備のアドバイザー

として米国議会図書館等の図書館専門家の招へいを

懇請した。12 月 14 日、米国議会図書館副館長クラッ

プ（Verner W. Clapp）氏と米国図書館協会東洋部

委員長ブラウン（Charles H. Brown）氏の米国図書

館使節が来日し、その覚書に基づき翌昭和 23（1948）

年 2 月 9 日に国立国会図書館法が制定された。

同年 2 月 25 日、金森徳次郎が国立国会図書館長

に任命され、3 月 31 日には設立の準備に当たって

いた両議院事務局調査部職員を中心に 69 名を図書

館職員に発令するなどして徐々に陣容を整え、6 月

5 日に旧赤坂離宮羽衣の間で開館式を行い、7 日か

ら一般閲覧サービスを開始した。

国立国会図書館は、このときから数えて平成 30

（2018）年に創立 70 周年を迎えた。序章では、国立

国会図書館が 70 年間継続して取り組んできた基本

となる諸業務等を取り上げ、国内外の関連機関の動

向の中に位置づけながら、統計数値も交えて、その

展開を概観する。第 1 章以下の本文との重複を避け

るため、開館 50 年までのことを比較的詳しく述べ

ることにする。

金森徳次郎初代館長
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1. 調査及び立法考査局の職務

国立国会図書館法（以下「館法」）により、米

国議会図書館の立法レファレンス局（Legislative 

Reference Service）をモデルにして「調査及び立

法考査局」が設置された。法案段階では reference

の適当な訳語がないとして「調査及び立法リファレ

ンス局」とされていたが、国会審議の最終段階で法

案が直訳過ぎる、英語が相当随所に使われているの

で直すべきという意見が出て、「リファレンス」に

は「考査」の訳語が当てられた。調査及び立法考査

局の名称が米国同様の「立法考査局」ではなく、「調

査及び」が加えられた経緯は明らかでない。米国議

会図書館の立法レファレンス局は、主に文献資料に

掲載される事実や情報の提供を行っていたが、1970

年に増強され、大統領制の下、議会が行政府から独

立して情報を得るために、主に独自に調査・分析

（統計学的方法による予測が中心）を行う議会調査

局（Congressional Research Service）に改組された。

米国ではこのように「調査（research）」が「レファ

レンス」と区別して使われているが、国立国会図書

館では外部から依頼される「調査」を「レファレン

ス」と呼び両者を事実上同義として一貫して使って

いる。

調査及び立法考査局の職務は、①要求に応じて法

律案等を分析・評価し、委員会に進言し補佐するこ

と等（館法第 15 条第 1 号）、②要求に応じ、または

要求を予測して自発的に立法資料またはその関連資

料を収集し、分類し、分析し、翻訳・索引・摘録・

報告等を準備し、両議院、委員会及び議員に役立ち

得る資料を提供すること（同条第 2 号）、③両議院、

委員会及び議員を補佐して法律案を起草すること

（同条第 3 号）と規定された。法律案等の分析・評

価とは、法的・政策上の問題点を明らかにすること、

立法資料とは立法に際し直接参考となる情報、その

関連資料とは広く国会の活動に役立つ情報を意味す

ると解釈される。

館法第 15 条第 1 号と第 2 号の規定は、米国議会

図書館立法レファレンス局の職務について規定し

た米国連邦法の 1946 年立法府改革法第 203 条の条

文をほぼそのまま採り入れたものである。第 3 号

で定める法律案の起草は、米国議会では法案起草

の最終的な仕上げこそ立法顧問局（the Office of 

Legislative Counsel）で行うが、それまでの起草作

業への材料提供は図書館の立法レファレンス局で

行っているという米国図書館使節の助言を受けた両

議院の図書館運営委員会により加えられたもので

あった。しかし、当時、両議院の法制部の拡充強化

を検討していた衆議院議院運営委員会は別の考えで

あった。先に館法が成立した結果、昭和 23（1948）

年 6 月の国会法改正案と議院法制局法案の審議の際

に調査及び立法考査局と両議院法制局の職務の重複

が問題となり、調整が行われたと見られる。

法案を起草するためには、その前提となる、法律

による規律を必要とする社会的事実である立法事実

を把握し、問題点を明らかにして、解決策の検討を

行う必要があるが、国立国会図書館は、①資料の収

集、②資料に検討を加える、③法文の形にする、④

両議院間、政府との間の調整による最後の仕上げと

いう 4 つの段階のうち、①から③までの段階を主と

して行うことになった（第 2 回国会　図書館運営委

員会合同審査会　昭和 23（1948）年 6 月 7 日、金

森徳次郎館長の発言）。現実には当時、調査及び立

法考査局の人員規模は全体で 62 人であったのに対

し、改組された両議院の法制局は各 50 人であり、

その後、③と④の法案起草作業は、両議院の法制局

が担当することになっていった。

2. 調査及び立法考査局の調査

昭和 23（1948）年 5 月には国会へのレファレンス・

サービスを開始した。調査員には、終戦前まで東亜

研究所や満鉄東亜経済調査局等の調査機関での調査

業務の経験を有する者を多く採用していた。その調
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査は、当時すでに現在と変わらず、政策課題につい

て、政策・法制度の概要・歴史的経緯、政府・関係

機関・有識者の意見や分析、諸外国の政策・法制度、

統計データ等の事実・データ・情報を文献資料に基

づき、館法第 15 条第 2 号で規定する不偏不党、公

正中立の立場から整理して、提供するものであった。

（1）依頼調査
調査には、館法第 15 条に基づき、依頼に基づく

ものと依頼を予測して自発的に行う調査がある。議

員等からの依頼調査は、回答期限内に電話により口

頭で、文献の貸出し・複写物の提供をもって、ある

いは複写機やワープロのない時代（複写機（ゼロッ

クス）を導入したのは昭和 38（1963）年 4 月、タ

イプ事務を廃止したのは昭和 61（1986）年）にお

いて、調査報告書本文と必要な添付資料をタイプで

または手書きで清書し、それらの機器の導入後は調

査報告書本文をワープロで作成し、必要な資料を複

写して添付して回答した。

指定された文献資料の複写物の提供や文献の該当

箇所の複写により回答する単なる事実の確認といっ

た簡易な調査の依頼は、複写機の普及とともに急激

に増加していき、調査員はこれらの依頼の対応に多

くの時間を割かなければならなくなってきた。調査

員が高度な専門知識を用いて国政課題や関連事項の

問題点を明らかにする分析的調査、調査報告書の作

成、面談・会議参加による説明を行う時間を確保す

るために、昭和 61（1986）年に調査連絡課（のち

国会レファレンス課）を設置し、簡易な調査はもっ

ぱら同課で対応するようにした。

依頼した議員事務所は、国立国会図書館まで調査

回答（資料や調査報告書）を取りに来る必要があっ

たが、平成 14（2002）年以降、議員会館内の議員

事務所への調査回答等を配送する「資料配送サービ

ス」を開始し、配送対象を漸次拡大した。サービス

開始に伴って、それまでのように議員秘書に複写し

た文献の内容を対面で説明する機会が大幅に減った

ため、調査の概要を説明した連絡票を添付するよう

にした。連絡票の添付に伴い提供した文献について

電話で説明することも減少した。回答方法として議

員に面談したり、議員主催の会議に参加して説明す

ることは設立当初から現在まで変わらず行ってい

る。

依頼調査の処理件数は、創立以来右肩上がりで増

依頼調査の処理件数
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加し、昭和 58（1983）年に初めて 1 万件を突破す

ると、平成 6（1994）年に 2 万件、平成 16（2004）

年に 3 万件と約 10 年ごとに 1 万件増加し、平成 16

年以降は急激に増加し、ねじれ国会となっていた平

成 20（2008）年にピークの 4 万 6000 件に達している。

依頼内容の案件としては、議会・選挙の調査を行っ

ている類縁機関がないこともあり、調査及び立法考

査局設立以来、全調査依頼中に議会・選挙に関する

調査依頼が占める比率が高かった。特に 1990 年代

前半には政治改革に関する調査依頼が集中し、平成

5（1993）年には全処理件数の 3 分の 1 を議会、選

挙制度等を担当する政治議会調査室・課が占めた。

高齢化の急速な進展により、年金・医療・社会保

障問題が 2000 年代半ば以降、世論調査において政

治に最も期待する事項となったが、平成 17（2005）

年以降、医療・社会保障・労働を担当する社会労働

調査室・課の処理件数が多くなっている。

（2）国政課題に関する調査研究
依頼を予測して自発的に行う国政課題に関する調

査研究（予測調査ともいう）の成果は、刊行物によっ

て議員に提供してきた。設立直後の昭和 23（1948）

年 8 月に早くも「国調立資料」というシリーズ名の

モノグラフの刊行を開始した（初号は「社会保障え

の道程」）。当時、米国議会図書館の立法レファレン

ス局では、自発的に行った調査を含めて調査報告を

定期・不定期で刊行することは行われておらず、「国

調立資料」の刊行は、国立国会図書館独自のサー

ビスであった。「国調立資料」は昭和 35（1960）年

以降「調査資料」にシリーズ名を変更した。その

他、昭和 26（1951）年 5 月に月刊で予測調査の成

果を数編掲載する『リファレンス』（5 号から『レ

ファレンス』と改題）、昭和 37（1962）年 9 月に外

国の新規の立法を条文の翻訳を添えて紹介する『外

国の立法』、昭和 61（1986）年 9 月に米国議会調査

局が議員に配付していた Issue Brief に倣って国政

課題について問題の背景、経緯、解決策、有識者等

の意見等を簡潔に読みやすくまとめた『調査と情報

-ISSUE BRIEF-』をそれぞれ創刊し、いずれも現在

まで継続している。なかでも『調査と情報 -ISSUE 

BRIEF-』は国政課題を素早く理解できる資料とし

て、議員に最もよく利用され、好評を得ている。

（3）調査方法
調査方法としては、設立時から現在まで文献調

査中心であるが、文献調査以外の調査方法として

は、昭和 26（1951）年度に関係者へのアンケート

調査を実施した（初回の「労働組合法・労働関係調

整法の改正意見に関する調査」では関係団体等に

2261 枚の調査票を配布）。アンケート調査は昭和 27

（1952）年度にも実施したが、その後は総合実態調

査の一環で行っている。

昭和 43（1968）年度に、文献のみによってはと

らえにくい地域社会の実態等を実態調査によって補

完する必要があるとして調査費を予算計上し、調査

員延べ 32 名を現地に派遣して「過疎問題」の調査

を行い、アンケート調査を含む総合実態調査を初め

て実施した。この総合実態調査（平成元年度から

は呼称を「総合的調査」に変更）は平成 10（1998）

年度まで毎年度行った。特に沖縄県については、復

帰前の昭和 45（1970）年度に開始し、昭和 52（1977）

年度以降は派遣人数を縮小し、昭和 61（1986）年

度まで継続して行った。総合実態調査は、平成 8 ～

10（1996～ 1998）年度に行った「環日本海におけ

る地域・経済交流の現状と展望」（とりまとめは平

成 11（1999）年度）を最後に実施せず、以後は、個々

の調査員による現地調査という形で行っている。

平成 13（2001）年 4 月に総合調査室を設置し、

設定したテーマに関して、複数の調査室・課の調査

員がそれぞれの担当分野の関心から調査を行い、ひ

とつの報告書にまとめる総合調査を開始した。

昭和 25（1950）年度から昭和 34（1959）年度ま

で「立法資料調査委託費」という費目で立法資料刊

行のための委託調査の予算を計上し、諸外国の法制

度等について外部の研究機関に調査を委託してい

た。平成 22（2010）年度から科学技術分野の立法

補佐機能の拡充のために、科学技術分野の重要な国

政課題について、大学等の外部調査研究機関等と連

携した調査を行っている。
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会議録の索引（発言者と件名）は、衆参両議院事

務局でそれぞれ作成されていたが、両議院の会議録

を合わせて検索できる索引はなく、国立国会図書

館において作成することを検討してきた。昭和 36

（1961）年 9 月、永田町に竣工した本館（現在の東

京本館の本館）に設置された法令議会資料課におい

て、第 39 回国会以降の両議院の本会議・委員会の

会議録の冊子体の索引『会議録総索引』の作成を開

始した。その後、第 58 回国会（昭和 42（1967）年

12 月召集）分からコンピュータを用いての機械編

さんを行い、昭和 47（1972）年に機械編さんシス

テムと検索システムから成る「国会会議録索引シス

テム」が完成した。

この後、政府においても、行政管理庁が「国会会

議録検索システム」を開発し、昭和 54（1979）年

1 月から本格運用を開始した。このシステムは、特

定の分野（当初は「防衛」と「物価」の 2 分野）に

ついて数年分（それぞれ 10 年分、5 年分）の会議

録を事項区分とキーワードと発言者の肩書・氏名に

よって検索し、検索された会議録のページが自動で

マイクロフィッシュからプリントアウトされるとい

うものであった。

これに対し、国立国会図書館では、昭和 57（1982）

年に国会会議録索引データベースが完成し、館内で

のオンライン検索が可能になった。平成 4（1992）

年度からは会議録の画像の光ディスクへの入力を行

い、平成 6（1994）年 9 月から、索引データベース

がすでに整備されている第 58 回国会以降の議事に

ついて、国会議員が電話回線を通じて事項で検索す

ると、ファクシミリで該当の会議録が自動送信され

るサービスを開始した。平成 8（1996）年度には第

1 回国会からのすべての会議録の光ディスクへの入

力が完了している。

これと並行して、平成 3（1991）年 10 月から衆

参両議院事務局と共同で国会会議録フルテキスト

データベースの検討を始め、平成 8（1996）年度か

らシステムの開発に着手し、平成 11（1999）年 1

月からインターネットで試行提供を開始した。平成

13（2001）年 4 月から第 1 回国会からのすべての会

議録の提供を行っている。

平成 21（2009）年 5 月には、国立国会図書館単

独で第 1 回から第 92 回までの帝国議会の本会議と

委員会の会議録を収載した帝国議会会議録検索シス

テムの提供も開始した。日本国憲法（帝国憲法改正

案）等の審議が行われた戦後期分（第 88 ～第 92 回

帝国議会）の会議録については、フルテキスト化し、

戦前期分はデジタル化画像を収載するのみで目次、

索引、発言者名等の情報をテキスト化して検索でき

るようにした。

4. 日本法令索引

米国議会図書館立法レファレンス局ではカード方

式により連邦と州の法令索引を編さんしていたが、

米国図書館使節は、日本の法律の索引作成を勧告し

た。これに基づき、館法第 8 条に法令索引の作成が

規定された。当時、米国ではすでに法律の各条項を

事項により分類してひとつの法典に再編さんした合

衆国法典（United States Code）の編さんが行われ

ており、法令索引の目的はある事項に関する最新の

法律条項を検索することであった。我が国でも戦前

期に事項から法律の条項を検索する法令索引を編さ

んする試みが民間でなされていたが、国立国会図書

館が最初に編さん、公刊した『法令索引』（昭和 24

（1949）年 11 月刊）は、明治以来の我が国の法令索

引の方式にのっとって、終戦後の占領期に制定され

た法律・政令の年別索引（改廃情報付き）、五十音

順索引、事項別索引であった。その後編さんした『日

本法令索引』現行法令編と旧法令編のいずれもこの

方式を踏襲した。とはいえ当時、調査及び立法考査

局においては米国と日本の法令索引の違いについて

認識があり、「U.S.C.（アメリカ合衆国法典）の如き、

詳細な事項別索引の編さんについても鋭意準備中で

ある。」（『日本法令索引』（昭和 26（1951）年刊）「は

しがき」）としていた。しかし、その後実現を見る

ことのないうちに、行政管理庁が、指定する文字列

を含む条文の検索機能等を備えた現行法令の検索シ

ステムの運用を昭和 55（1980）年 1 月から開始した。



19

序
章

平成 5（1993）年以降、この法令データが民間に提

供され、有償の CD-ROM やデータベースの形で一

般の利用に供され、平成 13（2001）年からは電子

政府の一環でインターネットからの無償での提供が

行われた。このような状況を踏まえて、現行法令編

は平成 14（2002）年版をもって冊子体での刊行を

中止し、平成 16（2004）年 6 月にデータベース「日

本法令索引」の提供を開始した。このデータベース

では、法案の審議経過について国会会議録検索シス

テムの中の該当会議録にリンクを張り、また、法令

の現行及び制定時の本文も総務省の e-Gov 法令検

索、国立公文書館デジタルアーカイブ等にリンクを

張り容易に見ることができるようにしている。

廃止・失効法令については、①国の中央の法令、

②地方の府県令規、③旧植民地の令規、④戦時占領

地の令規、⑤明治 19（1886）年の公文式前の法令

の索引の編さんを目指し、①の政令以上は昭和 58

～ 60（1983 ～ 1985）年に『日本法令索引（旧法令編）』

として刊行し、平成 16（2004）年にデータベース「日

本法令索引」の「廃止法令」として公開、⑤は平成

19（2007）年１月にデータベース「日本法令索引〔明

治前期編〕」として公開した。①の省令、②から④

までは今後に残された課題である。

東京本館 本館出納カウンター
上：昭和 61（1986）年 新館開館以前
下：平成 29（2017）年 3 月
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1. 納本制度による収集

（1）制度の創設と定着
昭和 23（1948）年に制定された国立国会図書館

法（以下「館法」）で、出版物の発行者に、国立国

会図書館への出版物の納本を義務づける納本制度が

創設された。しかし、制度創設当時、出版界には、

戦前の検閲を想起させるとの理由で義務的な納本に

不信感があり、また、用紙の割当を受けるためには

新聞出版用紙割当事務庁にも納本する必要があっ

た。このため有力な出版社でさえも国立国会図書館

に 1 冊も納本をしていないなど、民間出版社から

の納本がふるわなかった。そのため、国立国会図書

館では、この時期、新聞出版用紙割当事務庁から図

書の移管を受け、納本の不足を補っていた。昭和

24（1949）年には、館法の民間出版者の納本に関す

る規定を改正し、納本の目的として「文化財の蓄積

及びその利用のため」と明記し、一部出版社からの

財産権の侵害という反発の声に応えて納入出版物代

償金を交付する制度を設けるとともに（第 25 条）、

納入しなかった場合の過料の制度を新設した（第

25 条の 2）。改正法による代償金交付制度の実施に

当たり、査定のために納入関係業界の代表から成る

納入出版物代償金委員会を設置した。このとき日本

新聞協会は、委員推薦を拒否したが、制度の趣旨を

理解して、発行する新聞の寄贈をもって納入に代え

ることを選択した。昭和 26（1951）年 4 月に至り、

代償金の支払事務が煩瑣なところから、取次会社で

結成される出版取次懇和会（現在の日本出版取次協

会）が各出版社の委託を受け、納入を代行し、代償

金を請求するという一括納入方式が確立した。実際

の納入事務は業界最大手の日本出版販売株式会社と

東京出版販売株式会社（現在の株式会社トーハン）

が半年交代で行った。これ以降、図書の納入が安定

的になされるようになり、街の書店に並ぶような取

次会社経由の出版物の納入もれはほとんどなくなっ

た。

納本制度により網羅的な納入が行われるようにな

る前の、国立国会図書館の所蔵が手薄である昭和

20 ～ 24（1945 ～ 49）年の出版物については、検閲

のために連合国最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）

に納入された資料の移管を受けた米国メリーランド

大学図書館プランゲ文庫の雑誌、新聞、図書を平成

4（1992）年度以降、断続的にマイクロフィルムへ

の撮影等、その後デジタル化により収集している。

（2）納本制度創設前の出版物の収集
納本制度以前の出版物については、昭和 24（1949）

年に国立図書館（昭和 22（1947）年 12 月に帝国図

書館から改称）を支部図書館とすることでその蔵書

を引き継いだ。明治 8（1875）年以降、出版警察法

規に基づき、書籍館以降の帝国図書館の前身となる

図書館及び帝国図書館は、検閲のために内務省に 2

部納付された出版物のうち 1 部の交付を受けてい

た。しかし、新聞や雑誌の収集は不十分であり、網

羅的な収集には程遠い状態であった。明治 44（1911）

年には東京美術学校書庫に預けていた乙部図書（目

下の利用価値が乏しいとして閲覧に供されていな

かった通俗書等）2 万 9578 冊が火災に遭い廃棄し

たこともあった。

国立国会図書館では、昭和 49（1974）年度以降

の毎年度の図書収集実施計画で、旧帝国図書館時代

に収集もれとなった資料、旧植民地出版物で未収の

資料、戦後の納本制度の空白期の出版物を雑誌・新

聞の欠号を含めて収集する対象として掲げ、収集に

努めてきた。

（3）レコードの納入
レコードについては、制度上、代償金額は定価の

4 ～ 5 割とされていた（昭和 31（1956）年改正以降、

4 割未満とすることも可能とされていた）が、運用

上、代償金の予算不足から昭和 20 ～ 30 年代には無

償としたり、有償でも低廉な代償金としたり、頻繁

に運用を変更した。昭和 36（1961）年に邦盤（国
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内吹きこみ盤）は小売価格の 5 割となったが、洋

盤（外国で吹きこんだ原盤を輸入し、国内でプレス

したもの）は依然として無償とし、昭和 52（1977）

年にようやく洋盤も有償とした。図書同様に制度上

の小売価格の 5 割の代償金による有償納入の運用が

確立するまで、制度開始から 30 年近くかかった。

また、レコードには図書と異なり、物品税がかかり、

税務当局への国立国会図書館と日本蓄音機レコード

協会（現在の日本レコード協会）の陳情の結果、有

償納入、次いで無償納入に免税が認められたが、そ

の後、免税手続きが煩雑となり納入の障害となった。

このような理由から、レコードの納入は遅滞し、納

入率は芳しくなかった。

国立国会図書館では、平成 19（2007）年に日本

レコード協会、日本放送協会等 6 団体により設立

された歴史的音盤アーカイブ推進協議会（HiRAC）

がデジタル化した、1900 年代初頭から 1950 年頃ま

でに国内で製造された初期レコード（SP 盤）及び

金属原盤に収録された音源約 5 万タイトルを購入に

より平成 21 ～ 24（2009 ～ 2012）年度にかけて収

集し、納本制度開始前の未所蔵分を埋めた。

（4）電子出版物の納入制度
電子出版物の増大に対処するため、平成 12（2000）

年に館法が改正され、「電子的方法、磁気的方法そ

の他の人の知覚によつては認識することができない

方法により文字、映像、音又はプログラムを記録し

た物」の CD-ROM、DVD、フロッピー・ディスク、

磁気テープ（カセットテープ、ビデオテープも電子

出版物に準じて含まれる）等のパッケージ系電子出

版物が納入対象とされた。

なお、音楽 CD、磁気テープ（音楽カセットテー

プ等）は改正前の規定の「録音盤その他音を機械的

に複製する用に供する機器に写調した著作物」に該

当するとして納入義務があるものと解釈されてきた

が、この法改正によりパッケージ系電子出版物とし

て納入義務が課されるようになった。　

映画フィルムは昭和 23（1948）年制定の館法で

は納入対象であったが、①製作本数が少ないこと、

②代償金が高額になること、③当時のフィルムは可

燃性であり保管が難しく、保管スペース及び上映施

設等も未整備であったことを理由に昭和 24（1949）

年館法改正により当分の間、納入を免ぜられていた。

映画の VHS テープ、DVD 版等は、パッケージ系

電子出版物として新たに納入対象となった。

平成 21（2009）年には館法が改正され、国等の

公的機関のウェブサイト（インターネット資料）を

国立国会図書館が許諾なく収集することができるよ

うになった。平成 24（2012）年の館法改正ではイ

ンターネット等で電子書籍、電子雑誌等（オンライ

ン資料）を出版した民間の発行者に提供義務を課し

た。ただし、当面は無償かつ DRM（技術的制限手段）

なしのもののみを対象とした。

2. 和古書と漢籍等の蔵書

明治維新後、徳川家康の蔵書にはじまる徳川幕府

の旧蔵書（紅葉山文庫旧蔵本）と、林羅山の蔵書に

はじまり、天保の改革により江戸幕府が整備した出

版検閲制度である「学問所改」により納本された蔵

書を含む昌平坂学問所の旧蔵書（昌平坂学問所本）

は、明治 24（1891）年に内閣文庫から宮内省図書

寮文庫に移管された貴重書を除き、太政官文庫（内

閣文庫）により引き継がれた。特に後者の昌平坂学

問所本は、一度は帝国図書館の前身である書籍館が

引き継いだが、その後の所管替により帝国図書館に

は引き継がれなくなった。帝国図書館は、その前身

である東京書籍館・東京図書館時代に文部省から各

藩の藩校の蔵書、東京開成学校等から蘭書を引き継

いだにすぎなかった。ほかに文書資料として、東京

府から江戸町奉行所等の記録類（「旧幕引継書」）、

外務省から宗家文書のうちの釜山倭館記録類の一部

を引き継いだ。その一方で帝国図書館は、東京図書

館時代の明治 10 年代から購入と寄贈により古典籍

資料の収集に務め、国立国会図書館になってからも

継続した。特に本草学、古活字版、暦等の特色ある

コレクションの充実を図ってきた。現在、28 万点

を数える。
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3. 憲政資料の収集

国立国会図書館の特筆すべきコレクションとして

は、幕末以降の政治家、官僚等の個人文書を収集し

た憲政資料が挙げられる。国会で決議された、元侯

爵議員で日本近代史の研究者である大久保利謙氏に

よる「日本国会史編纂所設置ニ関スル請願」等が

きっかけとなり、昭和 24（1949）年に憲政資料蒐

集係を置き、憲政史料の収集を開始した。当時、「維

新の功臣」や明治政府の高官の子孫である旧華族家

の所蔵文書が、華族制度の廃止に伴う混乱の中で散

逸するおそれがあったため、昭和 25 ～ 27（1950 ～

1952）年度の 3 か年に購入経費として計 900 万円と

いう破格の予算が計上された。同係の職員となって

いた大久保氏がこの期間に各家と文書の一括買取交

渉を行い、30 家 4 万 7000 点を収集した。

その後は収集を中断し、資料の整理に専念したが、

昭和 37（1962）年度に対象範囲を大正・昭和期に

活躍した政治家等まで拡大し文書の収集を再開し、

以後、収集対象とする政治家等が活躍した時代も次

第に下り、現在では戦後に活躍した政治家等の文書

を収集している。こうして収集した憲政資料は、日

本近現代史の第 1 級の史料として研究者に利用され

ている。

4. 科学技術資料の収集

（1）PBリポート
国立国会図書館の科学技術資料収集は、PB リポー

トから始まった。PB リポートとは、1945 年 7 月に

米国商務省に設けられた出版委員会（Publication 

Board）が政府機関の資金で作成された科学技術情

報を調査レポートの形式で刊行したもので、旧枢軸

国から接収した技術文書がその中心であった。PB

の頭文字と通し番号が付されていたので、日本の技

術者の間では「PB リポート」と呼ばれた。昭和 27

（1952）年 5 月 27 日に日本経済新聞に我が国の製造

業の製品開発への PB リポートの有用性を紹介した

吉村昌光氏（日本技術士会化学部長）「PB リポート

とは」という記事がきっかけとなり、国立国会図書

館では米国議会図書館を通じての収集に着手した。

昭和 27（1952）年 6 月に衆参両議院の議院運営

委員会の決議と日本学術会議から総理大臣宛の要望

書の提出があり、12 月の補正予算に国立国会図書

館の PB リポートの購入に必要な経費として約 7000

万円が計上された。昭和 28（1953）年 7 月には第

一便が到着し、8 月から一般公開した。

昭和 29（1954）年には全国各地方に PB リポート

センターを設置し、国立国会図書館から PB リポー
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トのマイクロフィルムの引伸し印画、のちにはマ

イクロフィルムやマイクロフィッシュを貸し出し、

全国の中小企業等が PB リポートを利用できるよう

にした。このセンターは、昭和 36（1961）年に次

に述べる AEC 資料も貸付の対象としたのに伴い地

区科学技術資料館と改称した。同資料館は、平成 3

（1991）年 3 月まで存続した。

（2）原子力資料
PB リポートに次いで、原子力資料の収集に着手

した。昭和 27（1952）年に原子力研究の推進をめ

ぐり日本学術会議で議論があり、国立国会図書館

では、原子力資料関係経費 1900 万円余が昭和 28

（1953）年度予算に計上された。昭和 28 年 9 月以降、

湯川秀樹氏（京都大学教授）、茅誠司氏（東京大学

教授）、伏見康治氏（大阪大学教授）ら学識経験者

から成る原子力資料収集選定のための懇談会を開催

し、予算の使途を決定した。昭和 29（1954）年政

府提出予算案は、国会で科学振興費 3 億円（内訳は

原子炉築造に関する経費等 2 億 8000 万円と国立国

会図書館の PB リポート購入に必要な経費 1000 万

円と原子力資料の追加購入に必要な経費 1000 万円）

を増額する予算修正案が可決され成立した。昭和

29 年 5 月に茅氏が渡米し、米国原子力委員会（AEC）

と交渉し、AEC リポートの日本政府への寄託の話

をまとめた。寄託先として工業技術院も候補となっ

たが、調整が行われた結果、昭和 30（1955）年 2 月、

科学技術行政協議会が国立国会図書館を寄託図書館

とすることを決定した。同年 4 月から資料が到着し、

同年 12 月、旧赤坂離宮「狩の間」に原子力資料閲

赤坂本館の PB リポート及び原子力資料閲覧室とそのマイクロフィルムキャビネット
（『国立国会図書館利用のてびき　主として一般利用者のために』（昭和 29（1954）年）より）
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外国科学技術雑誌の購入タイトル数

覧室を開設した。

（3）外国雑誌
外国雑誌の収集は、世界の原子力機関に依頼して

収集した資料の中に入っていたものの受入に始ま

る。昭和 30 年代には、原子力以外の分野の外国雑

誌にも収集範囲を拡大した。昭和 35（1960）年に

は 3000 タイトルとなり、昭和 36（1961）年度から

3 か年での整備を進め、昭和 38（1963）年には 1 万

タイトル近くになった。

国立国会図書館よりも早く日本科学技術情報セ

ンター（JICST、現在の科学技術振興機構（JST））

が外国雑誌の収集に着手し、文献複写サービスを開

始していた。同センターの複写件数は、国立国会図

書館のすべての資料の複写件数よりも 1 桁多いもの

であった。

オイルショック後、購入単価の高騰のため外国雑

誌の購入タイトル数は 5000 件まで減少したが、上

記の湯川氏らの懇談会の後継の原子力資料整備審議

会を前身とし、昭和 36（1961）年に設置された国

立国会図書館長の諮問機関である科学技術関係資料

整備審議会が、昭和 53（1978）年度に英国図書館

貸出局（BLLD）と同規模の 4 万 5000 タイトルを

整備するよう館長に答申した。昭和 54（1979）年

度科学技術関係資料費の当初予算は前年度比 67％

増で 4 億円を、さらに昭和 56（1981）年度当初予

算は 5 億円を突破した。タイトル数は昭和 58（1983）

年に 1 万 3000 誌となった。

その後、円高も進んだが、それ以上に雑誌の単価

が上昇し、タイトル数は昭和 58（1983）年の 1 万

3000 誌をピークに減少を続けた。学術雑誌の高騰

問題は、円安となった 1990 年代後半以降、国内の

大学図書館で大きな問題となった。国立国会図書館

でも、国立図書館としてコア・ジャーナルの維持に

努めているが、平成 30（2018）年には約 1300 誌ま

で減少している。

国立国会図書館では、これらの PB リポート、原

子力資料、外国雑誌を核として、ほかに NASA リ

ポート、博士論文、学協会ペーパー等を収集した。
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昭和 22（1947）年の衆議院図書館運営委員会の

検討段階では、新庁舎完成までの国会図書館の庁舎

として特許局庁舎（現在の特許庁庁舎の場所に所在）

を当てようとしたが実現しなかった。そのようなと

き、旧赤坂離宮が国民のものになったことを示す

ため、国の三権により使用されるのが望ましいとす

る連合国最高司令官総司令部民政局（Government 

Section, GHQ/SCAP）の意向により、国立国会図書

館が同離宮の東半分を使用することになった。ただ

し、調査及び立法考査局は、国会サービス上の便宜

のため昭和 24（1949）年 3 月に議事堂内に移り、さら

に、永田町の旧参謀本部陸地測量部の煉瓦造建物を

書庫に改修するとともに庁舎を増築し、そこに移っ

た（三宅坂分室）。これらの赤坂と三宅坂の庁舎は

あくまで新庁舎が建設されるまでの仮庁舎であり、

新庁舎の建設を予定していた。

この時期の国立国会図書館にとって書庫不足は深

刻な問題であった。すでに昭和 26（1951）年度には

旧赤坂離宮の赤坂本館の書庫と閲覧室の書架の収蔵

能力が限界となり、資料を衆議院に返還したり、三

宅坂分室へ移転したりしてしのいでいた。かつての

帝国図書館である支部上野図書館も帝国図書館時代

から慢性的に書庫不足の問題を抱えていた。

新庁舎は、永田町の旧ドイツ大使館跡地に昭和

30（1955）年度から建設に着手した。昭和 36（1961）

年 7 月には本館（現在の東京本館の本館）の第 1 期

工事が完了し、8 月中に赤坂、三宅坂、上野図書館

の庁舎から新庁舎に資料を移転し、11 月 21 日から

上から、三宅坂分室外観、国立国会図書館が使用していた頃の旧赤坂離宮入り口
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上から、建設中の本館（現在の東京本館の本館）、第 1 期工事完成時の本館
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新庁舎での閲覧業務を開始した。昭和 36 年度中に

第 1 期工事の増築工事として三宅坂に面した本館東

側事務棟 4 ～ 6 階、屋上ペントハウスが完成した。

さらに昭和 41 ～ 43（1966 ～ 1968）年の第 2 期工

事では、書庫棟 12 ～ 17 層増築、北側事務棟新築、

東西側事務棟増築を行い全館完成した。

その後、事務スペースも書庫も狭あいとなってき

たため、昭和 49（1974）年から別館建設の検討を

始め、昭和 56（1981）年に新館建設に着手し、昭

和 61（1986）年に書庫 B5 ～ B8 部分の内装を除き、

新館が完成した。B5 ～ B6 部分の内装は平成元

（1989）年度に、B7 ～ B8 部分の内装は平成 5（1993）

年度にそれぞれ完成した。

支部上野図書館は、国立国会図書館法（以下「館

法」）第 22 条により東京都への移管が予定されてい

たが、東京都との間で移管しないことで合意が成立

し、平成 6（1994）年 7 月には同条を削除する館法

の改正が行われた。平成 7（1995）年 12 月に支部

上野図書館を児童書の図書館の施設とすることを決

定し、平成 9（1997）年度に支部上野図書館庁舎の

改修による国際子ども図書館の建築に着手し、平成

12（2000）年に昭和期の建物部分の改修が終了し、

部分開館し、平成 14（2002）年に明治期部分の改

修も完成し、全面開館した。平成 24 ～ 27（2012 ～

2015）年には、増築棟（アーチ棟）を建設した。

関西館は、関西文化学術研究都市内の京都府南部

の精華・西木津地区に取得した用地に平成 10（1998）

年 11 月に建設に着工し、平成 14（2002）年 3 月に

概成した。平成 31（2019）年度末に東京本館と関

西館の書庫の収蔵能力が限界となることが予想され

たため、平成 28（2016）年 10 月には、総計収蔵能

力 1400 万冊を収蔵できる書庫棟を建設する関西館

第 2 期工事の第 1 段階として 500 万冊を収蔵する書

庫棟の工事に着工した。竣工予定は令和 2（2020）

年である。
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1. 赤坂・三宅坂・上野時代

旧赤坂離宮の赤坂本館、旧参謀本部陸地測量部の

戦焼建物を昭和 23（1948）年度以降改修・増築した三

宅坂分室（以上、中央館）、かつての帝国図書館で昭

和 24（1949）年に支部図書館となった上野図書館で

来館利用者サービスを行った。昭和 29（1954）年まで

は蔵書数で上野図書館が中央館を上回り、利用者数

も永田町の本館（現在の東京本館の本館）に移転する

までの間、上野図書館が約 3 倍近くを数えた（中央

館 1 日 500 人程度、上野図書館が 1300 人前後（昭和

30 年代前半））。利用者層は学生と無職の人が多数を

占めたのは両施設共通であり、学生が多かったのは、

受験生が図書館資料を利用するためでなく、受験

勉強のために閲覧席を使っていたという要因もあっ

た。双方の施設でしばしば閲覧席が満席となり入館

制限を行った。上野図書館は昭和 24 年の開館時か

ら日曜日も開館していたが、中央館でも利用者が増

加し、閲覧できずに帰る利用者が増えたため、昭和

27（1952）年 4 月 27 日から日曜日の開館を実施した。

上から、支部上野図書館公開書架室、
赤坂本館閲覧室
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2. 来館サービスの課題

昭和 36（1961）年に永田町に本館が竣工し、そ

れまで 3 施設で保管していた蔵書をこの新庁舎で集

中して保管することにした。新庁舎では、参考図書

類を除き、利用者が自由に資料を手に取ることがで

きる公開書架を置かず、資料のほとんどすべてを書

庫に収め、利用者の請求を受けて書庫から資料を出

してくる方式を取った。

また、利用の年齢制限を 15 歳以上から 20 歳以上

に引き上げ（大学生・短大生は 20 歳未満でも特例

として利用可とした）、これにより大学受験の準備

等のための座席のみの利用が減るという目論見で

あった。だが、新庁舎開館当初の調査では、3 分の

1 の利用者は書庫資料の請求を全くしておらず、そ

のうちの少なからざる人は資料を利用しない閲覧席

のみの利用者と見られるという結果であった。

昭和 38（1963）年 4 月にゼロックスによる複写サー

ビスを開始し、普通紙へのコピー（電子式複写）が

可能になり、複写機の性能向上と普及とともに、利

用者の目的が閲覧室で資料を閲読することから、資

料の複写物を得ることに徐々に変わっていった。利

用形態の変化により滞在時間が短くなったことで、
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閲覧席の利用回転率がよくなり、利用者数は急激に

増加し、昭和 44（1969）年には 1 日平均の利用者

が 1000 人を超えた。また、記事の複写を前提にし

た雑誌の利用が増加し、昭和 55（1980）年には雑

誌の出納冊数が図書の出納冊数を上回った。

当時は閲覧室ごとに入室希望者が座席数を上回る

と入館を制限した。図書・雑誌を閲覧する一般的な

利用者の場合、第一・第二閲覧室の座席数 576 席

（昭和 43（1968）年以降）が上限となった。入館が

制限されると利用者は入り口前のベンチに到着順に

着席させられ、入館の順番が来るのを待たされた。

繁忙期には入館待ちの人数は 100 人程となった。

入館してからも請求可能な資料は図書・雑誌あわ

せて 5 点の制限があり、資料を請求してから手にす

るまで 20 分から 30 分、雑誌では 1 時間以上かかる

こともあった（昭和 55（1980）年）。昼休み時間には、

カウンターでの資料の出納、資料請求票や複写の受

付を停止していた。

利用者の目的が資料の複写を得ることに変わって

いったことに伴い、多くの資料を短時間のうちに複

写して帰ることが利用者の大きな関心事となった。

そういった利用の障害となる入館制限、資料が書庫

から出てくるまでの時間、昼休み時間中の受付休止、

請求資料の点数制限に対しては、資料が書庫からカ
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ウンターに到着した際のマイクでの利用者呼び出し

による騒音とともに、利用者から多くの苦情が寄せ

られ、利用者サービス上での解決すべき課題となっ

た。

複写利用の増加を反映して、座席数で入館を制限

しても席を利用しない利用者が多く、空席も目立っ

てきたところから、昭和 61（1986）年の新館開館

時に座席数による入館制限を撤廃した。また、同じ

く新館開館時に、資料到着のマイクでの呼出しを待

つために出納カウンター付近で待機せずに、待ち時

間の有効な活用を可能とするとともに、マイクでの

呼び出しによる騒音を解消することを主たる目的と

して、入退館管理システムの一環で番号を表示する

電光表示盤とモニターを導入し、閲覧スペースの主

要箇所に設置した。この措置は資料が書庫から出て

くるのを待つ時間の有効活用には一定の効果をもた

らした。その一方でマイクでの呼び出し自体はその

後も継続した。上記の課題については、その後も順

次解決・緩和に取り組んだ。

また、新館開館を機に、公共図書館の館数の増加

と蔵書の充実が進んだことを受けて、国立国会図書

館は国内において文献を後世に伝え保存する使命を

果たすとともに来館利用者の調査研究目的の利用を

促進するために、身近な図書館で目的が達せられる

利用者にはその図書館の利用を勧める措置を取っ

た。その上で各種図書館において調査の上、国立国

会図書館にしか所蔵がないと判明した資料の貸出

し・複写や当該図書館において解決できなかったレ

ファレンスの申込みに対し、迅速に対応するため、

これらの申込窓口を一本化してファクシミリでの申

込みも受け付けることにした。同時にこれまで受け

付けていなかった東京近県と東京都内の図書館から

の文書レファレンスと複写の申込みも受け付けるこ

とにした。

しかし、こうした措置により図書館からの郵送複

写や文書レファレンスの申込みは増加したものの、

各図書館の蔵書目録が自宅で確認できない当時の利

用条件下において、とりあえず蔵書数の多い国立国

会図書館に行っておけば間違いないと考える利用者

の行動パターンを変えることはできず、その後も利

用者数は増加を続けた。平成 6（1994）年 8 月には

図書・雑誌の利用者について入館制限を再開してい

る。平成 12（2000）年 3 月に Web-OPAC をインター

ネット公開してから入館者数が減少し始め、入館制

限をすることがなくなった（平成 12 年以降の状況

については 3 章コラム「利用の拡大」を参照）。

入館については、平成 24（2012）年 1 月から IC カー

ドの登録利用者カードを貸与し、これまでのように

来館の度ごとに手続きを取ることをなくし、カード

をかざすだけで入館することができるようになって

いる。

3. 開館日・開館時間の拡大

国立国会図書館の中央館（赤坂本館及び三宅坂分

室、永田町の本館（現在の東京本館の本館））では、

昭和 23（1948）年の開館当初は日曜日と国民の祝

日のみを休館としていたが、前述のように昭和 27

（1952）年 4 月 27 日から日曜日を開館とするととも

に、月 1 回館内整理のための休館日（以下「整理休

館日」）を設けた。永田町の本館に移った直後は第 1、

第 3 日曜日のみを閉館としていたが、昭和 37（1962）

年 6 月 18 日から特別閲覧室利用者を対象に午後 8

時まで開館する一方で、毎日曜日閉館とした。

週休 2 日制をめぐる一般社会情勢の変化を受け

て、昭和 63（1988）年 4 月から国立国会図書館職

員を含む国家公務員の 4 週 6 休制度が実施され、昭

和 64（1989）年 1 月 1 日から第 2、第 4 土曜日を閉

庁とする「国会に置かれる機関の休日に関する法律」

が施行された。これに伴い第 2、第 4 土曜日を休館

日とし、次いで平成 4（1992）年 5 月の上記法律の

改正による完全週休 2 日制の実施の際に、第 3 土曜

日を除く土曜日と第 4 月曜日を休館日とした。この

措置により、昭和 64 年から月に 2 日、平成 4 年 5

月から月に 4 日、休館日が増加し、昭和 62（1987）

年度に 284 日あった年間開館日数が平成 4 年度に

は 234 日と 50 日も少なくなった。これに対し、利

用者には休館日の多いことへの不満、特に地方在住

の利用者には、土曜日や日曜日の開館を求める声が

あった。
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中央館では午前 9 時から午後 4 時半まで、支部上

野図書館では午前 9 時から午後 9 時（当初午後 6 時

まで、その後段階的に延長した）だった開館時間を、

永田町本館では開館時、一部の閲覧室を除き午前 9

時半から午後 8 時半まで、その後ほどなくして午後

5 時までとした。その日のうちに製品を受け取れる

即日複写（昭和 49（1974）年開始）の受付は午後 3

時 30 分までとしていた。午後に来館した場合に複

写をする時間が限られており、利用者からは複写受

付時間を延長するよう強い要望があった。これらの

要望に応え、平成 9（1997）年 8 月から即日複写の

受付時間を午後 4 時まで 30 分延長した。

平成 12（2000）年 1 月から第 1 土曜日を開館し

（代わりに直後の月曜日を閉館）、毎月 1 回あった整

理休館日を年 4 回とすることで年に 4 日開館日を増

やす手直しを行った。しかし、抜本的な改善が依然

として課題であった。平成 16（2004）年 10 月に開

館日・開館日数の拡大を行い、毎週土曜日と月曜日

を開館とし、整理休館日を月 1 回とし、開館時間も

午後 7 時まで、即日複写の受付時間を午後 6 時まで

とした。この措置により年間の開館日数が平成 17

（2005）年には 280 日に回復した。

4. 館内での資料検索の簡便化

誌紙名の冊子体目録を検索手段とする雑誌や新聞

は別として、図書を利用するためには、目録ホール

（現在の本館ホール）内に設置された年代ごとに編

成された、人の背丈より高いカードボックスに収め

られたカード目録を検索して請求記号と書名を突き

止めなければならなかった。しかし、入館して公開

書架がほとんどないことを知り、戸惑っている初め

ての利用者の多くにとって、探している情報が掲載

された図書の書名・著者名や雑誌の誌名と巻号を特

定した上で、訓令式ローマ字のアルファベット順に

書名と著者名が混在して配列された多数の目録カー

ドの中から目当ての資料のカードを探し出すのは、

かなりハードルの高い作業であった。その結果、目

昭和 61（1986）年新館開館以前の本館（現在の東京本館の本館）目録ホール
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当ての資料を手にすることができず、あきらめて

帰った利用者は少なくなかったと思われる。

平成元（1989）年 7 月に目録ホールに CD-ROM

版の和図書目録（J-BISC）、平成 4（1992）年 7 月

に洋図書オンライン閲覧目録（OPAC）、平成 9

（1997）年 4 月に和図書オンライン閲覧目録（OPAC）

の提供を開始し、さらに平成 11（1999）年 7 月に

Web-OPAC を館内公開することで、利用者は煩わ

しいカード目録の検索の負担から解放されることに

なった。しかし、まだこの時期は目録のインター

ネット公開を行っておらず、電話等で問い合わせた

りしない限り、来館しなければ国立国会図書館がど

のような資料を所蔵しているかわからなかった。そ

のため国立国会図書館に行けば目的が達せられると

いう漠然とした期待から来館する人も多かったと見

られ、前述のように来館利用者数は増加を続け、平

成 5（1993）年度から平成 6（1994）年度に 1 日平

均 2000 人を超えるピークに達した。その後も 1 日

平均 1800 人以上を数え、混雑状態が続いた。

平成 12（2000）年 3 月に至り Web-OPAC、次い

で平成 14（2002）年 10 月に関西館開館に伴い国立

国会図書館蔵書検索・申込システム（NDL-OPAC）

をインターネット公開し、自宅からでも国立国会図

書館における資料の所蔵の有無を調べることができ

るようになった。また、NDL-OPAC 公開と同時に、

著作権が消滅している明治期刊行図書約 3 万 3000

冊のデジタル化画像を「近代デジタルライブラリー」

としてインターネット公開した。これらの公開によ

り来館利用に代わる在宅での国立国会図書館利用の

道が開かれた。来館利用者数は平成 10（1998）年

度から顕著に減少に転じた。

平成 14（2002）年 10 月に関西館で、平成 16（2004）

年 10 月に東京本館で新システムの NDL-OPAC に

よる図書・雑誌の閲覧申込みを開始した。利用者

は、これまでのように資料請求票に請求記号と書名

等を手書きで写して出納カウンターに持っていく必

要はなくなり、NDL-OPAC 上で検索した資料の請

求ボタンをクリックするだけで資料の請求ができる

ようになった。また、これまで請求して係員が書庫

で資料の現物があるかを確認するまでわからなかっ

た使用中か否かが、多くの資料について検索した段

階でわかるようになった。NDL-OPAC の導入によ

り資料の検索は格段に容易になり、1 人あたりの資

料の利用冊数も次第に増加していった。その一方で

検索支援を中心とする口頭レファレンス件数は減少

した。

平成 21（2009）年度補正予算に計上されたデジ

タル化経費 127 億円により、昭和 43（1968）年ま

でに刊行された和図書と平成 12（2000）年頃まで

にマイクロフィルム化されていなかった多くの和雑

誌がデジタル化され、平成 22（2010）年 9 月から

館内の端末で大量の図書・雑誌が閲覧可能となった。

これらの図書・雑誌については書庫から資料が出て

くるのを待つ必要も資料請求の点数制限もなく、端

末で何点でも閲覧することができ、また、デジタル

化の際にテキスト入力された目次データの検索によ

り利用者が必要とする資料を容易に探し当てること

も可能となった。加えて、平成 24（2012）年 1 月

からは、これまで専門室の端末でしか利用できな

かった契約データベースをすべての端末から利用で

きるようにした。これらの大規模デジタル化資料の

公開と契約データベースの提供の拡大により来館に

よる資料利用の利便性が飛躍的に高まり、以後、再

び来館利用者数は増加に転じた。

一方、平成 24（2012）年の著作権法改正により、

国立国会図書館は絶版等で入手困難なデジタル化さ

れた著作物について全国の図書館に送信することが

可能となり、平成 26（2014）年 1 月からこれまで

館内限定公開であったもののうち絶版等で入手困難

な資料の送信を開始した。これにより全国の公共、

大学図書館でこれらの資料を利用することができる

ようになった。

5. 郵送複写サービスの普及

国立国会図書館において利用者への複写サービス

は、昭和 28（1953）年 4 月にマイクロフィルムの

撮影による複写を開始し、開始当初から館外からの

複写申込みにも応じてきた。

郵送による複写申込みは東京都内と近県以外の地
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方在住者（個人と機関）に限ってきたが、昭和 61

（1986）年 9 月の新館開館を機に地域の制限をなく

した。その後、郵送複写の申込件数が伸びない原因

と考えられた処理時間の短縮を図り、申込件数の増

加に努めた。しかし、1980 年代後半から 1990 年代

にかけて、大学図書館、日本科学技術情報センター

（JICST。現在の科学技術振興機構（JST））のそれ

ぞれに比べて、国立国会図書館の郵送複写受付件数

は 1 割にも満たなかった（平成 7（1995）年：国立

国会図書館 7 万 8816 件、大学図書館 116 万 9994 件、

JICST124 万 1970 件）。大学図書館と JICST は、書

誌データベースと複写申込システムが連携している

NACSIS-ILL システム（学術情報センター（現在の

国立情報学研究所（NII））の相互貸借サービス）、

JOIS（JICST Online Information System）をそれ

ぞれ擁していたが、国立国会図書館はそのようなシ

ステムを持っていないことが原因と考えられた。

特に個人からの複写申込みは、書誌情報が不正確

で複写箇所の特定ができていないため、作業の手間

が膨大にかかり、遅延の原因となっていた。そのた

め、個人が直接郵送で複写を申し込めることを広報

せず、国立国会図書館に所蔵があるとわかっている

資料についても、図書館経由の文書レファレンスで

複写箇所を特定してから、同じく図書館経由で複写

を申し込むよう広報していた。この結果、個人から

の直接の複写申込件数は伸びなかった。

平成 14（2002）年 10 月から図書館に対し、さら

に平成 15（2003）年 1 月から利用者登録をした個

人に対し、書誌データベースと複写申込みが連携す

るシステムである NDL-OPAC の提供を開始した。

これにより利用者は NDL-OPAC の画面から郵送複

写を申し込むことができるようになった。同時に関

西館開館後の文献提供サービスにおいては、それま

での図書館経由という方針を転換して、複写資料と

複写箇所が正確に特定できていることを条件に、利

用者に最初から国立国会図書館に郵送複写を申し込

むことを推奨した。これ以後、個人利用者を中心に

郵送複写申込件数は急増した。なお、現在、郵送複

写サービスは「遠隔複写サービス」と呼んでいる。
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公共、大学、専門の各図書館（室）それぞれの館

数は、1950 年代には約 700、約 500、約 1000 であっ

たが、現在は約 3300、約 1600、約 1600 であり、そ

の構成比が変化している。昭和 20 年代から 30 年代

にかけて国立国会図書館における対図書館協力の主

たる対象は行政・司法支部図書館、大学図書館、地

方議会図書館、専門図書館であった。その後、公共

図書館が 1970 年代から右肩上がりで増加し、図書

館協力の重点も公共図書館に移っていった。

国立国会図書館の図書館協力としては、書誌情報

の提供、総合目録の構築、図書館間貸出し、レファ

レンス・サービス、複写サービス、図書館員向け研

修を行ってきた。

1. 書誌情報の提供

（1）国内刊行物総目録の刊行
昭和 23（1948）年 2 月に制定された国立国会図

書館法（以下「館法」）では、国立国会図書館は、

国内で刊行された出版物の目録を 1 年以内の定期刊

で刊行し（第 7 条）、同時に納本者に納入の代償と

して当該目録のうち納入した出版物を登載した号を

遅滞なく送付するものとする（第 25 条）と規定さ

れた。そこで、設立後、とりあえずは納入された出

版物を登載した目録の刊行を急ぎ、昭和 23 年 10 月

に『納本月報』を創刊した。

昭和 24（1949）年の館法改正で代償金の交付制

度が設けられ、目録の送付は納入の代償ではなくな

り、目録送付の対象は寄贈者に限定されることに

なった。それとともに『納本月報』に代わり『国内

出版物目録』（昭和 30（1955）年から『納本週報―

国内出版物目録―』）を創刊し、月刊版では納入さ

れた出版物のみを掲載し、未収集の出版物について

は年刊版で補正する方針を取った。この方針に基づ

き、昭和 23（1948）年版から昭和 35（1960）年版

まで、未収集の出版物（幻灯スライド、映画フィル

ム等も含む）の情報についても関係機関の協力を得

て掲載した年刊版の『全日本出版物総目録』を編さ

んした。しかし、編さんに時間がかかり刊行までに

3 年の遅れが出ていたため、昭和 36（1961）年版か

らは未収集出版物の情報の調査・掲載を中止し、納

入された出版物のみを掲載することとした。

この時期までの『納本週報』と『全日本出版物総

目録』は、基本的な書誌事項のみを掲載していたが、

昭和 53（1978）年 1 月から『納本週報』のコンピュー

タによる編さん開始を機に詳細な書誌情報を提供す

るものとなった。昭和 56（1981）年には『納本週報』、

『全日本出版物総目録』をそれぞれ『日本全国書誌　

週刊版』、『日本全国書誌』（年刊版）に改題した（年

刊版は昭和 52（1977）年版のみで終刊）。

（2）印刷カードの作成・頒布事業
開 館 間 も な い 昭 和 23（1948） 年 7 月 に 連 合

国 最 高 司 令 官 総 司 令 部 民 間 情 報 教 育 局（Civil 

Information and Education Section,GHQ/SCAP）

の特別顧問として来日した米国イリノイ大学図書館

長のダウンズ（Robert B. Downs）が総司令部に提

出した報告書において、国内のすべての出版物の目

録の編さんとともに、印刷カード作成頒布事業が勧

告された。同報告書では、印刷カードを購入するこ

とにより、国内各図書館は目録作成の手間を省くこ

とができるメリットがあると説明された。国立国会

図書館では、翌昭和 24（1949）年 8 月から印刷カー

注文に応じて印刷カードを仕分ける作業
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ドの頒布を開始し、昭和 27（1952）年には日本図

書館協会も選定図書に印刷カードを添付しての頒布

を開始した。国立国会図書館の印刷カードは、新刊

書が出版されてからその印刷カードが利用館のもと

に届くまで、昭和 28（1953）年で約 1 か月半程度、

昭和 54（1979）年のコンピュータ導入前の時点で

予約の一括購入の場合に 11 ～ 15 週かかっていた。

そのため印刷カードの利用館が新刊書を提供する時

に間に合わないという大きな問題があった。

印刷カードの利用は、昭和 40 年代から整理業務

の負担を軽減する図書館業務合理化策として公共・

大学図書館で進んだ。公共図書館の選書は、日本図

書館協会の選定図書の中から行われていたため、公

共図書館では同協会のカードの利用館が多く（ただ

し、公共図書館の印刷カード利用率は低く、日本図

書館協会の印刷カードを利用する公共・学校図書館

も約 100 館にすぎなかった）、国立国会図書館の印

刷カードは 20 館ほどにとどまったが、大学図書館

では 1980 年代のピーク時には約 200 館で利用され

た。印刷カードの作成・頒布事業は、各図書館で目

録の機械化が進み、印刷カードの需要がなくなった

ことにより、平成 10（1998）年 3 月をもって終了した。

（3）JAPAN/MARCの作成・頒布
昭和 56（1981）年には『日本全国書誌』をコン

ピュータで読み取り可能な MARC フォーマットで

JAPAN/MARC を作成し、磁気テープでの頒布を

開始した。民間でも昭和 54（1979）年に日本出版

販売株式会社、昭和 57（1982）年に日本図書館協

会事業部を引き継いだ株式会社図書館流通センター

（TRC）、昭和 58（1983）年に株式会社大阪屋といっ

た書籍取次会社がそれぞれ MARC の頒布を開始し

た。

当時、国立国会図書館内部には、米国で議会図書

館の LC  MARC が利用されているように、各地域

の中心館のコンピュータに MARC テープを蓄積し、

図書館ネットワークを通じて、JAPAN/MARC の

情報が当該地域の大学、公共、専門、学校といった

さまざまな館種の図書館で利用されるような体制と

なることを期待する意見があった。また、1980 年

代前半には県立図書館等が共同処理センターとなっ

て県内の市立図書館が JAPAN/MARC の目録デー
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タを共同利用するとともに総合目録を構築するとい

う構想が、コンピュータの導入が進んでいた市立図

書館の職員により提示されることもあった。

しかし、公共図書館では、図書館への資料の納

入時点で書誌データを利用することが可能な民間

MARC が普及し、JAPAN/MARC を県域の公共図

書館で共同利用する構想は実現しなかった。公共図

書館で JAPAN/MARC が普及しなかった原因とし

ては、印刷カード時代以来の新刊書のデータ搭載ま

でのタイムラグがあることに加え、民間 MARC に

比べアクセスポイントが少ないなど実用的でないこ

と、民間 MARC で行われている選書リストの提供、

購入図書分の目録データの抽出等のサービスがない

こと等が指摘された。

一方、東京大学文献情報センター（現在の国立情

報学研究所（NII））では、昭和 59（1984）年から

大学図書館等の参加館が分担して共同で目録を作成

するシステム（NACSIS-CAT）を稼働させた。こ

のシステムにおいて、JAPAN/MARC は目録作成

のための参照ファイルとして民間 MARC とともに

オンラインで提供された。JAPAN/MARC の購入

館は 1990 年代には 40 館弱であったが、その後減少

した。

国立国会図書館では、昭和 63（1988）年 4 月か

ら JAPAN/MARC の CD-ROM 版の J-BISC の頒布

を開始した。J-BISC は、JAPAN/MARC に比べ導

入が容易であり、経費が比較的安価であり、図書館

間の相互貸借事業にも活用できる等の理由から普及

した。頒布開始から 4 年目の平成 4（1992）年には

購入館が 900 館に達している。

（4）書誌データのインターネットでの提供
平成 8（1996）年に国立国会図書館のホームペー

ジを開設し、最新 1 年分の書誌データ 10 万件の公

開を開始した。

平 成 12（2000） 年 3 月 に Web-OPAC、 平 成 14

（2002）年 4 月から『日本全国書誌』のホームペー

ジ版、10 月に関西館開館に合わせて NDL-OPAC を

それぞれインターネットで公開した。平成 19（2007）

年からは国立国会図書館デジタルアーカイブポータ

ル（PORTA）（平成 24（2012）からは PORTA の

後継である国立国会図書館サーチ（NDL サーチ））

で、API（Application Programming Interface）の

提供を行った。これに伴い、図書館で使用される市

販のパッケージソフトの多くには、NDL サーチの

API により、NDL サーチが提供する国立国会図書

館の書誌データを取り込める機能が装備されるよう

になった。これにより学校図書館や公共図書館等で

の国立国会図書館の書誌データの利用が広がった。

2. 総合目録

全国のどの図書館がどのような蔵書を持っている

かが簡単にわかり、その蔵書を図書館間貸出しによ

り借り受け、あるいは複写の依頼をすることができ

れば、利用者の居住場所や所属にかかわらず、必要

な資料を入手することができる。そのような図書館

間貸出し制度の構築、総合目録の作成は館法第 21

条第 1 項第 1 号及び第 4 号で、行政・司法支部図書

館の総合目録の作成は館法第 17 条第 2 号で規定さ

れた事業である。

国立国会図書館では、まずは行政・司法支部図書

館総合目録の編さんから着手することにし、昭和

24（1949）年 1 月から行政・司法支部図書館、昭和

25（1950）年度からは全国の主要大学図書館の目録

カードと冊子体目録の収集を開始した。こうして集

められた目録カードと冊子体目録を切り貼りした

カードにより、官庁出版物に関する『官庁刊行物総

合目録』（1952-1960）と官庁出版物以外の図書に関

する『国立国会図書館行政司法支部図書館図書総合

目録』（昭和 27-33 年度版）、新聞・雑誌に関する『国

立国会図書館行政・司法各支部図書館定期刊行物総

合目録 昭和 25 年 4 月末現在』を編さんし、刊行し 

た。

しかし、昭和 34（1959）年に支部図書館部の連

絡部への改組に伴い、『官庁刊行物総合目録』は、

昭和 34 年度に第 8 編を刊行したのを最後に編さん

を停止し、『国立国会図書館行政司法支部図書館図

書総合目録』も、洋書の部は次に述べる『新収洋書

総合目録』に統合し、和漢書の部の編さん刊行を取
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りやめた。

洋書については、昭和 27（1952）年 11 月 28 日

の文部省と国立国会図書館との間の「学術文献総合

目録作成に関する覚書」に基づき、覚書時点で編

さんに着手していた文部省編『学術図書総合目録』

（部門別に 8 冊）が昭和 30 ～ 36（1955 ～ 1961）年

に編さん・刊行されたのをもって打ち切られ、国立

国会図書館が新たに昭和 33（1958）年から『新収

洋書総合目録』の刊行を始めた。この目録には昭和

35（1960）年には全国 50 館が参加した。1980 年代

後半には、学術情報センターの NACSIS-CAT が進

展し接続館が増加したことと、目録のデータベース

化によって目録カードの作成を打切り、カードレス

となった図書館も増え、国立国会図書館へのカード

送付を中止する参加館も増えつつあったことにより

平成 2（1990）年 5 月刊行の「1984-1987 年版」をもっ

て終刊した。

逐次刊行物については、戦前の学術研究会議編『外

国学術雑誌目録』を引き継ぎ、上記の覚書に基づ

き、大学図書館等（当初は旧帝国大学の 6 大学、そ

の後、国公私立大学、国立国会図書館、官公庁・民

間の研究所等に拡大）での学術雑誌の所蔵について、

文部省により『学術雑誌総合目録』が昭和 28（1953）

年に編さん・刊行され、その後も継続して編さん・

刊行された。一方、公共図書館での所蔵について日

本図書館協会公共図書館部会が『全国公共図書館逐

次刊行物総合目録』（昭和 38-43（1963-1968））を編

さんし、国立国会図書館は館法第 21 条第 4 号に定

める総合目録を作成するために講ずべきとされる

「あらゆる方策」のひとつとして刊行のみを引き受

けたが、その後の追補を刊行することはなかった。

1980 年代後半に学術情報センターのネットワー

クにおいて大学図書館等の参加館が共同で作成する

前述の総合目録 NACSIS-CAT とともに、文献複写

や相互貸借の依頼・受付システムとして NACSIS-

ILL システムが構築された。一方、1980 年代後半

から 1990 年代にかけては多くの公共図書館でコン

ピュータ導入が進み、それに伴い、都道府県域の図

書館ネットワークが整備され、県域総合目録データ

ベースも構築されていった。これらのシステム、デー

タベースの整備等により大学図書館間、都道府県域

内図書館における相互貸借が飛躍的に伸びていっ

た。

国立国会図書館では、公共図書館においてオンラ

イン目録の導入が進んだ状況において、平成 5 ～

6（1993 ～ 1994）年度に総合目録ネットワーク・パ

イロット・プロジェクトの実験を行い、平成 6 ～ 9

（1994 ～ 1997）年度に通商産業省（現在の経済産業

省）の特別認可法人情報処理振興事業協会（IPA）

と共同でパイロット電子図書館プロジェクトの一環

として実験を進め、平成 10（1998）年 4 月から国

立国会図書館単独で都道府県立図書館と政令指定都

市立図書館が参加した総合目録ネットワーク事業の

本格運用を開始した。この事業は都道府県域を越え

た相互貸借を支援することを目的とした。目録は、

参加各館が抽出したデータを FTP 等で国立国会図

書館に送付し、機械的に書誌の同定がなされる仕組

みを採用した。このデータベースは、平成 15（2003）

年に「ゆにかねっと」という愛称を定め、平成 16

（2004）年に一般公開した。平成 24（2012）年に国

立国会図書館サーチ（NDL サーチ）に統合し、現

在に至っている。
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国会図書館入門』三一書房 1998

二宮三郎「憲政資料室前史」( 上 ), ( 中 ), ( 下 )『参考書

誌研究』43, 44, 45　1993.9, 1994.8, 1995.10

二宮三郎「政治史料調査事務局沿革」『参考書誌

研究』 (37) 1990.3

中島裕喜 「PB レポートに関する一考察―第二次世

界大戦後におけるドイツ技術情報の接収と日本に

おけるその活用―」『大阪大学経済学』 64(2) 2014.9

寺村由比子「国立国会図書館における科学技術資料

の収集をめぐって―平成 4 年度職員業務研修特別

講義から―」『科学技術文献サービス』(99) 1992.11

寺村由比子「国立国会図書館における外国科学

技術雑誌の収集」『科学技術文献サービス』(59) 

1982.2

日本科学技術情報センター十年史編集委員会 編

『日本科学技術情報センター十年史』日本科学

技術情報センター 1967

第 3節

第 2 回国会　衆議院　図書館運営委員会議録　第 4

号　昭和 23 年 2 月 16 日

『上野図書館八十年略史』国立国会図書館支部上野図

書館  1953

『昭和 27 年度予算事項別説明書』国立国会図書館 

1952

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33471
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33471
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序
章 第 4節

「国立国会図書館の一般閲覧者についての予備調査報

告」『国立国会図書館月報』(31) 1963.10

『上野図書館八十年略史 別冊―アンケート集』国立国

会図書館支部上野図書館 ［1953］

外垣豊重「当館はどのように利用されているか―各種

閲覧統計の分析―」『国立国会図書館月報』(65) 1966.8

外垣豊重「あたらいしい閲覧の体制と閲覧室」『国立

国会図書館月報』(92) 1968.11

宮雄司「閲覧出納の現状」『図研論集』(3) 1980.11

寺村由比子「新しい閲覧体制―新館をオープンして

―」『国立国会図書館月報』(306) 1986.9

秋山勉「郵送複写業務、その環境と変化」（「非来館型

サービス利用実態調査―関西館 DSS（ドキュメン

ト・サプライ・サービス）の構築に向けて―」第 1

部 1）『図書館研究シリーズ』(35) 1998.6 

第 5節

鬼塚明治「印刷カードの諸問題」『びぶろす』4(5) 

1953.5

今英章「国立国会図書館における印刷カード頒布業務

の問題点と今後の課題」『図書館雑誌』73(6) 1979.6

椎葉敒子「MARC カードと印刷カード―利用の視

点から―」『現代の図書館』15(4) 1977.12

石山洋「ジャパン・マークについて」『学校図書館』(342) 

1979.4

薬袋秀樹「公共図書館ネットワーク論の現状と課題」

日本図書館学会研究委員会 編『図書館ネットワー

クの現状と課題』（論集・図書館学研究の歩み 第

11 集）日外アソシエーツ 1991

遠矢勝昭「J-BISC について―３年間の動きと今後へ

の期待」『月刊 IM』30(11) 1991.10

丸山泰通「日本における「全国総合目録」沿革ノート」

『図書館研究シリーズ』(19) 1978.3

本館（現在の東京本館の本館）の第 1
期工事竣工当時の議事堂周辺。昭和 37

（1962）年 2 ～ 3 月頃の撮影と思われる。
本館の手前に元の三宅坂分室の建物が見
える。

東京本館利用者入り口（平成 30（2018）
年 6 月）。フェンスに 70 周年記念の看板
が掲示されている。



国立国会図書館は、設立以来、調査及び立法考査局を中心

として、衆参両議院、委員会及び国会議員等に対するサー

ビス（国会サービス）を行ってきた。その内容は、議員等

からの依頼に応じた調査回答、自発的な国政課題に関する

調査研究成果の刊行を中心とする。第 1 章では、平成 10

（1998）年以降の 20 年間での、総合調査、科学技術調査プ

ロジェクト、議員向けセミナーの開催、国会情報の国民へ

の発信等の新しいサービスをはじめとする国会サービスの

刷新、強化について、詳述する。

国会活動を支える、
発信する

1第        章
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　第 1 節　国会サービスの 20 年

平成 10（1998）年以降、国会からの要求の変化

や情報通信技術の発展等に伴って、国会サービスの

内容や調査方法の刷新を図ってきた。

1. 依頼調査と国政課題に関する調査研究

国立国会図書館は、納本制度等によって収集した

膨大な資料と、約 180 名（平成 30（2018）年現在）

の調査員を基盤にして、国会サービスを行っている。

国立国会図書館の設立以来、国会サービスの中核

を成すのが、①国会議員等からの依頼に基づいて行

う調査（依頼調査）と、②依頼を予測して自発的に

行う国政課題に関する調査研究（予測調査ともいう）

である。

①の依頼調査は、国会議員、衆参両議院に設置さ

れた委員会、政党等からの求めに応じて事実関係等

についての調査を行うものである。依頼調査への回

答は、資料の複写（複写機の普及以降）・提供、調

査報告書の作成のほか、面談による説明や議員主催

の会議への出席等によって行っている。

②の国政課題に関する調査研究は、国政上の喫緊

の課題、または今後国政課題として浮上する可能性

の高い問題について、国会議員等からの調査の依頼

を予測して自発的に調査し、その背景・歴史、論点

に対する有識者の見解、諸外国の立法例等を調査レ

ポートに取りまとめ、刊行物として国会議員等に配

付するものである。取りまとめた調査レポートの内

容について、平成 19（2007）年以降、国会議員向

けの 1 時間程度の政策セミナー（2 節 4 参照）も開

催している。

依頼調査と国政課題に関する調査研究は密接な関

係を有している。国政課題に関する調査研究のテー

マは、中期的な政策課題となっている問題、次期国

会に提出が予定される法案、あるいは国会議員が関

心を持ち始め、すでに調査の依頼があり、今後調査

依頼の増加が予想される問題等の中から、調査員が

選択する。調査は、依頼調査を発展させる形で行う

場合が多い。依頼調査では、依頼者である議員への

いわばオーダーメイドの回答を作成するが、国政課

題に関する調査研究では、一般的な観点から論点に

ついての賛否の議論を網羅するよう行う。こうして

まとめられた調査レポートは、依頼調査への回答に

も活用される。

※数字は平成 30（2018）年度

依頼調査 

依頼に基づいて行う調査
年間処理件数：3 万 8021 件

（うち、調査報告書：3935 件）

国政課題に関する調査研究 

依頼を予測して自発的に行う調査
論文数：323 本 

政策セミナー：16 回

『レファレンス』

連動

国 会 議 員 等 

議員面談 553 件
会議参加 118 件

公
開

回

　答

依

　頼

『外国の立法　立法
情報・翻訳・解説』

『調査と情報』
（ISSUE BRIEF） 

『調査資料』
（総合調査報告書等）

調査及び立法考査局の国会サービス
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2. 調査業務の 20 年間の変化

調査及び立法考査局では、この 20 年間、大きく

2 つの要因に促され、国会サービスの内容や調査方

法の刷新拡充を行ってきた。

（1）国会からの要求
拡充を促した要因のひとつとして、国会改革（コ

ラム参照）で国立国会図書館を含む各立法補佐機関

の機能強化が求められたことが挙げられる。

議員から寄せられる、議員の立場に立った政策立

案・政策提言・代案提示、面談等による専門家とし

ての助言等の要望に応えて、平成 13（2001）年に

策定した「国会サービス基本計画」及びその後継計

画に基づき、①面談や調査報告書による依頼調査へ

の回答の強化、②分野横断的な政策課題についての

プロジェクト型調査の実施（総合調査、科学技術に

関する調査プロジェクト）、③国政課題について執

筆した調査レポートの概要を調査員が説明する政策

セミナーの開催、といった取組みを通じて、専門的・

分析的な調査の拡充を目指した。

さらに、国会議員からの要求に的確に対応するた

め、平成 18（2006）年に、国会サービスの目標と

して「国会サービスの指針」を策定した。そこに掲

げた実現に努める 2 つの目標が、「立法府のブレー

ン」と「議員のための情報センター」である。「立

法府のブレーン」は、立法活動に資する専門的・分

析的な調査を遂行すること、「議員のための情報セ

ンター」は、国会議員が必要とする資料・情報を迅

速かつ的確に提供することを意味した。

平成 24（2012）年 1 月には、「国会サービスの指針」

を改訂し、他の立法補佐機関との差別化を意識し

て、第 3 の目標として、「国会と国民とをつなぐ役

割」の拡充強化を加えた。これは、情報化時代にふ

さわしい国会と国民との相互関係の構築に寄与する

ため、外部のシンクタンク、研究者等との連携を通

じて得られる情報等を国会に提供するとともに、国

会発生情報（国会会議録等）（4 節参照）への国民

のアクセスを容易にすることを目指すものである。

（2）情報通信技術の発展
もうひとつの拡充を促した要因は、1990 年代か

らのインターネットの普及等である。インターネッ

トの普及以前は、調査員にとって、日々保存した担

当分野の新聞記事の切抜きが調査回答のための不可

欠な情報源であった。その他の雑誌記事、法令、統

計等の情報源も紙媒体がほとんどであり、1980 年

代後半に調査及び立法考査局では電話回線による外

部のデータベースを導入したが、使用料金が高く、

利用条件を限定したため、調査に日常的に使用する

ことはできなかった。

ところが、1990 年代以降のインターネットの普

及に代表される情報通信技術の発展は、入手可能な

情報の量を劇的に増大させ、入手にかかる時間を大

幅に短縮した。政府や議会の資料を始め、世界中で

多くの資料がインターネットで公開されるように

なった。それまでは海外から郵便で資料を入手して

いたために、タイムラグが生じていたが、調査員は

諸外国の情報を即座に入手できるようになった。ま

た、入手できる資料もそれまでは国際交換の対象で

ある官庁出版物、市販の主要な法令集、新聞・雑誌

に限られていたが、インターネットにより外国に居

住する人と同じ条件で膨大な情報が入手可能となっ

た。

同時に、情報通信技術の発展は、情報の提供方法

にも変革をもたらした。平成 11（1999）年には国立

電話による調
査依頼の受付

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/7
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コラム

国会改革

昭和 63（1988）年のリクルート事件の発覚を契機として、平成元（1989）年以降、

政治倫理の確立等を目的とする政治改革の一環として、国会、各政党等で、国会改革

の議論が本格化した。国会改革の議論の中で、国会の立法機能等の強化のために、立

法補佐機関の充実・強化は、主要な項目のひとつであった｡ 例えば、平成 2（1990）

年 6 月の衆議院議会制度協議会で主に野党各党から提案されたほか、平成 8（1996）

年 6 月の土井たか子衆議院議長らによる提言（｢議員立法の活性化に関する一つの提

言｣）にも盛り込まれた。

その後の政府の構造改革の流れを受けて、平成 12（2000）年頃からは、国会改革

の論点として、国会組織のスリム化が前面に出されるようになった。例えば、平成

13（2001）年 11 月の綿貫民輔衆議院議長の私的諮問機関「衆議院改革に関する調査会」

は、衆参両議院及び国立国会図書館の調査部門について、スケールメリットの観点か

ら何らかの統合をすべきとした。

国立国会図書館関係では、館長の待遇を国務大臣と同等とすると規定する国立国会

図書館法第 4 条について、平成 17（2005）年 4 月、館長の給与が高額であるという

理由から該当部分が削除され、国会職員の給与等に関する規程が改正され、衆参法制

局長と同額とされた（その後、衆参事務総長、法制局長、国立国会図書館長が同額と

改正）。

また、平成 18（2006）年 2 月に、自由民主党行政改革推進本部がまとめた提言の中で、

公務員の総人件費削減の一環として、国立国会図書館を独立法人化することが提案さ

れたが、独立法人化することはなかった。

国会図書館が設けている国会議員及び国会関係者向

けのホームページ「調査の窓」（3 節 2 参照）を通じて、

調査及び立法考査局の刊行物を電子的に提供するほ

か、平成 20（2008）年には主要紙の新聞記事デー

タベース等を議員事務所から利用可能とした。

調査及び立法考査局には、単なる事実の確認と

いった簡易な調査依頼が多く寄せられる一方で、イ

ンターネットやデータベースを用いて独自に調査を

する国会議員や政策秘書が増えたことにより、イン

ターネットでは分からないような事柄を短い回答期

限で求められるようにもなった。

依頼調査の統計によっても、インターネットの普

及を確認することができる。どのような方法で依頼

調査に回答したのかを表す統計を遡ると、平成 17

（2005）年度は、図書や雑誌の複写物を提供した件

数（1 万 8974 件）が、インターネット情報等のプ

リントアウトを提供した件数（8797 件（調査及び

立法考査局刊行物を含む））の倍以上あった。しかし、

平成 30（2018）年度には、複写 1 万 3792 件に対し

て、プリントアウト（調査及び立法考査局刊行物を

含む）1 万 4767 件と逆転している。

3. 依頼調査の推移と重点的な調査課題

調査及び立法考査局の依頼調査の処理件数は、平

成 10（1998）年度は 2 万 6996 件であったが、平

成 16（2004）年度から増加が続き、平成 20（2008）

年度には 4 万 6664 件に達した。背景には、平成 19

（2007）年から平成 21（2009）年までの自公政権下

の「ねじれ国会」がある。内閣提出法案が国会審議
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中に修正されるケースが増加する中、法案の調査研

究のために多く利用された。民主党を中心とする連

立政権への交代後、件数は下降傾向をたどるが、東

日本大震災が発生した平成 23（2011）年度には再

び約 4 万 859 件と増加した。その後は 4 万件前後で

推移しているが、一時期に比べて件数が減少した一

因としては、平成 20（2008）年から主要紙の新聞

記事データベース等を議員会館の議員事務所から直

接利用できるように整備したこともあると考えられ

る。

平成 30（2018）年度の処理件数は 3 万 8021 件で

あり、回答方法の内訳は、資料の貸出し・複写・プ

リントアウトが 3 万 2213 件、調査報告書の提供が

3935 件、議員面談または会議参加が 671 件であった。

20 年の間の大きな出来事として、平成 23（2011）

年 3 月の東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島

第一原子力発電所事故がある。国会では震災関連

の立法が急務となった。調査及び立法考査局では、

震災直後の 3 月 17 日に東日本大震災特別調査班を

発足させ、分野横断的な依頼調査を機動的かつ適

切に実施するように努めた。震災翌月の 4 月には、

震災の概況や当面の政策課題等をまとめた「東日

本大震災の概況と政策課題」（『調査と情報 -ISSUE 

BRIEF-』708 号）を刊行し、その後も、震災関連

の調査を継続して実施した。また、国会に設置され

た東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の事務

局に、国立国会図書館から職員 3 名（調査員 2 名、

司書 1 名）を派遣するとともに、その文献調査に協

力した。

また、この 20 年間に調査体制を強化した分野と

して、憲法分野が挙げられる。平成 12（2000）年 1

月、衆参両議院に憲法調査会が設置されたことを受

け、調査及び立法考査局内に臨時に憲法調査特別室

を設け、平成 13（2001）年 4 月に政治議会課の課

内室として正式に憲法室を発足させた（その後、平

成 24（2012）年に憲法課に格上げ、平成 30（2018）

年に憲法調査室を設置）。『諸外国の憲法事情』、『シ

リーズ憲法の論点』をはじめとする憲法関係の調査

研究の成果を多数刊行した。また、大学から、優れ

た研究業績を有している憲法学者を専門調査員・客

員調査員として迎え、専門スタッフも強化した。
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　第 2 節　立法府のブレーン
　　　　　――専門的・分析的な調査の拡充

調査及び立法考査局は、国会議員の立法活動に資

するより広範で専門的な情報等を提供するため、総

合調査、科学技術に関する調査プロジェクト、政策

セミナー、外部との連携の強化等の取組みを開始し

た。

1. 議員要望調査

初回の議員要望調査は、国会議員 100 名を抽出

し、平成 17（2005）年 7 月から 8 月にかけて、面

談により行った。議員の日程の都合等により、実際

に面談できたのは 47 名であった。議員からは、日

頃の国会サービスに対して一定の評価が示された一

方で、議員の立場に立った政策立案・政策提言・代

案提示を行ってほしいとの要望、調査員の専門家と

しての「顔」（経歴や業績等）が見えないことへの

不満等も寄せられた。国会サービスの広報誌『れじ

すめいと』で専門調査員の紹介を行うこととした。

その後、平成 30（2018）年までに計 6 回の議員

要望調査を実施し、国会サービスに関する計画を定

めるときにそれらの結果を参考にするとともに、具

体的なサービスの改善を図った。例えば、依頼調査

の回答には文献の複写に加えてこれまで以上に調査

報告書を添えて回答するようにしたこと、国政課題

について刊行物として公表した調査レポートの要点

を紹介する説明会（政策セミナー。4 参照）を適宜

開催するようにしたこと等が挙げられる。議員の国

会サービスに対する満足度は高まっており、平成

30 年の議員要望調査では、面談説明や調査報告書

の提供といったサービスに高い評価が示された。

2. 総合調査

調査及び立法考査局は、あらゆる分野の国政課題

に対応するため、分野別に当該分野を専門とする調

査員を配置しているが、複数の調査室・課の調査員

から成るプロジェクトチームを結成し、分野横断的

なテーマに関して多様な切り口から調査を行うの

が、総合調査である。

平成 13（2001）年、国会の立法、行政監視機能

等の強化に対応するため、立法補佐機関として、国

家の基本政策、省庁横断的な政策課題等に関して、

総合調査を開始した。総合調査を統括する役割は、

平成 13 年 4 月に設置された総合調査室（専門調査

員等で構成。総合調整室を改組して設置）が担った。

最初の総合調査は、平成 12（2000）年 6 月に発

生した三宅島噴火災害に焦点を当て、「自然災害の

もとでの危機管理」というテーマで実施した。この

総合調査には、担当分野を異にする 11 名の調査員

が参加した。平成 14（2002）年から平成 20（2008）

年までは、原則として 1 テーマについて調査期間 2

年で実施したが、2 年経過するとテーマが時宜に適

わなくなることもあるため、平成 21（2009）年以

降は 1 年で報告書をまとめている。

総合調査においては、テーマをめぐる各分野の問

題を網羅的に論じるとともに、テーマについて分野

横断的・俯瞰的な視点から分析を行い、各分野の問

題の間にある連関性を提示することも重要視してい

る。そのために、多くの総合調査では、調査テーマ

に造詣の深い外部有識者に客員調査員を委嘱し、そ

の指導を仰いでいる。

3. 科学技術に関する調査プロジェクト

科学技術が社会に及ぼす大きな影響について、国

会議員が的確な情報に基づいてそれに係る課題を理

解し検討するのに資するため、科学技術に関する立

法補佐機能の拡充が求められるようになった。

平成 7（1995）年に、議員立法により科学技術基

本法が制定され、それ以後、1 つの省庁では対応で
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総合調査のテーマ
平成 13（2001）年度 自然災害のもとでの危機管理

平成 14（2002）年度 国家的緊急事態への対処

平成 14（2002）-15（2003）年度 米国 80 年代以降の諸改革

平成 15（2003）-16（2004）年度 わが国及び主要国における少子化・高齢化現象とその対策

平成 16（2004）-17（2005）年度 地方再生

平成 17（2005）-18（2006）年度 拡大 EU の現状と今後の課題

平成 18（2006）年 平和の定着

平成 18（2006）-19（2007）年 人口減少社会の外国人問題　

平成 19（2007）-20（2008）年 青少年をめぐる諸問題

平成 19（2007）年 シビリアンコントロールにおける議会の役割

平成 20（2008）年 オーストラリア・ラッド政権の１年

平成 20（2008）-21（2009）年 国際比較にみる日本の政策課題

平成 21（2009）年 持続可能な社会の構築

平成 22（2010）年 世界の中の中国

平成 23（2011）-24（2012）年 技術と文化による日本の再生―インフラ、コンテンツ等の海外展開―

平成 24（2012）年 日米関係をめぐる動向と展望

平成 25（2013）年 21 世紀の地方分権―道州制論議に向けて―

平成 26（2014）年 東日本大震災からの復興への取組の現状と課題

平成 27（2015）年 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸課題

平成 28（2016）年 ダイバーシティ（多様性）社会の構築

平成 29（2017）年 岐路に立つ EU

平成 30（2018）年 21 世紀のアメリカと日本

科学技術に関する調査プロジェクトのテーマ
平成 22（2010）年度 科学技術政策の国際的な動向

平成 23（2011）年度 国による研究開発の推進―大学・公的研究機関を中心に―

平成 24（2012）年度 海洋開発をめぐる科学技術政策

平成 25（2013）年度 再生可能エネルギーをめぐる動向と将来展望

平成 26（2014）年度 情報通信技術の進展に伴う諸問題

平成 27（2015）年度 ライフサイエンスのフロンティア―研究開発の動向と生命倫理―

平成 28（2016）年度 冷戦後の科学技術政策の変容、宇宙政策の動向

平成 29（2017）年度
自動運転技術の動向と課題、人工知能・ロボットと労働・雇用をめぐる視点、デー
タ活用社会を支えるインフラ、政策決定と科学的リテラシー

平成 30（2018）年度
極端気象の予測と防災、インフラ老朽化対策と維持管理技術、生体認証技術の動向

と活用
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きないような、最先端の科学技術に関する課題につ

いて、俯瞰的な立場から議員立法を行う動きが続い

た（臓器移植法、宇宙基本法等）。政府も、平成 8

（1996）年の「科学技術基本計画」策定以降、「科学

技術創造立国」の実現を目指して、科学技術の振興

に一層力を入れて取り組むようになった。

欧米の多くの国では、1970 年代から、議会での

政策決定に役立てるため、議会の中に科学技術がも

たらす社会的影響等の調査・評価を行う機関（議会

テクノロジーアセスメント機関）を設けている。調

査及び立法考査局では、従来から理工系のバックグ

ラウンドを持つ調査員を中心として、科学技術に関

する調査を行ってきたが、そうした欧米諸国の事例

も参考にして、科学技術に関する調査基盤を強化し、

調査をより積極的に行うため、平成 22（2010）年 4

月に文教科学技術課内に科学技術室を新設した。

室の新設とともに、毎年度、科学技術政策の重要

なテーマを選び、外部の有識者・専門機関と連携し

て調査を実施し、報告書にまとめる科学技術に関す

る調査プロジェクトを開始した。調査プロジェクト

は、調査員と外部の有識者が共同で行う方式と、外

部の研究機関に委託する方式を取っている。平成

22（2010）年度に、最初の調査プロジェクトとして「科

学技術政策の国際的な動向」をテーマにして、諸外

国の科学技術政策等について調査を行い、以後、海

洋開発、再生可能エネルギー、宇宙政策等について、

調査を実施した。

4. 政策セミナー

政策セミナーとは、喫緊の国政課題に関して、国

会議員、議員秘書等に向けて、刊行物にまとめた調

査の成果を紹介する説明会で、平成 19（2007）年 9

月に開始した。

政策セミナーは、このために東京本館に新たに整

備したセミナールームまたは国会分館（国会議事堂

内図書館）を会場として、所要 1 時間で、調査員が

プレゼンテーション資料を用いて説明した後、参加

（右上）政策セミナー「青少年をめぐる諸問題」、（左下）
政策セミナー「経済分野における規制改革の影響と対策」

（いずれも平成 21（2009）年 3 月開催）
（右下）国際政策セミナー（平成 30（2018）年 2 月開催「EU
における外国人労働者をめぐる現状と課題―ドイツを中心
に―」）
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者からの質問を受けるという方式で実施している。

第 1 回の政策セミナーのテーマは「テロ特措法」

で、以降、会期中に年間10～20回程度開催している。

また、平成 17（2005）年から、主に総合調査のテー

マに関連して海外から有識者を招へいし、国際政策

セミナーとして、国会議員等に向けた講演会を行う

ほか、一般の人を対象にしたシンポジウム等も行っ

ている。

5. 外部調査研究機関との連携の強化

より高度で特色ある調査サービスを国会に提供す

るためのひとつの方策として、従来のように納本資

料やインターネット情報をもとに調査するだけでな

く、国内外のシンクタンクや研究機関、個々の研究

者との連携を強化し、より広範な資料・情報を収集

し、提供することを進めた。

具体的には、平成 23（2011）年 4 月に連携協力課（翌

年度に調査企画課連携協力室に再編）を設置し、論

文執筆における外部専門家の活用、外部専門家と共

同での政策セミナーの開催、外部専門家の講演記録

の国会向けホームページ「調査の窓」での公表など

を実施した。

海外の関係機関との連携も強化している。米国議

会図書館議会調査局（CRS）からは、平成 11（1999）

年 1 月に議会レファレンス部副部長ドナ・W・シー

ダー（Donna W. Scheeder）氏、平成 13（2001）年

8 月に CRS 局長ダニエル・P・マルホラン（Daniel P. 

Mulhollan）氏を招へいして国会向けの講演会を開

催した。韓国国会図書館とは平成 12（2000）年か

ら、韓国国会立法調査処とは平成 21（2009）年から、

相互に職員が訪問し共通の業務上の課題について報

告会を行う業務交流を行っている。平成 28（2016）

年に欧州諸国の議会技術評価機関の連携組織である

欧州議会テクノロジーアセスメント（EPTA）に準

会員加盟し、平成 29（2017）年に欧州議会調査局

（EPRS）との連携協力を開始した。

また、アジア太平洋地域の議会図書館の議会サー

ビス拡充のための連携協力組織であるアジア太平洋

議会図書館長協会（APLAP）の第 6 回大会（平成

12（2000）年）と第 12 回大会（平成 30（2018）年）

を東京で開催し、この地域の議会図書館の発展の

ために一定の役割を果たした。平成 26（2014）年

には、国際協力機構（JICA）からの依頼に基づい

国際政策セミナーのテーマ
平成 17（2005）年度 EU の現状と今後の課題－経済問題を中心として 
平成 18（2006）年度 人口減少社会における外国人問題について－ドイツの実例に学ぶ－
平成 19（2007）年度 英国の青少年をめぐる諸問題
平成 20（2008）年度 オーストラリア・ラッド政権の 1 年
平成 21（2009）年度 持続可能な社会の構築―スウェーデンからのメッセージ―
平成 22（2010）年度 中国の対外戦略と日中関係
平成 23（2011）年度 世界経済の動向と日本の成長戦略―東日本大震災後の課題―

平成 24（2012）年度
2012 年アメリカ大統領選後の日米関係の展望―アジア太平洋地域における戦略環
境の変化―

平成 25（2013）年度 欧州におけるリージョナリズム―道州制論議への示唆―
平成 26（2014）年度 国会による行政統制―ドイツの「議会留保」をめぐる憲法理論と実務 
平成 27（2015）年度 グローバル化の中の議会の役割―欧州の経験から日本への示唆 
平成 28（2016）年度 家族のダイバーシティ―ヨーロッパの経験から考える―
平成 29（2017）年度 EU における外国人労働者をめぐる現状と課題―ドイツを中心に―　

平成 30（2018）年度 アメリカの外交政策と日本
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て、衆議院法制局及び衆議院事務局とともに、「ベ

トナム国会事務局能力向上プロジェクト」に参画し

た。平成 26 年 1 月から平成 29（2017）年 9 月まで

の「フェーズ 1」では、ベトナム国会図書館職員の

訪日研修（計 6 回）などを実施した。平成 29 年 10

月からの「フェーズ 2」においても、支援・協力活

動を継続している。

（上左）ベトナム国会図書館閲覧室開所式（平成 27（2015）年）、（上右）ベトナム国会事務局能力向上プロジェクトにおける
OJT の様子（平成 28（2016）年）、（下）アジア太平洋議会図書館長協会（APLAP）第 12 回大会（平成 30（2018）年 11 月）
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　第 3 節　議員のための情報センター
　　　　　――情報基盤の環境整備

調査及び立法考査局では、議員の要求する資料・

情報を迅速かつ的確に提供する「議員のための情報

センター」としての機能を、より一層充実・強化し

てきた。

1. 刊行物の拡充

調査及び立法考査局では、設立以来、議員からの

依頼が予測される国政課題について、自発的に調査

研究を行い、その成果を『調査資料』、『レファレン

ス』、『調査と情報 -ISSUE BRIEF-』、『外国の立法　

立法情報・翻訳・解説』等の刊行物として国会議員・

国会関係者に配付している。

調査及び立法考査局の調査の特色として、国立国

会図書館の所蔵する膨大な資料・情報群を背景とし

ていること、諸外国の制度に詳しい、分野横断的で

あること、不偏不党・中立的であること等が挙げら

れる。これらの調査は国会議員からも一定の評価を

得ている一方で、刊行物の記事については、内容が

総論的・概括的で踏み込み不足である、文章が生硬

で読みにくい、といった指摘があった。また、刊行

物については、各刊行物間の役割分担の明確化や、

開かれた国会の一環としてのインターネットを通じ

た情報発信の強化等の必要性も認識されていた。

これらの課題を実現するため、平成 13（2001）

年 4 月には総合調整室を総合調査室に改組し、刊

行物の審査体制を強化した。また、平成 15（2003）

年 5 月に編集企画連絡会、平成 18（2006）年 4 月

に編集企画会議を設置し、刊行物の編集機能の強化

や進捗管理の徹底を図った。

平成 16（2004）年からは、刊行物を国立国会図

書館ホームページにおいて一般向けに公開した。掲

載される記事数は、近年は年間で 300 点以上にのぼ

り、平成 10（1998）年度の約 3 倍となっている。

このほか、平成 12（2000）年には国会審議の論

点や当面の国政課題等を簡潔にまとめた『国政の論

点』を国会向けページ「調査の窓」で公開開始し、

平成 20（2008）年には『調査資料』の中で諸外国

の憲法の翻訳や税制、選挙制度等の紹介を行う「基

本情報シリーズ」を創刊する等、刊行物の種類の充

実を図った。

外国の法令の翻訳、制定経緯に関する記事、その

他外国の法令情報を掲載する『外国の立法　立法情

報・翻訳・解説』については、できるだけ迅速に

情報を提供するため、平成 13（2001）年 6 月から

不定期刊を季刊に変更し、さらに、平成 20（2008）

年 4 月には最新の外国の立法動向、議会における日

本関係の審議を簡潔に紹介した月刊版の刊行を開

始、季刊版には外国法令の翻訳、制定経緯の解説等

を掲載することとした。

また、特定のテーマに関する調査結果の成果をま

とめた報告書としては、国会のみならず社会的にも

大きな関心を集めた『新編　靖国神社問題資料集』

を平成 19（2007）年に刊行したのをはじめ、総合

調査の報告書や科学技術調査プロジェクトの報告書

等を刊行した。 

2. 調査の窓

「調査の窓」は、国会内のネットワーク（国会

WAN（Wide Area Network））を用い、国会議員

及び国会関係者向けのホームページとして、平成

11（1999）年 4 月に本格的な提供を開始した。開始

当初の提供コンテンツは調査及び立法考査局の刊行

物や、国立国会図書館のオンライン蔵書目録（Web-

OPAC）であったが、平成 15（2003）年には国会議

員が直接調査の依頼を行うことを可能とし、平成

16（2004）年には、国会分館が所蔵する資料の検索

ができる国会分館 OPAC の提供を開始した。平成

20（2008）年には、国内外の主要紙・論文や法令・
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判例、オンライン辞書・事典等、国立国会図書館が

契約した外部のオンラインデータベースを随時利用

できるようにした。

「調査の窓」が国会サービスの「電子的なサービ

ス窓口」として機能することで、調査依頼の内容に

も変化が見られた。例えば、依頼者が国立国会図書

館のオンライン蔵書目録（OPAC）で自ら検索する

ことにより、書名や著者名等を指定した資料の貸出

し・複写の依頼が増加した。また、国会会議録検索

システム（4 節 1 参照）で会議録の検索と閲覧が可

能となったことで、単純な会議録の複写といった依

頼の件数は減少した。このほか、主要紙の新聞記事

データベース等が「調査の窓」経由で議員事務所か

ら利用可能となったことにより新聞記事の複写依頼

の件数が減少したと見られる。

3. 資料配送サービス

国立国会図書館では、国会議員からの依頼により

作成した調査報告書や貸出しする書籍、文献の複写

物等を、衆参両議院の議員会館内の議員事務所等に

直接届ける「資料配送サービス」を平成 14（2002）

年 2 月から実施している。

資料配送サービスが導入されるまでは、調査を担

当した職員が議員会館に赴くか、議員秘書に来館し

てもらい、資料を手渡していた。配送サービス開始

によって顔を合わせての意思疎通が減るのではない

かという懸念もあったが、利用者の反応はおおむね

好評であった。配送の利用率は、サービス開始直

後こそ 20% 台であったが、1 年で約 50% に達した。

当初は資料の複写物や調査及び立法考査局刊行物、

依頼回答として作成した報告書等のみ、議員会館

内の議員事務所のみ配送するサービスであったが、

サービス拡大の要望を受け、書籍・雑誌等の貸出し・

返却や議事堂・議員会館内の各会派事務所への配送

も開始した。

資料配送サービスでは、国会議員から依頼された

資料を、1 日 3 回の定期便で、衆参両議院の議員会

館内の議員事務所等に、配送担当のスタッフが配達

している。依頼者にとっては、電話等で依頼をすれ

ば議員事務所まで資料が届き、資料が手元に届く時

間もあらかじめ指定できるため、便利なサービスと

して議員要望調査での認知度・満足度も高い。

調査の窓 トップページ



第
１
章　

国
会
活
動
を
支
え
る
、
発
信
す
る

53

　第 4 節　国会と国民とをつなぐ役割
  　――国会発生情報の発信

国立国会図書館は、国会発生情報（国会会議録や

法令の制定経過等）を体系的に整備して公開してき

た。現在はインターネット上のデータベースとして

提供しており、主要なものとして、「国会会議録検

索システム」、「帝国議会会議録検索システム」と「日

本法令索引」がある。

1. 国会会議録検索システム

国政の最重要記録のひとつである国会会議録（衆

参両議院の本会議と委員会の会議録）は、平成 11

（1999）年以降、衆参両議院と国立国会図書館の共

同事業である国会会議録検索システム上で提供して

いる。直近の回次を含め過去の国会会議録をイン

ターネット上で検索し読むことが可能で、速報性と

検索性が担保されている。

このようなシステムが完成する以前は、本会議録

は官報号外として一般に頒布されていたが、委員会

の会議録は一般頒布されず、国立国会図書館の法令

議会資料室で公開しているにすぎなかった。委員会

の会議録は、国立国会図書館を介して都道府県議会

図書室や政令市議会図書室へも送付されていたが、

これらの図書室では必ずしも一般の閲覧に供してい

たわけでなかった。地方在住者にとっては、国立国

会図書館に該当の議事の会議録掲載箇所を特定する

ためのレファレンスを依頼した上で複写を申し込む

しか、委員会の会議録を閲読する方法がなかった。

会議録は年間約 2 万ページと膨大な量が発行さ

れるため（1 ページは約 3400 字）、その中から、特

定の発言を探し出すのは大変な作業であった。昭和

36（1961）年の第 39 回国会分以降、国立国会図書

館は、案件名と議員名の索引である『会議録総索引』

（第 101 回以降『国会会議録総索引』）の刊行を開始

した。この索引の刊行によって検索作業は比較的容

易となったが、索引作成は手作業であったため索引

刊行までのタイムラグが非常に大きいことが長らく

課題であった（国会終了後、索引の刊行までに通常

3 ～ 4 年を要していた）。平成以降の情報通信技術の

急速な発達により、国会会議録本文のデータベース

化への機運が高まっていった。

他方、国会議員の側でもデータベース化への要

望は高く、たとえば、平成 2（1990）年から平成 4

（1992）年にかけて、衆議院予算委員会第一分科会

において、会議録のデータベース化についての質疑

が行われ、全文データベースについて潜在的なニー

ズが高いこと、具体的な作成工程や衆参事務局と国

立国会図書館との作業分担に関して調整が必要であ

ること等の指摘がなされた。また、平成 3（1991）

年に発足した超党派の議員から成る「国会会議録研

究会」では、国会会議録の改善点として、作成の迅

速化とデータベース化を望む旨の意見が多く出され

た。フルテキスト化への需要の高まりや技術的な実

現可能性を考慮した結果、会議録データのフルテキ

スト・データベース・システム（会議録全文検索シ

ステム）を衆参両議院と国立国会図書館の三者で共

同して構築することが望ましいとの結論に至り、平

成 4（1992）年 9 月、フルテキストでのデータベー

ス構築に向けて舵を切った。データベース構築まで

の間には、会議録の本文画像を光ディスクに入力し、

平成 6（1994）年からは、国会議員が電話回線を通

じて索引データベースを検索すると本文画像を自動

送信するサービスを実施した。

フルテキスト・データベース・システムは、平成

初期の国会会議録検索システム トップページ
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国会会議録検索システム　トップページ、検索画面

8（1996）年度から 4 か年計画で構築した。平成 10

（1998）年秋には衆参両議院向けに試行提供を開始

し、平成 11（1999）年 1 月には一般向けにインター

ネット上で「国会会議録検索システム」として国会

会議録フルテキスト・データベースの試行提供を開

始した。試行段階では、第 142 回国会（平成 10 年

1 月 12 日開会）以降の本会議と予算委員会のみを

提供した。

その後、順次過去 140 回余りの回次の会議録につ

いても遡及して投入を進めた。光ディスクの画像と、

紙の会議録を画像データとしてスキャニングしたも

のを、OCR（光学文字認識）にかけてテキスト化

を行ったが、結果が芳しくなく、網羅的に目視によ

る確認を行い多くの時間を要した。「国会会議録検

索システム」の一般公開から約 2 年半後の平成 13

（2001）年 4 月にようやく、第 1 回国会以降のすべ

ての本会議・委員会の会議録本文を収載した、全回

次を網羅するデータベースが完成した。

その後、データベースの提供開始から 20 年近く

経過し、検索機能やレスポンスの向上、外部連携の
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拡大、システム構成やインタフェースを刷新する必

要性が増したことから、平成 29（2017）年度以降、

帝国議会会議録、日本法令索引、日本法令索引〔明

治前期編〕（いずれも後述）とともにリニューアル

作業を進めている。リニューアル後のシステムの公

開は平成 31（2019）年度内の予定である。

2. 帝国議会会議録検索システム

国会会議録検索システムの完成後、帝国議会（明

治 23（1890）年 11 月～昭和 22（1947）年 3 月）の

会議録についても、データベース化を検討した。予

算等の都合により、国会会議録検索システムと異な

りテキストデータの作成を見送り、画像データのみ

を収載することとした。ただし、戦後分の第 88 回

～第 92 回（昭和 20（1945）年 9 月～昭和 22（1947）

年 3 月）の会議録については、日本国憲法やその施

行に伴う法律の改正の審議等、とりわけ多くの検索

の利用が見込まれたことから、例外的にフルテキス

トデータを作成し、全文検索を可能とした。フルテ

キストデータが存在しない部分の会議録について

は、目次、索引、発言者名等部分のみをテキスト化

帝国議会会議録検索システム トップページ、上から初期のもの、平成 19（2007）年）のもの
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し、検索を行うことができるようにした。

帝国議会会議録検索システムは、平成 16（2004）

年度に開発を開始し、平成 17（2005）年 7 月に公

開した。この時点では第 91 回～第 92 回帝国議会分

（昭和 21（1946）年 11 月～ 22（1947）年 3 月）の

速記録の画像データとフルテキストデータのみの収

載であったが、その後、平成 17 年 7 月から平成 21

（2009）年 4 月までの間に順次データを追加し、第

1 回～第 92 回の帝国議会すべての本会議・委員会

の議事速記録の画像データを網羅するに至った。

3. 日本法令索引

日本法令索引は、国立国会図書館が作成・提供す

る、日本の法令の制定・改廃履歴を収録した索引で

ある。平成 16（2004）年にインターネット上でデー

タベースとして提供を開始した。

国立国会図書館は、国立国会図書館法第 8 条「館

長は、出版に適する様式で日本の法律の索引を作

るものとする」に基づき、昭和 24（1949）年以来、

日本の現行法令（法律、条約、府省令等）の改廃や

沿革の索引である『日本法令索引〔現行法令編〕』

を冊子の形でおおむね毎年刊行していた。

また、昭和 44（1969）年度 からは、過去に遡り、

廃止失効法令の索引編さん事業にも着手した。この

事業は、明治時代にまで遡ってすべての法令を網羅

し、ある法令が有効か失効しているかの判断を行う

という壮大な目的の下に始まったものである。

事業推進のため、昭和 46（1971）年度には館外

学識経験者からなる日本法令沿革索引審議会を設置

し、以後毎年度 1 回の頻度で会議を開催した。索引

事業の対象期間について、第 1 回（1972 年 3 月 14

日）から第 6 回（1977 年 3 月 16 日）までの審議会

での議論の結果、明治 19（1886）年の公文式（明

治 19 年 2 月 26 日勅令第 1 号）以前と、公文式以降

の 2 期に分けて行うこととした。これは、公文式以

降は現在の法体系に近い形で法令が整備されてきた

のに対し、公文式以前は法令番号や法令の形式等が

定まっておらず、明治 18（1885）年までは官報で

公布するという仕組みも無く、明確な典拠を把握す

ることが困難である場合が多いことに起因している

（公文式は法制度を整備するために制定された勅令

である。明治のはじめには法令の形式、相互の効力

関係、周知方法等が必ずしも明確ではなかったが、

公文式によって法律、勅令、閣令、省令等の法形式

や公布方法が定まり、今日のような法体系が確立し

ていった）。

第 1 期事業は「旧法令編」として、明治 19（1886）

年以降の廃止失効法令（法律、勅令、政令。ただし

地方の府県令、外地法令等を除く）を対象とした編

さん作業を行った。当初、7 か年で行う計画であっ

たが、法令の改廃経過の調査が困難を極めたことか

ら、倍の 14 年という歳月を要し、最終的に、昭和

58（1983）年から昭和 60（1985）年にかけて、『日

本法令索引〔旧法令編〕』 第 1 巻から第 3 巻を刊行

した。 

第 1 期事業の終了した昭和 60（1985）年以降は、

第2期事業として、慶応3（1867）年から明治19（1886）

年までの旧法令（太政官布告等）の沿革索引を編さ

んする作業を行った。

1990 年代に情報通信技術が進展し、検索・閲覧

用の法令データベースシステムが当時の総務庁や第

一法規株式会社等によって構築されつつある中で、

日本法令索引についても、刊行や提供の方法に関し

て今後の在り方を検討した。その結果、法令索引は、

関連情報を付与してデータベース化することとし、

平成 14（2002）年度からデータベースシステムの

開発を行った。関連情報の中では特に、国会会議録

検索システムとの連携を重視し、索引の検索結果か

らただちに法令制定時の国会会議録を閲覧可能とす

る仕組みを構築することを目指した。平成 16（2004）

年 6 月、『日本法令索引〔現行法令編〕』『日本法令

索引〔旧法令編〕』を統合したデータベース「日本

法令索引」の提供を開始した。一方、毎年刊行して

きた冊子体の『日本法令索引〔現行法令編〕』につ

いては、平成 14（2002）年 12 月の第 32 回審議会

において、平成 14 年版をもって休刊とすることを

決定した。それに代わり現行法令の索引情報は、1

年に 4 回の頻度で外部から法令データを購入し、投

入した。 
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昭和 60（1985）年から進めていた第 2 期事業は、

公文式以前の法体系が混沌としたものであったこと

から、第 1 期事業「旧法令編」のときに比べてさら

に調査が難航し、オリジナルデータの整備を平成

17（2005）年度まで行った。なお、明治前期編は旧

法令編とは異なり、法令の廃止等について典拠資料

から確認することが困難である場合が多く、典拠資

料に記載のない場合は失効に関する判断作業は行わ

なかった。

第 2 期事業は、明治前期編の法体系が公文式以降

のものと根本的に異なるため、先行の「日本法令索

引」とは一体化せず、独自のデータベースとして提

供することにした。平成 19（2007）年 1 月に「日

本法令索引〔明治前期編〕」として、インターネッ

ト提供を開始した。

なお、刊行形態については当初、日本法令沿革索

引審議会の委員の中から冊子体の刊行を強く望む意

見が出された（平成 14（2002）年 2 月の第 31 回審

議会）。冊子体の方が通覧性が高く、海外の日本研

究者にも便利であること（当時は、フォント等の関

係上、海外から日本のウェブサイトにアクセスする

環境が整っていないと考えられていた）等をその理

由とした。これに対し、冊子体とした場合、6 冊組

となる想定で大部であり、刊行部数が少ないため頒

布価格が高くなる、利用者が限定される等のデメ

リットが想定された。翻って、インターネット提供

の場合、いつでもどこでも利用できるという利便性

に加えて、当時既に近代デジタルライブラリー（3

章 2 節 2（2）参照）で提供されていた『法令全書』

中の法令本文の画像に紐付けることができるという

大きなメリットがあると考えられた。その結果、冊

子体での刊行は行わず、インターネットでのみ提供

することを選択した。 

平成 19（2007）年以降、「日本法令索引」データベー

スと「日本法令索引〔明治前期編〕」データベース

の 2 つによって、 明治維新から現在までの日本の法

令情報を検索することができるようになった。各々

のデータベースは、法令制定改廃情報のみを収載し

日本法令索引 トップページ
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ているが、法令本文についても、衆参両議院、総務

省及び外務省の各ウェブサイト並びに国立国会図書

館デジタルコレクション（近代デジタルライブラ

リーの後継）へのリンクによって、該当法令全文を

ワンストップで閲覧することが可能である。 また、

「日本法令索引」では国会に提出された法律案・条

約承認案件については、国会会議録検索データベー

スへのリンクにより審議経過の国会会議録を閲覧す

ることも可能とし、国会会議録検索データベースの

機能を拡充するものとなっている。

日本法令索引〔明治前期編〕 トップページ
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平成 10（1998）年以降の 20 年間、情報通信技術

は飛躍的に発展し、出版界の状況や図書館が扱う

資料や情報は大きく変化した。第 2 章では、この

ような変化に対応した国立国会図書館の蔵書構築

の 20 年間の変遷について、特に納本制度、電子情

報への対応、媒体変換に着目して、詳述する。

収集対象の拡大

第        章2
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　第 1 節　電子媒体の収集

1. 背景

納本制度とは、その国で発行された図書をはじめ

とする出版物を、国の責任ある機関に納入するよう

発行者等に義務付ける制度である。我が国において

は、国立国会図書館法（昭和 23 年法律第 5 号）の

規定に基づき、国内で発行されたすべての出版物を

国立国会図書館に納入する義務が発行者等に課され

ている。第 1 節では、納本制度上で電子媒体をどの

ように扱うかの検討、その結果として数次にわたる

国立国会図書館法の改正を行い、収集対象を拡大し

た経緯を概観する。

1980 年代以降、主に情報通信分野で「ニューメ

ディア」や「マルチメディア」等の新たな概念が

提唱された。それと時を同じくして、CD-ROM や

DVD 等の多様なメディアが開発され、情報がこれ

らのメディアに記録され、流通するようになった。

昭和 60（1985）年 10 月、三修社が我が国で初めて『最

新科学技術用語辞典』の CD-ROM 版を商品化した。

国立国会図書館が初めて CD-ROM を図書館資料と

して、すなわち、蔵書として利用に供する目的で受

け入れたのは、平成 2（1990）年の青山学院大学図

書館が発行した『AURORA on CD-ROM』であっ

た。以後、紙媒体が中心であった国立国会図書館の

扱う資料に、CD-ROM、DVD 等の電磁的記録媒体

が加わるようになった。官庁出版物についても、白

書、統計等を CD-ROM 版等で出版することが広く

行われるようになった。平成 5（1993）年 1 月分か

ら、特許庁が従来紙媒体で発行していた特許及び実

用新案に係る公報情報を、全文テキスト化して CD-

ROM 版の『公開特許・実用新案公報』として刊行

して以後、民間出版社も相次いで電子出版事業に乗

り出した。

これに続く 1990 年代以降のインターネット等の

普及により、従来紙媒体で出版されていた図書、雑

誌、新聞等のデジタル版が、紙媒体と並行して、ま

たは紙媒体に代えてインターネット上で提供される

例も現れるなど、インターネット上で公開・提供さ

れる情報量が飛躍的に増大した。以上のような社会

情勢の変化により、紙媒体のみの収集では、国民の

文化的資産を収集・保存し、収集・保存した資産に基

づき、国会議員の職務遂行に資し、国民に対してサー

ビス提供を行うといった国立国会図書館の責務を従

来の水準で果たすことが困難になることから、国立

国会図書館は収集対象の拡大を行うことにした。

一方でインターネットの発展により、人々のさま

ざまな活動がインターネット上のウェブサイト等で

発信されるようになり、これらの活動を記録・保存

し後世に伝えてゆくために、既存の出版物の枠組

みに収まらない、インターネット上のウェブサイ

ト等を収集する動きが世界各地で起こった。米国

のブリュースター・ケール（Brewster Kahle）氏

が 1996 年に世界中のウェブサイト等の収集・保存

を行う非営利団体インターネット・アーカイブを設

立し、2001 年 10 月末からは「ウェイバック・マシ

ン」（Wayback Machine）という名称の、アーカイ

ブした過去のウェブサイトを閲覧できるサービスを

インターネット上に公開したほか、海外の国立図書

館においても 1990 年代半ば以降、米国議会図書館

の MINERVA プロジェクト、スウェーデン王立図

書館の Kulturarw3 プロジェクト、オーストラリア

国立図書館のPANDORAプロジェクト等、インター

AURORA on CD-ROM
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ネット上の情報を収集するプロジェクトが各国で立

ち上げられた。

さらに、平成 15（2003）年 7 月に米国議会図書館、

フランス国立図書館等の欧米の国立図書館及びイン

ターネット・アーカイブの 12 機関により、インター

ネット上の情報の収集、保存等の技術開発、支援、

規格化等を推進する「国際インターネット保存コン

ソーシアム」（International Internet Preservation 

Consortium: IIPC）が設立され、同年 10 月 15 日には、

第 32 回ユネスコ総会において「デジタル遺産の保

存に関する憲章」（Charter on the Preservation of 

Digital Heritage）が採択された。この憲章では、

各国政府においてインターネット上の情報を含む電

子情報の保存に取り組む必要があること、各国政府

は国立図書館等と民間セクターとの電子情報の保存

に関する協定の締結を促す必要があること等が宣言

された。このように、インターネット上の情報をと

りわけ国立図書館において収集・保存することにつ

いて、世界的に関心が高まっていった。

以上のような背景から、国立国会図書館におい

ても、情報通信技術の急激な進展は、CD-ROM、

DVD 等の電磁的記録媒体やコンピュータ・ネット

ワーク等を介した電子情報の流通を飛躍的に拡大さ

せており、これらに記録されている貴重な情報の保

存のため、国としての取組みが必要となっているこ

と、そのため、国立国会図書館に対して、従来の出

版物に対して果たしてきた役割と同様に、電磁的記

録媒体やコンピュータ・ネットワーク等を介した電

子情報を広く収集し、長期的な観点から蓄積・保存

を図り、利用を可能とすることが求められているこ

とを認識した。そして、このような時代の変化によ

る新たな課題に対応するため、調査会・審議会等の

検討体制を整備し、その検討結果に基づいて、国立

国会図書館法をはじめとする関係法規の改正を進

め、漸次収集対象を拡大していくこととなった。

2. 「パッケージ系電子出版物」の収集

平成 9（1997）年 1 月、国立国会図書館は、館長

の諮問機関として、出版関係団体の代表者、法律

学・図書館情報学等の研究者、弁護士等の外部有識

者から成る納本制度調査会（会長：衞藤瀋吉東京大

学名誉教授）を設置した。同年 3 月 3 日の第 1 回調

査会において、国立国会図書館長は同調査会に対し

て、電子的な媒体の出版物の納入に関する制度及び

運用の在り方について諮問した。同調査会は、平成

10（1998）年 5 月 28 日に中間答申「電子的な媒体

の出版物の納入に関する制度及び運用の在り方につ

いて」を、次いで平成 11（1999）年 2 月 22 日に答

申「21 世紀を展望した我が国の納本制度の在り方

―電子出版物を中心に―」（以下「平成 11 年答申」）

を提出した。

平成 11 年答申では、情報を電子的媒体等を使用

して公表することを「電子出版」、電子出版によっ

て公表されたものを「電子出版物」とそれぞれ定義

し、さらに電子出版物のうち CD-ROM 等の電子情

報を有形の媒体に固定したものを「パッケージ系電

子出版物」、放送、電話回線等を含む通信等により

情報を送受信するものを「ネットワーク系電子出版

物」に大別し、「パッケージ系電子出版物」を納本

制度の対象とすることが提言された。「パッケージ

系電子出版物」の収集については、内容による選別

等は行わないこと、一般にはリース契約により提供

されているものについても納入義務を課すこと等も

提言された。また、「パッケージ系電子出版物」を

納本制度の対象とするためには、国立国会図書館法

に所要の規定を整備する必要があることもあわせて

提言された。

一方で、「ネットワーク系電子出版物」について

は、①媒体に固定することに係る困難、②網羅的収

集の困難、③納入義務者の特定の困難、という 3 つ

の理由から、当分の間納本制度の対象外とし、必要

性や有用性のあるものについては契約等に基づき選

択的に収集することが適当とされた。すなわち、①

については、第一に永続的に保存し広く利用に供す

ることまでは想定していないものを、国の機関が発

行者等の意思に反して複製・収集することにより、

人格権の侵害や言論活動への萎縮効果を生じる可能

性がある、第二に「ネットワーク系電子出版物」は

随時その内容の追加、変更、削除、更新等が行われ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/8
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/9
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るため、どの時点で複製・収集すべきかの判断が困

難である（第一の点と同様、発行者等の意思に反し

た複製・収集により、人格権の侵害や言論活動への

萎縮効果を生じる可能性もある）、第三に紙媒体の

出版物やレコードはその内容を何らかの媒体に固定

した上で発行する必要があるのに対して、「ネット

ワーク系電子出版物」は国立国会図書館に納入する

ためだけに媒体に固定するという新たな義務が生じ

るが、それを正当化することは困難である、②につ

いては、「ネットワーク系電子出版物」は際限なく

発信されるため、網羅的に納入させるのは非現実的

である、③については、納入義務者をプロバイダー

とする場合には当該「ネットワーク系電子出版物」

を著作者等の意に反して納入する可能性があり、人

格権の侵害等の問題が生じる可能性があるのに対し

て、著作者等を納入義務者とする場合には、著作権

者の特定が困難であるケースや当該著作権者が日本

国外在住のため日本法が適用できないケースが想定

されるなど納入義務者を誰にするのかということに

も困難が伴う、と論じられた。

平成 12（2000）年 4 月 7 日、国立国会図書館法

改正法（平成 12 年法律第 37 号）が公布され、納本

対象となる出版物の形式として新たに「電子的方法、

磁気的方法その他の人の知覚によつては認識するこ

とができない方法により文字、映像、音又はプログ

ラムを記録した物」すなわち「パッケージ系電子出

版物」が追加された。その際、映画等のビデオテー

プや DVD、従来レコード類の延長で納本の対象と

されてきた音楽用カセットテープや音楽用 CD につ

いても、この改正により「パッケージ系電子出版

物」に含まれるものと整理された。同改正法は、同

年 10 月 1 日に施行された。

法改正作業と並行して、平成 11 年答申を受けて、

「パッケージ系電子出版物」の納入ルートの整備や

国立国会図書館内における利用サービス等の在り方

について関係団体と協議・調整を行うため、平成

11（1999）年 6 月 22 日以降、納本制度に関する懇

談会を数回にわたり開催した。同懇談会で協議・調

整を進めた結果、平成 12（2000）年 10 月 2 日、国

立国会図書館と懇談会に参加した 26 団体は「パッ

ケージ系電子出版物の納入及び利用に関する合意

書」を締結し、ゲーム等の利用は限定的な利用にと

どめること、複製は紙へのプリントアウトのみ可能

として電子的な複製は行わないこと等について合意

した。

また、改正法の施行に合わせて「パッケージ系電

子出版物」の利用サービス体制も整備した。平成

12（2000）年 12 月までは、「パッケージ系電子出版物」

のうち音楽 CD 等とごく一部のレーザーディスクは

音楽・映像資料室で、その他の「パッケージ系電子

出版物」は第三閲覧室（電子メディア室）や各専門

室でそれぞれ利用サービスを行っていた。平成 13

（2001）年 1 月から VHS テープ、レーザーディスク、

DVD 等もすべて音楽・映像資料室で提供すること

とした。次いで、同年 7 月 5 日に特別資料室内に電

子資料室を開室し、納本により受け入れた「パッケー

ジ系電子出版物」のうち音楽・映像資料以外のもの

の利用サービスを開始し、紙へのプリントアウト・

サービスも行うこととした（3 章 3 節 1（4）参照）。

以上のように、納本制度調査会における議論を経

て、「パッケージ系電子出版物」を納本制度の対象

としたが、「ネットワーク系電子出版物」は当面の

間その対象外とした。とはいえ、平成 11 年答申は、

状況が変化した場合は「ネットワーク系電子出版物」

の納入について改めて検討が必要であることにも言

及するなど、将来の議論に含みを持たせていた。

3. 「インターネット資料」・「オンライン
資料」の収集

（1）「インターネット資料」の収集
i) 平成 10 ～ 12 年頃における制度の模索

ネットワーク系情報（以下、各種答申、報告書等

で用いられている用語をかぎ括弧付きで引用する場

合を除き、インターネットを含むネットワーク上で

公開・提供されている文字情報、画像等を「ネット

ワーク系情報」と表記する）の収集については、前

述のとおり納本制度調査会において紙媒体を中心と

した納本制度との関連で議論が進められてきた一方

で、国立国会図書館では業務の機械化や所蔵資料の

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/9
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/10
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/9
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/4
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デジタル化等を含む電子図書館事業の一環としても

議論を行ってきた。

平成 10（1998）年 5 月に発表した「国立国会図

書館電子図書館構想」では、ネットワーク系情報の

収集に関して、特に学術的価値の高いものを収集・

保存することとし、収集対象について一定の限定ま

たは優先順位を設けてネットワーク系情報を収集す

る考え方を示した。ただし、具体的な収集対象、範

囲、方法等についての言及はしなかった。

次いで、平成 12（2000）年 2 月から 3 月にかけては、

国立国会図書館内部の検討班の「電子行政情報の収

集・保存・提供のあり方について」（平成 11（1999）

年 3 月 23 日）と題する報告書に基づき、図書館協

力部支部図書館課において、総務庁行政管理局の協

力を得て、政府機関のネットワーク系情報の収集に

係る実証実験を行った。この実験は、ネットワーク

系情報の収集・保存の法的・技術的諸課題を整理す

るという目的で、クローラ（自動収集プログラム）

により収集した官公庁のネットワーク系情報を利用

して実施した。実験の結果、クローラによる収集

では下位階層の復元が困難であること、URL 情報

の管理が必要であること、メタデータの付与が必要

であること、作成者である官公庁が削除したネット

ワーク系情報を保存することに対して当該官公庁が

疑問を持っていること等の具体的な問題点を把握す

ることができた。

この実験には、上記の目的のほかに、官庁出版物

の納本と同様、支部図書館を経由して各府省の電子

情報を収集する仕組みを構築する可能性を探る目的

もあった。しかしながら、この仕組みは採用せず、

ネットワーク系情報の収集は、 次項以降で見るよう

に、国立国会図書館法の改正等を伴う、 納本制度と

は別の収集制度として検討することとなった。ま

た、ネットワーク系情報の収集の実務を担当する部

署を、関西館の電子図書館事業を所管する部門の中

に置くことになった。

ii) 実験事業の開始と制度の検討
平成 11 年答申において、「ネットワーク系電子出

版物」は当面の間納本制度による収集対象とせず、

必要・有用なものについて選択的に個別の契約に基

づいて収集するという制度の大枠が示されたことを

受けて、発行者等の許諾に基づく選択的収集事業を

推進していったが、一方でネットワーク系情報の飛

躍的な増大等に鑑み、制度収集（発行者等に法律上

の義務を課すことに基づく収集の仕組みをいう。以

下同じ）を模索する動きも同時並行で進むことと

なった。

「国立国会図書館電子図書館構想」に掲げていた

電子図書館サービスについて、関西館の開館を予定

していた平成 14（2002）年度までに実施する事業

について定めた「電子図書館サービス実施基本計画」

（以下「基本計画」）を平成 12（2000）年 3 月 27 日

に策定し、ネットワーク系情報の主な収集及び保存

対象を、①国の機関が作成する白書、各種報告書、

統計、審議会の答申等、②大学の紀要、学術論文等

の国内の学術情報と定めた。また、同年 9 月に「資

料収集の指針」を改正し、「ネットワーク系電子出

版物」は、納入以外の方法により選択的に収集する

ことを規定した。

平成 13（2001）年 2 月には、ネットワーク系情

報の状況を把握し、収集・保存等に係る課題を明

確化し、将来的な収集・保存・提供に備えるため、

行政機関、学術機関及び図書館の約 3700 機関に対

し「インターネット上の電子情報資源に関するアン

ケート調査」を実施した。この調査では、各機関の

ホームページ（ウェブサイト）開設状況、メタデー

タ付与の有無、ネットワーク系情報の保存等のほか、

個別の許諾に基づいて当該機関ホームページを国立

国会図書館が収集すること等の可否についても尋ね

ており、これについてはおおむね好意的な回答が得

られた。

平成 14（2002）年 6 月 20 日、平成 16（2004）年

までの 3 年間におけるネットワーク系情報の収集・

提供の方針、業務の基本的枠組み等を定めた「ネッ

トワーク系電子情報の収集・組織化・保存・提供等

に係る実施計画」（以下「実施計画」）を策定した。

同計画に基づき、図書館奉仕に必要かつ有用な情報

を、選択的に、発行者等の許諾に基づいて収集する

「インターネット資源選択的蓄積実験事業」（Web 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/9
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/11
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/12
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/13
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/27
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
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上から、インターネット資源選択的蓄積実験事業（WARP）トップページ、
電子雑誌コレクション検索画面、協力機関ウェブコレクション詳細画面
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ARchiving Project.：WARP）と、データベース等

の検索や表層ウェブのリンクから収集することが困

難なネットワーク系情報（いわゆる深層ウェブ）の

リンクを収載し、検索システムを提供する「国立国

会図書館データベース・ナビゲーション・サービ

ス」（Dnavi。コラム参照 ）を開始し、関西館の開

館直後の同年 11 月 1 日、両事業の成果の一部を国

立国会図書館ホームページで公開した。WARP で

は、職員が選定したウェブサイト等について、その

収集・保存・提供に係る許諾を当該ウェブサイトの

管理人等に依頼し、許諾が得られたものを原則とし

てクローラによる自動収集で収集した（記録媒体に

よる送付も受け付けた）。

これら 2 つの実験事業は、後述の納本制度審議会

におけるネットワーク系情報の納入に係る議論に資

すること、及び事業モデル構築のための運用面・技

術面での課題抽出と評価を目的としていた。

一方、制度収集に関しては、平成 14（2002）年 3

月 1 日、国立国会図書館長は、納本制度審議会（平

成 11（1999）年 4 月に納本制度調査会を改組）に、

ネットワーク系情報を納本制度に組み入れることに

ついて諮問し、あわせて納本制度に組み入れられな

い場合の収集の範囲・方法について調査審議するよ

う求めた。

平成 11 年答申で一旦結論が得られたネットワー

ク系情報の収集について再度諮問することとなった

理由として、上記諮問やその後に提出された報告書

等には、①ネットワーク系情報が当初の予想を超え

て増加しており、また、それらが日々消失していく

ため、保存策を講じる必要があること、②ネットワー

ク系情報を収集保存しようとする取組みが世界の国

立図書館で強化されていること、③ネットワーク系

情報を十全に収集するためには制度的枠組みが必要

であること、を挙げている。

同日、同審議会にネットワーク系電子出版物小委

員会（小委員長：公文俊平委員。以下「第一次小委

員会」）が設置され、あわせて平成 16（2004）年末

の答申提出の予定が示された。平成 15（2003）年 3

月 13 日、第一次小委員会は、ネットワーク系情報

の収集には納本制度とは別に新たな制度を設ける必

要があること、国・地方公共団体の発する情報及び

学術的情報を優先的に収集することを審議会で報告

した。引き続き、新たな制度の枠組みや収集範囲等

について議論するため、同年 6 月 25 日にネットワー

ク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会（小

委員長：公文俊平委員。以下「第二次小委員会」）

インターネット資源選択的蓄積実験事業（WARP）
電子雑誌コレクション検索結果一覧画面

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/9
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が設置された。

この間、政府及び自由民主党においてもネット

ワーク系情報のアーカイブに関する議論が進めら

れ、国立国会図書館も数度にわたって報告等を行い、

政府の諸計画に国立国会図書館の事業が掲載される

など、国立国会図書館外の動向とも連動する形で議

論・検討を進めた。

平成 13（2001）年 1 月 6 日、政府は高度情報通

信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）

を設置し、同月 22 日に同本部は「e-Japan 戦略」を

策定した。以後、平成 15（2003）、16（2004）両年

度に IT 戦略本部が順次策定・公表した各種計画に

おいて、国立国会図書館との連携協力による政府刊

行物アーカイブとウェブアーカイブの構築、協力体

制の確立等を提言した。

また、これらの政府の動きに呼応する形で、平成

13（2001）年度から平成 14（2002）年度にかけて、

自由民主党の政務調査会に e-Japan 重点計画特命委

員会及びデジタル・アーカイブ小委員会が設置され、

同党内においてウェブアーカイブ構築に向けた議論

が進められた。国立国会図書館も要請により報告を

行った。

平成 16（2004）年 9 月 2 日には、これまでの政

府の提言等を受けて、政府のデジタルアーカイブの

推進に関する関係省庁連絡会議が発足し、同日に開

催された同会議の第 1 回会合で国立国会図書館のデ

ジタルアーカイブ事業への協力が確認された。その

結果、協力を留保した一部の府省を除く多数の府省

のウェブサイトを収集対象に追加することができ、

WARP に収載される政府のネットワーク系情報の

データ量は大幅に増加した。

iii) 制度設計の推進から議論の中断まで
平成 16（2004）年 2 月 17 日、「国立国会図書館

電子図書館中期計画 2004」（以下「電中 2004」）を

策定した。「電中 2004」は、平成 16 年度から 5 年

程度に達成すべき電子情報サービスの具体的内容と

して、図書等のデジタル化のほか、ネットワーク系

情報を制度的または選択的に収集することを掲げ、

さらにネットワーク系情報を、①サイト単位、時系

列で収集・保存・提供する「NDL ウェブ・アーカ

イブ（仮称）」と、②機械的収集が困難なデータベー

ス中の個々の著作等の深層ウェブや、いわゆる電子

雑誌、電子書籍等を個別に収集・保存・提供する「オ

ンライン・デポジット（仮称）」に分け、①の「NDL

ウェブ・アーカイブ（仮称）」では、国・地方公共

団体の発行する情報及び学術的なインターネット上

の情報並びに失われるおそれの大きい文化的に価値

のある情報を優先的に収集するなど、より具体的な

方針を提示した。

平成 16（2004）年 12 月 9 日、納本制度審議会は

答申「ネットワーク系電子出版物の収集に関する制

度の在り方について」（以下「平成 16 年答申」）を

提出し、ネットワーク系情報を広く収集すべきとす

る提言を行った。ネットワーク系情報の量が飛躍的

に増大していることから、WARP のような契約に

基づく収集では国立国会図書館の任務を遂行するた

めに必要な資料の収集もできなくなるとして、制度

収集が必要であると指摘した。ただし、前述の第一

次小委員会においてネットワーク系情報は納本制度

に組み入れるべきではないとの結論を出したことか

ら、納本制度とは別の新たな収集制度を導入するこ

ととし、収集方法として①国立国会図書館が収集対

象のウェブサイトにアクセスしファイル等を複製・

ダウンロードする、②発信者が国立国会図書館に

ファイル等を送信する、③発信者がファイル等を記

録媒体に保存し、当該記録媒体を国立国会図書館に

送付する、といった方法を提示して、当該制度の骨

格等を列挙した。

あわせて、平成 16 年答申では、固定されること

なく公表されているネットワーク系情報を国民に義

務を課して収集する場合には、言論の萎縮等の法的

問題が生じるため、その解決に格別の留意が必要で

あるとして、その収集方法、収集時期、頻度等を公

告し、発信者の意思に反した固定をしないよう、事

前の固定（収集）拒否及び固定後の消去を受け付け

ること（オプトアウト）等も提言した。

これまで、平成 12（2000）年の基本計画や平成

15（2003）年の第一次小委員会の納本制度審議会へ

の報告、平成 16（2004）年の「電中 2004」等では

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/12
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/14
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/15
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/15
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/14
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発信主体や情報の内容によって収集対象を限定し

て、収集の優先順位を明示的に設けることとしてい

たが、第二次小委員会での議論の中で、国立国会図

書館の任務・目的から合理的に説明することが困難

である等の理由から、特に制限を設けないこととし

た。一方で、技術的に収集・保存ができない場合や、

例えばデータベース等適正な補償が困難等の理由で

社会通念上収集しないことがやむを得ないものにつ

いては収集対象外とした。また、予算、人員、設備

等の資源の制約上、段階的な実施を考慮すべきこと

にも言及した。

平成 16 年答申を受けて、国立国会図書館はネッ

トワーク系情報の制度収集の法制化に向けて検討を

行い、平成 17（2005）年 3 月に「インターネット

情報の収集・利用に関する制度化基本方針」（以下「基

本方針」）を取りまとめた。

平成 16 年答申からの主な変更点・追加項目は、

①「ネットワーク系電子出版物」という名称が国民

にとって分かりにくいことや、インターネットメー

ル、インターネット電話等の通信機能に基づくサー

ビスや放送・有線放送を対象外とし、インターネッ

ト上の情報に収集対象を限定したことから、収集対

象の名称を「インターネット情報」に改めたこと、

②収集方法をクローラによる自動収集と発信者から

の送信の 2 つとしたこと、③収集した「インターネッ

ト情報」は国立国会図書館の施設内で閲覧及び紙へ

のプリントアウトのサービスを行うほか、原則とし

てインターネットを通じて利用に供するものの、著

作者、著作権者または発信者からの申し出により、

インターネットを通じた提供を制限できるようにし

たこと、④人権侵害情報や児童ポルノ、著作権等を

侵害したコンテンツ等については利用制限措置を採

ることができるようにしたこと等である。

基本方針の策定後に、関係諸機関、団体等へのヒ

アリング等を行い、同年 4 月 14 日から 27 日にかけ

て国立国会図書館ホームページ上で意見募集（パブ

リックコメント）を行った。これらをもとに基本方

針を改訂し、6 月 24 日にはより詳細な「インターネッ

ト情報の収集・利用に関する制度案」を取りまとめ

た。

これら関係団体へのヒアリングやパブリックコメ

ントで示された意見等を受けての主な変更点は、ク

ローラによる自動収集の対象を国、地方公共団体、

独立行政法人、大学、公益法人等の公共性の高い機

関のサイトに掲載された情報に限定した上、それ以

外の「インターネット情報」については選択的に

収集するとしたことである（なお、のちに平成 21

（2009）年の国立国会図書館法改正により成立した

「インターネット資料」の収集制度（v)、iv) 参照）

との違いは、民間の「インターネット情報」も一般

的・抽象的には収集対象としていた点、とりわけ民

間・私立の教育機関、学術研究機関等を自動収集の

対象としていた点や、収集した「インターネット情

報」を、発信者等の個別の許諾によらなくても、法

令等に基づく著作権等の権利を制限することにより

インターネットを通じて利用に供することができる

としていた点等にある）。

しかし、このように関係機関、団体へのヒアリン

グや国民へのパブリックコメント等も実施した上で

法案の立案準備を進めたものの、関係者の合意を得

るには至らなかった。改正案の準備を終えることも

できないまま、平成 18（2006）年 6 月末をもって

法制化に向けた作業を一旦休止することとした。と

はいっても、ネットワーク系情報の制度収集自体を

断念したわけではなく、制度の在り方に関する検討

は続けることとした。

この時点において法制化の議論及び作業が停滞し

た理由としては、①収集範囲の限定、違法・有害サ

イトの除外、利用サービスの方法、著作権の制限、

権利者等との調整等、解決すべき課題が多岐にわた

りかつ複雑であったため、法制化に向けて慎重な検

討と多大な時間を要したこと、②インターネットに

関する技術的な進展が早く、またネットワーク系情

報の種類・形態とそれを支える技術が当初の想定以

上に多種多様であったため、制度設計が困難であ

り、①と相まって、法的な論点の整理・調整が完了

せず、法案の形式に整える段階に至らなかったこと、

③パブリックコメントに寄せられた意見等の中には

国立国会図書館がネットワーク系情報を収集・保存

することに対する期待がある一方で、すべてのネッ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/15
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/16
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/15
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トワーク系情報を収集することが国立国会図書館法

第 2 条に定める国立国会図書館の目的に合致するの

か、インターネット上にある著作権法違反のコンテ

ンツや違法サイト等を国立国会図書館が収集・保存・

提供することは国の機関が違法行為に加担すること

になるのではないか等のネットワーク系情報の制度

収集に対する疑問・反対意見が関係者の間や国立国

会図書館内部にさえも根強く存在し、関係者の合意

を得るに至らなかったこと等が挙げられる。

iv) WARP・Dnavi の本格事業化と中断期における
検討

法制化に向けた議論が中断している間の平成 18

（2006）年 7 月、法制化を目指す方針を堅持しながら、

当面は WARP 及び Dnavi を着実に実施し、国民一

般にネットワーク系情報の保存の意義が浸透するよ

う図ることを国立国会図書館の方針とし、WARP

及び Dnavi は実験事業から本格事業に移行した。

本格事業化に際して、WARP の日本語名称を「イ

ンターネット情報選択的蓄積事業」に改めるととも

に、収集対象に政令指定都市を追加し、政府関係機

関、国立大学等については、従来は独立行政法人化

や機構改革等に伴い消滅するウェブサイトを優先的

に収集していたが、収集対象をすべての政府関係機

関、国立大学等に拡大した。

一方、この中断期においても、ネットワーク系情

報の制度収集について国立国会図書館内部における

検討を続けた。制度化の方向性として、①収集対象

を政府機関に限定する案、②電子書籍や電子雑誌等

の従来の図書館資料に相当するもののみを収集する

案、③いわゆる「ダークアーカイブ化」し、収集し

た情報を利用に供さないかまたは館内提供のみと

し、インターネットでの提供は行わない案等の複数

の案も挙がっていたが、収集対象を限定しない案を

維持することとした。

また、平成 16（2004）年の「電中 2004」策定時

は未定だった公的機関のネットワーク系情報の制度

収集・提供方法と WARP の関係については、両者

を統合して運用する方向に意見がまとまった。

v) 議論の再開と法改正の成立
平成 19（2007）年になると、同年 4 月 1 日に就

任した長尾真館長が電子図書館事業に積極的に取り

組んだこと、自由民主党のデジタル・アーカイブ小

委員会が活動を再開したこと等を契機として、ネッ

トワーク系情報の制度収集に向けた議論が再び活発

化することとなった。

平成 19（2007）年 11 月 21 日に自由民主党政務

調査会 u-Japan 特命委員会デジタル・アーカイブ小

委員会で、長尾館長が「図書等のディジタル・アー

カイブ化」について報告を行い、ウェブアーカイブ

についても、法制化の必要性について言及した。同

小委員会は、菊池光興国立公文書館長や有識者から

の意見聴取を行い、翌平成 20（2008）年 3 月 12 日

に「デジタル・アーカイブの推進に向けた申入れ―

「デジタル文明立国」に向けて―」を公表した。

その中では、国立国会図書館によるネットワーク

系情報の網羅的収集・保存の方針を堅持しつつ、政

府情報、学術情報に限定した収集・保存の早期本格

化と平成 21（2009）年度の早期に国立国会図書館

法の改正案を提出することが提言された。また、国

立公文書館と国立国会図書館は、ウェブアーカイブ

の構築・運営にあたり、相互の役割の違いを尊重す

るとともに、国民の利便性の向上を図る観点から、

連携・協力に努めることも付言された。その後、国

立国会図書館と政府の知的財産戦略推進事務局との

間でも複数回にわたって協議の場が設けられ、平成

20（2008）年 6 月 18 日に公表された政府の知的財

産戦略本部の「知的財産推進計画 2008」では、ネッ

トワーク系情報の収集等を含む国立国会図書館のデ

ジタルアーカイブ推進に関する提言が盛り込まれ

た。

一方、国立国会図書館内部では、平成 19（2007）

年 8 月 28 日、検討班を設置し、ネットワーク系情

報の収集制度化の検討再開に向けた準備を開始し、

次いで、平成 20（2008）年 4 月から制度化に向け

た議論・検討、内部調整、関係機関との協議等を本

格的に進めた。

その過程で、収集範囲を国等の公的機関及び学術

研究機関が発信したものに限定（無理な場合は次善

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/14
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の策として国等の公的機関が発信したもののみに限

定）し、部分的であっても制度収集を開始し、ネッ

トワーク系情報の収集・保存の必要性に対する国民

の認識を深めるという方針を採用した。

収集対象の発信者を限定する方針に転換したの

は、その方針の方が関係者からの十分な理解と合意

が得られ、実現可能性が高いことを重視したことに

よるものであった。また、その方針と平成 16 年答

申との整合性も検討し、同答申に「制約のある資源

の下で、収集の緊急性の程度その他の要素を勘案し

て収集の実施を段階的に進めることが考慮されるべ

き」とあることから、収集対象を限定しても同答申

との整合性を取ることは可能と判断した。

平成 20（2008）年 6 月、「政府系ネットワーク情

報収集制度化骨子案」を作成した。国等の公的機関

が発信したネットワーク系情報に収集範囲を限定

し、国立大学や国の試験研究機関等を除く学術研究

機関が発信したものを対象外とした。同時に、収集

対象の名称を「インターネット資料」に改め、「資料」

という文言を用いることで「インターネット資料」

が国立国会図書館法における収集及び利用サービス

の対象である「図書館資料」及び「収集資料」に含

まれることを明確にした。あわせて、国等の公的

機関がイントラネットや霞が関 WAN（Wide Area 

Network）等を通じてその内部のみで利用に供する

ものや放送番組を収集対象外とした。

この骨子案に基づくウェブアーカイブの実施と国

立公文書館の業務との調整に関しては、公文書管理

法の制定に向けた機運が高まっていたこともあり、

内閣官房及び国立公文書館と協議を行い、その過程

で国立国会図書館による国等の公的機関の「イン

ターネット資料」の収集に対して反対等の意見は示

されなかった。

平成 21（2009）年 7 月 10 日、国立国会図書館法

改正法（平成 21 年法律第 73 号）が公布され、関連

する下位法規の整備も順次行った。これにより、国

政審議への補佐等の公用に供するため、国等の「イ

ンターネット資料」が制度収集の対象となった。た

だし、①ひな型や申請・届出フォームのようなウェ

ブページ、②例えば国立情報学研究所（NII）が運

営する CiNii 等、長期間にわたり継続的にサービス

提供されることが見込まれる公的機関のデータベー

スは収集対象外となった。

収集方法には原則としてクローラによる自動収集

を用いることとし、自動収集では収集できなかった

もののうち年鑑や各種報告書等の国立国会図書館が

特に必要とするものについては、国等の機関は国立

国会図書館の求めに応じて、当該「インターネット

資料」を国立国会図書館に送信または媒体に記録し

て送付しなければならないと規定された。また、国

等の公的機関は、ウェブサイトに国立国会図書館の

クローラが機能するように設定を追加し、またはク

ローラを排除する設定を除外することが義務付けら

れた。同改正法及び関連する下位法規は、平成 22

（2010）年 4 月 1 日に施行された。

こうして、平成 14（2002）年の納本制度審議会

への諮問から約 7 年、同審議会における審議、国立

国会図書館内部における長期にわたる検討、パブ

リックコメントや各府省、関係機関等との調整など

を経た結果、ようやく上記の改正法の成立に至った。

vi) 改正法の施行とその後の推移
国立国会図書館は、この改正に基づく制度収集を

実施するに際して、国の機関は毎月、地方公共団体、

独立行政法人、国立大学等は年 4 回、特別地方公共

団体は年 1 回と、収集の頻度を設定した。制度収集

により納入された国等の「インターネット資料」は、

WARP（平成 22（2010）年 4 月 1 日に「インターネッ

ト資料収集保存事業」に日本語名称を変更）を通じ

て提供することとし、「WARP（ウェブサイト別）」

では収集した「インターネット資料」をウェブペー

ジの形式でそのまま提供し、「WARP（著作別）」（平

成 22 年 5 月、サービス開始）では収集した「インター

ネット資料」のうち、図書、雑誌等の刊行物に相当

するものの一部を抽出し提供した。

「インターネット資料」の利用は、原則として国

立国会図書館の施設内（東京本館、関西館及び国

際子ども図書館）での閲覧に限り、許諾が得られ

たものについては紙へのプリントアウト及びイン

ターネットを通じた提供ができることとした。なお、

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/15
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/17
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/4
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WARP トップページ（平成 31（2019）年 3 月現在）

上から、WARP（ウェブサイト別）、WARP（著作別）
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「WARP（著作別）」で提供していた「インターネッ

ト資料」を、平成 23（2011）年 4 月から「国立国

会図書館のデジタル化資料（インターネット資料）」

という国立国会図書館ホームページ上のサービスを

通じて国立国会図書館の所蔵資料をデジタル化した

ものとあわせて提供した（3 章 2 節 2 参照）。

平成 22（2010）年度末時点で、WARP で収集し

たウェブサイトは、6181 タイトル、個体数（1 タ

イトル 1 回分の収集が 1 個体となる） 2 万 7317 件、

容量 51.7TB であった。これは、平成 21（2009）年

度末時点の数値（4599 タイトル、個体数 2 万 2002 件、

容量約 14.7TB）と比較するとすべての数量が増加

しており、とりわけ容量が大幅に増加している。な

お平成 30（2018）年度末の時点では、1 万 2135 タ

イトル、個体数15万8050件、容量約1403 TBである。

また、収集したインターネット資料の中から、図

書、雑誌等の刊行物に相当するものを抽出する作業

はその後も継続して行い、平成 30（2018）年度末

時点では、「国立国会図書館デジタルコレクション」

において約 50 万点を公開している。

こうして国等の「インターネット資料」の制度収

集を進めていく一方で、国立国会図書館法に基づく

制度収集の対象外となる公益法人、私立大学、政党、

国際的・文化的イベント等を主な対象として、発行

者等の許諾に基づく「インターネット資料」の収集

も、引き続き実施した。

（2）「オンライン資料」の収集
国等の「インターネット資料」の制度収集につい

て定めた国立国会図書館法の改正が成立して間もな

い平成 21（2009）年 10 月 13 日、国立国会図書館

長は、納本制度審議会に対して、私人（国等の公的

機関以外の者）がインターネット等を通じて利用可

能とした情報のうち、図書、雑誌等に相当する情報

の収集について諮問を行った。私人が、図書、逐次

刊行物等として紙媒体で発行していた資料を、紙で

の発行を止めてインターネット等を通じてのみ、出

版する例が急増しており、これらのインターネット

等上での出版物を網羅的に収集することができない

状態が続くと、出版物の収集を通じた「文化財の蓄

積及びその利用」という納本制度の目的を達せられ

ないおそれが出てきたためである。平成 16 年答申

にある、収集の緊急性の程度、その他の要素を勘案

して実施を段階的に進めるという方針に沿って、イ

ンターネット資料の制度収集実現後に取り組むべき

課題として、この諮問を行った。

平成 22（2010）年 6 月 7 日、納本制度審議会は

答申「オンライン資料の収集に関する制度の在り方

について」（以下「平成 22 年答申」）を提出した。

この平成 22 年答申では、いわゆる電子書籍である

「ネットワーク系電子出版物のうち、インターネッ

ト等により利用可能となっている情報で、図書、逐

次刊行物に相当する情報」を「オンライン出版物」

と定義し、そのうち国立国会図書館が収集し図書館

資料として取り扱うものを「オンライン資料」と定
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義した。

オンライン出版物とは、主にテキスト、図等であっ

て、かつ従来の出版物と同様の編集過程を経つつイ

ンターネット等を通じて出版されるものを指すもの

とし、編集過程を経ていないとの理由でブログ等が、

テキスト、図ではないという理由で放送番組、動画・

音楽配信等が除かれるとした。発信主体は私人とし、

当該オンライン出版物が有償で提供されているか、

または無償で提供されているかは問わず、内容によ

る制限は設けないこと等が提言された。

平成 22 年答申を受けて、平成 22（2010）年 6 月

から法制化案の立案作業に着手し、同年 10 月から

は立案作業と並行して関係諸団体との協議を開始し

た。国立国会図書館が「オンライン資料」の制度収

集を行うこと自体については、一部の反対意見を除

きおおむね理解が得られたものの、細部については

さまざまな意見が出され、合意を得るには至らな

かった。

私人の「オンライン資料」の制度収集において補

償の問題が大きなウェイトを占めることから、国立

国会図書館長は、平成 23（2011）年 9 月 20 日、「オ

ンライン資料」の制度収集を行うに当たって補償す

べき費用の内容について、納本制度審議会に諮問し

た。

納本制度審議会は平成 24（2012）年 3 月 6 日に

中間答申「オンライン資料の制度的収集を行うに当

たって補償すべき費用の内容について」（以下「平

成 24 年中間答申」）を提出した。この平成 24 年中

間答申では、「オンライン資料」を、有償・無償の

別、DRM（Digital Rights Management: 技術的制

限手段）の有無に基づき、無償かつ DRM なしの A

群資料、有償かつ DRM なしの B 群資料、有償か

つ DRM ありの C 群資料及び無償かつ DRM ありの

D 群資料の 4 類型に分類・整理した（下図参照）。

そのうち、無償かつ DRM なしの A 群資料につ

いては、制度収集に係るほぼすべての論点について

検討が進められ、従来の図書館資料と同様に、その

利用が館内での閲覧、紙へのプリントアウトに留ま

る場合は、国立国会図書館による複製や利用に係る

補償は不要であり、「オンライン資料」を媒体に複

製して国立国会図書館に送付する場合の媒体費用及

び送料のみを補償するものとされた。残りの B 群

資料、C 群資料及び D 群資料については引き続き

検討を進めるものとされ、ここでも、可能なものか

ら段階的に実施することが提言された。

平成 22 年答申及び平成 24 年中間答申の内容を受

けて、平成 24（2012）年 6 月 22 日、国立国会図書

館法改正法（平成 24 年法律第 32 号）が公布され、

あわせて関連する下位法規の整備も行った。この改

正により、ISBN 等の特定のコードが付与されたも

の、または、PDF 等の特定のフォーマットで作成

されたものであって、無償かつ DRM なし（上記 A

有形 無形

国
等

民
間

「インターネット資料」
「オンライン資料」

（図書・逐次刊行物に相当するもの）

ウェブサイト
情報

A無償出版物
（DRMなし）

B有償出版物
（DRMなし）

D無償出版物
（DRMあり）

C有償出版物
（DRMあり） ウェブ

サイト情報

Aが本制度による
収集対象

＝国立国会図書館法（館法）24条、24条の2、25条に基づく収集
＝館法25条の3に基づく収集 ＝館法25条の4に基づく収集
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・
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パッケージ系電子出版物、インターネット資料、オンライン資料の概念整理

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/18
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群資料）の私人の「オンライン資料」が制度収集の

対象となったが、有償または DRM 付き（上記 B、 C、 

D 群資料）の私人の「オンライン資料」の収集につ

いては、当分の間納入義務を課さないこととされた。

また、①ブログ、ツイッター等の簡易なもの、②

以前に収集されたものから内容に増減・変更のない

もの、③電子商取引のような申込み・承諾等の事務

が目的であるもの、④紙媒体の図書、雑誌等と同一

の版面であるとの申し出があり、その旨確認された

もの、⑤大学の機関リポジトリ等の長期利用目的で

かつ消去されないもの、⑥技術的に収集が困難なも

のは、収集対象外とされた。収集方法は、クローラ

による自動収集、発行者等からの送信または送付と

された。同改正法及び関連する下位法規は、平成

25（2013）年 7 月 1 日に施行された。この改正法及

び関連する下位法規の施行に合わせて、国立国会図

書館では「オンライン資料収集制度」（愛称「e デポ」）

に基づき、無償かつ DRM のないオンライン資料の

網羅的な収集を開始した。

こうして収集した「オンライン資料」の利用は、

国立国会図書館の施設内（東京本館、関西館及び国

際子ども図書館）における「国立国会図書館デジタ

ル化資料（インターネット資料）」を用いた閲覧に

限ることとした。なお、許諾に基づきWARPで収集・

保存している私人のウェブサイト中の「オンライン

資料」については、改めて納入する必要はないもの

とした。

上記の国立国会図書館法の改正で当分の間収集の

対象から除外された有償または DRM 付きの電子書

籍・電子雑誌については、引き続き、納本制度審議

会及びオンライン資料の補償に関する小委員会にお

いて議論が続けられる中で、国立国会図書館は同小

委員会に対して、関係団体等から示された課題等を

検証するため実証実験を行い、当該実証実験で得ら

れた知見に基づき制度化を進めることを提案し、多

数の委員から賛同を得た。

これを受けて、平成 27（2015）年 12 月 1 日、国

立国会図書館は電子書籍・電子雑誌収集実証実験事

業を開始した。この実験は、有償または DRM 付き

の電子書籍・電子雑誌を国立国会図書館に送信し、

国立国会図書館の館内において利用者の閲覧の用に

供することで、①電子書籍・電子雑誌の収集及び長

期的な保管・利用の技術的検証を行うこと、②国立

国会図書館内で電子書籍・電子雑誌を閲覧に供する

ことによる電子書籍・電子雑誌ビジネスへの影響の

検証や納入時の費用の調査分析を行うこと、を目的

とした。

当初実証実験のために充てたのは端末 20 台で

あったが、平成 28（2016）年 9 月 23 日から新たに

約 660 台の端末をこの実証実験に充てた。平成 30

（2018）年 8 月時点で、37 の出版社から提供を受け

た約 3800 点の電子書籍を、約 730 台の端末で利用

する環境で実験を行っている。国立国会図書館は、

有償または DRM 付きの電子書籍・電子雑誌の収集、

提供等の在り方について、引き続き検討を続けてい

る。
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国立国会図書館データベース・ナビゲーション・サー
ビス（Dnavi）

国立国会図書館がネットワーク系情報の収集・保存に係る実験事業を開始した平成

14（2002）年当時、ウェブサイトの情報のうちデータベースについては、収集技術

が確立していなかった。そこで収集の代替手段として、国立国会図書館では、表層ウェ

ブのリンクからは到達できないインターネット上のデータベース等のコンテンツ（い

わゆる深層ウェブ）の URL を含む二次情報（メタデータ）を収載したデータべース

を提供し、当該データベースを検索することでコンテンツのサイトのトップページに

たどり着けるようにするサービス「国立国会図書館データベース・ナビゲーション・

サービス」（Dnavi） を提供した。

ネットワーク系情報へのナビゲーションやリンクについては、平成 10（1998）年

5 月の「国立国会図書館電子図書館構想」、平成 11（1999）年の納本制度調査会の答

申、平成 12（2000）年の基本計画等においても既に言及されていたところ、平成 14

（2002）年の実施計画に基づいて、Dnavi を WARP とともに実験事業として実施す

ることとなり、同年 11 月 1 日、国立国会図書館ホームページで公開した。同事業は、

3（1）ii) にもあるとおり、①納本制度審議会におけるネットワーク系情報の納入に

係る議論に資すること及び②事業モデル構築のための運用面・技術面での課題の抽出

と評価、を目的としており、Dnavi には WARP で収集できない情報についてアクセ

スを容易にするという狙いがあった。収載対象は日本国内に置かれるウェブサイト上

で公開されている全分野のデータベース等のコンテンツであるが、公的機関が公開す

るもの、大学・学術研究機関が公開するもの、貴重書・特別コレクションの一次情報・

二次情報を提供するものを優先的に収載することとしていた。収集対象コンテンツの

選定や当該コンテンツ管理者への連絡、リンク切れ等のチェックといった作業のほぼ

すべてを手作業で行っていた。平成 18（2006）年 7 月、WARP とともに本格事業に

移行し、その時点で 9236 件のデータを収載していた。

しかし、収載対象コンテンツの発見・選定に労力と時間を要すること、明確な収載

方針等がないこと、内外の同種のサービスとの切り分けが不明確であること等の課題

があった。

その後、サービス開始から 10 年以上を経て、検索エンジンの性能向上等によりデー

タベース上のコンテンツへのアクセスが向上するなど同サービスを取り巻く環境が変

化したこと等に鑑み、平成26（2014）年3月31日をもって同サービスを終了した。なお、

サービス終了時点で 2 万 2196 件のデータを収載しており、また、同事業で収載した

データのリストは、csv ファイル形式で平成 31（2019）年 3 月 31 日現在、国立国会

図書館デジタルコレクションで公開している。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/12
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/13
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
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上 か ら、Dnavi ト ッ プ ペ ー ジ（ 平 成 16
（2004）～ 17（2005）年頃）、Dnavi トッ
プページ（平成 18（2006）年）、検索結
果画面
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東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）

平成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は各地に甚大な被害をもたら

した。国立国会図書館において、復興支援に加えて、震災に関する記録を収集すべき

との議論が起こった。政府においても記録保存の重要性は早い段階から認識され、同

年 5 月 10 日、政府の東日本大震災復興構想会議が発表した「復興構想 7 原則」に「大

震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代

に伝承し、国内外に発信する。」という一文が盛り込まれた。次いで、同年 7 月 29 日、

政府の東日本大震災復興対策本部が策定した「東日本大震災からの復興の基本方針」

（8 月 11 日改定）において、地震・津波災害、原子力災害の記録・教訓の収集・保存・

公開体制の整備を図り、国内外を問わず、誰もがアクセス可能でこれらの記録等を活

用できる仕組みを構築することが掲げられた。

このような議論に応えて、国立国会図書館では翌平成 24（2012）年 5 月 1 日に「国

立国会図書館東日本大震災アーカイブ構築プロジェクトの基本的な方針」を策定した。

方針としては、東日本大震災の記録等を国立国会図書館単独ではなく国全体として収

集・保存・提供し、関係する官民の機関によって分散収集・分散保存すること、図書、

雑誌等の出版物、インターネット資料、オンライン資料等に加えて、動画、画像、音

声等も収集対象とすること等を掲げ、各府省、関係機関等に協力の働きかけを行った。

折しも、東日本大震災の発災直前の平成 23（2011）年 2 月から国立国会図書館が参

加していた、総務省が主催する「知のデジタルアーカイブに関する研究会」が東日本

大震災アーカイブの構築について提言したこともあり、国立国会図書館は総務省と連

携して、東日本大震災アーカイブを開発することとした。 

開発するアーカイブは、被災地の復旧・復興事業、今後の防災・減災対策や学術研究・

教育等に活用されることを目的に、国立国会図書館が収集・蓄積した東日本大震災に

関する記録のほか、他の機関が作成・構築したデータベースともシステム連携を行い、

被災地の被災前の風景や人々の生活の様子を写した写真、被災時のニュース映像、復

興過程に係る新聞記事、報道写真等も含む、東日本大震災に関する情報を横断的に検

索し、利用することができるポータルサイトとした。平成 24（2012）年 11 月 5 日か

らの試験公開を経て、平成 25（2013）年 3 月 7 日に総務省と共同で「国立国会図書

館東日本大震災アーカイブ」（愛称「ひなぎく」）として公開した。愛称「ひなぎく」

には、花言葉「未来」「希望」「あなたと同じ気持ちです」にちなみ、復興支援という

事業の趣旨が込められている。

ひなぎくは、「東日本大震災に関するあらゆる記録・教訓を次の世代へ」をコンセ

プトに掲げ、復興事業や今後の防災・減災対策等において過去の知見や東日本大震災

を踏まえて得られた知見を活用するため、阪神・淡路大震災や中越地震、熊本地震と

いった東日本大震災以外の地震災害に関する記録等も収集対象としている。ひなぎく

の運営は公開当初から国立国会図書館が担っており、総務省が開発した分のシステム

についても平成 25（2013）年 3 月 29 日に国立国会図書館に移管された。

膨大で多岐にわたる記録の収集やアーカイブの普及には、関係機関との分担や連

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/20
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携協力が欠かせない。特に、平成 23（2011）年にはハーバード大学ライシャワー日

本研究所と、平成 25（2013）年には東北大学災害科学国際研究所と、平成 30（2018）

年には防災科学技術研究所とそれぞれ協定を結ぶなど、図書館の枠を越えて協力体制

を構築してきた。平成 24（2012）年 3 月の「東日本大震災の記録の収集と保存―震

災アーカイブの構築に向けて」を皮切りに、毎年イベントを通じた情報共有の場を設

けている。

ひなぎく トップページ（平成 27（2015）年 1 月）

ひなぎくの連携、提供、利用の概念図

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/21
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/22
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　第 2 節　この 20 年間の蔵書構築

国立国会図書館の蔵書構築におけるこの 20 年間

での大きな変化は、収集範囲の拡大（1 節参照）、

電子情報を含めた情報資源の構築、関西館及び国際

子ども図書館の蔵書構築と言えよう。制度に基づく

収集の範囲を拡大し、その対象がインターネット等

で公開される電子情報にまで大きく広がったことに

加え、オンラインデータベースや電子ジャーナルを

契約によって利用者に提供するようになり、従来の

ように印刷物等の有体物を集めて管理していくこと

とは異なる、新たな業務が始まった。また、国際子

ども図書館の設立に伴い、外国で刊行された児童書

及びその関連資料の積極的な収集を開始した。東京

本館、関西館と国際子ども図書館の 3 施設に書庫が

分かれ、資料をその内容や種類によって分散して配

置し、蔵書（所蔵資料）と利用可能な外部情報を総

合して「情報資源」の構築を進めていくこととなっ

た。

平成 10（1998）年度と平成 30（2018）年度の統

計（下表）から、このような変化の一端を読み取る

ことができる。受け入れた資料の内訳を見ると、映

像資料と機械可読資料は、平成 12（2000）年度にパッ

ケージ系電子出版物が納本制度の対象に加わったこ

とにより増加している（1 節 2 参照）。一方、マイ

クロ資料は、第 3 節で述べるとおり、媒体変換の手

段がマイクロ化からデジタル化に移行したことの表

れで大幅に減少している。博士論文の印刷物での受

入数も、後述のとおり公表方法が紙からインター

ネットへ変わったことにより減少している（平成

30 年度末現在、博士論文のデジタルデータは 5 万

2763 点を提供しており、下表では「デジタルコレ

クション等」に含まれている）。

デジタルコレクション等の統計は、平成 10（1998）

年度は、所蔵資料のデジタル化には着手していたも

ののデータ量の蓄積がまだなく、算出していなかっ

たが、平成 30（2018）年度には、約 1550TB に上っ

ている。この中には、インターネット資料収集保存

事業（WARP）及びオンライン資料収集制度（1 節

3 参照）により収集した資料、これらの制度外で博

士論文や「歴史的音源」のようにデジタルデータと

して収集したもの、所蔵資料をデジタル化したもの

（デジタル化資料）が含まれている。

下表に含まれていないオンラインデータベースや

電子ジャーナルは、平成 14（2002）年度に利用者

への提供を開始し、平成 30（2018）年度には国内

資料 17 件、外国資料 47 件の利用契約を締結してい

る。

* 当該年度の図書館資料受入統計及び電子図書館サービス統計から抜粋。
* 平成 10 年度の博士論文の単位は「人分」。
* デジタルコレクション等は、電子図書館サービス統計における国立国会図書館デジタルコレクション、インターネット資料収集
保存事業（WARP）、国会会議録、帝国議会会議録の提供データ量の合計。

平成 10（1998）年度と平成 30（2018）年度の資料受入数及び
デジタルコレクション等データ量の比較

平成 10 年度 平成 30 年度
受入点数合計 1,141,184 777,196
主な資料の受入点数
　図書 259,028 201,118
　逐次刊行物 640,397 502,024
　マイクロ資料 185,027 13,780
　映像資料 2,387 11,589
　録音資料 13,173 16,053
　機械可読資料 1,989 6,654
　博士論文（印刷物） 14,836 1,344
デジタルコレクション等データ量 ― 1,552.1TB
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1. 納本制度に基づく収集―紙資料、
パッケージ系を中心に

（1）国内出版の動向と収集状況
納本制度に基づく収集について、その対象である

国内の出版物の動向とあわせて概観する。

i) 官庁出版物
国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学等の

出版物（これら官公庁の出版物をここでは「官庁出

版物」と呼ぶ）については出版状況の統計がないた

め、参考値として国立国会図書館の所蔵資料におけ

る図書（書籍）、逐次刊行物（雑誌・新聞）、地図の

この 20 年間の新刊数の増減を見ると、書籍は平成

22（2010）年、雑誌・新聞は平成 12（2000）年が

それぞれピークで、以後減少に転じている。官公庁

情報の発信手段はインターネットへ切り替わってき

ており、紙の官庁出版物は減少傾向にあると見られ

る。

国立国会図書館は、諸外国の国立図書館とそれぞ

れの国の官庁出版物等を交換する国際交換事業を

行っており、官庁出版物については、外国への送付

用として複数部数の納入を受けている。官公庁情報

の発信手段がインターネットへ移行したことは、こ

の国際交換事業にも影響を及ぼしており、紙の出版

物に対する需要が年々減少してきた。このため、平

成 12（2000）年に制定した「国立国会図書館法に

よる出版物の納入に関する規程（昭和 24 年国立国

会図書館規程第 3 号）第 1 条に規定する国の諸機

関が納入すべき出版物の部数について」を平成 17

（2005）年、平成 23（2011）年及び平成 28（2016）

年に改正し、国の諸機関の納入部数を段階的に削減

した。納入部数は出版物の種類と機関の区分に応じ

て定めている。一例として、国の行政機関及び最高

裁判所については、平成 12 年時点で、年鑑、要覧、
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国立国会図書館所蔵資料における官庁出版物の新刊数（平成 31（2019）年 3 月末現在）

* 国立国会図書館の所蔵する官庁出版物の新刊数を刊行年ごとに調べたもの。書籍及び地図は当該年に刊行された
図書または地図の書誌データの件数（ほぼ物理的な冊数または点数）。雑誌・新聞は当該年に刊行を開始したタイ
トル数。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/23
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職員録、業務報告、予算書及び決算書、統計書、官

報、法令集、規則集、判例集、法律解説書並びに目録・

書誌類について 30 部、それ以外の資料について 15

部と定めていたが、平成 31（2019）年 3 月時点では、

前者の資料（目録・書誌類を除く）及びそれ以外の

資料を 10 部（小冊子、音楽・映像資料、地図・海図、

外国刊行資料の和訳・外国事情の紹介、追録類、日

刊・週刊の資料、委託による調査研究報告書類につ

いては 5 部）としている。

ii) 民間出版物
民間出版物のうち、紙の商業出版物については、

この 20 年間で書籍の新刊点数は増大しているもの

の、電子書籍の登場、スマートフォンの普及とそれ

に伴う紙の読書離れ（特に若年層を中心とした紙の

雑誌や漫画離れ）等さまざまな理由から、その市場

規模は縮小しつつある。平成 10（1998）年の書籍

の新刊点数は約 6 万 3000 点で、平成 25（2013）年

には約 8 万 3000 点に増加したが、その後減少に転

じ平成 29（2017）年は約 7 万 5000 点であった。増

加の要因としては、流通を担う出版取次会社の金融

機能（出版取次会社に新刊書を納品すれば出版社に

入金がある仕組み）を出版社が最大限に活かすため

ということも指摘されている。これに対し、雑誌は

書籍よりも早く減少に転じており、継続刊行中のタ

イトル数は平成 17（2005）年の約 4600 タイトルが

ピークで、平成 29 年は約 3500 タイトルであった。

このように、紙で刊行される商業出版物は 2010 年

代前半までにはピークを過ぎている。一方、電子書

籍及び電子雑誌についてはタイトル数の統計がない

が、漫画を中心にその市場規模が拡大していること

から、新刊点数及び継続刊行中のタイトル数も増加

していると見られる。紙で刊行されるものの多くが

電子書籍、電子雑誌としても刊行されるようになっ

てきている。

録音、映像、ゲームソフト等では、流通・利用の
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*『出版年鑑』（出版ニュース社）1954、1999-2018 年版による。書籍は各年の「新刊点数」（ほぼ物理的な冊数。
複数巻セット販売の場合はまとめて 1 点となる）、雑誌は各年の雑誌の「点数」（継続刊行中のタイトル数）。
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形態がパッケージからダウンロード、配信へと移行

しつつあり、パッケージ系電子出版物の市場規模も

紙と同様に縮小している。日本レコード協会の統計

における CD 新譜数は、平成 20（2008）年以降減

少している。

商業出版から自費出版に目を転じると、刊行タイ

トル数は 2000 年代初めまで増大している。最近の

状況に関する統計はないが、コミックマーケット（漫

画を中心とした同人誌の交換会）等の隆盛から、平

成 30（2018）年現在でも相当規模のタイトルが刊

行されていると言ってよいだろう。無料で配布され

る雑誌「フリーペーパー」の普及も近年の現象であ

る。商業出版においても「一人出版社」といった言

葉に代表される、ユニークな新規小出版社が注目を

集めている。

納本制度は、商業出版物のほか、このような自費

出版、学協会等の非営利団体や出版業以外の企業に

よる広報用資料等の非営利出版等、一般に流通しな

い出版物も対象としている。また、受入点数には、

新刊ではないものや発行者以外からの寄贈、外国で

発行された日本語出版物が含まれる。このため、国

立国会図書館の資料受入数は、商業出版界の動向と

は必ずしも連動していない。

平成 10（1998）年以降の納本制度に基づく収集は、

第 1 節に述べた電子情報への対応のほか、発行者の

多様化や受入数の増大への対応が必要となった 20

年でもあり、受入れ・整理作業の効率化や、東京本

館から関西館への資料移送による排架率調整等を進

めた（4 章 2 節 2（3）、補章 3 節参照）。
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* 商業出版書籍の新刊点数は『出版年鑑』（出版ニュース社）1954、1999-2018 年版の「新刊点数」（ほぼ物理的な冊数。
複数巻セット販売の場合はまとめて 1 点となる）。
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（2）納入率の向上のための働きかけ
納入もれをなくすための対策として、出版物の刊

行状況を調査して、個別タイトルごとに発行者に納

入を督促することは、国立国会図書館設立以来、継

続して行ってきた。また、そもそも納本制度の存在

を知らないことによる納入もれも起きているため、

発行者に対する納本制度の周知・広報にも努めてき

た。平成 20（2008）年に、納本制度 60 周年を記念し、

設立直後に納本受付を開始した日である 5 月 25 日

を「納本制度の日」と定めた。同年、全国の発行者

約 9000 機関に対してアンケート調査を行ったとこ

ろ（回答数 3881 件）、納本制度について「ほぼ知っ

ていた」と「半分くらい知っていた」の回答は、全

回答中約 7 割であった。機関別に見ると、国の機関、

出版取次会社の認知度が高い一方、地方公共団体、

レコード会社、映像資料の発行元、企業・シンクタ

ンク等の認知度が低かった。利用者アンケート（来

館利用者と遠隔利用者をそれぞれ隔年で対象にして

実施）においても、平成 18（2006）年度以降、納

本制度を知っているかどうかについて尋ねている。

毎回の調査結果に大きな変化はなく、遠隔利用者で

80％台、東京本館利用者では 60％後半から 80％、

関西館利用者では 50％前後であった。

平成 19（2007）年度に、国内出版物の納入率を

推定し納入促進の対応策を検討することを目的とし

て、初めて納入率を大規模に調査し、その結果を公

表した。その後、後述のように民間出版物について

は平成 21（2009）年度から、官庁出版物について

は平成 27（2015）年度から、毎年調査を行っている。

国内の出版物全体の納入率を算出するには分母とな

る出版物の総数が必要だが、一般に流通しない出版

物の情報は入手しにくく、出版物の総数を正確に把

握することは困難である。とはいえ、この 20 年の

間にインターネットを通じた発行者や各種図書館等

の目録データベースの提供が進み、出版情報を入手

することが比較的容易になったことも手伝って、出

版物全体ではないが、一定の条件を付した上で納入

率を算出することは可能となった。

i) 官庁出版物
平成 7（1995）年の調査によると、昭和 63（1988）

年から平成 4（1992）年までの 5 年間の官庁出版物

（政府資料等普及調査会の『政府資料アブストラク

ト』『官庁資料要覧』に収録されたタイトル）の納

入率は 50％程度で、内部部局や審議会の刊行物の

納入率が特に低かった。官庁出版物については、国

の機関の出版物の納入窓口を担っている行政・司法

各部門の支部図書館に対しては設立以来、都道府県
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* 活動実績評価による。調査年度の前年に発行されたものを対象とし、各府省
庁（一部除く）、各都道府県、各政令指定都市（一部除く）の図書館の所蔵デー
タをもとに算出。
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に対しては昭和 51（1976）年に行政資料納入に関

する懇談会を行うなどして納入を呼びかけてきた

が、納入率が芳しくないことは、上述の調査以外で

も、1980 年代の調査報告等で判明していた。

平成 19（2007）年度に、平成 17（2005）年に刊

行された出版物（『政府資料アブストラクト』に収

録されたタイトル。販売されていない資料も含まれ

る）を対象としてサンプル調査を行い、納入率を算

出したところ、国の機関は 46％、地方公共団体は

42％と極めて低いことが明らかになった。平成 27

（2015）年度からは毎年度、体系的な調査を行った

上で、具体的なタイトルを示して納入の督促を行う

ようにした。平成 19 年度の調査で参照した『政府

資料アブストラクト』が同誌の廃刊により使用でき

なくなったため、平成 27 年度以降の調査では、行政・

司法各部門の支部図書館や都道府県立図書館等の所

蔵タイトル数を分母として納入率を算出している。

あくまでこの調査方法によって算出した納入率

であるが、国の機関については平成 27（2015）年

度以降 99％を維持、地方公共団体（都道府県及び

政令指定都市については 88％（平成 27 年度）から

95％（平成 30（2018）年度）と改善傾向にある。

ii) 民間出版物
一般に流通している書籍のほとんどは、出版社か

ら出版取次会社を経由して書店に納められる。出版

取次会社の扱う出版物の納入は昭和 26（1951）年

度から出版取次懇和会（現在の日本出版取次協会）

に委託しており、同協会は複数の発行者に代わって

納入事務を一括して担ってきた。平成 4（1992）年

度に日本出版取次協会経由の納入事務を機械化した

ことにより、それまでは困難であった、出版取次会

社の扱う書籍のデータと納入された書籍のデータを

突合し、未納入のタイトルをチェックすることが可

能となった。平成 21（2009）年度からは、出版取

次会社の扱う書籍について納入率調査を毎年行い、

その結果をもとに未納入書籍の督促に努め、納入率

は改善していった。

平成 23（2011）年 7 月 29 日の第 9 回納本制度審

議会代償金部会において、納入の一括代行事務に要

する金額の見直しについての国立国会図書館長の諮

問に対する答申「国立国会図書館法第二十五条の規

定により納入する出版物の代償金額に関する件（昭

和 50 年国立国会図書館告示第 1 号）第 2 項第 2 号

に規定する納入の一括代行事務に要する金額の見直

しについて」が提出され、代行手数料の見直しと連

動して、一括代行機関が組織的・系統的な納入もれ
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* 書籍：活動実績評価による。出版取次会社等が作成した流通のための情報から、調査年度の
前年に発行されたものを対象として算出。
* 逐次刊行物：活動実績評価による。当該年版の『雑誌新聞総かたろぐ』（メディア・リサーチ・
センター）をもとに、前年度に継続刊行中のタイトルの一部を抽出して納入率を算出。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/24
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防止措置を講じる必要性が指摘された。当時、出版

取次会社の扱う書籍のうち 80％程度は督促する前

に納入されていたが、一括代行機関である日本出版

取次協会の協力を得て同協会から出版社へ納本対象

の周知と納入の徹底を呼びかけたこと等により、督

促前の納入率が向上した。平成 25（2013）年度以

降の納入率調査において、出版取次会社の扱う書籍

の督促後の納入率は 99％を維持している。

雑誌・新聞については、書籍と同じく平成 21

（2009）年度に納入率調査を開始した。調査方法は

メディア・リサーチ・センター刊『雑誌新聞総かた

ろぐ』に掲載されたタイトル（一部官庁出版物も含

まれている）のサンプル調査で、平成 21 年度の調

査結果は 79％、平成 30（2018）年度は 88％であった。

書籍以外の商業出版物、また、出版取次会社が扱

わない出版物や個人・団体の出版物、特に学協会の

刊行物や業界紙については、以前から納入もれが多

いという指摘があった。

平成 24（2012）年 8 月から 9 月にかけて、科学

技術関係の学協会を対象とするアンケート調査を

行ったところ、学会誌・論文誌を「すべて納本した」

と回答した団体の割合は 77.1％、会議資料を「すべ

て納本した」と回答した団体の割合は 41.3％であっ

た。

楽譜、地図、録音資料、平成 12（2000）年度に

新たに納入対象となったパッケージ系電子出版物

も、書籍や逐次刊行物とは流通経路が異なることか

ら納入もれが多くあると推測されるが、これらの

個々の出版を網羅した情報を入手できないため、納

入率を把握できていない。パッケージ系電子出版物

の一部である録音資料と映像資料については、平

成 19（2007）年度に株式会社音楽出版社の流通情

報を用いたサンプル調査により納入率を調査したと

ころ、39％と著しく低い結果であった。前述の平成

20（2008）年度アンケート調査結果で、レコード会

社や映像資料の発行元における納本制度または納入

手続きについての認知度が低かったことは、この結

果を裏付けている。

これら納入もれが多いと見られる出版物では個別

のタイトルについての情報を入手しにくいため、発

行者や関連団体に対する納本制度の周知を継続して

いる。

また、民間出版物の納入に関しては、平成 27

（2015）年に解読不能な文字列を掲載した本が納入

の対象となる出版物に該当するか否かが問題となっ

たことがきっかけとなり、平成 29（2017）年 3 月

に納入出版物代償金支払いの対象となる出版物の基

準（発行部数）を新たに国立国会図書館ホームペー

ジに掲載した。

（3）新たな課題への取組み
i) 教科書

平成 14（2002）年度に学校教科書及び教師用指

導書の本格的な収集を開始した。必要な保管スペー

スを確保できなかったため、長期にわたり積極的に

収集してこなかったものであるが、1980 年代後半

から歴史教科書の記述が政治問題化し、国会審議の

ための資料としても収集の必要性が高まり、国際子

ども図書館の全面開館によって保管スペースの問題

も解消される見通しがついた。本格的な収集の開

始にあたり、平成 13（2001）年度から文部科学省、

教科書協会及び教科書出版社との協議を行い、教科

書協会を一括納入代行機関に指定した。教師用指導

書は関係者以外の入手が制限されていることから、

現在使用されている教科書の教師用指導書について

は、複写を当該指導書の適用対象となる小中高等学

校の教員に限定して利用に供することとした。

教科書受入れの様子
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なお、平成 14（2002）年以前に刊行された学校

教科書については、前身の帝国図書館から引き継い

だ明治初年から終戦時までの教科書約 5 万冊を国立

教育研究所附属教育図書館（現在の国立教育政策研

究所教育図書館）へ、国立国会図書館設立から昭和

25（1950）年頃までに納本制度等により収集した教

科書約 1000 冊を神奈川県へ移管しているため、平

成 31 年（2019）年 3 月現在の所蔵状況は、昭和前

期までに刊行され教育図書館に移管されなかった複

本等約 2000 冊のみとなっている（このほかに最近

刊行された復刻版がある）。

ii) 独立行政法人等の納入義務
平成 13（2001）年 1 月、行政改革の一環として

独立行政法人が設置され、さらに、平成 15（2003）

年 7 月には国立大学の法人化と地方独立法人が法制

化された。これら法人には以前は特殊法人であった

機関が含まれており、納本制度上これらの特殊法人

であった機関を含めてすべて国の機関や地方公共団

体と同等に扱うのは難しいのではないかという議論

があった。

国立国会図書館長の諮問を受けた納本制度審議

会で調査審議された結果、平成 16（2004）年 2 月、

答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方

について」が提出され、独立行政法人、国立大学法

人、地方独立法人及び一定の要件を備える特殊法

人、認可法人、地方公社等に対して、国、地方公共

団体と同等の納入義務を課すことが妥当とされた。

国と同等の納本義務を課されるべき法人の要件とし

ては、政府の直接的な関与を示すものと考えられる、

法人の長の大臣等による任命と法人の資本に対する

国の出資の 2 点が挙げられている。同年 12 月 1 日、

国立国会図書館法改正法（平成 16 年法律第 145 号）

が公布され、国と同等と扱う特殊法人については国

立国会図書館法の別表第一（第 24 条関係）に、地

方公共団体と同等に扱う特殊法人については別表第

二（第 24 条の 2 関係）に掲載された。同改正法は、

平成 17（2005）年 1 月 1 日に施行された。

公的機関を対象としたインターネット資料収集保

存事業（WARP、1 節 3 参照）においてもこの考え

方を引き継ぎ、独立行政法人等のウェブサイトも国、

地方公共団体等と同等の扱いとし、収集対象とした。

iii) 東日本大震災の関連資料
平成 23（2011）年 3 月の東日本大震災後、未曽

有の災害記録を網羅的に収集するため、平成 24

（2012）年 7 月に「東日本大震災アーカイブ収集等

実施計画」を策定した。この計画においては、デジ

タルコンテンツに限らず、関連の出版物を納本制度

によって網羅的に収集するとともに、出版物に該当

しない記録等についても関連機関と協力して収集す

ることとした。納本制度に基づく収集業務において

は、平成 25（2013）年度に、青森、岩手、宮城、山形、

福島、茨城、千葉の各県立図書館の協力を得て重点

的に納本制度の広報に取り組み、震災に関する出版

物を収集するよう努めた。また、岩手、宮城、福島

の県立図書館が所蔵する震災関連資料の書誌データ

の提供を受け、所蔵状況を調査して、未所蔵のもの

については発行者に納入を督促した。この結果、上

述の 7 県で発行された震災関連資料の 8 割以上を収

集することができた。

2. 蔵書の広がりと継承

（1）収集範囲の拡大
1990 年代に入り、記憶媒体の進化と通信コスト

の低下によって、紙で刊行されていた雑誌や書誌・

索引等が、まず CD-ROM、次いで電子ジャーナル

やオンラインデータベース（契約データベース）と

媒体を変えて刊行されることが多くなった。国立国

会図書館においても、国内のインターネット等で公

開される電子情報を収集し保存するための検討とと

もに（1 節 3 参照）、CD-ROM の閲覧と、収集保存

の対象外である外部データベースの契約による利用

について検討を行った。その後、平成 8（1996）年

5 月に洋雑誌の CD-ROM の提供を開始し、平成 5

（1993）年度から平成 9（1997）年度にかけて、日

本科学技術情報センター（JICST、現在の科学技術

振興機構（JST））との協力により、科学技術資料

室において同センターの作成した無料データベース

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/25
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/26


第
２
章　

収
集
対
象
の
拡
大

86

の試行提供を行った。

平成 10（1998）年 5 月に策定した「国立国会図

書館電子図書館構想」では、外部機関の提供するデー

タベースへのアクセスを「電子図書館の「蔵書」」

の一種と定義しているが、国立国会図書館法及び物

品管理の関連規定上、物理的媒体を持たず、外部の

サーバへアクセスして利用する契約データベースを

従来の図書館資料と同様に扱うことは困難であっ

た。このため、平成 14（2002）年 3 月に国立国会

図書館法第 21 条の改正を行い、「インターネットそ

の他の高度情報通信ネットワークを通じて閲覧の提

供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報」

を国立国会図書館の図書館奉仕（サービス）の手段

と位置づけて、同年 5 月に電子ジャーナルの提供に

至った（3 章 3 節 1（4）参照）。

情報流通における紙から電子情報への移行はその

後も進んでおり、平成 28（2016）年度に館内で紙

資料と電子情報に対する考え方を整理した結果、平

成 29（2017）年 3 月には、「資料収集の指針」及び「資

料収集方針書」を改正し、外国の雑誌及び新聞につ

いては、電子情報を優先することを明確にした。

外国資料の大部分は購入により、その他、国際交

換、寄贈等によっても収集している。学術出版、と

りわけ電子ジャーナルを含む学術雑誌の価格は、学

術出版の商業化と寡占化、編集コストの増大等に

よって上昇し続けており、図書館等では継続的な購

読が困難となって（シリアルズ・クライシスと呼ば

れる）、国内外で学術情報の安定的な提供のためさ

まざまな取組みがなされている。日本では為替レー

トが円安となった 1990 年代後半にこの問題が顕在

化し、以降国立国会図書館の資料収集にも影響を及

ぼしている。特に科学技術分野の価格上昇は著しく、

平成 16（2004）年 12 月、第 45 回科学技術関係資料

整備審議会の「電子情報環境下における国立国会図

書館の科学技術情報整備の在り方に関する提言」で

は、国立国会図書館の科学技術関係外国雑誌の購入

タイトル数が、ピーク時である昭和 58（1983）年の

約 1 万 3000 誌から平成 16 年には 3000 誌までに落

ち込んだことが指摘された。現在も価格上昇は続い

ており、「第四期国立国会図書館科学技術情報整備

基本計画」（平成 28（2016）年 3 月）では利用の多

いコアジャーナルを維持することとし、必要なタイ

トルを確保するよう努めている。平成 21（2009）年

度から平成 30（2018）年度まで、JST と外国雑誌の

収集について連携協力し、JST から外国雑誌の寄贈

を受けるとともに、JST に所蔵がない外国雑誌を書

誌データ（記事単位）作成のため JST に貸し出した。

平成 28 年度から平成 30 年度までは、両機関の購読

雑誌で重複タイトルを整理した分担収集事業を実施

したが、JST が平成 30 年度以降に外国雑誌の購入

を停止したことに伴って事業は終了した。

（2）新たに蔵書に加わった資料
i) 新たな施設の蔵書

平成 9（1997）年度に策定した「21 世紀に向けた

蔵書の緊急整備計画」では、開館を控えた関西館と

国際子ども図書館の蔵書を整備するため、それまで

に収集対象としていなかったものも含め、各施設の

役割を果たすために必要な資料群をリストアップし

た。

国際子ども図書館では、それまで収集対象として

いなかった諸外国の代表的な児童図書・児童書関連

資料を 3 万冊程度収集し、開館を迎えた。国内の児

童書についても、開館当時、納本制度開始以前に刊

行されたものには「発掘と調査と追加収集」（松居

直「21 世紀の子どもたちへの贈りもの」（『国立国

会図書館月報』471 号 平成 12（2000）年 6 月）の

課題があるとされ、現在に至るまで収集の努力を続

けている（5 章 1 節 2（2）参照）。

関西館の開館に伴って新規に収集した資料として

は、ドキュメント・サプライ・サービス用の雑誌、

開架用の参考図書、アジア関係資料が挙げられる。

新規に収集した資料のほかに、当時所蔵していた複

本（支部上野図書館、国会分館の資料等）、昭和 62

（1987）年度から収集を開始した国内刊行保存資料

等も活用した（4 章 1 節 3（3）、4 章 2 節 2 参照）。

このほか関西館には、洋雑誌、科学技術関係資料、

アジア資料室（現在のアジア情報室の前身）の資料

等を配置することとしたが（4 章 1 節 3（3）、4 章 2

節 2 参照）、一方で東京と関西に所蔵資料を分散さ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/27
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/28
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/29
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/30
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/30
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/31
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
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せることによる影響を抑えなければならなかった。

契約データベースの導入を進めた背景には、東京本

館でのサービス低下を最小限度にとどめ、分散配置

の影響を緩和する意図もあった。

ii) 歴史的音源（れきおん）
平成 19（2007）年 4 月、初期のレコード（SP 盤）

及び原盤の劣化、散逸等による音源の喪失を防ぐ

ため、日本放送協会（NHK）、日本音楽著作権協会

（JASRAC）、日本芸能実演家団体協議会（芸団協）、

日本伝統文化振興財団、映像産業振興機構（VIPO）

及び日本レコード協会（RIAJ）の 6 団体が参加し

て、歴史的音盤アーカイブ推進協議会（HiRAC：

Historical Records Archive Promotion Conference）

が設立された。その事業目的は、1900 年初頭から

1950 年頃までに国内で製造された SP 盤、金属原盤

等に収録された音楽、演説等をデジタル化して保存

する歴史的音盤アーカイブ事業を推進することで

あった。国立国会図書館は HiRAC と協議を重ね、

同事業により作成された音源を広く国民に公開する

ことを目的として、平成 21（2009）年度から平成

24（2012）年度にかけて、約 5 万点の音源（歴史的

音源）を HiRAC から購入し、平成 23（2011）年 5

月から順次、利用者に提供した。国立国会図書館の

所蔵する録音資料は設立以降に納本制度により収集

したものが中心であり、歴史的音源は、これを補う

ものとなった（提供については 3 章 2 節 2（3）参照）。

iii) 脚本、手稿譜
平成 23（2011）年 5 月、文化庁と「我が国の貴

重な資料の次世代への確実な継承に関する協定」を

締結した。この協定は、歴史的・文化的価値が高い

にもかかわらず、これまで必ずしも体系的な収集・

保存がなされてこなかった作品や資料等の所在情報

の把握、目録の作成、収集・保存、活用等について、

国立国会図書館と文化庁が一層緊密な連携・協力を

行っていくことを取り決めたもので、当面の対象を、

テレビ・ラジオ番組の脚本・台本、音楽関係資料、

漫画、アニメーション、ゲーム等のメディア芸術と

した。

テレビ・ラジオ番組の脚本・台本については、平

成 25（2013）年度に日本脚本アーカイブズ推進コ

ンソーシアムから、昭和 55（1980）年以前に制作

された脚本約 2 万 7000 点の寄贈を受けた。そもそ

も出版物ではない脚本・台本は国立国会図書館には

ほとんど所蔵がなく、日本国内でも関係者の手元に

残るのみで、散逸が危ぶまれる状況にあった。平成

23（2011）年 7 月、日本放送作家協会、日本脚本家

連盟等の関連団体により脚本アーカイブズ推進コン

ソーシアム（現在の日本脚本アーカイブズ推進コン

ソーシアム）が設立され、国立国会図書館もこれに

協力して、脚本の保存にかかわることとなった。脚

本家市川森一氏の尽力により日本放送作家協会日本

脚本アーカイブズ特別委員会が収集した約 5 万点の

脚本類は、同コンソーシアムに引き継がれた後、制

作年代や内容に応じて、国立国会図書館のほか川崎

市市民ミュージアム、早稲田大学坪内博士記念演劇

博物館、東京国立近代美術館フィルムセンター（現

在の国立映画アーカイブ）等に分散して収蔵された。

音楽関係資料については、平成 24（2012）年度

に国立国会図書館内部で手稿等のオリジナル資料の

収集に関する調査及び検討を行った結果、特に散逸

等の危険性が高い手稿譜を収集し保存することとし

た。手稿譜とは、作曲家本人による自筆譜等の手書

きの楽譜で、作曲家の創作意図や楽曲の創作過程を

伝えるものである。平成 27（2015）年度から新た

なコレクションとして、日本人作曲家の手稿譜の収

集を開始し、平成 31（2019）年 3 月現在、林光旧

蔵資料の一部（手稿譜 538 点、関連資料 88 点）を

所蔵している。

iv) デジタル形態の博士論文
平成 25（2013）年 3 月 11 日に学位規則（昭和 28

年文部省令第 9 号）が改正され、同年 4 月 1 日から

施行されたことに伴い、博士論文の公表方法が、印

刷からインターネットの利用へ変更された。博士論

文は従来、学位授与大学等から送付を受けて収集

しており、大学図書館及び国立情報学研究所（NII）

と対応について検討を行い、平成 26（2014）年 2

月にデジタル形態の博士論文の収集を開始した。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/32
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v) 原装保存のための複本コレクション
上述のほかに新規に収集を開始した資料として、

原装保存のための複本コレクションがある。国立国

会図書館では資料管理の便宜のためやむを得ず、一

部を除き、外函、カバー、帯といった原装を廃棄し

てきた。平成 25（2013）年度から、日本書籍出版

協会及び日本印刷産業連合会が主催する造本装幀コ

ンクールの出品作品を同コンクール事務局からの寄

贈または購入により収集し、原装のままで保存する

ことにした。このコレクションは関西館で所蔵して

いる。

（3）保存のための取組み
平成 15（2003）年 2 月、資料の保存をめぐる状

況の変化に対応した新たな枠組みとして「国立国会

図書館における資料保存のあり方」を策定した。平

成 25（2013）年 2 月にこの方針の改訂を行い、保

存対象に電子情報を追加した。また、平成 21（2009）

年 3 月に「平成 21 年度以降の当館所蔵資料の媒体

変換基本計画」を策定し、保存対策としての媒体変

換の手法を原則デジタル化と定めた。

所蔵資料を保存するための取組みには、補修、劣

化や破損の予防といった紙資料を中心とする対策に

加え、さまざまな媒体の利用を長期的に保証するた

めの措置が含まれるようになった。火事、地震、水

害等の災害から資料を守るための「資料防災指針」

及びマニュアル等も整備した。また、劣化の予防対

策として、資料デジタル化の占める比重が非常に大

きくなっている（3 節 3 参照）。

i) 書庫環境の維持
資料の劣化や損傷を抑制するためには、保管場所

の温湿度調整、換気等のほか、虫やカビを持ち込ま

ず、清潔な環境を維持することが必要である。所蔵

資料が増加の一途をたどる国立国会図書館にとって

は、適切な環境を備えた保管場所の確保が大きな課

題である。

平成 19（2007）年 12 月に、東京本館の書庫内で

図書数千冊に及ぶ大規模なカビ被害が発見されたこ

とを受け、書庫環境の維持をより厳格に行うように

なった。具体的には、平成 20（2008）年度から書

庫内の温湿度のより詳細な計測を、平成 28（2016）

年度から浮遊菌（カビ胞子等）の定期的な調査を開

始している。また、平成 26（2014）年度に寄贈資

料にカビが見つかったことから、新刊書以外の資料

については、受け入れる際の状態確認に留意すると

ともに、必要に応じて、従来行っていた殺虫処理に

加え殺菌のための燻蒸処理を開始した。

ii) 酸性紙への対策
19 世紀半ば以降、印刷技術の普及により紙の需

要が増大し、大量生産のため安価なにじみ止め薬剤

が使われた酸性度の高い紙（酸性紙）がつくられる

ようになった。原材料に低品質な木材パルプが多く

使われたこともあって、酸性紙は時間の経過ととも

に急激に劣化が進み、変色して印刷が読み取りにく

くなったり、柔軟性を失って冊子が開きにくくなっ

たりし、最終的には紙が砕けてしまう。この酸性紙

の劣化問題は 1950 年代に米国で発覚し、日本では

1980 年代に報告されて、図書館関係者が危機意識

を持つこととなった。国立国会図書館は、中性紙の

普及を目的として、製紙メーカーや出版社に対して

保存性の高い中性紙の製造・使用を呼びかけるとと

もに、国内で刊行された新刊書の中性紙使用率調査

を昭和 61（1986）年度に開始した。この調査は隔

年で官庁出版物と民間出版物を対象とし、調査の前

年に発行された書籍及び雑誌・新聞を無作為抽出し

て行った（雑誌・新聞の調査は平成 8（1996）年度

から実施）。19 回にわたる調査の結果、当初の書籍

の調査では官庁出版物で 32％、民間出版物で 51％書庫に設置した温湿度計測器

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/33
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/45
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だった中性紙使用率は、書籍、雑誌・新聞とも、官

庁出版物（平成 17（2005）年度調査）、民間出版物（平

成 19（2007）年度調査）の双方で 90％以上となった。

所期の目的である、図書及び逐次刊行物における中

性紙の普及がほぼ達成されたとして、平成 19 年度

をもってこの方式の調査を終了した。

酸性紙の劣化予防対策として、紙に含まれる酸性

成分を中和する脱酸性化処理がある。劣化が進む前

に処理を行えば劣化を抑制する効果があるとされ

る。平成 19（2007）年度には、一枚ものの地図の

劣化防止対策としてポリエステルフィルムによる保

護（エンキャプシュレーション）を行う際、酸性度

の高い紙をそのままフィルムで覆うと劣化が早まる

というデータがあるため、他の資料に先駆けて脱酸

性化処理を行った。また、平成 17（2005）年度か

ら平成 18（2006）年度には、所蔵する日本語の書

籍のうち、昭和 25（1950）年から平成 11（1999）

年までに発行されたものの本文紙及び製本状態のサ

ンプル調査を行った。この結果、調査対象約 191 万

冊のうち約 105 万冊が、本文紙が酸性紙であり物理

的強度が保たれていて脱酸性化処理の対象となりう

るものであると推定された。平成 21（2009）年度

に、当時国内において実施されていた 2 種類の処理

方法の試行を行い、それぞれの有効性、安全性等を

検証して、平成 25（2013）年度に冊子資料の脱酸

性化処理の本格実施に至った。平成 31（2019）年 3

月現在、脱酸性化処理はデジタル化の進捗等、他の

保存対策との兼ね合いを見ながら実施している。

iii) さまざまな媒体及び電子情報の利用保証
レコードやパッケージ系電子出版物（1 節 2 参照。

カセットテープ、ビデオテープ等のアナログ形式の

録音・映像資料を含む）は媒体の寿命が紙よりも短

いと考えられ、長期的な利用を保証することが大き

な課題となっている。再生機器を必要とし、技術の

革新により機器が製造中止となって再生できなくな

るという問題もある。また、インターネット資料

（ウェブサイト）やオンライン資料（1 節 3 参照）も、

システムの陳腐化等によって閲覧できなくなる可能

性がある。

このような媒体や電子情報の長期的な保存と利用

保証については、平成 14（2002）年度から調査研

究を開始した。平成 14 年度から平成 17（2005）年

度には、旧式化した電子情報のマイグレーション

（媒体移行・形式変換）及びエミュレーション（再

生環境の再現）技術をはじめとする国内外の技術動

向や所蔵資料の調査を行い、その成果をもとに電子

情報の長期的な保存と提供のための NDL デジタル

アーカイブシステムの開発を行った。平成 15（2003）

年度に行った、所蔵するパッケージ系電子出版物約

30 万点のうち音楽 CD 50 点及び主に PC で再生す

る機械可読資料 200 点のサンプル調査では、機械可

読資料の約 7 割に OS 不適合等の利用上の問題があ

ることが判明した。平成 18（2006）年度から平成

20（2008）年度に行ったマイグレーション方法等に

関する調査では、特に利用上の問題が多いフロッ

ピー・ディスクのマイグレーションを試行したが、

複製防止の保護手段が講じられている等、原資料の

作成時の記録方法に起因する問題のためデータの抽

出ができない事例が見られた。また、平成 18 年度

及び平成 22（2010）年度にはアナログ形式の録音・

映像資料のデジタル化や再生機器の入手可能性につ

いて調査を行い、この時点ですでに入手困難な機器

が少なからずあることが判明した。

これらの調査結果を受け、平成 28（2016）年 3 月に、

パッケージ系電子出版物、オンライン資料及びデジ

タル化資料を対象として「国立国会図書館デジタル

資料長期保存基本計画」を策定し、まずパッケージ

系電子出版物の対策について検討を開始した。その

後、平成 28 年度には長期にわたりアクセスを保証

する電子情報の保存基盤の構築に向けた技術的調査

研究を行い、平成 29（2017）年度には、所蔵するパッ

ケージ系電子出版物からさまざまな種類と刊行年代

のものを対象として、マイグレーションの手順を確

認するとともに将来の利用に向けたフォーマット変

換とメタデータ付与を行い、課題を洗い出した。

アナログ形式の資料については、平成 27（2015）

年 3 月に「録音資料デジタル化実施計画」を策定し、

平成 27 年度からカセットテープとソノシートのデ

ジタル化を開始した。平成 30（2018）年 3 月には、

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/34
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/35


第
２
章　

収
集
対
象
の
拡
大

90

映像資料も含めた「録音・映像資料デジタル化実施

計画 2018-2020」を策定し、再生機器の入手困難度

の観点で優先順位の高いレーザーディスクと VHS

テープを対象に追加して、平成 30 年度にレーザー

ディスクのデジタル化の試行を行った。

マイクロフィルムは、1950 年代以降、媒体変換

の手段として活用されてきたが、1980 年代後半か

ら劣化事例が報告され始め（3 節 1（1）参照）、長

期的な保存のためには定期的に劣化を抑制するため

の対策を必要とする媒体である。国立国会図書館で

は平成 2（1990）年度から対策を進めており、平成

14（2002）年度には関西館に新たにマイクロ保存庫

を設置した。平成 16（2004）年度から平成 20（2008）

年度にかけては約 185 万点を対象とした大規模な劣

化対策を実施し、その後も継続的に対策を行ってい

る（マイクロフィルムのデジタル化については 3 節

2 参照）。

iv) 国際協力
国立国会図書館は国際図書館連盟（IFLA）の会

員であるとともに、IFLA の戦略プログラムのひと

つである資料保存（PAC）のアジア地域センター

の指定を受けている。平成 17（2005）年 12 月には、

アジア IFLA/PAC センター長等会議及び公開セミ

ナーを、平成 18（2006）年 8 月には、韓国・ソウ

ルで開催された IFLA 年次大会のサテライト・ミー

ティング「アジアにおける資料保存」を国立国会図

書館で開催した。

右上から時計回りに、VHS テープ、ソノシート、レーザーディスク

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/36
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　第 3 節　電子図書館の蔵書構築と媒体変換

納本制度をその柱とし、収集した資料を後世まで

保存する役割を担う国立国会図書館において、保存

と利用の両立を図ることは常に求められてきた課題

であった。資料の修復、書庫環境の改善等と並んで

その手段に位置づけられているのが資料の媒体変換

である。この 20 年間、デジタル技術の発展に伴っ

て媒体変換の様相は大きく変わった。ここでは媒体

変換がマイクロ化からデジタル化に移行したこと、

著作権法改正や大規模デジタル化事業について取り

上げる（デジタル化資料の提供については 3 章 2 節

2 を参照）。

1. デジタル化前史

（1）マイクロ資料への媒体変換
マイクロ資料は、紙の原資料と比較した場合に、

保管のために広い空間を必要としないこと、一定の

条件を保てば劣化しないとされていたことから、資

料の保存を目的とした媒体変換に適した媒体である

と考えられていた。

資料を利用サービスに供するという面から見れ

ば、材質や形状が保存に適さず出納作業にも支障の

ある新聞資料、資料の損傷の原因となるおそれがあ

るため利用を極力制限する必要のある貴重書等を、

マイクロフィルムに媒体変換（マイクロ化）するこ

とによって、資料を傷めず簡便に利用に供すること

ができる。マイクロフィルムは、軽量であるため輸

送にも適している。また、複写の際には、複写機に

よる複製に比べて資料を破損することが少なく、必

要に応じて原本と同じ大きさに拡大して複写するこ

とができ、汚れにくく同一性を保持しやすいという

特長がある。

このため、国立国会図書館に限らず図書館界全体

で、原本に代わる利用や資料の頒布用の媒体として、

35mm や 16mm のロールフィルムやマイクロフィッ

シュ等のマイクロ資料が利用されてきた。国立国会

図書館では昭和 27（1952）年以降、米国政府が発

行している科学技術情報であるマイクロフィルム形

態の PB リポートを購入したのをはじめ、購入や交

換によって科学技術資料、政府刊行物等、数多くの

マイクロ資料を収集し、所蔵している。

マイクロ化事業としては、国立国会図書館では、

平成元（1989）年に、明治期刊行図書の原本保存と

マイクロ資料による利用の促進を目的として、明治

期刊行図書マイクロ化プロジェクトを実施した。こ

のプロジェクトは丸善株式会社が百周年記念事業と

して立ち上げた明治期刊行図書マイクロ化プロジェ

クトに国立国会図書館が協力したものである。マイ

クロ化作業は、丸善の雇用した 120 人の作業員が国

立国会図書館の本館書庫の中で行い、平成 3（1991）

年度末までに、劣化、損傷が進んでいた明治期刊行

の図書約 16 万冊の撮影を完了した。プロジェクト

の成果は平成 2（1990）年から平成 4（1992）年に

かけて丸善から『国立国会図書館所蔵明治期刊行図

上から、箱に収められ書庫に収蔵されたマイクロフィルム、
マイクロフィッシュ
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書マイクロ版集成』として刊行された。このプロジェ

クトに続き、平成 4（1992）年からは、閲覧や複写

の便を考慮して、和雑誌や劣化した和図書のマイク

ロフィッシュ化も進め、平成 8（1996）年までに完

了している。これらの媒体変換によって、それまで

原本の利用を制限していた資料について、マイクロ

資料により閲覧サービスや複写サービスに提供する

ことが可能になった。

また、マイクロ化は、海外の日本関係資料の収

集の手段としても利用されてきた。昭和 53（1978）

年から米国国立公文書館に保管されている連合国最

高司令官総司令部（GHQ/SCAP）文書をマイクロ

フィルムに撮影して収集する事業を開始した。平成

4（1992）年から断続的にメリーランド大学図書館

所蔵のプランゲ文庫の雑誌・図書を同図書館の協力

の下にマイクロフィルムに撮影し、収集した（なお、

平成 22（2010）年以降、変換先の媒体はデジタルデー

タ）。

これ以外にも、国際交換事業においては、輸送の

容易さからマイクロ化された資料が重宝された。昭

和 52（1977）年から特に海外で需要の多かった英

文の官公庁資料をマイクロ化し、海外のマイクロ化

された官庁資料等との交換用資料として活用してい

た。官公庁の英文刊行資料のマイクロ化事業は、刊

行物の官公庁のウェブサイトでの公開が一般化する

平成 20（2008）年度まで継続した。このようにさ

まざまな目的でマイクロ化を実施した結果、平成

10（1998）年度末時点で国立国会図書館が所蔵する

マイクロ資料は約 650 万点にも達していた。

しかし、安定していると考えられていたセルロー

スエステルを素材とする TAC ベースのマイクロ

フィルムは、湿度の高い環境で保管していると急速

に劣化し利用に耐えられなくなることが、1980 年

代後半から徐々に知られるようになった。湿度また

は温度が短時間のうちに変動を繰り返さず、相対湿

度を 15% から 40%、温度を 21℃以下に一日中維持

するといった、劣化を抑えるための日本工業規格に

定められた基準は、資料が閲覧室と書庫の間を行き

来する実際の図書館の環境の中では満たすことが現

実的には困難であり、国立国会図書館所蔵のマイク

ロフィルムの中にも劣化しているものが多数発見さ

れている。TAC ベースのフィルムから安定性の高

いポリエステルを素材とする PET ベースのフィル

ムへの切り替えは進んだが、カラーフィルムについ

ては、TAC ベースが一般的なままであり、酸化に

より褪色斑が発生する問題もあるため、長期間の保

存に耐えうる方法を確立できていない。それに加え

て、デジタルカメラの急速な普及によるフィルム市

場の縮小によって、技術の進展が乏しくなり、フィ

ルムや機器類の入手も難しくなる等、マイクロ化の

コストが割高になる問題も生じている。このような

結果、媒体変換手段としてのマイクロ化への盤石の

信頼が揺らいだ。

（2）黎明期のデジタル化
情報通信技術の発展に伴って、資料の電子的な提

供が模索されるようになった。平成 10（1998）年

に発表した「国立国会図書館電子図書館構想」には、

電子図書館によって、「「どこでも、いつでも、だれ

でも」情報にアクセスすることができるようになる」
上から、マイクロフィルムを効率的に収蔵するスカイファイ
ル、劣化した TAC ベースのマイクロフィルム

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5


第
２
章　

収
集
対
象
の
拡
大

93

と明るい未来が示されている。

平成 6（1994）年には、通商産業省（現在の経済

産業省）の高度情報化プロジェクト事業の一環で、

情報処理振興事業協会（IPA）と協力して、パイロッ

ト電子図書館プロジェクトを開始し、平成 11（1999）

年まで 2 つの実証実験を行った。そのひとつの総合

目録ネットワーク・パイロット・プロジェクトで

は、都道府県立図書館や政令指定都市立の図書館と

国立国会図書館をネットワークにより接続し、書誌

情報と所蔵情報を統合することに取り組み、相互貸

借を促進するためネットワークを介して資料の所

在を検索するシステムを検証した（6 章 2 節参照）。

もうひとつの電子図書館実証実験プロジェクトで

は、印刷物やマイクロ化された資料のデジタル化を

行った。貴重書、明治期刊行資料（『明治期刊行図

書マイクロ版集成』のうち社会科学分野）、国立国

会図書館刊行の『調査と情報 -ISSUE BRIEF-』、出

版社から提供された図書、雑誌等をデジタル化し、

その規模は画像資料だけで約 1000 万ページに及ん

だ。色彩の再現が重要な貴重書は写真撮影したフィ

ルムをスキャンした高解像度カラーイメージで、

量の多い明治期刊行図書はマイクロフィルムをス

キャンしたモノクロイメージ、『調査と情報 -ISSUE 

BRIEF-』はモノクロイメージとテキストでの入力

と、資料の特性に応じてデジタル化の方法を変えて

実験を行った。

これらの実証実験において、国立国会図書館は

もっぱらユーザインタフェースの適正さの検証を担

当した。この実験当時は、デジタル化はもっぱら利

用促進の手段として考えられていた。 

次いで平成 7（1995）年から平成 14（2002）年に

かけて、新世代通信網実験協議会（BBCC。平成 4

（1992）年 12 月設立、平成 14 年 9 月事業完了）と

電子図書館に関する実験的な協力事業を実施した。

この実験は大きく検索系と入力系に分けて行い、検

索系の実験ではデータベースの検索や電子展示会の

ナビゲーションといった、検索や表示方法を検証

し、入力系の実験では出版社提供の印刷組版から

HTML ファイルを作成する検証と絵巻物や地図の

画像のデジタル化に関する検証を行った。

HTML ファイルを作成する検証は、文字コー

ドの変換、外字や数字の変換、画像の処理といっ

た作業に多くの工数を要するため、印刷組版から

HTML ファイルを直接作成することは容易ではな

いという評価がなされた。一方で、テキスト化自体

は、それにより検索が容易になり、データ量を小さ

くすることができる点で潜在的な利用価値が高いと

結論付けられた。

後者の画像に係る検証では、出力時の色再現性や、

素材に合わせたデジタル化、書誌情報の XML 化、

PDF からの自動インデックス生成、電子透かしと

ファイルの圧縮等、その後電子図書館を進展させて

いく中で解決しなければならない課題の検証を行っ

た。その成果は、平成 10（1998）年の開館 50 周年

記念事業である電子展示会「ディジタル貴重書展」

に結実した（3 章 2 節 2（1）参照）。

なお、この時期のデジタル化は、マイクロフィル

ムに一度撮影し、それをスキャンしてデジタル画像

を作成する方式が主流であった。マイクロ撮影が一

般的であったこと、フィルムスキャナの方がオー

バーヘッドスキャナよりも処理速度が速く、コスト

も安かったことに加え、デジタル画像の長期保存へ

の懸念が現在よりも強かったため、長期保存に適合

すると考えられていたマイクロフィルムを同時に作

成できることが“一石二鳥”と考えられた。

国立国会図書館では、これら黎明期の外部機関と

協力した実験や、国立国会図書館独自の取組みに

よって、デジタル化に関する知見を蓄積し、平成

11（1999）年には、国立国会図書館内部の検討班が

蓄積した知見をまとめて「電子情報の保存に向けて」

平成 10（1998）年頃のマイクロ撮影機材

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/37
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「画像データに関する調査報告書」「出版データの活

用に関する調査報告書」の 3 件の報告書を発表した。

特に「画像データに関する調査報告書」では資料を

デジタル化する際のデータフォーマットや解像度、

データの保存方法等の検討結果を明らかにした。

2. 電子図書館の蔵書構築のためのデジタ
ル化

平成 3（1991）年に策定した「国立国会図書館関

西館（仮称）設立に関する第二次基本構想」では、

関西館の機能のひとつとして国内電子文献の提供と

資料の媒体変換を掲げており（4 章 1 節 1（4）参照）、

利用頻度の高い国内刊行雑誌の本文を画像情報とし

てデジタル化し、全文データベースを構築のうえ、

オンラインによる電子文献提供サービスを行うこと

としていた。平成 10（1998）年の「国立国会図書

館電子図書館構想」では「電子図書館の ｢蔵書｣ の

構築」として、従来の印刷物に加え電子出版物を収

集し、その保存と提供を図る必要があるとした。蔵

書の種類としては、「印刷物を電子化した資料」「電

子出版物」「外部機関の提供する電子情報へのナビ

ゲーション」の 3 つを挙げた。

平成 9（1997）年から平成 10（1998）年にかけて、

貴重書のうち本草資料、絵本絵巻等と錦絵を、前述

した IPA や BBCC との実験事業とは別に国立国会

図書館が独自にデジタル化し、平成 12（2000）年 3

月に貴重書画像データベースとして公開した（3 章

2 節 2（1）参照）。このデータベースは歴史的文化

財を広く一般に紹介するとともに、一連の資料（た

とえば 3 枚続きの錦絵）を電子的に接合するなど、

デジタル化ならではの閲覧方法を可能とすることを

目的としたものであった。

次いで平成 12（2000）年に「電子図書館サービ

ス実施基本計画」を策定し、平成 13（2001）年度

までに明治期刊行図書のマイクロフィルムのデジタ

ル化を行うことを定めた。最初に対象とした資料は

明治期に刊行された図書のうち、『国立国会図書館

所蔵明治期刊行図書マイクロ版集成』に収録されて

いる図書であった。そのうち社会科学分野につい

ては、すでに IPA との実験でデジタル画像を作成

済であった。マイクロフィルムからデジタル化する

ことにより、原資料から直接デジタル化する場合に

必要な資料ごとに撮影に耐え得る保存状態であるか

を確認する手間を省略し、資料の判型に合わせて撮

影の設定を逐一変更する工数を削減し、フィルムス

キャナでスキャンすることにより機械的に安価にデ

ジタルデータを作成することができた。また、明治

期刊行図書は、そのほとんどが著作権の保護期間を

満了しているまとまった数量を持つ資料群で、権利

処理に時間がかからならいことから、平成 14（2002）

年 10 月の関西館開館に合わせて公開するには絶好

のコンテンツであった。平成 14 年 10 月に著作権の

保護期間満了が確認できた哲学、歴史、社会科学（法

律を除く）、芸術、文学分野の約 2 万 400 タイトル、

3 万 3000 冊を、平成 15（2003）年 8 月に総記、法律、

自然科学、技術工学、産業分野の約 1 万 2000 タイ

トル、1 万 7000 冊を「近代デジタルライブラリー」

としてそれぞれ一般に公開した。

以降、対象となる資料を大正期にも広げ公開タイ

トルを追加していき、平成 20（2008）年には 10 万

タイトルを超えた。平成 12（2000）年の「電子図

書館サービス実施基本計画」では、年間約 2 万冊を

デジタル化できる体制を備えるとしていたが、計画

どおりの体制を整備し、平成 14（2002）年から平

成 20（2008）年の 7 年間で約 10 万タイトル（約 14

万 8000 冊）を公開した。平成 21（2009）年以降は

昭和前期まで範囲を拡大した。

近代デジタルライブラリーで公開した明治期刊行

図書等の資料群は、デジタル化前から原資料の利用

を停止しマイクロ資料のみの利用としていたため、

この時点でのデジタル化は資料保存ではなく、むし

ろ、インターネットで大量の図書館資料を公開する

ことに中心的な意義があった。利用の面では、明治

期刊行図書のマイクロフィルムを全冊一律にモノク

ロ二値で変換した初期のデジタル化画像は、特に挿

絵や写真等の図版の再現性が著しく低いことから、

平成 30（2018）年現在でも利用者からの指摘が絶

えない。しかし当時のデジタル化技術と、ネット

ワーク通信速度、コンピュータの処理能力の制約等

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/12
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/38
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/39
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/40
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/12
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を考慮に入れれば、そのような限界のあるデジタル

化方式であっても、限られた予算の中で数多くの資

料を電子図書館の蔵書とし、インターネットで公開

することができたことは、大きな意義があったとい

える。近代デジタルライブラリーが多くの人に利用

され、画期的なサービスと評価され、とりわけ人文

分野を中心として数多くの研究成果が生み出された

ことは、そのことを裏付けるひとつの証左といえよ

う。

3. 保存のためのデジタル化

（1）デジタル化による保存への動き
著作権法は従来、電子的な情報資源の利活用に対

応していなかったため、対応する原案作成の作業が、

文化庁文化審議会で行われた。

平成 21（2009）年の改正前の著作権法では、第

31 条 2 号で図書館資料の保存を目的として必要が

ある場合には資料を複製することが許容されていた

が、その複製手段として電子的手法が許容されるの

か不明であった。国立国会図書館では当時の法解釈

を踏まえ抑制的に運用しており、複製が認められる

のは劣化の兆候がある場合もしくは複製の許諾を著

作権者から得た場合で、複製手段も紙への複製とマ

イクロ化に限定されるとしていた。したがって、原

資料を保護するために納入直後にデジタル化により

複製する運用はしていなかった。

平成 19（2007）年に文化庁文化審議会著作権分

科会に「過去の著作物等の保護と利用に関する小委

員会」（以下「過去小委」）が設置され、過去の著

作物の利用円滑化について本格的な検討が始まっ

た。この検討会には、日本文藝家協会等の権利者団

体、知的財産権関係の有識者、日本図書館協会等の

利害関係者が参加した。国立国会図書館はヒアリン

グにおいて「出版物を後世に残す責務を負っている

当館としては、資料保存を目的とする権利制限の範

囲の中で、従来のマイクロ化と同等に、デジタル化

による複製及び図書館施設内での利用が保障される

ような措置」を求める意見を述べた。当時は、マイ

クロフィルムに複製して館内利用サービスに提供す

る際には、著作権法の権利制限規定を根拠に著作権

者の許諾を得ていなかったのに対し、そのマイクロ

フィルムをスキャンしてデジタル画像を作成する場

合は、権利処理を行っていた。今後は、マイクロ

フィルムを経由せずデジタル画像を許諾を得ずに作

成し、館内利用サービスに提供できるようにする措

置を求めるという趣旨であった。過去小委の下に、

インターネット等を通じて各種コンテンツに国民が

容易にアクセスできる環境を整備するにあたって解

決すべき著作権法上の課題について、コンテンツ提

供者自身や図書館関係者等の第三者が集中的に議論

する「アーカイブワーキングチーム」が設置された

際には、国立国会図書館もこのワーキングチームの

メンバーとして参加した。ワーキングチームの報告

書では、国立国会図書館での保存のためにはデジタ

ル化することが妥当であること、デジタル化の方式

としてのテキスト化は有益であるが市場に影響があ

るため国立国会図書館で検証を行うこと、国立国会

図書館内部では原資料と同様の閲覧が妥当であるこ

と、他の図書館への送信には協議が必要であること

という検討結果が示された。

（2）中間総括、第一次合意と法改正
過去小委は、1 年にわたる議論の後、平成 20（2008）

年 5 月 22 日に「過去の著作物等の利用の円滑化の

ための方策について（中間総括）」を報告した（同

年 10 月 1 日に著作権分科会に「過去の著作物等の

保護と利用に関する小委員会中間整理」として報

告された）。ワーキングチームが平成 20（2008）年

4 月 28 日に作成した報告書の内容も盛り込まれた。

この中間総括には、著作権者不明等の場合の裁定制

度（「文化庁長官裁定制度」。コラム「著作権処理」

参照）をより利用しやすいものに改めることや、著

作権者を見つけるためのデータベースの整備等、従

来よりも利用の許諾を得やすくする方向で改正が必

要であるとする文化審議会著作権分科会に対する提

言が掲げられた。同時に、対象を国立国会図書館に

限定した上で、保存を目的として納本後すぐに著作

物のデジタル化を認めるという方針も打ち出され

た。ただし、この点についてはデジタル化された資
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料の利用方法によっては経済的な損失が発生するこ

とも危惧されたため、具体的なデジタル化と利用に

供する方法について、引き続き、別途関係者による

合意を模索するという留保条件が付された。

国立国会図書館では、著作権法の改正を想定して、

国立国会図書館で実施するデジタル化に議題を限定

した「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」

を設置し協議を行った。過去小委委員のうち、権利

者を代表するメンバーのほとんどが協議会に参加し

た。

協議会では、国立国会図書館における所蔵資料の

デジタル化の方法や対象、デジタル化された資料の

館内閲覧や複写、図書館間貸出し等の利用方法につ

いて話し合った。その中でも特にデジタル化の対象

とする資料の範囲については、出版市場への悪影響

を懸念する関係者の了解を得るために繰り返し議論

が行われたが、平成 21（2009）年 3 月 23 日に「資

料デジタル化及び利用に係る関係者協議会第一次合

意事項」（以下「第一次合意」）をとりまとめた。

第一次合意では、以下のことが合意された。

・デジタル化を画像データにとどめ、テキスト化

についてはあらためて関係者と協議すること。

・デジタル化した資料は、原則として原本を利用

に供さないこと。

・引き続き関係者の理解と協力を得るよう努め、

民間の経済活動を阻害することのないものであ

るよう留意すること。

・雑誌のデジタル化にあたっては、対象資料をあ

らかじめ公表し、出版社団体、著作権者団体等

と調整を図ること。

・デジタル化は、資料の劣化状況や予算規模に鑑

みて国内刊行雑誌を優先して行うが、刊行後 5

年経過しないものはその対象に含めないこと

（ただし、その後大規模デジタル化に係る補正

予算（後述）が措置されたことから、国内刊行

雑誌だけでなく他の資料群もデジタル化の対象

とすることとなった）。

・複写サービスの提供は紙媒体へのプリントアウ

トのみとし、電子的なファイルの提供は行わな

いこと。

・プリントアウトにはフットプリントを入れるこ

と。

また、視覚的作品（漫画等）と楽譜については、

複写サービスの提供そのものを協議継続とした。

平成 21（2009）年 6 月 12 日に著作権法改正法（平

成 21 年法律第 53 号）が成立し、第 31 条に第 2 項

が新設された（平成 22（2010）年 1 月 1 日施行）。

これにより国立国会図書館は保存のためであれば劣

化を待たずに著作権者の許諾なく複製（＝デジタル

化）することができることが明確化された。

4. 大規模デジタル化事業

（1）Google Books の衝撃
2004 年、Google 社が欧米の公共図書館や大学図

書館の蔵書をデジタル化し、Web 上で全文検索・閲

覧を可能にした Google Books（名称の変遷はあるが、

本稿ではこの名称で統一する）サービスを開始した。

このサービスに対して、翌 2005 年に米国作家協会

が著作権の侵害であるという訴えを提起した。2008

年 10 月に、著作権料を支払う和解案が提示された

が、米国の訴訟が、利害の関係する著作権者一般を

代表する形で行われたため、ベルヌ条約や TRIPS

協定（Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights : 知的所有権の貿易関

連の側面に関する協定）等に規定された「内国民待

遇の原則」（外国人の権利を保護する際に、自国民

に与えている保護と同様の保護を与える原則）によ

り、日本等これらの条約の加盟国の出版物も自動的

にこの和解案の対象となり、著作権者が通知を行わ

なければ自動的に和解に参加したものとみなされる

ことになった。日本文藝家協会、日本ペンクラブと

いった日本の著作権者団体は声明を出して、和解案

に対する抗議を表明した。その後、2009 年 11 月に

和解案の対象範囲は修正され、我が国の作家や出版

関係者は原則としてこの和解案に拘束されないこと

となったが、Google Books の問題は、一民間企業が

出版コンテンツを独占してしまうという危機感や、

国内の文化的な資源は自国内でアーカイブするべき

であるという主張を喚起し、我が国におけるデジタ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/41
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ル化事業の推進に大きな影響を及ぼした。

（2）補正予算
2008 年に米国金融機関の経営破綻に端を発する

リーマンショックは、世界金融恐慌に伴う経済危機

を引き起こした。平成 21（2009）年 5 月 29 日、経

済危機対策として麻生政権によって総額 14.7 兆円

の大型の補正予算が編成され、国立国会図書館が資

料デジタル化事業を推進する経費として、127 億円

の予算が計上された。

（3）大規模デジタル化事業の実施
こ う し て、 前 述 の 著 作 権 法 の 改 正 と Google 

Books への不安、経済危機対策の補正予算といった

国内外のさまざまな事情が偶然に重なり合い、大規

模デジタル化事業という国立国会図書館史上前例の

ない規模の事業がはじまった。

大規模デジタル化事業は、平成 21（2009）年から、

東日本大震災の影響もあり最終的に平成 23（2011）

年までの 3 年間をかけて実施した。平成 21 年度補

正予算（第 1 号）に 127 億円が計上され、別途平

成 22（2010）年度補正予算（第 1 号）にも約 10 億

円が計上された。平成 21 年度の予算額 127 億円は、

平成 20 年度、21 年度の当初のデジタル化予算の約

100 倍であった。

大規模デジタル化事業により総計 109 万冊、1 億

8500 万コマをデジタル化した。デジタル化の対象

とした資料は、和図書に加え、和雑誌、古典籍資料、

博士論文、児童雑誌、児童図書、官報と多岐にわたっ

た。和図書は昭和 43（1968）年以前受入、和雑誌

は平成 12（2000）年以前刊行のものを対象とした。

冊数では、それまでにデジタル化したものと合わせ

て、当時の所蔵資料のうち和図書の約 1/5、和雑誌

の約 1/4 にあたった。予算の中には著作権処理経費

も含まれており、著作物ごとの全著作者の洗い出し、

著作権保護期間満了の有無、著作権者またはその承

継者の存在、その連絡先の調査を外部業者に委託し

て実施した。これにより、著作権保護期間の満了が

確認されたもの、著作権者またはその承継者の許諾

が得られたものや著作権者等の存在・連絡先が不明

で文化庁長官裁定（コラム「著作権処理」参照）を

受けたものについてインターネット上で公開した。

大規模デジタル化事業は、これまで国立国会図書

館が実施した事業の中で突出して予算規模が大き

く、かつ、かなり突発的に発生したものであるため、

プロジェクトを運営する上で多くの苦労があった。

経済危機対策大規模デジタル化実施本部を設置

し、副館長を本部長とした。本部には全体の進捗管

理、渉外・広報、仕様調整、調達等を担当する総括

班と、資料群ごとのデジタル化に係る企画、調整、

監督及びその進捗管理を行う実施班を置いた。事務

局には専任の職員を置き、全館体制で臨んだ。

実施に際しては、技術水準、機器の水準、受託者

側の状況等から、経済的にも妥当な範囲を設定する

必要があり、また、大規模であることに付随する各

種のマネジメントの履行、品質管理、成果物の点検、

そのための作業ツールの整備等の必要性から、プロ

ジェクトマネジメントを支援する事業者を導入し

た。それでも大規模デジタル化に係るノウハウを委

託事業者等のすべての関係者の間で十分に共有する

には至らず、作業の遅延等も見られたが、関係者の

努力が実り当初の予定どおり事業を完遂した。

大規模デジタル化事業の経験を踏まえて、平成

23（2011）年 8 月に「国立国会図書館資料デジタル

化の手引き」を改訂した（改訂後は「国立国会図書

館デジタル化の手引」）。この手引きは国立国会図書

館が所蔵資料を画像としてデジタル化する場合に

仕様の共通化や技術の共有化を図り、標準化によ

るデータ品質の確保とデジタル化作業の効率化を

目的として平成 17（2005）年に公表したものであ

大規模デジタル化の様子
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る。改訂版では、プロジェクトマネジメントについ

ての項目を追加し、解像度等の仕様を実態にあわせ

てより高精細な数値にしたほか、これまでのマイク

ロフィルム撮影を経たデジタルスキャンに加えて、

直接スキャニングする方式を追加した。この更新に

よって手引きは国立国会図書館だけでなく、他の図

書館等におけるデジタル化の際にも参照しやすいも

のとなった。

大規模デジタル化事業は膨大なデジタル化資料や

それを実行するためのノウハウ等多くの財産を国立

国会図書館に残した一方、著作権処理が完了しない

ためにインターネット提供できないデジタル化資料

が発生した。しかも、保存のためのデジタル化であ

るために、原本の図書館間貸出し（3 章 2 節 2 コラ

ム参照）ができなくなり、遠隔地での利用が不可能

になるという問題を生じさせた。関係者協議の結果、

図書館間貸出し用の複製物（デジタル画像からのプ

リントアウト）を図書館間貸出しの請求がある度に

作成することで合意した。その後、文化庁の下に設

置された検討会議で協議が行われ、平成 24 年著作

権法改正により、国立国会図書館から公共図書館等

へのデジタル化した画像データの送信制度が創設さ

れ、関係者協議会での合意を経て、全国の公共図書

館等への送信サービスがスタートすることで、この

問題は解決を見ることとなった（3 章 2 節 2 参照）。

大規模デジタル化事業の中では、平成 22（2010）

年 10 月から翌年 3 月まで、デジタル化した画像か

らのテキスト抽出の実験（テキスト化実証実験）も

実施した。前述の平成 20（2008）年の過去小委アー

カイブワーキングチームの報告で、画像からのテキ

ストデータの作成については実験を経てあらためて

関係者で協議することが望ましいとされていたこと

を受けたものである。OCR による文字の自動認識

では戦後に出版された図書で平均 96.6%、明治期で

は 87.7% の精度を記録し、判定に利用する辞書を更

新した後は明治期の図書で 90.8% の認識率を記録し

た。このようにテキスト抽出自体にはある程度の成

果を見せたものの、テキスト化された書籍のデータ

が出版社の意図しない形で利用されることへの不安

から、国立国会図書館がサービスとしてテキスト

データを作成することへの関係者の合意は得られな

かった。実験から明らかになったのは文字認識の精

度だけでなくコスト面でも課題があることであり、

また抽出したテキストを検索のために利用できるか

著作権法の解釈も議論があった（その後、平成 30

年著作権法改正により、情報の検索やデータの解析

に利用するためのテキスト化とその一部の表示（ス

ニペット表示）が認められることとなった）。

（4）原資料からのデジタル化の定着
平成 14（2002）年以前は、資料を保存するため

の媒体変換であるマイクロ化と、近代デジタルライ

ブラリーや電子展示会といった国立国会図書館ホー

ムページ上で画像を閲覧に供するためのデジタル化

が別個に併存しており、マイクロ化とデジタル化を

含めた媒体変換についての統一的な視点は存在しな

かった。平成 15（2003）年 3 月の「平成 15 年度か

ら 17 年度における所蔵資料のメディア変換に関す

る実施計画」において両者の統一を図った。ただし、

この段階ではデジタル化の前段としてマイクロフィ

ルムをスキャンするためマイクロ化が必ず行われて

おり、マイクロ化が主であった。

平成 18（2006）年に平成 20（2008）年までの期

間を対象として「第 2 期マイクロ化計画」を策定し

た。同じ期間を対象として、「資料デジタル化基本

計画」を策定し、その中でデジタル化を、マイクロ

化による保存を補完または代替する保存対策のひと

つとして位置づけた。背景には、国内ではデータを

格納する光ディスクの保存について JIS の規格整備

が進み、欧米では米国議会図書館やオランダ国立図

書館等においてデジタルデータ長期保存についての

調査研究が進展しデジタルデータの安定性への懸念

が和らいでいたこと、国立国会図書館においてもデ

ジタル資料に付与するメタデータ標準の策定（3 章

2 節 4 コラム参照）が進んでいたことがあった。

大規模デジタル化事業の予算が計上された補正予

算が成立する 2 か月前、平成 21（2009）年 3 月に

策定された「平成 21 年度以降の当館所蔵資料の媒

体変換基本計画」において、媒体変換の方法につい

ては、提供における利便性等の観点から、主にスキャ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/42
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/43
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/44
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/45
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ナを用いた原資料からのデジタル化を原則とする方

針を決定した。大規模デジタル化事業でも、新規に

媒体変換する資料については従来のようなマイクロ

フィルムを作成してからのスキャンを行わず、原資

料から直接スキャンを行った。以降、マイクロ化に

よる媒体変換は、新聞等一部の資料群を除いてほと

んど実施することはなくなった。

（5）災害対応力強化のためのデジタル化
平成 27（2015）年 2 月、平成 26 年度補正予算で

災害対応力強化のため、再び約 10 億円が計上され、

資料のデジタル化とテキスト化機能・全文検索機能

の開発を行った（テキスト化は許諾が得られた資料

のみ実施）。

大規模デジタル化事業が対象資料群を一律にデジ

タル化するものであったのに対し、このデジタル化

は災害に関係する資料を選択してデジタル化する事

業であった。平成 28（2016）年 3 月までの期間に、

災害に関する学術雑誌論文や、各省庁の白書、地方

自治体の防災計画等、約 8 万 8000 冊、約 1100 万コ

マをデジタル化し、「東日本大震災アーカイブ」（ひ

なぎく。1 節コラム参照）の検索対象となる資料の

充実を図った。また、テキスト化機能の開発の結

果、全文検索でヒットした検索結果から、該当する

デジタル化画像へ遷移できる機能をひなぎくに追加

した。

5. デジタル化の現在と今後

国立国会図書館デジタルコレクション（近代デジ

タルライブラリーの後継）には、この節で見てき

たデジタル化された国立国会図書館所蔵資料に加

え、歴史的音源（れきおん）、国立国会図書館で所

蔵していない資料をその所蔵機関がデジタル化した

もの（東京大学附属図書館所蔵資料、科学映像等）、

電子版博士論文、インターネット資料収集保存事業

（WARP）由来の電子書籍・電子雑誌等、さまざま

なものを収載している。このデジタルコレションが

さまざまな出自の、元々はさまざまな媒体で作成さ

れた資料を一元的に電子的に提供するためのプラッ

トフォームとなったことをよく示している（デジタ

ル化資料提供については 3 章 2 節 2 参照）。

これまでもプランゲ文庫（前述）や、満鉄資料（米

国議会図書館所蔵。ただし一部は返還されたものを

マイクロ化したもの）のように、所蔵機関の協力を

得て媒体変換による収集を行ってきた。

平成 29（2017）年に文化審議会著作権分科会に

おいて、美術の著作物の原本のような代替性のない

貴重な所蔵資料や、絶版等の理由により一般に入手

することが困難な貴重な所蔵資料については、国立

国会図書館以外の図書館や美術館・博物館、公共図

書館等でも、保存を目的として損傷が始まる前に資

料を複製することが可能との解釈が打ち出された。

「国立国会図書館デジタル化の手引」等による標

準化を通して、各図書館や関係機関が所蔵資料をデ

ジタル化し、国レベルでの蔵書構築として大きな流

れになっていくことが期待される。平成 31（2019）

年 2 月に試験版が公開されたジャパンサーチでは、

図書館以外の博物館等、書籍以外の文化財等も含め

てコンテンツの所在等のメタデータやデジタル画像

が検索可能になった。

国立国会図書館では、平成 14（2002）年度以降「電

子情報の長期利用保証に係る調査研究」等を実施し、

録音・映像資料やパッケージ系電子出版物のマイグ

レーションやエミュレーション等について調査を進

めてきた。近年では紙以外の媒体の資料を利用し続

けるために、その媒体での利用の継続を図るよりも、

媒体変換することの方が現実的な手段と考えられる

ようになってきている（アナログ録音・映像資料の

デジタル化について、2 節 2（3）iii）参照）。同時に、

媒体変換に伴う元媒体と変換後のコンテンツとの関

係をどう扱うか、メタデータ付与の標準策定等も課

題である。デジタル・アーカイブに収載する資料の

種類が多くなるほど、こうした課題の重要性は増し

ていく。

また、大規模デジタル化事業以降はデジタル化の

ための予算は多くはない。そのため、少しでも多く

の資料のデジタル化を行うことができるよう、検品

や内容アクセスのための目次データ作成に係るコス

トの削減が解決すべき課題となっている。
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向動の外海正改法向動の内国
平成16（2004）年 Google Books

平成17（2005）年
Google Books訴訟
（p.96）

平成18（2006）年

平成19（2007）年3月

文化庁文化審議会著作権分科会 過
去の著作物等の保護と利用に関する
小委員会（～平成21年1月）
（p.95）

平成20（2008）年5月
「過去の著作物等の利用の円滑化の
ための方策について（中間総括）」
（p.95）

平成20（2008）年9月
資料デジタル化及び利用に係
る関係者協議会（～現在も継
続）（p.96）

リーマンショック

平成20（2008）年10月
正式報告「過去の著作物等の保護と
利用に関する小委員会中間整理」
（p.95）

Google Books和解案
提示（p.96）

平成21（2009）年3月
「資料デジタル化及び利用に
係る関係者協議会第一次合意
事項」（p.96）

平成21（2009）年5月

大規模デジタル
化のための補正
予算成立
（p.97）

平成21（2009）年6月
平成21年著作
権法改正
（p.96）

平成21（2009）年11月
和解案修正、日本は
対象外となる
（p.96）

平成22（2010）年1月
施行
（p.96）

平成22（2010）年3月

総務省・文部科学省・経済産業省
デジタル・ネットワーク社会におけ
る出版物の利活用の推進に関する懇
談会（三省懇）（～6月）（p.136）

平成22（2010）年10月

資料デジタル化及び利用に係
る関係者協議会 図書館間貸出
ワーキングチーム 設置
（p.136）

テキスト化実証
実験（p.98）

平成22（2010）年11月
文化庁 電子書籍の流通と利用の円
滑化に関する検討会議（～平成23年
12月）（p.137）

）371.p（意合月3年）1102（32成平

平成23（2011）年4月

デジタル化資料の図書館間貸
出しの特例の試行開始（その
後「デジタル化資料に係る図
書館間貸出しに代わる臨時的
措置」として継続」）（p.137）

平成23（2011）年12月
「電子書籍の流通と利用の円滑化に
関する検討会議報告」（p.137）

資料デジタル化及び利用に係
る関係者協議会 図書館への限
定送信に関するワーキング
チーム 設置（p.138）

平成24（2012）年6月
平成24年著作
権法改正
（p.137）

平成24（2012）年12月

「国立国会図書館のデジタル
化資料の図書館等への限定送
信に関する合意事項」
（p.138）

平成25（2013）年1月
施行
（p.137）

平成26（2014）年1月
図書館向けデジタル化資料送
信サービス開始（p.138）

平成27（2015）年

災害対応力強化
に資する資料の
デジタル化
（p.99）

平成28（2016）年4月
連邦最高裁判所の不
受理決定により
Google勝訴が確定

平成30（2018）年5月
平成30年著作
権法改正
（p.139）

平成31（2019）年1月
施行
（p.139）

海外の図書館等を対象とした
送信受付の準備を開始（p.139）

国立国会図書館

（ ）

保存のためのデジタル化

大規模デジタル化事業

図書館向けデジタル化
資料送信サービス
（「図書館送信」）

海外の図書館向けデジタ
ル化資料送信サービス

そのほかに、この改正で可能
となったこと
・検索や解析のためのテキス
ト化とスニペット表示
（p.98）
・音訳等を提供できる障害者、
機関の範囲の拡大（p.275）

※ページ数は本文の該当箇所

著作権法改正と、保存のためのデジタル化、大規模デジタル化事業、図書館送信の時系列

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/41
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/52
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コラム

著作権処理

資料の媒体変換とインターネット公開を行う際、著作権処理は避けて通れない。著

作権法上、著作権の保護期間が満了した著作物は、許諾なしに自由に利用できるよう

になる。一方、我が国では、著作権の保護期間内における権利制限規定に該当しない

利用については、デジタル化（＝複製）の許諾、公衆送信の許諾といった個別の許諾

が必要となる。著作権者の所在が不明な場合や著作権者が誰だか分からない場合には、

許諾に代わり文化庁長官裁定を受け、補償金を供託することで適法に利用する制度が

ある。

国立国会図書館として著作権処理をはじめて大規模に行ったのは、平成 7（1995）

年の国際子ども図書館の「児童書の電子図書館パイロット・プロジェクト」である（5

章 3 節参照）。昭和 30（1955）年以前に刊行された児童書の本文画像をインターネッ

トで提供する実験のために、著作権処理が必要となった。まず対象となる著作物の奥

付や目次を丹念に調査し、著作物と、装丁、解題・解説者等も含めて著作者を洗い出

した。続いて、すべての著作者について著作権台帳や人名事典を調査し、判明した連

絡先に対して許諾の申請を行った。

著作権者 6363 人のうち、回答を得られた人の大半から利用許諾を得られたが、利

用許諾を得られた人と保護期間を満了している人の合計が 2161 人であったのに対し、

連絡先不明な場合と郵便不到達の合計は 3945 人に上った。これにより 9526 冊中、

2282 冊が利用可能となった。

最初に文化庁長官裁定を利用したのは平成 11（1999）年、国際子ども図書館で作

成した電子展示会「絵本ギャラリー」を公開する際であった。『コドモノクニ』と『幼

年画報』に掲載された著作物約 1 万 6400 件のうち、著作権者の連絡先が不明の約

4900 件について申請を行った。『コドモノクニ』には投稿欄があり、多くの職業的な

創作者によるものではない著作物が掲載されていた。このため権利者の大半の許諾を

得ることが事実上不可能であり、裁定制度を利用することが不可避になった。裁定を

受ける前には著作権者調査のための「相当な努力」が必要とされ、その中には新聞広

告等を出すことが含まれていたが、ホームページに「さがしています」コーナーを開

設し、また、このコーナーが NHK のニュース等で取り上げられたことにより多数の

著作権者の情報が寄せられ、新聞広告等の代替とすることが認められた。裁定時に供

託する必要のある補償金の算定についても前例がなかったため、電子書籍等の価格を

参考に算出した。

平成 12（2000）年に、近代デジタルライブラリーでのデジタル化画像の公開のた

めに明治期刊行図書等を対象とした際にも、大規模な著作権処理を行っている。対象

となる資料群を調査し、保護期間が満了していると判明した資料からデジタル化を実

施することとしたものの、明治期刊行図書では、対象となる著作者 7 万 2730 人のう

ち保護期間満了と判明したのは 28%、2 万 141 人と少なかった。保護期間内と判明し

たのは 1％、777 人にすぎず、残りの 71%、5 万 1712 人は没年が不明であった。著名

でない著作者は没年が分からず、著作物が保護期間内にあるかどうかが分からなかっ
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た。没年不明の著作者について多くの労力を費やして調査しても没年が判明するのは

ごく一部であり、没年が判明し保護期間内にあると分かった場合には著作権を承継し

ている遺族の許諾が必要となるが、遺族の存在やその現在の連絡先が判明しない場合

が多かった。著作権保護期間の満了が確認できなかった 5 万 2489 人中、許諾が得ら

れたのはわずかに 0.5% の 264 人であった。

この調査結果を受けて、国立国会図書館では平成 17（2005）年 2 月から明治期刊

行図書等の著作者約 4 万人について、文化庁長官裁定手続きを開始した。申請まで時

間がかかったのは、単なる文献調査以外の調査が必要とされたからである。当時の文

化庁長官裁定は、著作権者が不明な場合には情報提供の協力要請として新聞広告等を

必要とするだけでなく、著作者の住んでいた自治体や参加していた団体（学会等）へ

の問合せも求めるなど、基準が厳格であり申請の前に多くの作業を必要とした。これ

らの説明資料が段ボール 100 箱分になったことさえある。これ以降も、国立国会図書

館は、平成 21（2009）年度から平成 23（2011）年度、平成 26（2014）年度から平成

28（2016）年度にこの手続きを利用した。国立国会図書館は、復刻出版を行ってい

る丸善株式会社等の出版社や大学入試の過去問等を出版する Z 会等の教育系の会社

を大きく引き離し、この手続きを最も利用している機関である。

平成 21（2009）年から実施した大規模デジタル化でも大規模な著作権処理を行った。

大正期と昭和前期に出版された図書と博士論文の約 46 万冊を処理の対象とした。資

料のデジタル化と同様に著作権処理も事業者に委託した。博士論文についての著作権

処理では各大学図書館とも協力して実施した。

過去小委では過去の著作物の利用円滑化に向けて、著作権者の権利を守りつつ文化

庁長官裁定をより使いやすいものにするための検討がなされ、平成 26（2014）年と

平成 28（2016）年に基準が緩和された。新聞や雑誌への広告掲載、居住地自治体へ

の問合せや、複数の典拠の照会等が不要とされた。また、過去に裁定を受けた著作物

の情報（裁定年月日、著作者名、題号、利用方法）を検索閲覧できる裁定実績データ

ベースがインターネット上で公開された。このデータベースによって、「権利者情報

を掲載する資料の閲覧」を簡便に行うことができるようになり、重複して調査をする

必要がなくなった。さらに平成 30（2018）年の著作権法改正では、国立国会図書館

を含め国や地方公共団体については補償金の事前供託が免除されるなど、国立国会図

書館にとって制度がより利用しやすいものになった。

現在も国立国会図書館は著作者処理に継続して取り組んでおり、国立国会図書館デ

ジタルコレクション上で著作権者等の情報を募集している。
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コラム

電子書籍をめぐる論争

Google Books の訴訟が話題となっていた平成 20（2008）年 4 月、長尾真館長は私

的なアイデアとしていわゆる「長尾構想」を発表した。この構想は、利用者が自宅に

いながらにして、国立国会図書館に集められた電子的な資料を閲覧できる、というも

のであった。

より具体的には、電子的な資料は国立国会図書館のデータベースに保存され、各地

の公共図書館の館内で閲覧できるようにするだけでなく、一般家庭に対しても有料で

配信し、事業による利益を出版者、著作権者に還元するという内容であった。構想の

中には、従来のスキャンによるデジタル化や電子書籍だけでなく、電子的に作成され

た組版データを集めること、国立国会図書館に蓄積されたデータをもとに出版社は自

社の出版物を販売できるようにすること、こうした料金のやりとりは非営利の第三者

機関が行うことが含まれていた。

この構想が報じられると大きな反響を呼び、特に使用料を自宅から地域の図書館へ

の交通費程度とするなどの発言が注目されたことで、出版社等利害関係者から正当な

利益を損なうとの声が上がり、多くの議論が起こった。

その後、電子書籍市場は、個別コンテンツの買い切りだけでなく、定額制で多数の

コンテンツを閲覧可能とする等、様々な形態のサービスが生まれ、拡大した。公共図

書館でも、電子書籍貸出用のクラウドサービスを利用して、利用者に電子書籍を提供

する館が増え始めている。
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コラム

本館耐震工事

1. 耐震改修のきっかけ

2000 年代半ば、平成 16（2004）年 10 月の新潟県中越地震、平成 17（2005）年 3

月の福岡県西方沖地震等の大規模地震が頻発し、東海地震、南海地震、首都直下地震

等の発生の切迫性が指摘されていた。そのため平成 18（2006）年 1 月 25 日の国土交

通省告示「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」では、

国及び地方公共団体は、各施設の耐震診断を速やかに行うことと定められた。

国立国会図書館東京本館の本館は、昭和 36（1961）年に第一期が竣工、昭和 43（1968）

年に第二期が完成しており、耐震設計の現行基準（昭和 56（1981）年建築基準法施

行令に基づく耐震基準、いわゆる「新耐震基準」）適用前の建築物である。昭和 61（1986）

年度から平成 2（1990）年度にかけて耐震壁を一部増設する改修を行っていたが、前

述の告示を受け平成 18（2006）年度に耐震診断を行ったところ、震度 6 強から震度

7 程度の大地震に対しては「倒壊し、又は崩壊する危険性がある。」という結果であっ

た。

早急な耐震改修の必要性が確認されたため、平成 20（2008）年 2 ～ 3 月に外部有

識者による検討委員会において改修の方法等の検討を行った。引き続き平成 20 年度

にかけて、安全性、建物の意匠性、図書館サービスへの影響等を考慮して設計を行い、

平成 22（2010）年 1 月から平成 25（2013）年 7 月にかけて耐震改修工事を行った。

総工事費は約 11 億円であった。

2. 耐震改修工事の概要

大きな改修項目のひとつが鉄筋コンクリート耐震壁や鉄骨耐震壁の増設である。本

館 2 階ホールの既存コンクリート格子壁は、デザインを生かし、格子状の鉄骨で耐震

補強した。格子壁のステンドグラスは一度取り外し、格子鉄骨を設置した後に再取り

付けした。

また、書庫棟と事務棟の間に鉄骨水平ブレースを設置した。補強前の状態では必要

耐力が不足している事務棟を、比較的耐力のある書庫棟（ただし、補強前の書庫棟も

単体で必要耐力を満たしていなかった）と結合し、一体として必要耐力を確保した。

その他、鉄筋コンクリート柱を鋼板巻で補強する処置等を行った。

なお、耐震改修工事中の平成 23（2011）年 3 月に東日本大震災が発生したが、建

物に大きな被害は発生しなかった。
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上から、施工前（コンクリート格子壁）、施工後（格子鉄骨）

施工前の本館回廊

格子鉄骨運び込みの様子
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上左から時計周りに、水平ブレース設置前、設置後、設置後（横から）

 3. 耐震改修工事による耐震安全性の確保

官公庁施設の耐震性能は、「建築基準法」のほかに「官公庁施設の建設等に関する

法律」に基づく「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成 25 年 3 月 29 日国土

交通省大臣官房官庁営繕部制定）にも定められている。この基準では、構造体の耐震

安全性の目標を、建物の用途別に 3 つに分類しており、多くの人が使用する「社会教

育施設」は、Ⅱ類に位置づけられている。Ⅱ類の建築物は、大地震（震度 6 強から震

度 7 程度）時における構造体に対する耐震安全性の目標を一般建築物（建築基準法）

の 1.25 倍としており、耐震安全性の目標をより高くすることが求められている。耐

震改修工事の結果、この目標を満たす耐震安全性が確保された。
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国立国会図書館では、設立以来、一般公衆へのサー

ビスとして、来館した利用者へのサービスと、来館

しないで利用できるサービス（近年では「遠隔サー

ビス」と呼んでいる）を提供してきた。両サービス

とも、この 20 年間で情報通信技術の発展の影響に

より、その内容が大きく変わった。第 3 章では利用

者が情報を得るための電子情報サービスも含めて、

利用者サービスの変化について詳述する。

利用者サービスの変革

3第        章



身近な図書館

資料請求票を気送管で書庫へ

出納

国立国会図書館

自宅

書庫

国立国会図書館ホームページでは
最近 1 年間に受け入れた
和図書を検索可能

入館申込書に
名前や住所を記入、

利用カードを受け取って
入館

カード目録、
冊子体目録、

CD-ROM 目録等で検索

1

2

資料請求票作成器で作成した
資料請求票に記入し
カウンターに提出

3

モニターに番号が表示されるまで待機

閲覧・複写

6

4 5

1

公共図書館などに行く

2

複写や図書館間貸出しを
申し込む

3
しばらくしたら

複写物や資料が届くので
身近な図書館に再度行く

利用方法の1998

来館

遠隔

1

郵送で複写を
申し込む

２

郵送で届く



複写、
プリントアウト

国立国会図書館デジタルコレクションのうち、
図書館送信のものを閲覧

国立国会図書館デジタルコレクションのうちインターネット公開のものを閲覧

出納されたことは端末で確認

国立国会図書館ホームページから、
国立国会図書館オンラインや
国立国会図書館デジタルコレクションへ

自宅

出納

書庫に情報が送られる

※いずれも代表的な例であって、
すべての資料がこの通りに利用できる（できた）わけではありません

利用者登録
※郵送でも
インターネットでも可

紙の資料

電子の資料

ピンクの文字は情報通信技術により行うこと

1
登録利用者カードを

持参し、
ゲートにかざして入館

3
国立国会図書館

デジタルコレクションを
閲覧

3
国立国会図書館
オンラインで

閲覧を申し込む

4 5

6

閲覧

１
国立国会図書館

オンライン経由で
複写を申し込む

2

郵送で届く

2

複写や図書館間貸出しを
申し込む

3
しばらくしたら

複写物や資料が届くので
身近な図書館に再度行く

身近な図書館

国立国会図書館

変化 2018

来館

遠隔
1

公共図書館などに行く

書庫

国立国会図書館
オンラインで検索

2
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　第 1 節　総論

1. はじめに

国立国会図書館では、一般公衆へのサービスとし

て、来館しないで利用できる「遠隔サービス」と、

来館して利用できる「来館サービス」を提供してい

る。昭和 61（1986）年まで後者に重点を置いてい

たとはいえ、この二本立ての構成は設立当初から現

在に至るまで長らく継続してきたものである。しか

し、おおむねこの 20 年の間に国立国会図書館では、

この両者についてその間の関連性・一体化を強めな

がら、それ以前にはなかった大きな変革を行ってき

た。この章を始めるにあたって、まずはこの変革の

中心となった遠隔サービスの拡張について略述す

る。

およそ 20 年前の時点での遠隔サービスの考え方

は、国立の図書館として、居住場所の理由等により

来館して資料を利用することが難しい利用者に対し

て、来館しないでも受けられるサービスを提供する

ことであった。来館しないとできないこと、すなわ

ち、図書館員による利用案内や検索支援を受け、国

立国会図書館の所蔵資料を館内備え付けの目録によ

り検索し、資料を閲覧・複写することを遠隔サービ

スで代替できるようにすることを目指した。具体的

には、身近な公共・大学図書館等を介してのレファ

レンスの依頼、身近な図書館に備え付けられた国立

国会図書館の蔵書目録の検索、図書館間貸出しによ

る資料の閲覧、遠隔複写サービスによる資料の複写

である。そしてこうした枠内でサービスの改善を進

めてきた。

その後、国立国会図書館は、平成 10（1998）年 5

月の「国立国会図書館電子図書館構想」、また関西

館構想の実現の過程において、PC やインターネッ

ト等の情報通信技術の驚異的な進展と個人のレベル

にまで至るその普及を背景に、来館しなくても受け

られる遠隔サービスを劇的に拡大させた。特に平成

14（2002）年 10 月に稼働を開始した NDL-OPAC

は、インターネット上で国立国会図書館の書誌や雑

誌記事索引を検索し、さらに利用者登録を行った個

人及び団体についてはその検索結果から遠隔複写を

申し込むことを可能にする機能を備えていた。これ

らの遠隔サービスの拡大は、電子図書館構想におけ

る「「どこでも、いつでも、だれでも」、人々が必要

な知識や情報を入手できる」という目標に大きく近

づくものであった。この時点においては、あくまで

来館利用者に対し資料そのものを提供する来館サー

ビスが主であり、遠隔サービスは来館して資料を手

に取ることができない利用者のための代替サービス

という性格がまだ強く残っていたと言える。

次の段階として、誰もが遠隔からさらに自由に国

立国会図書館が所蔵する情報にアクセスできるよう

にするには、資料そのものの提供が必要とされた。

それは電子図書館構想に掲げられた資料のデジタル

化とその公開を進めていくことにより実現可能とな

るものであった。国立国会図書館では、その嚆矢と

して平成 12（2000）年 3 月に貴重書画像データベー

スを公開し、平成 14（2002）年 10 月には近代デジ

タルライブラリーの提供を開始した（2 節 2（2））。

さらに、平成 21（2009）年から平成 23（2011）年

の 3 年間をかけて実施した大規模デジタル化事業

（2 章 3 節 4）の成果により、大量のデジタル化資料

をインターネットで公開した（2 節 2（2））。著作権

の制約により現在も館内限定公開の資料の方が多い

が、デジタル化した資料を遠隔から画像で閲覧でき

る個人利用者向けのサービスとして、この事業が完

成したことは、遠隔サービスが来館の代替から位置

づけを変えていく萌芽であったといえる。

国立国会図書館が「新・利用者サービス 2009」（平

成 21（2009）年 3 月）において認識し目指したも

のとして、社会のあらゆる局面において情報を求め

る際に最初にアクセスするのがインターネットと

なっている現在、利用者はまず、いきなり来館する

ことなくインターネット上で展開している国立国会

図書館のサービスを最大限利用し、必要が生じたら

来館する、という利用の流れがある。これは来館サー

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/46
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ビスと遠隔サービスの逆転とも言える状況に向かっ

ていると言えるのではなかろうか。

さらに、国立国会図書館が作成した書誌・典拠

データの提供（2 節 5）や国立国会図書館がデジタ

ル化した資料への国際標準の識別番号 DOI（Digital 

Object Identifier）の付与等、国立国会図書館が作

成するデータの他機関等による二次的な利用やオー

プンデータとしての活用に対応するための各種の取

組みは、一種の遠隔向けサービスと考えることもで

きる。この 20 年の間に、直接に国立国会図書館の

サービスを利用しているとは意識しないような利用

を想定して、サービスを拡張し、制度を組み立てて

いくことが必要とされる時代となっている。その結

果、国立国会図書館を利用する経路やその利用者は、

国内外に無限に広がっていると言えよう。

以上、遠隔サービスの拡張について略述したが、

利用者サービス面の変革としては、そのほかに、情

報リテラシーの面での利用者の多様化と、情報リテ

ラシーに釣り合わないほど過多となった情報への対

応が挙げられる。どのような利用者であれ目的とす

る情報に迅速に到達でき、膨大な情報が存在する中

でその利用者が的確なものを入手できるようにする

ためには、ナビゲーションや調べ方案内、主題情報

の提供が従来に増して必要な時代となり、こういっ

た情報リテラシーに関わらず的確に必要な情報に到

達する手段を提供することが図書館の役割あるいは

責任と考えられた。国立国会図書館ではこのような

サービスを順次拡大し、最大限インターネットで公

開してきた。

この 20 年の利用者サービスの変革を振り返ると、

国立国会図書館は、このような遠隔利用サービス、

的確な情報への到達手段の提供を中心として、情報

通信技術やデジタル技術を活用し、「国立国会図書

館電子図書館構想」等で目標とした図書館利用の変

革を現在までにかなり実現してきた。本章の以下の

節では、OPAC、遠隔複写サービス、デジタル化資

料の提供、主題情報の提供、情報探索サービス、書

誌データの提供、そして来館サービスといった個別

テーマごとに、それぞれの変革を追う。

2. OPAC の展開

OPAC（Online Public Access Catalog）とは、PC

等からオンラインで図書館の蔵書目録を検索するシ

ステムのことを言う。図書館における蔵書の検索手

段の変遷をごく簡単に跡付けると、まず冊子体目録

とカード目録による長い時代があり、1980 年代に

これらの目録情報をコンピュータに入力してデータ

ベース化し、館内ネットワークにより専用端末から

検索する、あるいは CD-ROM 等の電子媒体にデー

タを記録してスタンドアロンで検索するという機械

検索に姿を変える。その後、1990 年代の PC やイ

ンターネットの普及とともに、誰もが遠隔から、来

館することなく目録を検索し、複写を申し込み、検

本館目録ホールのカード目録（平成 16（2004）撮影）

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
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索結果からのリンクにより一次情報へアクセスする

ことも可能な時代となった。

国立国会図書館は、国民の誰もが利用しやすい図

書館とするためわかりやすいユーザインタフェース

と簡易な検索・申込手段を備えた OPAC を提供す

るよう努めてきた。一方、国立図書館として、より

多くの資料・情報を求める利用者がそれらに的確に

アクセスできる OPAC を提供することにも注意を

払ってきた。この 20 年間の OPAC の開発、改善、

刷新は、常にこうした要請に的確に応えることを意

識して検討してきた。

本節では、最初に初期の機械検索と Web-OPAC

について触れた上で、来館サービスと遠隔サービス

の垣根を大幅に取り払う画期となった NDL-OPAC

について概観する。

（1）初期の機械検索とWeb-OPAC
国立国会図書館では、図書・雑誌等の大半の所蔵

資料を書庫内に配置しているため、来館した利用者

が資料を利用するには目録で当該資料の書誌事項と

請求記号を特定して資料を請求することが必要にな

る。かつての東京本館を例に取ると、本館 2 階の目

録ホール（現在の本館ホール）に林立する人の背丈

より高いカードボックスの中から、利用者は当該資

料のカードが収まっている年代の目録を探すことか

ら始めなければならなかった。

国立国会図書館の閲覧用目録の機械検索は、平成

元（1989）年に試験的に本館目録ホールに和図書

の CD-ROM 目録の検索用 PC を 4 台設置したとき

から始まる。この前年、日本全国書誌の CD-ROM

（J-BISC。2 節 5 参照）による作成・頒布を開始し

ており、これを閲覧用目録として利用した。機械検

索の利便性は、書名や著者名が明確でない場合に、

キーワード等カード目録では検索できない項目で検

索するときに発揮された。ただし、当時のこうした

スタンドアロンの CD-ROM 目録は、CD-ROM の容

量・枚数と検索速度の点から設置台数が限られると

いう問題があった。

これに対し、コンピュータ・ネットワークを利用

するオンライン目録は、端末から中央のホストコン

ピュータにあるデータを参照するシステムであるた

め、各端末に CD-ROM 収納機器を接続する必要が

なく、どの端末からでも最新のデータを利用できる

長所があった。とはいえ、導入には館内ネットワー

クや同時アクセス可能な高い処理能力を持ったホス

トコンピュータを設置するなど、大規模で高速なシ

ステムを構築する必要があった。実際、平成 9（1997）

年 4 月、目録ホールに検索用端末を 10 台設置して

J-BISC 検索画面（再現）
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サービスを開始した最初の和図書オンライン閲覧目

録（OPAC）で提供できるデータ数は、当初、ホス

トコンピュータの性能の制約のため、過去 2 年間に

受け入れた和図書のデータ約 10 万件にとどまってい

た。翌平成 10（1998）年 1 月には、システムの改善

により 5 年間の和図書データ約 40 万件に拡張した。

なお、和図書オンライン閲覧目録（OPAC）の提

供開始と入れ替わる形で、カード目録（書名目録・

著者目録）の編成作業（新たなカードの繰り込み）

は平成 9（1997）年 3 月をもって打ち切った。

一方で、この時期には和図書以外のデータも包含

する新しい OPAC「Web-OPAC」の開発を進めて

いた。その名のとおり、国立国会図書館内外から

Web ブラウザで検索できることを目的として開発

したものである。Web-OPAC は、平成 11（1999）

年 7 月、まず閲覧用目録として東京本館内で提供を

始めた。端末数は、本館・新館合わせて計 17 台であっ

た。当時国立国会図書館のメインフレームに格納さ

れ、コマンドを入力して検索を行っていた国立国会

図書館作成の書誌データベース（NOREN。補章 4

節参照）のうち、和図書目録（データ数約 230 万件）、

和逐次刊行物目録（同約 10 万件）、洋逐次刊行物目

録（同約 5 万件）、雑誌記事索引（同約 200 万件（昭

和 59（1984）年以降））、洋図書目録（同約 18 万件（昭

和 61（1986）年以降））のデータを一元的に提供す

るものであった。特に和図書の書誌データの明治期

刊行分までの遡及入力が完了したことにより、検索

対象資料の範囲という点で飛躍的な拡大があった。

Web-OPAC が平成 15（2003）年 3 月に終了した時

点で（半年間は NDL-OPAC と併存）東京本館に設

置していた専用の端末台数は、本館・新館合わせて

32 台であった。

上から、和図書オンライン閲覧目録（OPAC）検索の様子、
和図書オンライン閲覧目録（OPAC） 検索画面



116

第
３
章　

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
変
革

国立国会図書館の利用者サービスの向上という

観点から特筆すべきことは、平成 12（2000）年 3

月、国立国会図書館ホームページの刷新に合わせ、

それまで館内の閲覧用目録としてのみ提供してい

た Web-OPAC をインターネット上で公開したこと

である。それ以前にもホームページ上で直近 1 年間

に受け入れた和図書のデータを公開し、検索できる

ようにしていた（その後和雑誌も追加）が、Web-

OPAC により国立国会図書館の膨大な書誌情報を

一挙に公開したことは画期的であった。この公開に

際しては、書誌データベースという当館の著作物を

無償で国以外の者に使用させることが、国の財産の

譲渡または貸付け等に際して原則的に適正な対価の

徴収を求める財政法等との関係で議論があった。し

かし、書誌データベースの一般への公開は国立国会

図書館法に基づく当館の本来的な任務に当たること

から、他の法令に抵触しない範囲内でこれを無償で

提供することは、同法の趣旨に沿うものであると整

理し、インターネットを通じて書誌データベースを

原則無償で提供するという方針を定め、公開に至っ

た。Web-OPAC の提供開始は、複写サービス等の

申込機能の装備は次の NDL-OPAC を待つことに

なったものの、前述のように遠隔サービスの拡大へ

のステップであり、同時に利用者の来館目的にも影

響する出来事であった。

（2）NDL-OPACの公開
国立国会図書館は、平成 14（2002）年 5 月に国

際子ども図書館の全面開館、10 月に関西館開館を

迎えるにあたり、東京本館とこれらの施設で一体的

に業務・サービスを行うための新たな図書館システ

ム「電子図書館基盤システム」を開発した（補章

4 節参照）。その一部として構想・開発した「NDL-

OPAC（国立国会図書館蔵書検索・申込システム）」

を、同年 10 月 1 日にインターネットで公開した。

物理的に離れた施設と一体化してサービスを行う

ため、それまで資料の所蔵施設を表示していなかっ

た書誌データベースに資料の所蔵施設を表示しなけ

ればならなくなった。これを実現するために、書誌

レコードから資料を切り離して 1 冊ごとに物理的に

個別に管理し、それぞれの冊子ごとに「個体情報」

を付与して、必要に応じて利用者にも提供すること

とした。提供する個体情報は、所蔵施設の情報に加

え、利用中、製本中等の利用可能な状態にあるかの

資料のステータス、排架場所（書庫内、開架閲覧室

のどこにあるか）等である。

また、NDL-OPAC は、「国立国会図書館蔵書検

索・申込システム」という正式名称が示すとおり、

館内利用における閲覧、遠隔サービスにおける図書

館間貸出し・複写の申込機能を備えていた。特に後

者については、国立国会図書館が関西館開館を機に

左から、国立国会図書館ホームページ上の Web-OPAC への入り口（簡易検索窓がある）、
Web-OPAC 検索画面
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遠隔サービスの拡大を図る上で重要な機能であった

ことは、第 2 節 1 に後述するとおりである。また、

10 月時点では 10 万件、1 か月の遅延を経て 11 月 1

日から NDL-OPAC のデータ収録範囲に雑誌記事索

引の全件（540 万件）を含めたこと、さらに平成 15

年（2003）年 1 月にこの雑誌記事索引から個人の登

録利用者が遠隔複写を申し込む機能を加えたこと

は、遠隔複写サービスの利用を容易にし、申込件数

急増につながった（2 節 1 参照）。

こうして NDL-OPAC は、国立国会図書館の来館

サービス、遠隔サービスの両面において、検索から

複写に至るサービス基盤としての役割を担い、両

サービスの発展に大きく寄与した。

（3）NDL-OPACの展開
NDL-OPAC の収録範囲は、その後、地図資料、

電子資料、博士論文等を順次追加し、また雑誌の

巻号に対応した個体情報を徐々に整備するなど、

NDL-OPAC のデータの充実を継続して進め、平成

15（2003）年 11 月にはデータ件数が 1 千万件を突

破した（雑誌記事索引を含む）。また、検索可能な

資料群の網羅性が高まったことで、必ずしも資料の

利用を目的としなくても、例えばある作家の作品を

一覧する、ある分野における出版の動向を調べるな

ど、調査ツールとしての利便性も高まったと言える。

さらに平成 19（2007）年 10 月には、NDL-OPAC

の検索結果から「近代デジタルライブラリー」の画

像へのリンクを、平成 21（2009）年 9 月には電子

ジャーナルへのリンクを実装し、国立国会図書館が

所蔵する電子的な一次情報へ直接アクセスする機能

の先駆となった。

システムの公開から約 10 年が経過した平成 24

（2012）年 1 月、国立国会図書館は NDL-OPAC を

はじめとする閲覧用システムの全面更新を行った

（3 節 1（5）参照）。NDL-OPAC のそれまでのコン

セプトと機能を引き継ぎつつ、パッケージソフトを

活用した新システムに刷新した。同時に、それまで

別システムであったアジア言語 OPAC（4 章 2 節 3

（1）参照）を統合した。また、この全面更新の機会

に、それまでサービス停止時間の縮小に順次改善を

進めてきてはいたが長く懸案であった 24 時間稼働

を実現した。特に、これまで早朝の時間帯にシステ

ムが停止し時差のある海外からの利用に不便があっ

たが、解消することができた。

（4）NDL-OPACから国立国会図書館オンラ
インへ

こうした機能の拡張や収録範囲の拡大を行って

も、資料の検索からサービス申込みまでの機能を備

えた NDL-OPAC の根幹は変化するものではなかっ

たが、情報通信技術の進展や電子情報の普及等、図

書館を取り巻く大きな状況の変化に合わせて電子図

書館サービスが拡大するとともに、OPAC は他の

検索サービスと並立し、さらには総合的な検索シス

テムの中に統合されることになった。

平成 30（2018）年 1 月、「国立国会図書館検索・

申込オンラインサービス」（略称「国立国会図書館

オンライン」）の提供を開始し、「NDL-OPAC」と

してのサービスは終了した。国立国会図書館オン

ラインでは、国立国会図書館の蔵書の検索という

NDL-OPAC の基本機能を引き続き備えつつ、国立

国会図書館で利用可能な契約データベース、雑誌記

事索引、デジタル化した資料（「国立国会図書館デ

ジタルコレクション」）の目次データ、「国立国会図

書館デジタルコレクション」収載のオンライン資料

（電子書籍・電子雑誌。2 章 1 節 3（2）参照）の記

事本文及びリサーチ・ナビ（2 節 3 参照）の目次デー

タベースに収録された目次データ等を合わせて検索

することができるようにした。また、東西間での取

り寄せ閲覧及び記事掲載箇所調査（2 節 1（4）参照）

の申込みは、国立国会図書館ホームページ及び他の

専用システムに分散していたが、サービス申込窓口

を統合し、閲覧・複写・記事掲載箇所調査を一括し

て申し込めるようにしている。
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上から、NDL-OPAC トップページ、書誌一般検索画面、書誌詳細表示
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上から、国立国会図書館オンライン トップページ、検索結果画面

左 か ら、 平 成 24（2012） 年 1 月 以 降 の NDL-
OPAC トップページ、NDL-OPAC から電子ジャー
ナル等へのリンク画面
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　第 2 節　遠隔サービス

1. 遠隔複写サービス

（1）概要
遠隔複写サービスとは、国立国会図書館に来館せ

ずに国立国会図書館の蔵書の複写を申し込み、郵送

で製品を受け取ることができるサービスであり、図

書館間貸出し（コラム参照）と並ぶ国立国会図書館

の文献提供サービスのひとつである。サービスの申

込みは原則として国内外を問わず、図書館経由で、

または個人から受け付けている。複写対象資料は国

立国会図書館の蔵書全般（住宅地図、電子資料、録

音・映像資料を除く）で、資料保存上の問題がない

限り、原則著作権法で認められる範囲内での複写物

の提供を行っている。

求める文献の複写物を郵送により遠隔から入手で

きるようにすることは、地理的な理由で来館するこ

とができない人々にもあまねく国立国会図書館が所

蔵する文献を提供する手段のひとつとして重要な位

置を占めている。ただし、この意味では来館サービ

スを補う位置づけに過ぎない。第 1 節に述べたよう

に、国立国会図書館の遠隔サービスを、「来館でき

ない人を対象とするサービス」に留めず「来館を要

しないサービス」のひとつとしてサービスの最前面

に位置づけ、広く社会に浸透した情報通信技術も最

大限活用し、抜本的に刷新し、飛躍的に拡大させる

ことを実現して国民や海外からのニーズに応えよう

としてきた過程が、この 20 年である。その大きな

契機は、後述するように、平成 14（2002）年の関

西館開館であった。

（2）遠隔複写サービスの課題
第 4 章第 1 節 3（4）でも述べるように、複写サー

ビスへのニーズが年々高まっていたことを背景に、

関西館の基本的機能のひとつとしてドキュメント・

サプライ・サービス（複写・貸出による文献提供）

機能を掲げ、関西館を我が国の一大文献提供セン

ターとすることを構想した。関西館開館に向けてド

キュメント・サプライ・サービス機能の充実を図る

ため、既存の郵送複写サービスを検討し、真っ先に

改善すべき課題として挙げられたのが、複写申込み

に至るまでに要する手続きや申込方法の合理化・迅

速化であった。

利用者の申込みの受理から製品の発送までに長い

日数を要していた原因として、人的リソースの不足、

東京本館における作業スペースの狭あい等、作業環

境に関わる全般的な問題に加え、複写対象資料や複

写箇所が特定されていない申込みが相当数存在した

ことも大きな遅延要因であった。複写を申し込むた

めには国立国会図書館の所蔵資料の書誌事項や請求

記号が必須の記載事項であったが、とりわけ個人か

らの直接の申込みにはこれらの必須事項に不備があ

る場合が多く、不備な記載を補正するための調査や

申込者への確認、該当記事が見つからなかった場合

等の謝絶事務等に多くの時間を要していた。平成 8

（1996）年の調査では、個人からの複写申込みの約

50% において複写対象の図書・雑誌の特定がなさ

れていない、という結果であった。そのため、国立

国会図書館では、個人からの遠隔複写申込みが可能

なことは積極的に広報せず、これらの必須事項を調

査するツールを備える各種図書館を経由して遠隔複

写を申し込むことを推奨していた。迅速化への手段

として、正確な書誌事項や請求記号をより簡便に調

査するツールを図書館に、さらには個人にも提供し、

記載の不備を減少させること、不備な場合の国立国

会図書館内部における合理的な処理体制を整備する

ことが求められていた。

一方、図書館に対する遠隔複写サービスについ

ては、すでに昭和 61（1986）年の機構改革に際し

て、公共図書館や大学図書館等（各種図書館）を訪

れる利用者が求める文献を当該各種図書館や地域の

各種図書館が所蔵していない場合、国立国会図書館

が所蔵資料の複写物提供によってそれらの各種図書

館を支援するという、図書館協力の一環として強化

策を打ち出し、図書館に対するサービスの窓口の一
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本化やファクシミリによる複写申込受付の開始等の

措置を講じていた（6 章 1 節参照）。さらに当時普

及が進んできた電子メールを活用する申込方法も

導入し、平成 8（1996）年 4 月には、学術情報セン

ターの NACSIS-ILL（序章 5 節 2 参照）と連動した

NACSIS/NDL-ILL システム（平成 10（1998）年度

からは「NDL-ILL システム」）の稼働を開始し、主

に大学図書館を中心とした NACSIS 参加館がデー

タベースを検索して電子メールにより複写を申し込

むことを可能にした。平成 10 年 7 月からは『雑誌

記事索引』CD-ROM 版に、購入館から電子メール

による複写申込を可能とする機能を搭載した。この

ほかに申込用紙の改善等、平成 14（2002）年 10 月

の NDL-OPAC の登場までさまざまな改善策を行っ

た。

このほか、遠隔複写サービスを拡張する上での

著作権法上の課題も存在した。著作権法第 31 条に

よって、図書館は、利用者の求めに応じ、その調査

研究の用に供するために図書館資料を用いて、著作

権者の許諾なしに著作物の一部分の複写物を紙で提

供することが可能である。遠隔複写サービスにおい

て、著作権の範囲内で複写物を郵送で提供するだけ

でなく、全ページの複写を、より迅速にファクシミ

リや電子ファイルによって送信できるようにするた

めに、国立国会図書館があらかじめ著作権者と契約

を結び利用者が許諾の対価を支払う仕組みを創設し

運用できないか、海外の図書館や文献提供機関では

一定の条件の下でこうした仕組みが運用されている

例も多く、国立国会図書館においても関西館を我が

国の一大文献提供センターとする構想の一環として

検討を行った。しかしこの課題は現在に至るまで未

解決であり、遠隔複写サービスにおける著作権処理

込みの全ページ複写や電子的な送信は実現していな

い。

（3）遠隔複写サービスの刷新
ドキュメント・サプライ・サービスの拠点として

の関西館設立（4 章 1 節 3（1））は、遠隔複写サー

ビスの多くの課題を解決する大きな契機となった。

平成 11 年（1999）年 12 月の「関西館開館後のドキュ

メント・サプライ・サービス」において、遠隔複写

サービスを「個人対象のファーストリゾートとして

のサービスへと発展させる」という大きなステップ

を謳っている。「ファーストリゾート（最初に頼り

にすべきところ）」とは、前述のように、各種図書

館が自館では利用者に提供できない文献について

「ラストリゾート（最後のよりどころ）」として国立

国会図書館に貸出し・複写サービスを依頼すること

に対し、個人の利用者が最初から直接に国立国会図

書館の当該サービスを利用することを表している。

平成 12（2000）年 11 月の「関西館開館後実施する

利用者サービスについて」においては、より具体的

に、新しいサービスシステムを開発・活用すること

により、個人からの申込みと図書館経由の申込みを

一本化する方針を明確にした。こうした方針が現実

的に考えられるようになったのは、情報通信技術の

進展が広く社会に及び、個人でも PC を所有しイン

ターネットを駆使して求める文献を検索・特定する

ことが技術的に可能な時代が到来したことが裏付け

となっていた。

この新しいシステムの一環として開発したのが、

NDL-OPAC（1 節 2（2）参照）であった。書誌デー

タベースと連携した複写申込システムである NDL-

OPAC をインターネット上に公開したことにより、

誰もが国立国会図書館の図書・雑誌・新聞等の蔵書

目録を検索して、検索した結果から遠隔複写サービ

スを申し込むこともできるようになった。また、同

時期に新たに登録利用者制度（3 節 2（2）参照）を

導入し、NDL-OPAC からの遠隔複写申込資格を登

録利用者に限定した（ただし郵送は登録不要）。そ

れを受けて利用者登録を行う個人が急増したが、こ

の事実は、遠隔複写申込みの利便性が個人の利用

者から広く受け入れられたことを示しているとい

える。 NDL-OPAC を申込窓口としたこの新しい遠

隔複写サービスは、図書館経由の申込みを平成 14

（2002）年 10 月から、個人からの申込みを平成 15

（2003）年 1 月から開始した。以降、図書館経由の

申込数が減少していく一方で個人からの申込数がそ

の後 4 年間で 10 倍になったことに示されているよ

うに、国立国会図書館の遠隔複写サービスにおける

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/47
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/47
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/48
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ファーストリゾートとしての位置づけがより確固た

るものとして利用者に定着したといえる（4 章 2 節

1（2）も参照）。

（4）その後のサービス改善
遠隔サービスの拠点としての関西館開館、遠隔複

写申込システムとしての NDL-OPAC の公開、遠隔

サービス申込みの利用資格としての登録利用者制度

の導入により実現した国立国会図書館の遠隔複写

サービスの大枠は、現在まで変わっていない。ここ

ではその後実現したいくつかの改善について取り上

げる。

NDL-OPAC の稼働により、それまで用いてい

た複写申込方法は役割を終え順次廃止していった。

NDL-ILL システムを経由する遠隔複写申込サービ

スは NDL-OPAC 稼働後も継続して行っていたが、

平成 18（2006）年度末をもって終了した。また、

各種図書館からのファクシミリによる申込みについ

ても、平成 22（2010）年 6 月に、書誌情報がシス

テムに搭載されていない資料等、例外的な場合を除

いて NDL-OPAC からの申込みに一本化した。

複写物の作成方法については、従来の紙媒体資料

の複写物提供に加えて電子情報のプリントアウトに

よる提供が登場した。平成23（2011）年4月、契約デー

タベースの掲載記事をプリントアウトして郵送する

サービスを開始した。また同年 2 月に近代デジタル

ライブラリーに収載されている明治・大正期、昭和

前期の図書、昭和 30 年代までの児童書の遠隔複写

サービスにおいて、従来のマイクロ資料からの複写

に代えデジタル画像プリントアウトによる提供を始

め、次いで 7 月に「国立国会図書館のデジタル化資

料」に追加された、戦後に刊行された和図書や雑誌

等についてもデジタル画像からのプリントアウトの

提供を開始した（2 節 2 参照）。

平成 24（2012）年 1 月、国立国会図書館はサー

ビスシステムの全面的な入替えを行い、新たな登録

利用者制度を導入した（3 節 2（3））。これに伴い、

遠隔複写サービスの利用資格を利用者登録を行った

個人及び図書館等の機関のみに限ることにした（利

用者登録をしていない個人は図書館等の機関から

サービスを利用できる）。平成 30（2018）年 1 月に

は、登録利用者のカテゴリーとして新たに「インター

ネット限定登録利用者」を設けた。登録利用者が受

けることができる各種のサービスのうち、遠隔複写

等の一部のサービスのみを利用する場合に、本人確

認書類の送付または持参という手続きを経ずに電子

メールを利用してインターネット上で利用者登録が

できることとし、国立国会図書館の遠隔サービスを

利用する際のハードルを一段低くした。

同じ平成 30（2018）年 1 月、「国立国会図書館検索・

申込オンラインサービス」（略称「国立国会図書館

オンライン」）の提供を開始した。国立国会図書館

オンラインでは、別途提供していたデジタル化資料

等の目次データを統合し、蔵書や雑誌記事等と合わ

NDL-OPAC 遠隔複写申込ページ
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せて検索できるようにした。これにより、利用者が

資料の内容をより詳細に調査し求める論文等を特定

することができるようになり、遠隔複写サービスを

申し込む上で利便性と正確さが向上した。

なお、従来は複写する記事の掲載箇所が特定でき

ない場合は事前にレファレンスで問い合わせてから

遠隔複写を申し込むという手順が必要だったが、平

成 27（2015）年度から国立国会図書館ホームペー

ジで複写のための記事掲載箇所調査の申込みとその

回答を得られるサービスの試行を行った。これも平

成 30（2018）年 1 月に国立国会図書館オンライン

に統合し、複写申込みを連続して行えるようになっ

た。

コラム

図書館間貸出し

国立国会図書館は、一部の所蔵資料の図書館への貸出しを行っている。公共図書館、

大学図書館、専門図書館（各種図書館）等の機関に対し、自館及びネットワークを組

む地域等の図書館が提供できない資料について所蔵資料を貸し出すサービスである。

図書館等の機関がこの図書館間貸出しを受けるには、国立国会図書館に制度への加入

申請をして承認を受ける必要があり、また、借り受けた資料はその図書館内において

のみ利用することができる。図書館間貸出サービスは、対象となる機関の範囲、制度

に加入するための条件、貸出制限資料の範囲等についてさまざまな変遷を経ているが、

ここではこの 20 年の間に実現した大きな改善を 3 点紹介する。

i) 申込方法の一本化
NDL-OPAC の稼働以前、図書館間貸出しの申込みは、郵送・ファクシミリに加え、

NDL-ILL システム（2 節 1（2）参照）による受付も行っていた。NDL-ILL システム

は、主に大学図書館を中心とする NACSIS-ILL 参加館からの貸出申込みと、国立国

会図書館総合目録ネットワークシステム（6 章 2 節参照）の参加館のうち貸出申込み

の登録を行った都道府県立図書館及び政令指定都市立図書館からの貸出申込みとを、

電子メールで受理していた。NDL-OPAC の稼働に伴い、大学図書館等との協議によ

り NDL-ILL システムの運用を平成 18（2006）年度末をもって終了した。

ii) 借り受け館での複写
著作権法第 31 条第 1 項で複写可能とされる図書館資料に他館から借り受けた資料

は含まれないと一般的に解釈されていたこと、また納本図書館として責務を負う資料

保存の観点から、国立国会図書館は従来、図書館間貸出制度により国立国会図書館の

所蔵資料を貸し出した図書館等において当該資料を複写することを禁止していた。し
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かし図書館団体と権利者団体による「図書館における著作物の利用に関する当事者協

議会」が、図書館における著作権問題の解決に向けて検討を重ね、「図書館協力にお

ける現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」をまとめたことを受け、

国立国会図書館の貸出サービスにおいても、平成 18（2006）年 10 月から、貸出しに

加え複写についても、別途国立国会図書館の承認を受けた図書館等の機関において資

料を複写することを可能とした。

iii) 図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）
国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、著作権処理を終了しインターネット

で公開しているもの以外の資料の利用は、国立国会図書館施設内での閲覧及び複写に

限定された。また保存のためにデジタル化した原資料については、図書館間貸出しも

含め著作権法上利用は不可となる。このため、デジタル化する前には図書館間貸出し

により提供できていた資料の提供手段がなくなり、代替手段が求められていたところ、

平成 24（2012） 年の著作権法改正により、国立国会図書館は絶版等により入手困難

な資料について全国の図書館等に自動公衆送信することができるようになった。この

法改正を受け、その運用方針に関する関係者間の合意を踏まえ、平成 26（2014）年 1 

月から「図書館向けデジタル化資料送信サービス」を開始した（2 節 2 参照）。

梱包され発送を待つ図書館間貸出しの資料
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コラム

雑誌記事索引

雑誌記事索引とは、国立国会図書館が収集・整理した和雑誌の記事の索引で、昭

和 24（1949）年から平成 8（1996）年まで冊子体で刊行し、平成 6（1994）年からは

CD-ROM でも刊行していたものである。雑誌文献を求める人が、記事の論題名、論

題中の単語、著者を検索語として、効率的に文献の掲載誌・掲載ページを特定するこ

とができる。もちろん、あらゆる雑誌の記事を対象とすることは不可能であり、国立

国会図書館としてどのような雑誌を採録誌とするかの基準「雑誌記事索引採録誌選定

基準」と採録誌中の記事の選定基準「雑誌記事索引記事採録基準」を定めて作成して

いる。平成 8（1996）年時点で約 3100 誌だった採録誌は、利用の多い一般週刊誌や

大学等の紀要類を加えて平成 12（2000）年には約 9000 誌に拡充し、さらに現在では

約 1 万 1000 誌となっている。平成 24（2012）年 1 月からは、一部のパッケージ系電

子出版物と児童誌の採録も開始している。

遠隔複写サービスにおいては、複写を求める文献の掲載図書・雑誌や掲載ページを

特定することが困難なため、利用者が不正確な情報を記載して複写を申し込み、その

結果、複写物の作成・送付までに時間を要するケー

スが多いことが常に課題となってきた。こうした点

から、文献が正確に特定できる雑誌記事索引は遠隔

複写サービスにおいて利便性が高いツールとして活

用されてきたことは、本文中にも述べたとおりであ

る。平成 10（1998）年に刊行した『雑誌記事索引』

CD-ROM 版は、これを購入した図書館から電子メー

ルによる複写申込みを可能とする機能を搭載してい

た。平成 14（2002）年 10 月に公開した NDL-OPAC

は蔵書検索に加え複写の申込機能を備え、データ収録範囲に雑誌記事索引のまずは 10

万件、11 月 1 日からは全件（540 万件）を加えた。さらに平成 15 年（2003）年 1 月

にこの雑誌記事索引の検索結果から個人利用者が遠隔複写を申し込む機能を加えた。

雑誌記事索引は館内利用サービスにおいても活用された。平成 16（2004）年 10 月

から平成 23（2011）年末まで、館内設置端末上で NDL-OPAC 雑誌記事索引の検索

結果から資料の出納を伴わず直接複写を申し込むことができる「オンライン複写」と

いうサービスを行った。

『雑誌記事索引』CD-ROM 版

NDL-OPAC 雑誌記事索引

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/49
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/49
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2. デジタル化資料の提供とその拡充

国立国会図書館の所蔵資料のデジタル化の取組

みについては既に論じたが（2 章 3 節）、本項では、

これらのデジタル化した資料を一体どのように提供

し、サービスを拡充してきたか、国立国会図書館の

所蔵資料デジタル化の源流である電子展示会から貴

重書画像データベース、近代デジタルライブラリー

等を経て今日の国立国会図書館デジタルコレクショ

ンに至るまでの、デジタル化資料提供に関する一連

の取組みの歩みをたどる。

デジタル化資料の提供拡充の一連の流れが目指し

ていたものは、平成 10（1998）年 5 月に発表した「国

立国会図書館電子図書館構想」（以下「電子図書館

構想」）の、「「どこでも、いつでも、だれでも」情

報にアクセスすることができる」という言葉に集約

される。無論、この理想ともいうべき言葉を実現し

ていくには、単に資料をデジタル化することによっ

て無条件で達成できるものではなく、さまざまな取

組みを経る必要があった。20 年間の取組みの中で、

この言葉はどこまで、そしてどのような形で実現さ

れたのか、見ていきたい。

（1）黎明期
平成 10（1998）年 6 月、東京本館で「国立国会

図書館開館 50 周年記念貴重書展」を開催した。そ

れに合わせて、展示した古典籍資料のうちの一部を

デジタル化し、電子展示会「ディジタル貴重書展」

として同年 6 月 9 日に国立国会図書館ホームページ

上で公開した。電子展示会は、実物の展示会に似せ

上から、電子展示会「ディジタル貴重書展」トップページ、
電子展示会「世界の中のニッポン」 トップページ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
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て、あるテーマ、構成の下に選んだ複数の実物資料

のデジタル化画像とその解題を、美しくデザインさ

れたウェブページ上で閲覧できるようにしたところ

から名付けたものである。「電子図書館構想」にお

いては、利用者が興味をもつ分野について、資料と

情報を編集し魅力のあるコレクションを形成する手

段のひとつとして位置づけていた。

第 2 章第 3 節で述べたとおり、平成 7（1995）年

から、国立国会図書館は新世代通信網実験協議会

（BBCC）とデジタル化・組織化作業の効率化、画

像データやテキストデータの入力、コンテンツの組

織化・検索可能化等を目的とした協力実験事業を

行った。「ディジタル貴重書展」はこの BBCC との

実験事業の成果物のひとつであり、大きな絵巻や地

図を、マルチメディアを再生するプラグインソフト

ウェアで見せたり、地名や人名、事項でナビゲート

したりするなど、デジタル化した資料をどのように

見せるかという点についても注力していた。またこ

の「ディジタル貴重書展」では、平成 6（1994）年

から行っていた情報処理振興事業協会（IPA）との

共同プロジェクト「パイロット電子図書館プロジェ

クト」で撮影された古典籍資料の画像の一部も使用

した。

これに続く BBCC との協力実験事業の成果物と

して、平成 12（2000）年 8 月には、「日本の風景記憶」

「ウイーン万国博覧会」及び「憲政資料（日本近現

代政治史料）」の 3 つのテーマからなる電子展示会

「世界の中のニッポン」を公開した。1990 年代以

降、海外ではユネスコの「世界の記憶」プロジェク

ト、米国議会図書館の American Memory 等が立

ち上がっており、「日本の風景記憶」というタイト

ルにはこれらの影響がある。電子展示会は、平成

13（2001）年からは国立国会図書館独自の計画にのっ

とり実施したが、国立国会図書館内で開催する実物

の展示会と同一のテーマ、構成、資料、解題で行う

企画と、全く新たな電子独自の企画の 2 つのパター

ンがある。電子展示会は、現在も随時新規の企画に

よるコンテンツの公開を続け、認知度向上、資料の

利用促進の役割を果たしている。

「ディジタル貴重書展」公開から 4 か月後の平成

10（1998）年 10 月 1 日に、IPA との実験事業で撮

影した古典籍資料の画像と平成 9（1997）年から平

成 10 年にかけて国立国会図書館が独自に撮影した

古典籍資料の画像をフォト CD に収め、古典籍資料

室で閲覧サービスへの提供を開始した。フォト CD

は、指定したフィルムをスキャンしてデジタル化し

CD に書き込むサービスとセットで提供されていた

イーストマン・コダック社独自の規格であり、専用

ビューアの使用等で複数の解像度による画像が閲覧

できるものであった。フォト CD は国際子ども図書

館の電子図書館プロジェクトでも使用した。古典籍

画像を収載したフォト CD は古典籍資料室内のスタ

ンドアロンの PC でのみ提供を行っており、あくま

でも古典籍資料室に来室しないと閲覧できなかった

が、平成 12（2000）年 3 月にはこのフォト CD 内

の画像をベースに作成した貴重書画像データベース

古典籍資料室における貴重書画像の提供

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
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を国立国会図書館ホームページ上で公開し、和漢書

103 件、錦絵 357 件の合計 460 件、画像数にして約

2 万 3000 枚の画像のインターネットでの提供を開

始した。このうち錦絵は、国立国会図書館所蔵の江

戸期の作品をほぼ網羅するものであった。国立国会

図書館が所蔵している錦絵は本の中に貼り込まれて

いるものが多いが、本の書誌情報には貼り込まれて

いる錦絵のデータが記されていないため、求める錦

絵にアクセスすることが困難であった。デジタル化

した錦絵のメタデータを作成する際は、当該錦絵が

貼り込まれている資料の書誌情報も掲載するように

した。これら古典籍資料のデジタル化は、著作権保

護期間が満了しているというハードルの低さのほか

に、資料保存の観点から利用に注意を要する歴史的

な文化財を広く一般に紹介すること、資料をデジタ

ル化することによって、画像の拡大や画像の結合等

により紙では実現できなかった利用方法を可能にす

ること、といった狙いもあった。

「ディジタル貴重書展」では、デジタル化された

画像は資料全体のごく一部に限られており、あくま

でもそれらの画像を眺めたり解題を読んだりして楽

しむものであった。これに対し、貴重書画像データ

ベースは、資料の一部分ではなく一冊または複数冊

全体をデジタル化し公開し、タイトルや著者名、錦

絵の場合は画題や登場人物等をデータとして持ち、

それらの項目を検索できる検索機能を搭載し、調査

研究に活用してもらうことを目的としていた。

（2）近代デジタルライブラリーの 10年
i) デジタルアーカイブの大海原へ

関西館開館直前の平成 14（2002）年 10 月 1 日、

近代デジタルライブラリーの提供を開始し、哲学 ・

歴史・社会科学・芸術・文学等の分野の明治期刊行

図書約 2 万 400 タイトル、約 3 万 3000 冊をインター

上から、貴重書画像データベース トップページ、詳細ページ
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ネット上で公開した（デジタル化の作業については

2 章 3 節参照）。関西館設置後、資料デジタル化に

関する多くの業務は関西館に移管し、以後電子情報

部が発足（補章 3 節参照）するまでは、関西館が電

子図書館事業の中枢的機能を担った。

貴重書画像データベースは古典籍資料を中心とし

たコンテンツを収載していたため、崩し字や古文の

知識がなければ読むことができないコンテンツも多

かったが、明治期以降の和図書を提供した近代デジ

タルライブラリーの公開によって、デジタル化資料

の利用者層は大幅に拡大した。収載資料の点数も

「ディジタル貴重書展」や貴重書画像データベース

に比べて格段に増加し、ページ閲覧数はサービス開

始から平成 14（2002）年度末までの半年間だけで

約 108 万件を数えた。また、新聞各紙で報じられる

など、社会的反響も大きかった。

システム面においては、目次をテキスト化し検索

対象とした点、目次データから該当ページへ遷移で

きるリンク機能を導入した点、画像表示を高速化

した点、画像を任意に拡大縮小する機能や「しお

り」機能を導入した点等、これまでの電子展示会や

データベースになかった機能の追加や性能面の向上

があった。他方で、サービス開始当初、近代デジタ

ルライブラリーと蔵書検索システムの NDL-OPAC

の双方の仕様上データ連携ができなかったため、利

用者は NDL-OPAC で検索してデジタル化済みであ

ると判明した資料を閲覧するために、近代デジタル

ライブラリー上で再度タイトル等で検索する必要

があった。両者が連携し NDL-OPAC の書誌画面上

に近代デジタルライブラリーへのリンクボタンが表

示されるようになったのは、公開から 5 年後の平成

19（2007）年 10 月 17 日であった。

平成 15（2003）年 8 月 1 日、それまで限定して

いた対象分野を全分野に広げ、約1万2000タイトル、

約 1 万 7000 冊の資料を追加公開したのを皮切りに、

平成 16（2004）年 10 月 15 日に著作権者からの許

諾を得た資料、平成 17（2005）年 8 月 2 日に著作

権者不明等の場合の裁定制度（文化庁長官裁定。2

章 3 節コラム「著作権処理」参照）を受けた資料を

順次追加公開し、収載規模を拡大していった。

初期の近代デジタルライブラリー トップページ（平成 16（2004）年 7 月頃）
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上から、近代デジタルライブラリー トップページ（平成 21（2009）
年 9 月頃）、（平成 22（2010）年 9 月頃）、詳細ページ
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ii) 大規模デジタル化事業と館内限定公開資料
平成 22（2010）年 1 月 1 日、著作権法改正法（平

成 21 年法律第 53 号）が施行され、国立国会図書館

が資料の保存を目的としたデジタル化を著作権者の

許諾を得ず行えることになった（保存のためのデジ

タル化。2 章 3 節 3（2）参照）。従来は、劣化の兆

候がある場合もしくは複製の許諾を著作権者から得

た場合のみ複製が行え、複製手段も紙への複製とマ

イクロ化に限定されるとしていたが、著作権法の改

正により、原資料を保護するためにデジタル化も行

うことができるようになった。

この法改正前は著作権許諾を得ずにデジタル化資

料を館内で閲覧に供することが検討課題であり、平

成 20（2008）年に発足した、権利者団体や有識者

等による「資料デジタル化及び利用に係る関係者協

議会」（2 章 3 節 3（2）参照）で著作権許諾を得て

いない資料のデジタル化及びその提供方法等が協議

された。同協議会は、上記の著作権法改正法の成立

を前提として、平成 21（2009）年 3 月 23 日に①デ

ジタル化資料の館内での閲覧・複写の方法やその制

限、②テキスト化はあらためて協議すること、③デ

ジタル化した原本は利用に供さないこと等について

合意し、「資料デジタル化及び利用に係る関係者協

議会第一次合意事項」をとりまとめた（以下「第

一次合意」。2 章 3 節参照）。折しも成立した経済緊

急対策の平成 21 年度補正予算にデジタル化経費と

して 127 億円が計上され、平成 21 年度から平成 23

（2011）年度まで計 109 万冊のデジタル化事業（以

下「大規模デジタル化事業」）を実施した（2 章 3

節 4 参照）。

平成 22（2010）年 9 月 1 日、大規模デジタル化

事業でデジタル化した資料のうち、著作権の保護

期間内、または著作権者の確認や著作権の保護期

間の確認等の作業（以下「著作権処理」）が未実施

の、戦前の和図書約 22 万点を近代デジタルライブ

ラリーに収載し、国立国会図書館内限定での提供を

開始した。これまでは近代デジタルライブラリー内

のコンテンツはすべてインターネット上で公開して

いたが、これにより国立国会図書館に来館しないと

閲覧することができない、「館内限定」のデジタル

化資料が発生することとなった。この時点で既に館

内限定公開の資料の方がインターネット公開の資料

よりも点数が多く、インターネット上で公開される

デジタル化資料のデータベースであった近代デジタ

ルライブラリーは、遠隔地からデジタル化資料を閲

覧できるという性質を変更することになった。

保存のためのデジタル化を行った著作権処理が済

んでいない図書及び雑誌については、「第一次合意」

に基づき、以下の内容の利用サービスを提供した。

閲覧については、館内電子情報提供サービス（館

電。3 節 1（4）参照）の一部の端末のみでの利用と

し（提供資料の増加に伴い、平成 23（2011）年 7

月 28 日に東京本館でデジタル化資料閲覧専用端末

（KSS（3 節 1（5）参照）先行端末）を 40 台追加導入）、

加えてデジタル化済みの原本は利用不可とした。ま

た、同一資料の同時アクセス数は 1 アクセスに制限

した。

複写については、電子ファイルの複製サービスは

不正な二次利用を完全に防止することが難しいとの

理由で認めず、紙へのプリントアウトサービスのみ

とした。また、著作物の適正な利用についての注意

喚起のため、複写物にその出所を表す「国立国会図

書館」等の文言を含むフットプリントを印字した。

孫コピー等の著作権法の範囲を越えた複写物の二次

的な利用をいかにして防ぐか、という点を「資料デ

ジタル化及び利用に係る関係者協議会」のワーキン

グチームである「複写提供ワーキングチーム」で議

論する中では、複写物をさらに複写した際に文字が

浮かび上がるような特殊印刷の導入等も検討した

が、正当な権利のある元の複写物の利用に影響が出

ないように濃淡を設定すると孫コピーした際に浮き

出る文字が薄くなって文字通り抑止効果が薄まると

いった問題もあり、導入に至らなかった。

平成 23（2011）年 2 月 1 日、児童書デジタルラ

イブラリー（5 章 3 節参照）の画像約 2000 点を近

代デジタルライブラリーに統合した。

平成 24（2012）年 5 月 7 日、近代デジタルライ

ブラリー内のすべての資料を、後述する前年 4 月か

ら公開していたデータベース「国立国会図書館のデ

ジタル化資料」から改称した「国立国会図書館デジ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/41
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/50
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/41
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タル化資料」内で提供することにし、近代デジタル

ライブラリーは再びインターネットで閲覧可能な図

書及び雑誌のみを収載し提供するデータベースとし

た。この結果、デジタル化資料のうち館内限定公開

の資料は「国立国会図書館デジタル化資料」でのみ

提供することとなった（インターネットで閲覧可能

な図書及び雑誌は近代デジタルライブラリーだけで

なく「国立国会図書館デジタル化資料」でも提供）。

近代デジタルライブラリーは国立国会図書館のデ

ジタル化資料提供サービスとして国内外で定着して

いたこともあり、その後も数年間提供を続けたが、

平成 28（2016）年 5 月 31 日にサービスを終了し、

その役目を終えた。

（3）国立国会図書館デジタルコレクションと
その変遷

平成 23（2011）年 4 月 4 日に公開していた「イ

ンターネット資料収集保存事業（著作別）」（WARP）

（2 章 1 節 3（1）参照）と貴重書画像データベース

を統合して「国立国会図書館のデジタル化資料」と

して公開した。その後、名称を「国立国会図書館デ

ジタル化資料」、次いで「国立国会図書館デジタル

コレクション」と変更して今日に至っている。

サービス開始当初の収載コンテンツは、貴重書画

像データベースのデータを移行した「古典籍資料（貴

重書等）」と「インターネット資料収集保存事業（著

作別）」（WARP）のデータを移行した「インターネッ

ト資料」（電子書籍・電子雑誌）の 2 点であった。

続いて同年 5 月 31 日には、新規コンテンツとし

て歴史的音源（愛称「れきおん」）の提供を開始し

た。歴史的音源とは、歴史的 ･ 文化的資産である初

期のレコード（SP 盤）及び原盤の劣化、散逸等に

よる音源の喪失を防ぐために設立された歴史的音盤

アーカイブ推進協議会（HiRAC）が、1900 年初頭

から 1950 年頃までに国内で製造された SP 盤及び

金属原盤等に収録された音楽 ･ 演説等をデジタル化

した音源データを、国立国会図書館が平成 21（2009）

年度から 4 か年計画で購入したものである（2 章 2

節 2（2）ⅱ）参照）。著作権等保護期間が満了した

音源についてはインターネット上で公開した。保護

期間が満了していない音源は国立国会図書館の館内

限定での公開としたが、そのうち一部は複製を必要

としない方式（ストリーミング方式）での公共図書

館への配信提供を可能とする使用許諾契約を日本音

楽著作権協会（JASRAC）と結び、試験公開を経て

平成 24（2012）年 7 月 2 日に公共図書館への本格

配信を開始した。平成 25（2013）年 3 月 15 日には、

歴史的音源資料の専用ページ「歴史的音源」を開設

した。平成 31（2019）年 2 月 22 日現在で約 5 万点

の音源を提供し、288 の図書館等の機関に配信サー

ビスを行っている。

平成 23（2011）年 7 月 4 日には、大規模デジタ

ル化事業でデジタル化を行った戦後期刊行の図書約

11 万冊と雑誌約 32 万冊のデータを追加し、提供を

開始した。この時点では近代デジタルライブラリー

も並存しており、近代デジタルライブラリーの収載

資料は終戦直後頃までの「近代」の和図書、「国立

国会図書館のデジタル化資料」はそれ以外という区

分けを行っていた。

館内限定公開の資料は、前述のとおり、一資料に

一度にアクセスできる件数を１アクセスに制限する

システム的な同時閲覧制御、複写物を作成する際の

フットプリントの印字（（２）ⅱ）参照）等、「第一

次合意」に基づいた形で提供した。

なお、視覚的作品（漫画、写真、グラフィック等）

と楽譜は、デジタルデータから高画質の複写が可能

になることで原資料の権利者の利益が損なわれるの

ではとの懸念から、複写提供の実施方法について協

議を継続するとして、平成 23（2011）年の時点で

は視覚的作品のデジタル化資料の提供は行わないこ

とにした。その後「資料デジタル化及び利用に係る

関係者協議会」で了承を得て、漫画を除く視覚的作

品のデジタル化資料は平成 25（2013）年 8 月 30 日

から、漫画のデジタル化資料は平成 29（2017）年 1

月 5 日から館内提供を開始した。了承にあたり、協

議会では、デジタル化資料の不正な二次利用防止対

策として、複写物にフットプリントを印字すること

や、複写申込画面の案内、掲示物・配布物等での著

作権等に関する注意喚起を徹底することが、再確認

されている。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/41
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上から、国立国会図書館のデジタル化資料 古典籍資料（貴重書等）トップページ、
歴史的音源トップページ、歴史的音源の視聴
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収載コンテンツはその後も拡大し、大規模デジタ

ル化やそれ以降にデジタル化した図書、雑誌及び古

典籍資料の追加公開資料だけでなく、さまざまな

資料群を順次追加していった（下表参照）。平成 24

（2012）年 5 月 7 日には前述のとおり、近代デジタ

ルライブラリーで提供していたすべての資料約 57

万冊を収載し、あわせてデータベース名を「国立国

会図書館のデジタル化資料」から「国立国会図書館

デジタル化資料」に改称した。さらに平成 26（2014）

年 1 月 21 日には、国立国会図書館がデジタル化し

た資料だけでなく、初めからデジタルデータで作成

された、ボーンデジタルの資料も収集し、あわせて

収載するデータベースであるということに即し、「国

立国会図書館デジタル化資料」から「国立国会図書

館デジタルコレクション」に名称を変更した。平成

31（2019）年 3 月 31 日現在で図書約 97 万点、雑誌

約 132 万点、電子書籍・電子雑誌約 116 万点、博士

論文約 19 万点（紙資料からのデジタル化資料約 14

万点、電子形態による収集資料約 5 万点）、古典籍

資料約 10 万点をはじめその他さまざまな資料を提

供する、一大規模のデータベースとなっている。

機能面では、サービス向上のため利用者アンケー

ト等を参考に継続的に改修を行った。平成 24（2012）

年 5 月 14 日の改修時に館内限定で導入し、平成 25

（2013）年 12 月 10 日に館外からのアクセス時でも

利用できるようになった印刷調整機能もそのうちの

ひとつである。大規模デジタル化以降のデジタル化

国立国会図書館デジタル化資料

国立国会図書館デジタルコレクションのコンテンツ
追加日 追加コンテンツ

平成 23（2011）年 ４ 月 ４ 日 古典籍、インターネット資料（インターネット資料収集保存事業（WARP）
由来の電子書籍・電子雑誌）

同年 ５ 月 31 日 歴史的音源

同年 ７ 月 ４ 日 図書、雑誌

同年 10 月 18 日 新聞（東日本大震災時の『石巻日日新聞』の号外）

平成 24（2012）年 ４ 月 ９ 日 官報

同年 ５ 月 15 日 博士論文

同年 11 月 22 日 憲政資料

平成 25（2013）年 ３ 月 ７ 日 日本占領関係資料

同年 ３ 月 21 日 プランゲ文庫

同年 10 月 15 日 オンライン資料（オンライン資料収集制度に基づく電子書籍・電子雑誌）

平成 26（2014）年 １ 月 21 日 科学映像

平成 27（2015）年 ３ 月 17 日 脚本

平成 28（2016）年 ３ 月 1 日 手稿譜
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国立国会図書館デジタルコレクション トップページ（平成 31（2019）年 3 月現在）

資料は資料の周りにある程度のスペースを確保した

上で画像の撮影を行ったため、印刷時に無駄な余白

が生じるという意見が利用者から寄せられていた。

また資料によっては紙質や資料の劣化が原因で複写

物の品質が良くないこともあった。この印刷調整機

能の導入により余白の削除（トリミング）や濃淡の

調整が可能となり、複写物の品質が改善した。

国立国会図書館デジタルコレクションでは「書誌

情報」に各種識別番号を登録しているが、原資料の

書誌に付与している ISBN（国際標準図書番号）や

ISSN（国際標準逐次刊行物番号）等の各種識別番

号のほか、「永続的識別子」を付与し、システム内

の資料を一意に識別できるようにした。また、電子

情報資源の長期アクセスに有用な国際標準の識別番

号である DOI（Digital Object Identifier）も、平成

26（2014）年 3 月 18 日にデジタル化した博士論文

へ付与を開始したのを皮切りに、各デジタル化資料

への付与を進めている。

（4）デジタル化資料の利用
近代デジタルライブラリーの著作権未処理の資料

の追加や国立国会図書館デジタル化資料のサービス

開始以降、多くの館内限定公開のデジタル化資料が

発生したが、館内利用という側面で見てみると、多

くの点で利便性が向上した。真っ先に挙げること

ができるのは、それまで書庫からの出納が必要で

あった紙資料やマイクロフィルム資料を瞬時に閲覧

し、プリントアウトを申し込めるようになった点で

ある。その反面、閲覧からプリントアウト申込みま

で端末でさまざまな操作を行う必要があったため、

PC 等の機器類を日頃利用していない利用者には負

担となった。また、平成 24（2012）年 1 月のシス

テムリニューアルで、書庫資料の申込みとデジタル

化資料の閲覧等を同一の端末で行えるようにした

が、デジタル化資料の閲覧のために端末が一人の利

用者に長時間専有されることが多くなり、時間帯に

よっては端末席が満席に近い状態になった。これに
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対しては、資料の検索・閲覧申込みを優先する端末

を設ける、利用者の持ち込み端末からの閲覧申込み

の仕組みを導入する、といった対策を取った。

資料のデジタル化の際に作成した目次データは本

文画像の公開範囲に関わらずすべてインターネット上

で公開し、館内外で大いに活用された。目次データの

検索により、これまでの書名、著者名、分類、件名の

書誌データの検索では発見できず、陽の目を見ること

がなかった図書や、雑誌記事索引の索引採録対象外

の雑誌の記事、採録誌の記事でありながらページ数

が少なく採録対象外となっていた雑誌記事が掘り起

こされることになった（コラム「利用の拡大」参照）。

（5）図書館向けデジタル化資料送信サービス
（図書館送信）

図書館向けデジタル化資料送信サービス（以下「図

書館送信」）は、国立国会図書館のデジタル化資料

のうち絶版等の理由で入手が困難な資料を、国立国

会図書館の承認を受けた公共図書館、大学図書館等

の館内の端末で利用できるようにするサービスであ

る。

保存のためのデジタル化を可能にするための著作

権法改正の方向性について検討を行った文化審議会

著作権分科会の「過去の著作物等の保護と利用に関

する小委員会」の平成 20（2008）年 10 月 1 日付の

中間報告においても、デジタル化した画像を他の図

書館等において閲覧できるようにすることは、引き

続きの協議事項となっていた。この機能を果たす図

書館送信のサービスが実現するまでにはさまざまな

議論や調整があったが、その第一歩としては、大規

模デジタル化事業後の図書館間貸出し（ILL、国立

国会図書館の資料を公共図書館等へ貸し出すサービ

ス。2 節 1 コラム参照）への対応があった。

i) 資料デジタル化による図書館間貸出しへの影響と
特例措置

保存のためのデジタル化を行った資料の原本は利

用停止となり、従来図書館間貸出しで公共図書館等

が国立国会図書館から借り受けることができた資料

は、図書館間貸出サービスの対象外となる。その上、

デジタル化画像は著作権の処理が行われない限りイ

ンターネット上で公開しない。そのため、これまで

もっぱら図書館間貸出サービスによって国立国会図

書館の資料を利用していた地方や海外の利用者は事

実上、資料を利用することができなくなる。そこで、

図書館間貸出しに代わる資料へのアクセス確保のた

めの対応策として、大規模デジタル化事業以前の国

立国会図書館内部での検討では、代替措置として、

都道府県立図書館等の特定の図書館への送信サービ

スのほか、デジタル化資料のデータを移した CD-R

等の貸出やアクセス制限をかけた PDF ファイルの

メール送信等の案があった。大規模デジタル化事業

の開始後、対応策の検討を本格化した。

平成 22（2010）年 3 月 17 日には、総務省、文部

科学省、経済産業省の副大臣・大臣政務官及び関係

者・有識者等で構成された「デジタル・ネットワー

ク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談

会」（いわゆる「三省懇」）が発足し、ワーキングチー

ムのひとつである「出版物の利活用の在り方に関す

るワーキングチーム」において、国立国会図書館は、

「国民が図書館を通じて市場で入手できない本を見

ることができるという仕組みを、デジタルデータの

場合にどう実現するかが課題」である、「知る権利

を保障するという観点では、従来から公共図書館等

が中心になってその役割を果たしてきた」ため、図

書館間貸出しに相当する配信モデルの検討が必要で

あると説明を行っている。

次いで平成 22（2010）年 10 月 29 日、前述の「資

料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」の中に

「図書館間貸出ワーキングチーム」が立ち上げられ

た。文化庁に照会した結果、デジタル化資料を用い

た図書館間貸出し（貸出しを目的とした配信または

媒体への複製・送付を行うこと）は現行法上行うこ

とができないこと、図書館間貸出しに代わる措置と

しては著作権法第 31 条第 1 項第 3 号の「他の図書

館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由に

より一般に入手することが困難な図書館資料の複製

物を提供する場合」であれば複製物の提供が可能で

あることの 2 点が確認されたため、「図書館間貸出

ワーキングチーム」ではこの照会事項の 2 点目の方
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向性で検討が進められた。ワーキングチームは平成

23（2011）年 3 月に、デジタル化して原本が利用停

止になった資料について図書館間貸出しの対象館

が申し出を行い、デジタル画像全ページ分を紙に複

写して郵送する方式に関する報告書をまとめた。こ

の方式の利用要件として、申込前に資料が容易に入

手できないことをインターネット上の書籍検索サイ

ト等により確認すること、受け取った図書館は利用

者に館内で利用させ、利用後は図書館資料にするな

ど適宜の措置を取ること、が挙げられた。同年 4 月

15 日から、この方式による「デジタル化資料の図

書館間貸出しの特例の試行」を開始した。サービス

開始当初の平成 23（2011）年度の利用件数は 39 件

であった。試行終了後は「デジタル化資料に係る図

書館間貸出しに代わる臨時的措置」としてサービス

を継続し、平成 30（2018）年 10 月 1 日現在も、図

書館送信サービス（後述）に未参加の図書館に対し

サービスを行っている。図書館送信サービスに参加

している図書館等も、図書館送信の対象外の資料で

条件を満たす資料であれば、この臨時的措置のサー

ビスを受けることができる。

ii) 図書館送信実現への取組み
上述の図書館間貸出しの特例措置の調整と並行す

る形で、図書館送信についても徐々に検討が進んだ。

国立国会図書館は、「三省懇」の検討を継続する趣

旨で平成 22（2010）年 11 月に設置された、文化庁

の「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会

議」において、国として多額の経費を投入した大規

模デジタル化の成果を高めるために、テキスト化を

実施して本文検索ができるようにすることや、遠隔

地での活用のため図書館までの送信を可能とするこ

とを要望した。平成 23（2011）年 12 月 21 日付け

の検討会議の報告書では、国立国会図書館デジタル

化資料の図書館等への送信について、国民の利便性

の向上を図るため各家庭等までの送信を目標としつ

つも、第一段階として国立国会図書館のデジタル化

資料を一定の条件のもと公立図書館等で利用可能と

なるよう著作権法の改正を行うことが適当であるこ

と、実施にあたっては対象出版物を市場における入

手が困難な出版物に限定すべきこと、といった方向

性が示された。

なお同報告書では、デジタル化資料の画像ファイ

ル形式のデータの OCR 等の処理によるテキスト化

及び本文検索サービスの提供等、デジタル化資料の

テキスト化についても言及があった。国立国会図書

館は平成 22（2010）年 10 月から平成 23（2011）年

3 月にかけて全文テキスト化実証実験を行っていた

が（2 章 3 節 4（3）参照）、この時点では本格実施

には至らなかった。その後も平成 27（2015）年に

点字図書館と視覚障害者向けのテキスト化の共同実

験を行うなど、テキスト化に向けた諸検討・実験等

を行ってきた（6 章 6 節 3 参照）。法的には、平成

30（2018）年 5 月 25 日に公布された著作権法改正

法（平成 30 年法律第 30 号）により、検索や解析の

ためのテキスト化とその一部の表示（スニペット表

示）が著作権者の許諾なしで可能となっている。法

改正に先立って、文化審議会著作権分科会の法制・

基本問題小委員会で平成 27（2015）年 10 月 7 日「新

たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に

関するワーキングチーム」が立ち上げられ、書籍の

内容検索をはじめとした、探索している情報の所在

を確認する「所在検索サービス」の有用性や権利制

限等について議論が行われた。平成 29（2017）年 4

月にそれらの議論や各種団体へのアンケート調査等

を踏まえて作成された「文化審議会著作権分科会報

告書」が公表されている。

「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会

議」の検討結果を受けて、平成 24（2012）年 6 月

20 日に著作権法改正法（平成 24 年法律第 43 号）

が成立し、権利制限によって、国立国会図書館が絶

版等の入手困難な資料を図書館等へインターネット

送信し、送信先の図書館の利用者が閲覧できるよう

にすること（自動公衆送信）、図書館送信の受信先

である図書館が送信資料の一部分を利用者に提供す

るために複写することが、著作権者の許諾がなくて

もできることになった（平成 25（2013）年 1 月 1

日施行）。また並行して、平成 23（2011）年 12 月

21 日に「資料デジタル化及び利用に係る関係者協

議会」の中に「図書館への限定送信に関するワーキ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/51
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ングチーム」が立ち上げられた。同ワーキングチー

ム及び同協議会で検討を行い、平成 24 年 12 月 10

日「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等へ

の限定送信に関する合意事項」が定められ、国立国

会図書館はこの合意事項に基づき図書館送信の提供

準備を進めた。

具体的には送信先の図書館を著作権法第 31 条第

1 項が適用される図書館等に限定し、これらの図書

館について図書館間貸出制度に準じた承認制度を設

けた。承認は、送信されたデジタル化資料の閲覧サー

ビスのみを行うものと、閲覧及び複写サービスを行

うものの 2 種類を設け、それぞれ、認証情報の適切

な管理、機器やネットワーク等の準備及び管理、閲

覧及び複写の運用方法を遵守すること等の承認要件

を定めた。

送信対象となる資料については、国立国会図書館

のデジタル化資料のうち、流通在庫がなく、電子配

信されていない等で図書館が購入することが難し

い、「入手困難」な資料とした。選定にあたっては、

まず入手可能性調査として、国立国会図書館が日本

書籍出版協会の目録、オンデマンド出版に係る目録

及び電子書籍に係る目録を調査し、「入手困難」の

要件に当てはまらない資料を除外した。次いで送信

対象候補資料のリストをインターネット上で公開

し、市場において流通している資料または具体的な

出版計画がある資料等を申請により除外する制度

（オプトアウト）を設けた。この制度は図書館送信

サービス開始後も継続している。

個別の資料群を見ていくと、図書については、戦

後に刊行されたものは入手可能性調査を実施し、戦

前に刊行されたものは調査を省略することとした。

雑誌については、官庁出版物は送信対象候補とし、

その他も著作権等管理事業者が著作権管理している

ものを除き送信対象候補としたが、商業出版社に係

るものはこの時点での取扱いを留保することとし、

送信対象としないことで合意した。博士論文は出版

されているものを除き、送信対象候補とした。これ

ら資料群の条件に加え、漫画等の視覚的作品につい

ては電子書籍市場への影響に鑑みて、取扱いを留保

することとした（漫画以外の視覚的作品及び楽譜は、

絵本を除き、その後の調整で送信対象候補となっ

た）。

図書館送信の対象資料として、雑誌が含まれてい

る点は注目すべきポイントである。従来の図書館間

貸出しの枠組みにおいては、破損・散逸の危険性が

あり、再入手が困難であり、利用頻度が高いという

点に鑑み、雑誌は一律図書館間貸出サービスの対象

外としてきたが、図書館送信では商業出版でない雑

誌について公共図書館等での閲覧が可能となった。

雑誌は資料の性質上、公共図書館で保存されること

が少なく、また、図書館間の相互貸借制度において

対象外になることも多いため、送信対象は商業出版

でない雑誌に限定しているものの、雑誌の図書館送

信が全国の利用者の調査研究に与える影響は大き

い。

平成 26（2014）年 1 月 21 日、図書館送信のサー

ビスを開始し、図書約 50 万点、雑誌約 67 万点、古

典籍資料約 2 万点、博士論文約 12 万点の合計約

131 万点を公共図書館等への送信対象資料とした。

なお、この時点でのインターネット公開資料は約

47 万点、国立国会図書館内限定資料は約 50 万点で

あった。

平成 26（2014）年 1 月のサービス開始当初は 19

都道府県 29 館であった図書館送信参加館は、平成

31（2019）年 3 月 1 日現在で 47 都道府県 1023 館に

まで増加した。アクセス数も平成 26 年度の 1 年間

で約 27 万件、平成 30（2018）年度の 1 年間では約

66 万件と着実に件数を伸ばしている。

送信先の図書館内での利用は、利用者が送信先の

図書館等の登録利用者であること、複写は送信先の

図書館等の職員がすべて行うこと等を要件としてい

る。利用者は、国立国会図書館内では、利用者登録

の有無に関わらず館内のどの利用者端末からでもア

クセス可能であり著作権法の範囲でプリントアウト

申込みも可能であるのに対し、送信先の図書館等で

は、同時閲覧制限がかけられていないというメリッ

トはあるものの、利用にあたってさまざまな面で当

該館等の職員の手を煩わせなければならない。

図書館送信のサービス開始当初、海外の図書館等

はサービスの対象外であった。デジタル化した資料

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/52
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の原本は図書館間貸出しの対象外となり、前述の特

例措置も海外の図書館等は対象外であったため、デ

ジタル化後に海外の図書館等では原本の借受も代替

する特例措置によるサービスのいずれも受けられな

い事態となっていた。そのような事態に対し、海外

の日本研究司書等から、日本資料専門家欧州協会

（EAJRS）年次大会等の国際会議の場等において、

海外でデジタルで読むことのできる国立国会図書館

の資料がインターネットで公開されている資料に限

られ、海外から容易にアクセスできる日本関係の資

料の少ないことが海外での日本研究の障壁になって

いるという指摘や、図書館送信を海外の図書館等ま

で拡大してほしいという要望がなされていた。

国立国会図書館が文化庁著作権課に働きかけた結

果、平成 29（2017）年 2 月の文化審議会著作権分

科会法制・基本問題小委員会の中間まとめにおいて、

海外への図書館送信の実現のための法整備の必要性

が記載され、調整が進められた。その結果、平成

31（2019）年1月1日に施行された著作権法改正法（平

成 30 年法律第 30 号）によって、一定の要件を満た

した海外の図書館等への図書館送信及び送信資料の

送信対象図書館内での複写が可能となった。今後送

信に向けた準備を進める予定である。海外の図書館

等への図書館送信の開始は、海外における日本研究

に大いに資することが期待されている。

平成 26（2014）年１月の図書館送信開始時点でのデジタル化資料
の提供数

資料種別

デジタル化資料提供数（概数）

合計 年代・内容インター

ネット公開

図書館

送信

国立国会

図書館内限定

図書 34 万点 50 万点 6万点 90万点 昭和 43 年までに受け入
れた図書

古典籍 7 万点 2万点 － 9万点 貴重書、江戸期・清代以
前の和漢書等

雑誌 0.5 万点 67 万点 39万点 106万点 平成 12 年までに発行さ
れた雑誌

博士論文 1.5 万点 12 万点 1万点 14万点 平成 3～ 12 年度に送付
を受けた論文

その他 4 万点 － 5万点 9万点 官報、憲政資料、日本占
領関係資料等

合計 47 万点 131万点 50万点 228万点

※概数のため、合計が合わない場合があります。
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年 月

その他の事柄

明治～終戦直後頃
までの和図書

児童書 戦後の和図書と
近代の雑誌

古典籍

インターネット
資料中の電子書
籍・電子雑誌に
相当するもの

歴史的音源 博士論文

平成12 3 貴重書画像データベース

平成13

平成14 10 近代デジタルライブラリー

平成15 4 児童書デジタルライブラリー

平成16

平成17

平成18 10 館内電子情報提供サー
ビス（館電）開始

平成19

平成20

平成21 大規模デジタル化事業

平成22 5

9 館内限定資料を追加

平成23 2

4

5

7

平成24 1 館内サービスシス
テム（KSS）開始

5

平成25

平成26 1

平成27

平成28 5 終了

平成29

平成30

料

デジタルコレクションの系譜近代デジタルライブラリーの系譜

近代デジタルライブラリーの
コンテンツを国立国会図書館
デジタル化資料にも搭載（重
複して掲載）

国立国会図書館デジタル化資料に改名

国立国会図書館デジタルコレクションに改名

館内限定資料を追加

国立国会図書館のデジタル化資料

インターネット資料収集保存事業
（WARP）（著作別）

主なコンテンツと近代デジタルライブラリー、国立国会図書館デジタルコレクションの関係
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3. 主題情報の発信

オンラインデータベースやインターネットが発達

する以前、図書館の職員が編み出してきた調べ方の

ノウハウは基本的に外部には公開されず、その図書

館の職員の中でのみ共有、伝承されていた。場合に

よっては、そうしたノウハウは、職員の間でさえ共

有されずにいた。

1990 年代半ば以降、情報化社会が急速に発展す

る中で国立国会図書館は、新たな情報技術を活用し、

少数の職員のみにより共有されていた情報探索に有

用な専門的知識や主題情報をもっと広い範囲の職員

が共有し、または外部発信することについて、検討

を進めた。平成 11（1999）年 1 月の「一般利用者

サービスの今後のあり方について」では、「情報及

び情報ニーズの高度化、専門化、多様化に伴い、特

に主題に関するレファレンスサービスは一層重要と

なる」「紙媒体資料を基盤として従来から実施して

きたものに加え、インターネット資源を含む電子情

報資源利用のための検索ツールの作成」等を行う、

としている。

これらの検討は平成 10（1998）年度第 1 次補正

予算による科学技術レファレンス情報システムのシ

ステム開発の開始により具体化した。翌 11（1999）

年度からはシステム開発費やデータ作成費を本予算

に計上し、以降、調べ方や主題情報の電子化及び外

部公開を進めていった。

（1）科学技術レファレンス情報システム（レ
ファレンス情報システム）の構築

平成 8（1996）年 9 月より、来るべき OPAC 稼

動（1 節 2 参照）や、関西館、国際子ども図書館の

開館に備えてレファレンス業務の電子図書館化を図

るため、レファレンスの回答事例や主題書誌を蓄積

し、あわせて OPAC 等も検索できるシステムとし

て「専門総合情報システム」の検討を行った。

平成 9（1997）年 3 月 5 日の第 38 回科学技術関

係資料整備審議会や平成 10（1998）年 6 月 17 日に

公表した「国立国会図書館科学技術情報整備基本計

画」における、レファレンス情報や科学技術情報の

電子化に関する言及を経て、平成 10 年からは「専

門総合情報システム」の構想を引き継ぎつつ、科学

技術関係のレファレンス業務支援のために「科学技

術レファレンス情報システム」を段階的に開発した。

当初「科学技術」という名のとおり、国立国会図書

館の科学技術情報流通に果たすべき役割のさらなる

拡大を目標としてシステムの開発を進めたが、開発

が進むにつれ、科学技術情報の枠にとらわれない総

合的なレファレンス支援のためのシステムという方

向性にシフトした。

平成 10（1998）年度は、科学技術資料室に開架

されている参考図書を中心とした約 3000 冊の資料

の目次等のデータの入力及びそれらを検索する目

次検索システムの開発を行い、平成 11（1999）年

3 月に職員用の検索システムとして稼働した。平成

11 年度以降は、各主題に関するデータベース（以

下「主題データベース」）と、さまざまな事柄の調

べ方や情報源を紹介するウェブページ「調べ方案内」

の原型であるインフォメーションカードシステムの

開発を行った。

主題データベースには、「日本科学技術関係逐次

刊行物総覧」や「日本政治関係人物文献目録」（平

成 15（2003）年 12 月の国立国会図書館ホームペー

ジ上での公開以降は「近現代日本政治関係人物文献

目録」）のように、もともと紙で刊行したものをデー

タベース化し「国立国会図書館オンライン情報検索

システム」（NOREN。補章 4 節参照）で提供を行っ

ていたもののほかに、「企業・団体リスト情報」の

ように各専門室でテーマごとに作成していた閲覧

用カード目録から新規に入力して開発したものも

あった。NOREN で提供を行っていた書誌のデータ

ベースは「国立国会図書館蔵書検索・申込システム」

（NDL-OPAC）に直接データを移行したが、NDL-

OPAC の性質にそぐわない主題情報のデータベー

スは科学技術レファレンス情報システムが受け皿と

なった。科学技術レファレンス情報システムにデー

タを投入した主題データベースは、順次国立国会図

書館ホームページ上で公開した（p.145 の図参照）。

インフォメーションカードシステムの元となった

インフォメーションカードとは、問合せの多い事例

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/53
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/54
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/55
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を項目ごとに B6 判のカード（京大式カード）に記

入し、ボックスに入れて閲覧カウンター等で職員が

参照していたレファレンス用ツールである。

元々は一人の図書館員のノウハウに過ぎなかった

ような知識を、文字に起こすことによって形式知化

し職員間で共有していたわけだが、インフォメー

ションカードシステムでは一部の専門室において

カードをデータ化し、職員用データベースとしてレ

ファレンス業務等で活用した。そしてこの中から、

インターネットに公開することで役に立つと思われ

る事例や調べ方をピックアップし、外部用に加工し

た上で、「テーマ別調べ方案内」という名称で平成

14（2002）年10月1日より国立国会図書館ホームペー

ジ上の 1 コンテンツとして html で公開した。

「テーマ別調べ方案内」（現在は「調べ方案内」）

では、「過去の通達を調べたい」「自動車産業の業界

動向を調べたい」「県史や市町村史を調べたい」と

いった図書館利用者からよく寄せられる質問を取り

上げて、レファレンスに熟達した図書館員がそれに

ついて調べる上で有用な資料、データベース、イン

ターネット情報等を厳選して紹介した。

「科学技術レファレンス情報システム」は平成 16

（2004）年 3 月 31 日に国立国会図書館の館内利用者

に提供を開始し、同年 4 月 1 日付で「レファレンス

情報システム」と改称した。館内利用者向けに、「目

次検索」を軸として、「参考図書紹介」「日本科学技

術関係逐次刊行物総覧」「近現代日本政治関係人物

文献目録」といった主題データベースを提供した。

館内利用者へのサービス提供をもって、科学技術レ

ファレンス情報システム（レファレンス情報システ

ム）の一連の開発を終了した。

レファレンス情報システム内のコンテンツのう

ち、主題データベースのデータは国立国会図書館

ホームページでも公開していたが、目次検索システ

ムのデータはレファレンス情報システムの後継のシ

ステムであるリサーチ・ナビを提供するまでイン

ターネット上では公開せず、支部図書館、都道府県

立図書館、政令指定都市立図書館、モニター調査の

モニター機関等に対して限定的に公開した。

レファレンス情報システムは国立国会図書館の内

外のレファレンス業務や諸調査に資する一方、同時

期に開発された NDL-OPAC との連携がない点、目

次検索システムが限定的な公開であった点等、課題

もあった。これらの諸課題は、後継のリサーチ・ナ

ビによって解決した。

（2）ナレッジとリサーチ・ナビ
レファレンス情報システムの後継であるリサー

チ・ナビは、ナレッジマネジメントの思想をメイン

コンセプトとして前面に押し出した「ナレッジデー

タベース」構想をもとに、システムの検討・開発を

進めた。1980 年代から 1990 年代にかけてアメリカ

の企業で取り入れられ始めた組織経営管理のひとつ

「ナレッジマネジメント」が日本でも 1990 年代後半

以降注目を浴びたが、このナレッジマネジメントと

いう言葉を前面に押し出し、主題情報の発信に係る

インフォメーションカード



143

第
３
章　

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
変
革

諸検討を行った。なお、初期段階においては、この

構想とは別に、情報ネットワークを介して利用者の

情報探索活動を支援し、利用者が場所と時間の制約

を受けずにより広範な情報資源へアクセスできるよ

うにすることを目的とした、「仮想参考図書室（仮

称）」というシステムを開発する構想をほぼ並行す

る形で検討していた。平成 17（2005）年には、「ナレッ

ジデータベース」構想がこの仮想参考図書室の構想

を吸収した。

平成 18（2006）年にプロジェクト名を「ナレッ

ジ提供サービス」に変更し、諸検討を進めた結果、

課題として、①一般利用者への主題情報の提供の推

進、②文書レファレンスの受理処理の改善、③現行

システムの連携・機能不足の解消、等を抽出し、情

報発信型のレファレンス・サービスを提供するシス

テムの構築やレファレンスに関する業務体制の整備

を行うこととした。その後外部委託調査を経てシス

テム開発を進め、平成 21（2009）年 5 月 11 日にリサー

チ・ナビという名称で公開した。

リサーチ・ナビには「調べ方案内」の前身である

「テーマ別調べ方案内」のコンテンツ、主題データ

ベースの各データを投入した。また「テーマ別調べ

方案内」とは別に、平成 11（1999）年に開設され

た法令資料や議会資料の解説・リンク集である「国

立国会図書館法令議会資料室」、平成 14（2002）年

10 月 1 日に国立国会図書館ホームページをリニュー

アルする前後に設けた法律政治・官庁資料室、アジ

ア情報室（4 章 2 節 3（1）参照）等の各専門室のペー

ジや、その後ホームページ上で公開した「統計資料

レファレンス・ガイド」等も投入した。また、リサー

チ・ナビ公開にあわせて、これまで国立国会図書館

内と特定の図書館でのみ提供していた目次検索シス

テムも「目次データベース」としてはじめてインター

ネット上で公開した。

上から、レファレンス情報システム 館内利用者用メニュー、参考図書紹介
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上から、初期のリサーチ・ナビ トップページ、検索結果画面
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各専門室の
ページ

職員 館内 HP 職員 館内 HP 職員 館内 HP HP

平成11（1999）年3月

徐々に徐々に

平成14（2002）年10月

平成16（2004）年3月31日
平成16（2004）年4月1日

平成21（2009）年5月11日

目次検索
（目次データベース） 主題データベース

調べ方案内
（インフォメーションカード、
テーマ別調べ方案内）

「リサーチ・ナビ」

「科学技術レファレ
ンス情報システム」

「レファレンス
情報システム」

科学技術レファレンス情報システムからリサーチ・ナビまでのコンテンツごとの公開状況

国立国会図書館法令議会資料室ホームページ

リサーチ・ナビ上のミニ電子展示「本の万華鏡」第 12 回「紙の
上の旅・人・風俗―江戸の双六（すごろく）―」 トップページ
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「テーマ別調べ方案内」の時代はシステムの制約

等もありページの更新を月 1 回に限定していたが、

リサーチ・ナビに移行してからは「調べ方案内」等

のページの随時更新が可能となり、より早く、よ

り柔軟に情報発信を行えるようになった。リサー

チ・ナビ公開以降、コンテンツ作成に注力し、平

成 21（2009）年度は約 1800 件だったコンテンツは

平成 22（2010）年度には約 4100 件と倍増した。一

方、多数のコンテンツの維持管理もひとつの課題と

なり、取り扱っているテーマが古くなったページの

公開停止や、新規情報の追記や修正を行わないペー

ジをアーカイブページとすること等も行った。

また、電子展示会も一部リサーチ・ナビに収載し

た。従来国立国会図書館ホームページ上に館内の常

設展示のリストを掲載していたが、リサーチ・ナビ

開始に合わせて常設展示自体を廃止し、ミニ電子展

示「本の万華鏡」をリサーチ・ナビ内で提供した（過

去の常設展示のリストもリサーチ・ナビに投入し

た）。展示の成果も一種の主題情報であるという観

点によるものであり、さまざまなコンテンツを統合

検索しようという思想がここにも表れている。しか

しリサーチ・ナビの仕様では展示としての見栄えが

劣ること等により、「本の万華鏡」は平成 25（2013）

年 8 月以降リサーチ・ナビから離脱し、国立国会図

書館ホームページ内のコンテンツとなった。

リサーチ・ナビの統合検索ではこれらのコンテン

ツの検索結果を表示するだけでなく、国立国会図書

館件名標目表や日本十進分類法を応用して関連語を

抽出し、関連語をツリー構造でグラフ化したテーマ

グラフや関連語を一覧化し関連度合いによって文字

の強弱をつけたタグクラウドを表示するほか、参考

情報として Wikipedia の検索結果も表示するなど、

利用者の情報探索の一助となる関連情報も提供し

た。

このほかに、リサーチ・ナビには職員用機能とし

てデータベースのコンテンツ編集機能、コミュニ

ティ機能（REX）、文書レファレンス受理処理機能

を持たせ、システムの維持管理の効率化やコスト削

減を図った（このうち文書レファレンス受理処理機

能は平成 30（2018）年 1 月の国立国会図書館オン

ライン稼働とともに、国立国会図書館オンラインに

機能を移行した）。

REX はレファレンスに有用な情報源の蓄積や職

員間の専門的なレファレンス知識の共有等を行う職

員用コミュニティサイトであり、国立国会図書館の

レファレンス部門におけるナレッジマネジメントの

核ともいうべき存在となった。従来、メモや口頭で

共有されていたレファレンス事例や情報源を REX

内に日々蓄積し、口頭レファレンスや文書レファレ

ンスの一助とするとともに、「調べ方案内」やレファ

レンス協同データベース（6 章 3 節参照）のレファ

レンス事例の元データとして活用した。

（3）その後の展開
リサーチ・ナビは平成 28（2016）年に、「調べ方

案内」の階層構造の深さ等を解消するためにトップ

ページの再編及び「調べ方案内」の階層構造の再編

を行い、平成 31（2019）年 3 月現在では上部の統

合検索窓、「調べ方案内」「専門室のページ」、参考

図書紹介や目次データベース等 11 のデータベース

から成る「テーマ別データベース」「国立国会図書

館のデータベース等」という 5 項目で構成されてい

タグクラウド
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る。　

また、特定主題に関するデータや解題情報の有用

性や需要の変化にあわせ、データベースの統廃合や

更新停止もあった。例えば企業・団体等のリスト情

報が掲載された冊子体資料のデータを蓄積した「企

業・団体リスト情報」は、情報化の進展で業界団体

のウェブサイトに載った名簿情報が検索エンジンで

容易に検索できるようになったほか、過去の名簿類

のデジタル化が進んだこともあり、平成 29（2017）

年 3 月 31 日で新規データの採録を停止した。

他方で、参考図書等の目次データを収録した「目

次データベース」は安定的に需要があった。「目次

データベース」のデータは、平成 30（2018）年 1

月に NDL-OPAC を引き継ぎ稼働した「国立国会図

書館オンライン」に投入したことにより、さらなる

活用が期待されている。国立国会図書館の蔵書検索

システムに直接「目次データベース」の目次データ

を投入したのは初めてのことであり、雑誌記事索引

のデータ、国立国会図書館デジタルコレクションの

目次データとあわせて、利用者の情報探索や遠隔複

写等の遠隔サービスの利用に資するだろう。

「調べ方案内」はその後も時代の変化にあわせて

ページの新規作成や統廃合等を行い、平成 31（2019）

年 3 月 31 日現在のページ数は 1306、平成 30（2018）

年度 1 年間のページビューは約 716 万件を数えた。

前身である「テーマ別調べ方案内」が公開されてか

ら 15 年もの年月が経過する中で、情報化社会は急

速なスピードで発展し、何かわからないことがあっ

た場合に、まずはインターネットの検索エンジンで

検索することが一般的となった。一方で、検索エン

ジンで検索した際に検索結果の上位に出てくるペー

ジであっても誤った情報や情報源がはっきりとしな

い情報が混ざっていたり、そういった情報だと気づ

かずに SNS 等で拡散したりしてしまうケースが後

を絶たず、インターネット情報の信頼性や情報リテ

ラシー、SEO（検索エンジン最適化）等に関する問

題点も数多く指摘されている。情報化が進展した時

代であるからこそ、「調べ方案内」は「正確な情報源」

へ利用者を効率的にナビゲートするコンテンツとし

て、より一層の活用が期待される。

平成 31（2019）年 3 月時点のリサーチ・ナビ トップページ
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4. 情報探索ポータル

本節では国立国会図書館の情報探索ポータルと

して、国立国会図書館デジタルアーカイブポータ

ル（PORTA）とその後継の国立国会図書館サーチ

（NDL サーチ）の 2 つを取り上げる。

（1）PORTA
国立国会図書館における情報探索ポータルは、平

成 16（2004）年 2 月 17 日に策定した「国立国会図

書館電子図書館中期計画 2004」（以下「電中 2004」）

で電子図書館サービスの目標のひとつとして、「デ

ジタル・アーカイブのポータル機能」を掲げたこと

に始まる。このポータルは、国立国会図書館の「デ

ジタル・アーカイブにとどまらず、国等の公的機関

を中心とした電子的情報資源や情報提供サービスに

利用者を適切に案内するものである」とし、公的機

関のデジタルアーカイブ全体の「表玄関」となるよ

う、その統合検索を目指すことが当初からのコンセ

プトであった。

この構想は当時の国立国会図書館に対する社会的

要請に応える形でまとめられ、特に政府の高度情報

通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）

等での検討の動向をも踏まえたものであった。 IT

戦略本部は平成 13（2001）年 1 月に「e-Japan 戦略」

を決定し、それに基づき、3 月に具体的な取組事項

を定めた「e-Japan 重点計画」を策定した。この計

画では美術館・博物館等の所蔵品のデジタル化、アー

カイブ化の推進が掲げられた。

「e-Japan 重点計画」に対応して自由民主党政務調

査会内に組織された「e-Japan 重点計画特命委員会

デジタル ･ アーカイブ小委員会」で関係省庁がデジ

タルアーカイブ関連の取組みに関する報告を行った

際には、小委員会の要請を受けて、国立国会図書館

もデジタルアーカイブ、ウェブアーカイブの取組み

について報告を行った。平成 15（2003）年 7 月 29 日、

同小委員会が政府に提出した「デジタル・アーカイ

ブの推進に向けた申入れ－世界最先端のデジタル・

アーカイブを目指して－」では、「e-Japan 重点計画」

に掲げられた美術館・博物館等のデジタル化、アー

カイブ化の推進策を具体化し、諸機関のデジタル・

アーカイブ及びそれらを統合するポータルサイトか

らなる「国立デジタル・アーカイブ」構想を提示す

るとともに、特に統合ポータルサイトについて、そ

デジタルアーカイブポータルのプロトタイプ（DAP） トップページ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/14
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の運営を国立国会図書館が担うことを求めた。

こうした政府及び自由民主党の検討の動向を視野

に入れつつ、国立国会図書館は「電中2004」を策定し、

デジタルアーカイブポータルの開発を決定した。

デジタルアーカイブポータルのプロトタイプは、

平成 16（2004）年度に開発に着手し、平成 17（2005）

年 7 月に実験システム（DAP）を公開した。平成

19（2007）年 3 月 15 日には、「国立国会図書館デジ

タルアーカイブポータルのサービス実施方針」を策

定し、名称を PORTA（ポルタ。ラテン語で「門、

入り口」の意）と決定した。PORTA のサービス目

的は、「利用者が必要とする情報資源へ到達するこ

とを支援するためのサービスとして、当館のデジタ

ルアーカイブや蔵書目録等のコンテンツを含め、国、

公共機関、民間、個人が保有するデジタルアーカイ

ブのコンテンツそのものへ、所在機関、コンテンツ

の形態を問わず、ワンストップで案内可能とするこ

とを目的とする」とした。平成 19 年 10 月 15 日、

本格システムの提供を開始した。

PORTA の主眼は、多様なデジタルアーカイブを

統合検索できる点にあった。デジタルコンテンツだ

けでなく蔵書目録も検索対象とした。公開当初は

20 種のデジタルコンテンツと蔵書目録を検索対象

とし、そのうち国立国会図書館のデジタルコンテン

上から、PORTA トップページ、検索結果画面

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/14
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/56
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ツと蔵書目録は、近代デジタルライブラリー、貴重

書画像データベース、国立国会図書館蔵書目録 （和

図書・和雑誌）、国立国会図書館雑誌記事索引であり、

連携する外部機関のアーカイブのコンテンツと蔵書

目録は、青空文庫、秋田県立図書館（デジタルライ

ブラリー）、秋田県立図書館（記事・索引）、アジア

歴史資料データベース （アジア歴史資料センター）、

国立公文書館デジタルアーカイブ （国立公文書館）、

新書マップ（連想出版）、デジタル岡山大百科（岡

山県立図書館）、府省等デジタルアーカイブ（内閣

官房）であった。当初のメタデータ件数の合計は約

800 万件であった。

Google、Yahoo! 等の検索エンジンでは到達でき

ない「深層ウェブ」のコンテンツを検索できること

をひとつのアピールポイントとしていた。トップ

ページには簡易検索の検索窓を設置し、ユーザが入

力したキーワードでメタデータの全文検索を行う。

検索機能は、キーワード検索（簡易検索、詳細検索）

以外に、連想検索（フレーズや自然文から連想され

る語を利用するもの）や分類検索（NDC（日本十

進分類法）、NDLC（国立国会図書館分類表）の体

系をたどるブラウズ検索）といった多様な検索の機

能を実装していた。検索を試みると、検索結果一覧

の右側には関連するキーワードが表示され、再検索

が可能であった。また、ユーザ登録機能を備えてお

り、ログインすると検索条件設定の調整・保存やブッ

クマーク等のパーソナライズ機能を使うことができ

た。

とりわけ PORTA が画期的だったのは、当時ま

だ図書館界ではあまり知られていなかった、外部の

システムから利用するためのインタフェース（API：

Application Programming Interface）を提供したこ

とである。API は連携すれば自動でデータを呼び出

すことができる。実装された API は、デジタルアー

カイブの検索結果を提供する検索用 API と、メタ

データを提供するハーベスト用 API の 2 種であっ

た。これにより、PORTA で提供する国立国会図書

館及び連携諸機関のコンテンツの多様な活用可能性

を開いた。これは国立国会図書館における API 提

供のさきがけとなった（当時は NDL-OPAC から書

誌の API 提供ができなかったため、PORTA のみ

が API 提供を行った）。

とはいえ、PORTA の展開は順風満帆とはいえな

かった。平成 21（2009）年の時点での改善点とし

て「検索対象が少ない」「検索速度が遅い」「デジ

タルコンテンツが埋もれてしまう」「どんなコンテ

ンツなのか一目でわからない」「ブックマーク機能

があまり使われておらず、分類用タグの数も少な

い」という 5 点が挙げられている（『国立国会図書

館月報』574 号 平成 21（2009）年 1 月）。特に検索

対象の少なさについては、デジタルアーカイブ自体

がまだそこまで多くなかった当時の状況を反映して

いた。大量のメタデータを収集してはいたが、主た

る目的であるデジタルコンテンツの割合が少なかっ

たため、期待外れと受け止められるのもやむを得な

かった。

また、外部有識者から「統合検索といいつつ何も

得た気がしない。統合検索に向いているコンテンツ

と、向いていないコンテンツがある。」「利用者が

NDL に求めるものをもっと捉えないと、焦点の合

わないシステムができてしまう。」（平成 21（2009）

年 7 月 15 日「情報探索サービス検討 有識者意見交

換会」における宇陀則彦氏発言）という指摘を受け

た。PORTA は、「電中 2004」に掲げたデジタルアー

カイブポータルであったが、デジタルコンテンツが

乏しかった状況下ではデジタルコンテンツのみに検

索の対象を絞ることも難しく、結果としてコンセプ

トがあいまいなものとなってしまった。

その後、前述の 5 点を踏まえて検索速度や一覧表

示を改善し、平成 21（2009）年 7 月 7 日にリニュー

アル公開した。この時点での検索対象データベース

は 41 種であった。

（2）NDLサーチ
NDL サーチは、NDL-OPAC と総合目録（国立国

会図書館総合目録ネットワーク（ゆにかねっと）。6

章 2 節参照）を統合した総合的なサービスとして開

発され、PORTA の後継となった情報探索ポータル

である。

2000 年代前半、電子図書館基盤システム（補章

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/14
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公開当初の NDL サーチ トップページ、 検索結果画面

4 節参照）構築により、これまで個別に開発してき

た書誌入力、OPAC（1 節 2 参照）、利用者の入退

館管理といった、図書館利用のためのシステムを統

合した。しかし、近代デジタルライブラリー（2 節

2 参照）や総合目録（6 章 2 節参照）は別途開発し、

またその後もレファレンス情報システム（2 節 3 参

照）、インターネット資料収集保存事業（WARP。

2 章 1 節参照）等、個別のニーズに合わせてシステ

ムを作っていた。平成 20（2008）年、行政府にお

いてシステムの最適化が求められたこともあり、そ

れらシステムの統合・最適化の検討を行った。その

中で、国立国会図書館のインターネット上でのサー

ビスの玄関口をひとつとする「図書館ポータル」を

構想した。窓口をリサーチ・ナビ（2 節 3 参照）と

する案もあったが、検討の結果、新しいシステムと

して開発することとなった。

具体的には、国立国会図書館が提供するさまざま

なデータベースを統合して検索でき、さらには紙と

電子を区別せず、しかも他機関所蔵資料やレファレ

ンス情報も含めて一元的に検索できるようにするこ

と、館内・館外の別を意識することなく利用できる

インタフェースとし、PORTA に引き続き外部提供

インタフェース（API）を提供すること等が新しい

システム開発の主眼であった。

なお、従来の蔵書検索に加え、電子資料やレファ

レンス情報等のあらゆる図書館のコンテンツを一

度に検索できるようにするという発想には、2000

年代後半から図書館界で注目されるようになった、

ディスカバリーサービス（「次世代 OPAC」とも）

の影響があった。シンプルな検索窓や、あらかじめ

絞り込み条件を用意しておくファセット機能（あら

かじめ検索条件を用意しておき、ユーザに選択させ

て絞り込む機能）等も、ディスカバリーサービスを

意識していた。

情報探索サービスの名称は「国立国会図書館サー

チ（NDL サーチ）」とし、平成 22（2010）年 8 月
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に開発版を公開した。名称は、運営する主体と検索

行為を意味する語をつなげたものとした。平成 24

（2012）年 1 月、NDL サーチを正式サービス化し、

それに伴い、ゆにかねっと（6 章 2 節参照）、全国

新聞総合目録データベース、児童書総合目録（5 章

3 節参照）、PORTA のシステムを NDL サーチに

統合した。また、インターネット資料収集保存事

業（WARP。2 章 1 節参照）、カレントアウェアネ

ス（6 章 4 節参照）、リサーチ・ナビ（2 節 3 参照）、

レファレンス協同データベース（6 章 3 節参照）等、

国立国会図書館の主なデータベースはほぼすべて

NDL サーチで横断検索できるようにした。平成 24

年（2012）1 月当時の検索対象データベースは、国

立国会図書館のものが 20 種、学術情報機関のもの

が 5 種、公共図書館のものが 34 種、大学図書館の

ものが 8 種、専門図書館のものが 6 種、公文書館、

博物館のものが 5 種、その他が 7 種であった。

NDL サーチは「国立国会図書館をはじめ、全国

の公共図書館、公文書館、美術館や学術研究機関等

が提供する資料、デジタルコンテンツを統合的に検

索できる「『知』のアクセスポイント」」とトップペー

ジで謳っていた。最終的な目標とするのは、日本国

内の各機関がもつ情報資源を集約し、新たな知識の

創造をうながす「知識インフラ」の構築であった。

NDL サーチは来館者・非来館者両方に対する共

通の入り口として位置づけられた。そのため、平成

24（2012）年 2 月の国立国会図書館ホームページリ

ニューアル後に、トップページ左上に NDL サーチ

の検索窓を設けた。館内サービスシステム（KSS。

3 節 1（5）参照）のトップページにも、各メニュー

の上に NDL サーチの検索窓を置いた。

NDL サーチの基本は、PORTA と同じく統合検

索である。前述のとおりファセット機能を備えてい

た。総合目録に相当する部分では、検索結果画面に

おいて、複数の機関で所蔵している同一の資料をま

とめて表示するようにした。また、形態を異にす

る同一著作等を、関連資料として隣接した位置に

表示する機能も設けた。たとえば、夏目漱石の著

作『吾輩は猫である』であれば、出版社を異にする

ハードカバー、文庫本、選集の 1 冊、大活字本、国

立国会図書館デジタルコレクション等の書誌がま

とめて表示される、という考え方である。これは

書誌の機能を概念モデル化した FRBR （Functional 

Requirements for Bibliographic Records： 書 誌 レ

コードの機能要件。本の中身である「著作」とその

表現形（言語や形態等）を概念的に整理したもの）

に影響を受けたものである。

特に PORTA に引き続き API でのメタデータ提

供を重視し、これを利用してさまざまなサービスや

アプリケーションの開発を可能にした。他機関の

データベースとの連携にも API を用いている。

（3）その後のNDLサーチと情報探索サービ
スの展開

その後も、JPO 近刊情報センターの近刊図書情

報、韓国国立中央図書館（NLK）の Dibrary（平成

26（2014）年 2 月）、ジャパンナレッジ（同年 4 月）、

文化遺産オンライン、デジタルアーカイブシステム

ADEAC（平成 29（2017）年 3 月）、国立博物館所

蔵品統合検索システム「ColBase」（平成 30（2018）

年 3 月）等を検索対象に加えた。

一方で、当初の構想では NDL サーチを国立国会

図書館の来館・遠隔サービスともに入り口と考えて

いたが、実際の利用者の行動と齟齬があることが明

らかになった。来館利用者の情報探索行動の目的は、

国立国会図書館が所蔵している資料を検索すること

であり、さまざまな情報源を一元的に検索すること

ではなかった。しかし NDL サーチは国立国会図書

館所蔵と他機関所蔵のどちらの資料も横断的に結果

が表示されるため、利用者にとってノイズが多く、

わかりにくいという苦情が寄せられた。その結果、

平成 25（2013）年 3 月の改修の際、KSS のトップペー

ジから NDL サーチの検索窓を除くこととした。

NDL サーチは、国立国会図書館所蔵資料と他機

関所蔵資料の区分だけでなく、来館者、非来館者の

区分をも一挙に乗り越えようとする試みであった。

しかし、ユーザによって求める検索サービスや範囲

が異なるという点において、使い勝手等の配慮を欠

いていた。また、既述のように複数の事業やサービ

スを起源に持っているため機能が総花的で画面構成
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がやや複雑であり、また、何が検索できるのか明示

的でなく、NDL-OPAC とどう違うのかわかりにく

かった。

NDL サーチの検索・ページビュー数といった統

計的数値の変遷をグラフに示すと以下のとおりであ

る。平成 25（2013）年度をピークとして、検索件

数とページビュー数は下がっているが、平成 30 年

（2018）年度は盛り返した。

検索件数に占める API 経由の割合は伸びている。

NDL サーチは、検索ページ上での統合検索だけで

なく、API を通じてメタデータを外部に提供し続け

た。各図書館システムへの API 連携による書誌デー

タの提供は NDL サーチが担い、現在では、図書館

パッケージソフトに NDL サーチとの API 連携が装

備されている例も多い。また NDL サーチは、API

を通じて図書館をはじめとする各機関のメタデータ

を集約する機能も果たしてきた。

平成 29（2017）年 5 月には、知的財産戦略本部

が毎年策定している「知的財産推進計画 2017」に

おいて、国の分野横断統合ポータル「ジャパンサー

チ」を構築する動きがあり、国立国会図書館もこれ

に協力することとなった。NDL サーチは多くの図

書館と連携し、文化遺産オンライン等とも連携して

きたが、ジャパンサーチはさらに多くの博物館・美

術館等の機関と連携する。また、ジャパンサーチの

中では NDL サーチは書籍等分野の「つなぎ役」と

して、書籍等のメタデータを提供するサービスと

位置づけられた。国立国会図書館はデジタルアー

カイブジャパン推進委員会・実務者検討委員会の

方針のもと、システム開発と運用を担当している。

PORTA、NDL サーチで得られた知見を活用し、平

成 31（2019）年 2 月に試験版を公開した。
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コラム

メタデータ標準の検討と DC-NDL

平成 12（2000）年度に策定した「電子図書館サービス実施基本計画」に基づき、

収集するネットワーク系電子出版物を組織化するメタデータの標準を検討し始めた。

平成 13（2001）年 3 月には「国立国会図書館メタデータ記述要素」（以下「NDL メタデー

タ」）を策定、公開した。これは国際的に認知度の高いダブリンコアに準拠したもの

で、インターネット資源選択的蓄積実験事業（WARP）（2 章 1 節 3（1）ii) 参照）及

び Dnavi（2 章 1 節コラム参照）で使用された。

平成 16（2004）年に策定した「電中 2004」ではメタデータや長期保存・提供に関

する国内及び国際的な技術標準の重要性が認識され、平成 18（2006）年度から 19

（2007）年度にかけて、NDL デジタルアーカイブシステム（4 章 2 節 3（2）参照）に

用いる長期保存のためのメタデータ標準の検討を行った。NDL デジタルアーカイブ

システムは、電子情報資源の長期保存のための参照モデルである OAIS（Reference 

Model for an Open Archival Information System: ISO 14721）に準拠することとし、

メタデータ標準の検討にあたっては、相互運用性の観点から既存の標準に留意し、長

期保存に必要な各種目的に応じて、MODS（Metadata Object Description Schema）、

METS（Metadata Encoding and Transmission Standard）、PREMIS（PREservation 

Metadata: Implementation Strategies）等を対象とした。最終的には、長期保存用の

メタデータ標準は実装コスト等の課題から完成には至らなかったが、国立国会図書館

デジタルコレクション（2 節 2（3）参照）では、OAIS 参照モデルを参考に、永続的

識別子を付与し、PREMIS 相当の保存用メタデータを記録するなど、その検討の成

果が随所に活かされている。

また、情報探索サービス（2 節 4 参照）の構築におけるデータ交換を目的とするメ

タデータ標準として、平成 19（2007）年度に NDL メタデータを改訂し「国立国会図

書館ダブリンコアメタデータ記述要素」（DC-NDL）を公開した。DC-NDL はその後、

メタデータをめぐる国内外の動向及び国立国会図書館の情報探索サービスの開発方針

を反映し、二度改訂された。平成 30（2018）年現在、最新版の「国立国会図書館ダ

ブリンコアメタデータ記述（2011 年 12 月版）」は、国立国会図書館サーチ（NDL サー

チ、2 節 4（2）参照）、国立国会図書館東日本大震災アーカイブ（2 章 1 節コラム参照）、

国立国会図書館デジタルコレクション、インターネット資料収集保存事業（WARP）（2

章 1 節 3（1）iv) 参照）、国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス（Web NDL 

Authorities）（2 節 5 参照）で用いられている。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/12
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/14
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/57
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/58
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5. 書誌データの提供

図書館において所蔵資料を管理し、利用者が資料

を検索して利用するためには、書誌情報を整備する

必要がある。国立国会図書館も、自館での利用のた

めに書誌情報を作成してきたが、同時に、作成した

書誌情報を外部にも提供してきた。

昭和 23（1948）年の制定時の国立国会図書館法

第 7 条では、「館長は、一年を越えない定期間ごとに、

前期間中に、日本国内で刊行された出版物の目録又

は索引の出版を行うものとする」と規定されていた。

この規定に基づき、国立国会図書館は、日本の出版

物の書誌情報を網羅的、包括的に収録した一覧であ

る「全国書誌」の作成・提供を担ってきた。同じく

国立国会図書館法 24 条、25 条で国内で出版物を発

行した者は、当該出版物を国立国会図書館に納本す

ることを義務付けられ、この法定納本制度が日本の

全国書誌の網羅性を制度上担保する組み立てとなっ

ている。

開館と同じ昭和 23（1948）年に、納本資料の記

録として、『納本月報』が創刊されたが、収録範囲

を無償納本された出版物に限定しており、全国書誌

の要件である網羅性を欠いていた。その後、『国内

出版物目録』、『納本週報―国内出版物目録―』、『全

日本出版物総目録』、『日本全国書誌　週刊版』、『日

本全国書誌』と、収録範囲の変更、刊行単位の分離・

統合、誌名の変遷等を経つつ、全国書誌を意図した

出版物の刊行を続けてきた。

他方、国立国会図書館が作成した書誌情報は、昭

和 25（1950）年から目録カード（印刷カード）の

形でも一般に頒布し、大学図書館等で利用されてい

た（序章参照）。しかし、図書館業務の機械化が進み、

蔵書検索もコンピュータで行われるようになると、

印刷カードの需要は減少し、平成 10（1998）年に

頒布事業を終了した。

図 書 館 の 目 録 の 機 械 化 に 対 応 し て、 昭 和 56

（1981）年 4 月、MARC（機械可読目録）フォー

マットの全国書誌レコードを磁気テープに格納し

左上から時計回りに、『納本月報』、『日本全国
書誌　週刊版』、国立国会図書館蔵書目録明治
期の冊子体とそのデータをおさめた JAPAN ／
MARC、入力した書誌データを打ち出したもの（平
成 10（1998）年頃）
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た JAPAN/MARC の頒布・提供を始めた。MARC

フォーマットとすることにより、収録された個々の

書誌をデータとして活用することが可能となった。

昭和 63（1988）年 4 月からは、PC での利用に対応

するため、CD-ROM 版（J-BISC）の頒布も開始した。

こうして、全国書誌をデータとしてコンピュータで

活用するための対応を進めたが、磁気テープ等媒体

には製作頻度に制約があり、データの速報性には課

題が残った。これを解決したのがインターネットの

発達である。

平成 12（2000）年の Web-OPAC の公開、次い

で 平 成 14（2002） 年 の NDL-OPAC の 公 開 に よ

り、新規作成した書誌データをタイムラグなくイン

ターネットで検索できるようにした（1 節 2 参照）。

JAPAN/MARC として提供してきた国内刊行出版

物のデータも、これらの OPAC により提供するデー

タの中に含めた。同時に平成 14 年からは、日本全

国書誌ホームページ版の提供を開始した。これは、

1 週間単位の全国書誌（内容は冊子体『日本全国書

誌』の紙面と同じ）の HTML ファイルを毎週、国

立国会図書館ホームページに掲載するものであっ

た。

平成 19（2007）年 3 月には国立国会図書館法第 7

条の文言が、「日本国内で刊行された出版物の目録

又は索引の出版を行うものとする」から「日本国内

で刊行された出版物の目録又は索引を作成し、国民

が利用しやすい方法により提供するものとする」と

改正され（平成 19 年法律第 10 号）、これを受けて

同年 6 月、冊子体の『日本全国書誌』刊行を終了し、

ホームページ版の掲載に一本化した。

平成 24（2012） 年 1 月に新しい NDL-OPAC 上

で、「書誌情報提供サービス」（同年 12 月には「全

国書誌提供サービス」と改称））を開始し、日本全

国書誌ホームページ版の掲載を終了した。これまで

の冊子体とホームページ版の全国書誌は、新規に作

成された書誌を分類別に排列したもので、一覧性に

は富んでいたものの、個々の書誌をデータとして活

用してもらうという発想に乏しかった。これに対

し、新しい全国書誌提供サービスでは、MARC 形

式（MARC21 フォーマット）、記号区切り形式等の

データ形式を選んでダウンロードすることが可能と

なり、データ活用の利便性を向上させた。

一方、「電中 2004」の中に掲げた「統合的な検索

機能」として開発した、国立国会図書館デジタルアー

カイブポータル（PORTA、平成 19（2007）年公開。

2 節 4 参照）及びその後身の国立国会図書館サーチ

（NDL サーチ。平成 24（2012）年公開）では、シ

ステム間の連携により容易に書誌データを検索・取

得できる仕組み（API：Application Programming 

Interface）を提供した。

このようなデータとしての書誌情報の活用は、典

拠情報についても進展した。図書館目録における典

拠とは、著者名や件名等の名称の形や別名・関連語

を管理し、書誌の検索性能を向上させる参照情報の

ことをいう。国立国会図書館では業務の機械化に伴

い、カードや冊子で維持していた典拠情報をコン

ピュータに入力し、データベースとして維持してき

た。平成 8（1996）年には、JAPAN/MARC を補

完する目的で、MARC 形式の著者名典拠の頒布を

開始した。
上から、日本全国書誌ホームページ版 トップページ、本文
ぺージ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/4
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普通件名典拠については、平成 3（1991）年まで

は冊子体の『国立国会図書館件名標目表』として刊

行していたが、平成 17（2005）年からは PDF 形式

で国立国会図書館ホームページに掲載した。平成

16（2004）から平成 18（2006）年にかけての件名

標目表改訂作業で、件名の典拠データをシソーラス

化し、平成 22（2010）年には Web 版国立国会図書

館件名標目表（Web NDLSH）として国立国会図書

館ホームページで提供を開始した。

さらに平成 24（2012）年には、提供する典拠の

種類に名称典拠（人名や団体名、地名、統一タイト

ル等の名称の典拠）を加え、Web NDL Authorities

として提供する本格サービスを開始した。このサー

ビスで提供される典拠データは、データ同士で結

びつけやすいオープンデータ（Linked Open Data）

の形式を取った。これにより、インターネット上の

サイトやアプリケーションでの活用も可能になり、

図書館界を越えた広い分野での活用可能性を開い

た。典拠データは、図書館資料を根拠とした信頼性

の高いデータ集合として、書誌の補完的データにと

どまらない価値を持つようになり、独立して利用さ

れるようになった。

なお、利用には従来、申請が必要かつ営利目的

では有償だったが、平成 31（2019）年 4 月からは、

書誌データ、典拠データともに、営利・非営利の目

的を問わず、申請不要かつ無償で利用できることと

する予定である。

全国書誌データと典拠データは、国際的な機関

にも提供することにより、世界各国で利活用され

るようになっている。平成 22（2010）年には世界

各国の機関が加盟する OCLC（Online Computer 

Library Center, Inc.、2017 年に OCLC Inc. に名称

変更）と協定を結び、世界最大の図書館目録データ

ベースである WorldCat を通じた JAPAN/MARC

データの提供を開始した。平成 25（2013）年には

その範囲を拡大し、雑誌記事索引データも提供した。

また、平成 24（2012）年には、OCLC が運営するバー

チャル国際典拠ファイル（VIAF）への名称典拠デー

タの提供を開始する等、提供するデータの規模と範

囲を漸次拡大している。これにより、世界各国・各

機関の典拠データと国立国会図書館の典拠データが

リンクするようになっている。

書誌データを作成するための基準類もグローバル

化が進み、平成 30（2018）年 12 月に日本図書館協

会目録委員会により、『日本目録規則 2018 年版』が

刊行された。これは、英米目録規則の後継として

海外で普及する RDA（Resource Description and 

Access）との相互運用性に配慮した新しい目録規

則であり、国際図書館連盟（IFLA）によって提唱

された「書誌レコードの機能要件」（FRBR）に則

したものである。国立国会図書館も目録委員会に対

し、さまざまな事例、実運用を前提とした意見等を

提供し、編集に協力した。

上から、国立国会図書館件名標目表、Web NDL Authorities　
詳細画面
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国立国会図書館ホームページの変遷

初代

平成 8（1996）年 6 月 5 日、公開。広報メディアの一環として作成した。すべて職

員の手作りで、トップ画像は絵巻「竹取物語」と東京本館の画像を組み合わせたもの。

新聞で紹介されたためか、初日に 1 万 6000 件のページビューがあった。

コンテンツは、8 月 8 日に「ギャラリー」（古典籍等の画像）、9 月 19 日に和図書の

検索、と段階的に追加した。メールアドレス

も 9 月 18 日に公開した。書誌の検索は、当

時の「当館作成データベースの提供方針」に

より無料で広く公開することができなかった

ため、広報としてサンプル的に、最近 1 年間

に受け入れた和図書のみ、書名、著者名、出

版者からのみ検索可能とした。それ以外の書

誌については J-BISC 等を案内している。な

お、データの更新は月 1 回であった。

その後、図書館員のためのページ、電子図

書館プロジェクトのページも追加した。

2 代目

開 館 50 周 年 記 念 の 日 で あ る 平 成 10

（1998）年 6 月 5 日公開。広報ではなく、「イ

ンターネット上のサービス窓口」と位置づ

けた。

トップページの鳥は春夏秋冬で変化する

デザインである。

平成 10（1998）年 6 月に開催した「国立

国会図書館開館 50 周年記念貴重書展」を

もとにした電子展示会「ディジタル貴重書

展」を掲載、その後、国会会議録検索シス

テムのリンク等を追加した。

書誌の検索は、引き続き最近 1 年間に受

け入れた和図書のみであった。

キャプチャ年月不明

平成 12（2000）年 2 月 8 日時点

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/63


159

第
３
章　

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
変
革

3 代目

平成 12（2000）年 3 月 22 日

公開。「電子図書館」のページ

に、プロジェクトの説明、各

種サービスへのリンクを集約

しているのが特徴である。

Web-OPAC を掲載し、昭和

23（1948）年以降に受け入れ

た和図書約 200 万件、昭和 61

（1986）年以降に受け入れた洋

図書約 20 万件を検索できた。

公開時点では国内のインター

ネット上の OPAC で最大級であった。貴重書画像データベースも掲載した。また、「プ

ロジェクト」のページには関西館（仮称）や納本制度の改正についての解説を掲載した。

初日に約60万件のアクセス、約100件の電話問合せがあった。貴重書画像データベー

スは予測を超えるアクセス数のため不具合が発生し、プログラムを修正した。

4 代目

関西館開館の一週間前である平成 14

（2002）年 10 月 1 日に公開。

「誰でも、どこからでも、時間を意識

せずに、的確迅速なサービスを受けられ

る」「見せるページから使えるページへ」

を意図し、各遠隔サービスへの入り口を

整理した。トップページのデザインに栞

があしらわれているのは、「使える」こ

との象徴である。上部には「資料の検索」

として NDL-OPAC へのリンクを置いた。

「電子図書館の蔵書」には、貴重書画

像データベースのほか、近代デジタルラ

イブラリー、インターネット資源選択的

蓄積実験事業（WARP）を掲載。テーマ

別調べ方案内も登場した。

平成 14（2002）年 8 月 29 日時点

平成 16（2004）年 10 月 20 日時点
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5 代目

平成 19（2007）年

4 月 2 日公開。ナビ

ゲーションバーを設

置し、プルダウンメ

ニューから選ぶ形と

した。

全ページの上部

に「利用案内」とい

う項目を設け、遠隔

サービスの窓口と

しての役割に加え、来館サービスの案内としての役割も重視した。特に知らせたいこ

とを掲載する「スポットライト」コーナーを設けた。RSS 配信も開始。

6 代目

平成 24（2012）年 2 月 23 日公開。

NDLサーチを上部に配置し、どのペー

ジからでも NDL サーチの検索を可能に

した。

開館日カレンダーをトップページに

配置したのははじめてのことであった。

7 代目

平成 30（2018）年 2 月 12 日公開。

国立国会図書館オンラインを上

部に配置した。スポットライトは

スライドショーとした。SNS 等へ

のリンクをトップページに配置し

た。

平成 19（2007）年 9 月 3 日時点

平成 24（2012）年 2 月 23 日時点

平成 30（2018）年 9 月 14 日時点

※ 3 代目以降は WARP で閲覧可能
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　第 3 節　来館サービス

来館サービスとは、利用者が国立国会図書館に直

接来館することによって受けられるサービスの総称

であり、具体的には資料の閲覧、複写、レファレン

ス・サービスがその中心である。

この 20 年、国立国会図書館のほぼすべてのサー

ビス領域に情報通信技術が導入され、電子資料や他

機関所蔵資料等、検索・閲覧できる資料の範囲が拡

大し、それに伴い、従来の紙媒体中心の来館サービ

スとは手続きも利用環境も大きく変化、多様化した。

第 1 節に述べたように、そもそも「来館」の意味す

るところが変化したのである。

一方、来館サービスの改善のために時代に関わら

ず持つべき視点として、施設・設備の配置や動線の

改善、制度・手続きに関わる規制等の緩和・撤廃が

あり、これらの面についても、さまざまな制約があ

る中で検討と実現を進めてきた 20 年であったと言

える。

以下、来館サービスの大きな改編を節目として、

この 20 年の東京本館来館サービスを概観する。

1. 紙による申込みから端末での多様な利
用へ

（1）20年前の来館サービス
20 年ほど前の来館サービスは、昭和 61（1986）

年の新館完成時に組み立てられたサービスに基づい

ていた。すなわち、まず、国立国会図書館の資料を

利用しようとする人にとって、来館する前に国立国

会図書館にどんな資料が存在するか、求める資料が

実際に所蔵され利用できるのかということを知る手

段が非常に限られていた。国立国会図書館の蔵書目

録がインターネット上に公開される、という時代に

はまだなっておらず、来館前に可能な検索手段と言

えば、主な公共図書館や大学図書館が所蔵する国立

国会図書館の冊子体の蔵書目録、J-BISC や雑誌記

事索引等の CD-ROM 目録は存在していたものの、

個人がそこまで出向き的確に検索することは容易で

なかった。そのため、とにかく来館してしまい、来

館してからは館内に設置されたカード目録等により

目的とする資料の所蔵と書誌事項を確認することか

ら始め、書庫資料の場合は資料を請求して資料が書

庫から出てくるのを待ち、さらには複写を申し込み

複写物の出来上がりを待つ、という一連の作業に、

利用者は多くの時間を割かなければならなかった。

このような利用形態が利用者数の多さや在館時間の

長さに跳ね返っていた。

後年との比較のため、ここで東京本館における平

成 10（1998）年時点の来館サービスについて概観

しておく。

当時の開館時間は午前 9 時 30 分から午後 5 時ま

で、ただし一般研究室（後述）の利用登録を行った

利用者は午後 8 時（土曜日を除く）まで利用するこ

とができた。資料の利用資格年齢は、国立国会図書

館資料利用規則により「満 20 歳以上の者」と定め

利用申込書 利用カード（磁気カード）

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/68
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（左上）資料請求票作成器、（左下）気送子（専用の筒形の容器）に資料請求票を入れ、気送管で書庫に送る、
（右上）本館目録ホールの J-BISC 検索端末、（右下）到着表示のモニター

本館目録ホールのカードボックスと冊子体目録
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られていた。

入館に際しては、紙の利用申込書に氏名等を記入

して、受付で来館者管理システムの「利用カード」（磁

気カード）を受け取る。このカードとシステムによ

り、利用者の入退館と資料の利用件数が管理される。

また利用者はこのカードを資料請求票作成器に差し

込んで紙の資料請求票を印刷し、カードまたは冊子

の目録やデータベースで求める資料の資料名や請求

記号を調べ、その請求資料名・請求記号と氏名を手

書きで記入し、所定のカウンターに申し込む。資料

請求票は、当時はまだ気送管（筒状の容器を送る管）

により書庫の各層（東京本館の本館は 2 階分の高さ

を 3 層に分割している）に送られていた。

資料の利用の大半を占めるのは、図書及び雑誌カ

ウンターで受け取る書庫資料の利用である。平成 10

（1998）年度、図書カウンターでは 1 日平均 1798 点、

マイクロ資料が１日平均 343 点で、マイクロ資料の

出納が前年度比で 10% 以上大幅に増加しており、図

書資料の保存対策がマイクロフィッシュ化により進

められていた状況が見て取れる（2章3節参照）。一方、

雑誌の出納数は 1 日平均 4154 点（マイクロ資料を

含む）で、対前年度比 2.7% であり増加傾向にあった。

利用者が資料を請求するために調べる閲覧用目録

は、カード目録、冊子体目録及び機械可読目録が併

用されていたが、和図書を例に取ると、書名目録、

著者目録は平成 9（1997）年 3 月末にすでに編成作

業を打ち切り、CD-ROM 目録（J-BISC）及び和図

書オンライン閲覧目録（OPAC）による提供に代え

ている。和図書の CD-ROM 目録（J-BISC）の検索

用端末は平成 10（1998）年度末時点で 38 台設置し

ていた。また、平成 9（1997）年 4 月から、国立国

会図書館で受け入れた和図書の最新のデータをカー

ド目録に代えてオンライン目録、和図書オンライン

閲覧目録（OPAC）で提供することとした。提供当

初においては、検索用端末は本館目録ホールに数台

しか設置していなかったが、提供するデータは、当

初の過去 2 年分から、同年度内には過去 5 年分まで

拡張し、来館サービスにおいてカード目録がオンラ

イン目録に遷移していく足がかりとなった。

開館日については、従来は土曜日を開館していた

が、国会に置かれる機関の休日に関する法律の施行

により土曜日が国会の機関の休日となり、平成元

（1989）年から土曜日の閉館日が段階的に増え、利

用者から開館日・開館時間の拡大を求める改善要望

が強まった。平成 12（2000）年 1 月から土曜日の

開館を月 1 回から月 2 回とするとともに、年 12 回

の定例休館日に代えて年 4 回の「資料整理休館日」

を設けた。これにより、年間 8 日間の開館日増となっ

た（開館日の次の月曜が代替休館日、日曜日、祝日

は引き続き休館）。なお、この時に一般研究室の利

用時間を午後 7 時までとした（土曜日を除く）。

平成 12（2000）年 10 月にパッケージ系電子出版

物が納本対象になった（2 章 1 節 2 参照）ことを契

機とし、パッケージ系電子出版物、電子ジャーナル

等の電子情報の館内提供拡大に向けた第一歩とし

て、平成 13（2001）年 7 月に電子資料室を開室した。

電子情報の館内提供は、その後、各専門室での提供

拡大、平成 18（2006）年の館内電子情報提供サー

ビス（館電）への統合へと発展した（（4）参照）。

このほか、来館サービスへの影響が大きかった出

来事として、平成 12（2000）年 3 月の Web-OPAC

のインターネット公開が挙げられる。これにより、

来館前に国立国会図書館の所蔵資料のかなりの部分

についてデータベースを検索し請求記号を確認す

ることが可能となった。さらに平成 14（2002）年

の NDL-OPAC のインターネット公開によりさら

に書誌データ利用にあたっての利便性が向上した。

（Web-OPAC、NDL-OPAC については 1 節 2 を参照）

（2）関西館開館と東京本館新装開館に向けて
一方、2000 年前後においては、関西館開館と東

京本館新装開館に向けた検討が本格化していた。平

成 9（1997）年度から翌 10（1998）年度にかけて、

全館横断的な委員会において国立国会図書館の将来

計画の検討を行い、一般利用者サービスに関しては、

同委員会の利用者サービス部会における検討を踏ま

え、平成 11（1999）年 1 月に報告書「一般利用者サー

ビスの今後のあり方について」を館長に提出した。

同報告書において、まず一般利用者サービスの基

本理念として、今後の図書館サービスを、「リモー

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/53
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トサービス」と「来館者サービス」を 2 つの基軸と

して実施することを謳っている。このうち来館サー

ビスの制度上の改善に関しては、入館時や資料請求

時の煩雑さをなくすため登録利用者制度を導入する

こと、開館日の目標として日曜日・祝日及び年末年

始の休暇を除く日とする、すなわち土曜日を開館日

とすることを大原則として掲げた。この実現にあ

たっては、要員の確保、外部委託の拡大、土曜日の

弾力的な運用（一部専門室の閉室、予約出納制の導

入等）、サービスの省力化等を不可欠とした。また、

昼休み時間帯の出納の実施、開館時間の見直しの方

針も示した。

システム面では、新たな来館者サービスシステ

ムを導入し、入退館・資料貸付・複写サービスの

統合システムを構築して OPAC と連動させること、

OPAC から資料請求・複写申込み等を可能とする

システムとすることを掲げた。

同報告書で示されたこうした方向性を踏まえ、平

成 12（2000）年 11 月に「関西館開館後に実施す

る利用者サービスについて」、平成 13（2001）年

10 月 1 日には「東京本館利用者サービス実施計画

（案）」、平成 15（2003）年 4 月 18 日には「東京本

館内利用サービス実施詳細計画（案）」を策定し、

計画の具体化を進めた。

（3）東京本館新装開館によるサービス改編
計画の実現は、東京本館においては、平成 14

（2002）年 10 月の関西館開館時、及び平成 16（2004）

年 10 月の東京本館新装開館時と、大きく 2 度に分

けて行った（関西館における来館サービスについて

は 4 章 2 節 1（1）を参照）。

平成 14（2002）年 10 月には、以下のとおりサー

上から、登録利用者カード（PET カード）、館内利用カード
上から、NDL-OPAC による検索（館内利用カードをカード
リーダーに差し込んでいる）、書庫に打ち出される申込票

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/48
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/64
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/65
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ビスを改編した。

第 1 に、東京本館・関西館で同時に、氏名・住

所・生年月日を確認できる本人確認書類の提出を要

する「登録利用者制度」を導入したことである。登

録利用者は、遠隔複写サービスを利用することがで

き、また、登録利用者カード（PET カード）の交

付を受け、入館時に館内利用カードを発行する際に

氏名・住所等を入力する必要なく、簡略した手続き

で入館することができるようにした。ただし、この

時点で入館手続きについて適用したのは関西館のみ

であり、東京本館では新装開館時まで開始を持ち越

した（下記の取寄せサービス等一部の新規サービス

についても、登録利用者のみが利用することができ

た）。

第 2 に、洋雑誌、アジア資料、科学技術資料、博

士論文等を東京本館から関西館へ移送したことに伴

うサービスの改編である。閲覧用目録として NDL-

OPAC（1 節 2 参照）への切り替えを進め、利用者

がほとんどの資料の所蔵館や利用の可否を確認でき

るようにした。また、東京本館での関西館所蔵資料

の利用機会を確保するため、東西連携サービスとし

て、東西間での資料の取寄せサービス、東西間での

「来館遠隔複写サービス」、東京から関西館の資料の

複写を申し込み即日で伝送する「即日伝送サービス」

を開始した。

平成 16（2004）年 10 月には、以下のとおり改編

した。

第 1 に、開館日・開館時間を拡大し、利用者の利

用機会増を実現したことである。開館日は週 6 日

（月曜日から土曜日まで）に拡大し、土曜日の次の

月曜日を代替休館日としていた制度は廃止した。開

館時間は午前 9 時 30 分から午後 7 時まで延長した

（土曜日と一部の専門室は午後 5 時まで）。その結

果、年間の開館時間数は 48% も増加することとな

り、平均的な年間開館日数は239日から280日となっ

た。なお、利用承認を得て午後 7 時まで（土曜日を

除く）利用することができた一般研究室は、すべて

の利用者が午後 7 時まで利用できるよう開館時間を

変更したことに伴い、平成 16（2004）年 9 月末をもっ

て廃止した。

第 2 に、平成 14（2002）年 10 月に遠隔複写サー

ビスと関西館の来館サービスに導入していた「登録

利用者制度」を東京本館の来館サービスにも導入し

たことである。

第 3 に、新システムにより、紙の資料請求票を経

ることなく NDL-OPAC からオンラインにより資料

請求が可能となり、利便性の面で大きな向上があっ

たことである。また、電子図書館基盤システムの

一環として資料の個体管理を行うようになったこと

により、新しい NDL-OPAC では、個体管理された

資料については書誌情報とともに資料のステータス

（資料の所在、利用の可否等）を表示し、東京本館

の所蔵ではない資料、あるいは利用中等の理由によ

り請求できない資料は、OPAC 上でその旨を表示す

るようにした（電子図書館基盤システムについては

補章 4 節参照）。これにより従来、資料を申し込ん

だ後に利用中等の理由で利用不可と判明するという

事態が未然に防止され、利用者の利便性が向上した。

上から、個体化作業、NDL-OPAC の申込画面（各「個体」
が行ごとに並んでいる）
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第 4 に、複写サービスについても大幅な改善を

実現したことである。①複写申込票の作成につい

て、館内利用カードをセットすると利用者情報とと

もに利用中の資料の一覧が表示され、複写を申し込

みたい資料を選択すると資料名が印字された申込票

が出力される。利用者はここに複写箇所等の必要事

項を記載し資料とともにカウンターへ申し込めばよ

いようにした。これにより書誌事項の正確さが向上

した。②外部委託の大幅導入により複写作業体制を

増強し、その日のうちに複写物を受け取る即日複写

においては申込回数制限を撤廃した。なお、平成

18（2006）年 4 月には、１回の申込みのページ数上

限についても 100 ページまで引き上げた。③新たに

「オンライン複写」サービスを開始した。これは、

OPAC 上で雑誌記事索引から記事を指定すること

により、資料の貸付を経ず即日の複写を申し込める

サービスで、これにより利用者が複写物を手にする

までの時間を大幅に短縮した。

第 5 に、こうした請求システムや複写システムが

滞らないよう、新装開館時には本館目録ホール（現

在の本館ホール）の OPAC 端末を 100 台に増設し、

新館目録ホール（現在の新館ホール）に 70 台、専

門室にも合計 35 台の OPAC 端末を設置した。また、

入り口の館内利用カード発行機付近と目録ホールに

機器操作支援担当者を配置し、新しいシステムにと

まどう利用者に対する人的支援体制を整備した。

これらの改編は、平成 16（2004）年の東京本館

新装開館時のシステムの導入定着の着実な実施のた

めに設置した「東京本館リニューアル本部」が総括

し、同本部が来館利用システム導入のための各種テ

スト、研修等の進捗管理や館内周知を行った。同年

9 月 19 日から 30 日まで臨時休館してシステム移行、

稼働テスト、大規模リハーサル等を実施し、10 月 1

日から新しいサービス体制及び新システムでの利用

者サービスを開始した。

国立国会図書館では、平成 16 年（2004）年度か

ら、館の活動・事業の適正な運営及び国民に対する

活動・事業内容の説明を目的として、「活動評価制度」

を導入した（補章 1 節参照）。そのための目標設定

や評価のためのデータ採取を兼ねて、利用者サービ

スについても、平成 15（2003）年に、平成元（1989）

年度以来の大規模なアンケート調査を実施すること

とし、利用実態のほか、利用満足度や改善希望点等、

サービス全般について調査を行った。この時点では

端末が並ぶ本館目録ホール（平成 19（2007）年 2 月）
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東京本館の閲覧・複写待ち時間や資料請求の冊数制

限について改善要望度が高かったが、新装開館後の

平成 17（2005）年に実施したアンケートでは、こ

れらの事項についてかなりの改善が見られた。新装

開館とそれに伴う開館日・開館時間の拡大、新シス

テム導入、複写の各種制限緩和（4（2）参照）の効

果が出たものと考えられる。なお、平成 19（2007）

年度に実施したアンケート調査では、東京本館利用

者の 87% の来館者が、全般的な利用満足度につい

て「満足」「やや満足」と評価しており、平成 15 年

度の 82%、平成 17 年度の 84％よりも満足度が着実

に増加している。

（4）電子情報の提供
電子出版物、特に CD-ROM 資料の急増に伴い、

それらの利用サービス体制の整備は国立国会図書館

の重要な課題のひとつであった。平成 8（1996）年

5 月、第三閲覧室（電子メディア室）に端末 16 台を設

置し、索引・抄録を含む洋雑誌 CD-ROM データベー

スの提供を開始した。その後順次提供データベース

の種類を増やすとともに、平成 9（1997）年 12 月から、

同室内においてこれらの CD-ROM データベースか

らのプリントアウトサービスを開始した。

平成 12（2000）年 10 月に国立国会図書館法改正

法（平成 12 年法律第 37 号）が施行され、パッケー

ジ系電子出版物が納本制度の対象として位置づけら

れたことを受け（2 章 1 節 2 参照）、それらの資料

の利用サービス方法について具体化するための検討

を進めた。平成 13（2001）年 7 月、特別資料室内

に電子資料室を新設し、プリントアウトを含む本

格的なサービスを開始した。プリントアウト可能

な CD-ROM 資料は、各専門室等の端末から出され

たプリントアウトの指示が、館内ネットワークを通

じて電子メディア室複写センターに送信され、同室

で出力される方式を採った。電子ジャーナル等の契

約データベースも平成 8（1996）年 4 月から平成 9

（1997）年 3 月に試行し、平成 14（2002）年 5 月か

ら本格的なサービスを開始した。なお、主題に関す

第三閲覧室内に設置された電子メディア室（平成 9（1997）年）

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/4
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る内容の CD-ROM や電子ジャーナルは、その主題

に応じた各専門室での提供を行った。

電子情報はその後さらに増加し、パッケージ系電

子出版物、電子ジャーナル、オンラインデータベー

ス等の契約データベース、さらには情報源としての

インターネットを来館利用者に提供するための環境

整備を図るため、平成 18（2006）年 10 月に「館内

電子情報提供サービス」（館電）を導入した。これ

により、これまでその主題の専門室でしか利用でき

なかった電子ジャーナルや一部のパッケージ系電子

出版物の閲覧・複写申込みが、東京本館の 10 の専

門室等から可能となるとともに、インターネット情

報へのアクセスも可能となった。この背景には、イ

ンターネットや電子ジャーナル等の電子メディアが

この時期急速に発展し、国立国会図書館として来館

利用者の情報ニーズに応える必要が生じたこと、ま

たこうしたサービスを実施するために必要な台数の

端末を調達できる条件が整ったこと等がある。これ

により、平成 14（2002）年 10 月に公開した近代デ

ジタルライブラリー（2 節 2（2）参照）も、館内で

閲覧することができるようになった。

（5）デジタル情報社会の到来
関西館開館と東京本館新装開館を機に大きな改善

を行った来館サービスではあったが、デジタル情報

社会はその後も急速に進展して図書館サービスにも

多大な影響を及ぼし、改めて国立国会図書館の任務

と役割、サービスに関して達成すべき目標、サービ

スイメージ等について、根本的な変更を伴う次のス

テップを検討する必要に迫られた。社会全般のいわ

ゆる IT 化により、図書館利用者の情報リテラシー

が大幅に向上し、図書館のサービス基盤である出版

物も電子形態が急激に増加した。これまで情報を収

集・保存・提供してきた図書館等の既存の機関は、

インターネット上の膨大な情報やオープン化の加速

の中でどこにその存在意義や独自性を定めるのか、

限られたリソースをどのようなシステムやサービス

に投入するか、困難な選択を迫られる時代となった。

この課題に対する検討は、具体的には平成 20

（2008）年度から開始し、「新・利用者サービス

2009」（平成 21（2009）年 3 月）として取りまとめた。

次いで、平成 23（2011）年に「平成 24 年 1 月以降

の館内利用者サービス（東京本館・関西館）に関す

る基本計画」を策定した。同計画において館内利用

者サービスの方向性として第一に掲げられているの

が、「電子情報の拡大への対応」である。そこでは

まず、著作権法改正による保存のためのデジタル化

の進展（2 章 3 節）、大規模デジタル化事業等によ

り館内で提供されるデジタル化資料が相当な規模に

なり（2 節 2）、また館内提供が可能なインターネッ

ト資料も急激に増大していることを踏まえ、これら

を的確に館内利用者に提供できるシステム、環境の

整備を目指すとしている。また、外部データベース

等国立国会図書館所蔵資料以外の電子情報とのシー

科学技術・経済情報室における館内電子情報提供サービス利
用の様子。「A 端末」という表示が見える。サービスの内容
によって端末が分かれていた

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/46
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/66
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館内サービスシステム（KSS）のトップページ

ムレスな検索、館内利用限定資料のプリントアウト、

ナビゲーションと利用案内の強化を掲げている。

こうした計画に基づき、平成 24（2012）年 1 月、

NDL-OPAC をはじめとする閲覧用システムの全面

更新、館内利用サービスの大幅な変更を行った。

特に大きな変更点として、納本資料の適切な利用

と保存を図るため後述のように「登録利用者制度」

を新たにし、書庫内資料の利用を登録利用者に限定

したことである。利用者登録を行わないでその度ご

とに入館手続きを取って入館する利用者（当日利用

者）は、書庫内資料の閲覧はできず、専門室の開架

資料の閲覧・複写や、館内に設置された端末機器で

資料の検索や電子情報の閲覧・プリントアウトのみ

を行うことができるとした。この制度変更を実施す

るため、来館者管理システムも更新し新しい登録利

用者制度に対応したシステムを稼働させた。この制

度変更の結果、国立国会図書館の来館利用は基本的

に利用者登録が前提とされることとなり、平成 24

（2012）年 4 月時点における来館利用者に占める登

録利用者の割合は、東京本館において約 93.9% に達

した。

また、館内の閲覧用端末を大幅に増加し、これま

で別々の端末から行う必要があった蔵書検索・資料

請求、複写申込み、デジタル化資料や電子ジャーナ

ルを含む電子情報の利用（プリントアウト申込みを

含む）を、館内閲覧用システム（「館内サービスシ

ステム」（KSS））により一台の端末でできるように

なったことも大きな改善点である。このシステムで

は、利用者が初期画面で国立国会図書館資料の検索・

請求（NDL-OPAC）、他機関所蔵資料も含む検索（国

立国会図書館サーチ（NDL サーチ））、請求した書

庫資料の到着通知、電子資料の検索・閲覧、利用案

内等を選択しワンストップで各種サービスに入るこ

とができるよう設計した。

端末の機能や利便性が向上しデジタル化資料の

閲覧そのものも端末上で可能となったことにより、

個々の利用者の端末専有時間は当然長くなり、館内

にはそれに見合う端末が必要となった。端末台数は、

東京本館全体で平成 24（2012）年 3 月時点で 370 台、

平成 31（2019）年 3 月現在、418 台であるが、混雑

時には空き端末が不足する事態も生じている。また、

こうした多機能な端末の操作に不慣れな利用者に対

する検索支援の必要性が増したため、本館ホール及

び新館ホールに支援エリアを設け、機器操作支援担

当者を配置し、機器の操作方法の説明のほか、簡易

な利用案内もあわせて行うこととした。同時に本

館・新館の総合案内はインフォメーションと名称を

変え、総合的な利用案内と検索援助を行っている。

このような平成 24（2012）年 1 月の来館サービ

スの刷新は、新たな利用者増をもたらした。近年の

来館者数は増加傾向にあり、平成 24 年には年間 50

万人を突破した。
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コラム

機器の持ち込みと館内 LAN 環境

PC の普及とともに利用者が館内に自分の PC を持ち込むケースが増えたため、国

立国会図書館ではそうした持込機器の使用エリアの設置や電源の提供等、順次便宜を

図ってきた。当初は閲覧室や専門室の一角で専用席を提供していたが、機器の持ち込

みがさらに一般的になるにつれ使用エリアを拡張していった。東京本館では、平成

24（2012）年 1 月、館内利用サービスの大幅な刷新に合わせ、本館第一閲覧室及び新

館閲覧室は電源も配備し全席で持込機器類を使用可とする一方で、本館第二閲覧室は

静ひつな環境を保証するため全席で使用不可とした。

平成 25（2013）年 2 月からは、利用者が持ち込んだ端末機器等のためにインターネッ

ト利用環境を提供する公衆無線 LAN サービスの試行を行い、同年 10 月には本格実

施した。提供区画は、本館第一閲覧室、本館ホール（一部）、新館閲覧室、新館ホー

ルとした。

利用者持込端末機器については、館内設置端末の混雑緩和や利用者の利便性向上の

ため、当該端末機器から平成 28（2016）年 10 月には資料請求、平成 30（2018）年 1

月には複写申込書作成を可能とする試行を開始した。前者は平成 29（2017）年 4 月、

後者は平成 31（2019）年 2 月に本格実施に切り替えた。

本館ホール（平成 29（2017）年 12 月時点（平成 30（2018）年 1 月に
国立国会図書館オンラインを導入するためのリハーサル風景））
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2. 登録利用者制度

国立国会図書館の登録利用者制度には、個人とし

ての登録と、機関としての登録がある。ここでは、

来館サービスに関わる個人の登録利用者制度の導入

と変遷を概観する。

（1）登録利用者制度の考え方
昭和 61（1986）年の新館開館を機に改編した来

館サービス体制においては、公用あるいは学術上の

調査研究の目的で登録すると平日は午後 8 時まで利

用することができた一般研究室制度があったが、午

後 8 時までの利用を必要としない利用者について

は、登録利用者制度は存在していなかった。利用資

格年齢に達している人は誰でも、エントランスにお

いて氏名、住所、年齢を紙の利用申込書に記入して

受付で提出すれば即座に「利用カード」（磁気カード）

の交付を受けることができた。その後来館者が増加

し、入館待ちが発生し、90 年代後半には専門室だ

け使う人を優先的に入館させる「バイパス入館」を

実施せざるを得ない状況となり、混雑緩和の観点か

ら何らかの形での入館管理の方策を取ることが求め

られていた。また、利用者増に伴う資料の出納、閲

覧、とりわけ複写の増加は資料の破損の増加をもた

らし、この課題に対応するため、「東京本館におけ

る利用者サービスのあり方について（報告）」（平成

10（1998）年 11 月）においては、「当館が保存図書

館としての役割を果たすとともに、当館にしかない

資料の円滑な利用を保障するためには、登録制の採

用も含めて何らかの利用制御の方式を検討する時期

に来ている」と提案していた。

（2）登録利用者制度の導入
平成 13（2001）年 10 月の「東京本館利用者サー

ビス実施計画（案）」において、「利用者の利便性を

高めるため、及び遠隔サービスの円滑化を図るため、

利用者登録制度を導入する」ことを掲げた。これに

基づき、平成 14（2002）年 10 月、関西館開館と遠

隔サービスの刷新に合わせ、個人利用者の登録制度

を導入した。この制度では、入館手続きの簡素化を

含む新しい来館者サービスシステムが提供する便利

な機能を十全に利用するために、またインターネッ

トを通じた遠隔複写サービスを申し込むために、利

用者登録を必要とすることとした。登録希望者は氏

名、住所及び満 18 歳以上であることを証明する書

類を添えて来館または郵送により登録を申請し、承

認されると登録利用者カード（PET カード）と利

用者 ID とパスワードの交付を受けることができた。

利用者 ID は、上記サービスのシステム上での認証

のために用いられるものである。ただし、来館利用

の面についてのみ見れば、登録利用者と未登録利用

者（当日利用者）との間で、利用出来るサービスに

大きな差異はなかった。また、入館手続きの簡略化

についても、登録利用者であっても、氏名・住所等

の入力の必要はないとはいえ、来館の都度館内カー

ド発行機で登録利用者カードを用いて、館内利用

カードの発行をする必要があった。

とはいえ、来館頻度の高い利用者にとってこうし

た利便性向上がもたらすメリットは大きいと受け

止められたようで、この制度の最終段階である平

成 23（2011）年 12 月には、登録利用者は来館者の

42.7% を占めていた。

（3）新しい登録利用者制度
これに比し、平成 24（2012）年 1 月に行った「登

録利用者制度」の変更は考え方が大きく異なってい

た。「平成 24 年 1 月以降の館内利用者サービス（東

京本館・関西館）に関する基本計画」（平成 23（2011）

年 1 月）において示された方針は、登録利用者を「来

館利用における基本利用者」と位置づけ、館内サー

ビス全般を利用できるのはこの登録利用者であると

している。特に、納本資料の適正な利用と保存を図

ることを目的として、書庫内資料の閲覧にも利用者

登録、すなわち本人確認及び身元情報の登録を要す

るとしたことは、それまでの「登録利用者制度」と

大きく異なる点である。

この方針に基づく新しい制度は、平成 24（2012）

年 1 月に導入した。登録利用者は、交付された登

録利用者カード（IC カード）を登録期間中所持で

き、来館の都度館内利用カードの発行を受ける必要

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/64
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/66
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/67
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がなく、入館ゲートにカードをかざすだけで入館で

きるようにした。同時期にリニューアルした NDL-

OPAC の利用においても利用者登録の利点を活か

せるような機能を設定した。登録利用者は、検索履

歴をシステム上に保存し、また、来館前に検索して

リストアップした文献を来館後に館内の端末で呼び

出し、円滑に資料請求を行うこともできるようにし

た。一方で、書庫内資料を利用しなくても、専門室

等に開架された資料や飛躍的に充実した館内電子情

報提供サービスだけで目的を達することができる利

用者も相当数想定されたことから、氏名・年齢のみ

の申告で入館できる当日利用者というカテゴリーも

残した。

東京本館では、来館当日の利用者登録申請が多数

に上ることを想定し、新館エントランスに利用者登

録カウンターを移設した。

この新しい登録利用者制度導入後、登録利用者は

急激に増加し、平成 30（2018）年度末において登

録利用者は 48 万 3000 人、来館利用者に占める登録

率は東京本館で 98% となっている。

3. 利用資格年齢

国立国会図書館は、国立図書館として、本質的に

年齢を問わずにすべての人が利用できるよう努めな

ければならない。しかし一方で、サービスのための

施設や人員には限界があり、また納本資料の適正な

利用と保存を図るため、年齢による利用者数や資料

利用の制限を行なってきた。

昭和 36（1961）年、永田町の本館（現在の東京

本館の本館）の開館に際して国立国会図書館の利用

資格年齢を原則 20 歳以上と定めた。ただし当時、

多くの大学・短期大学図書館の蔵書は十分でなかっ

たため大学生については特例措置として 20 歳未満

でも利用を認めた。大学図書館等の蔵書が整備され

てきたことを受けてこの特例措置は昭和 61（1986）

年に廃止し、20 歳未満の大学生は、所属する大学

図書館や公共図書館等で調査研究の目的を達せられ

ず国立国会図書館の所蔵資料を利用する必要がある

場合に限り、利用を認められる運用を行った。その

後、平成 14（2002）年 1 月、来館利用者が従前よ

りも減少傾向にあったため、利用資格年齢を満 18

歳以上に引き下げ、調査研究図書館として大学生相

当の利用者に利用機会を広げることとした。

さらに、平成 16（2004）年、東京本館新装開館に

伴う来館サービスの大きな改編に合わせて、満 18 歳

未満の人に対しても、国立国会図書館資料利用規則

に「満十八歳未満の者であっても、館長が特に認め

た場合は、資料を利用することができる」（第 3 条但

し書き）と規定した。これを受け、翌年、学校のレポー

ト作成等の調査研究のため国立国会図書館にしかな

い資料を利用する必要があると認められる場合には、

事前に資料利用申請書を提出し承認を受けることで

国立国会図書館を利用することができるとする事務

処理要領を定めた。次いで、平成 25（2013）年、16 歳・

17 歳の者については当日の資料利用申請による利用

も認めるとともに（16 歳未満の者については従来通

り事前の申請による承認を必要とした）、書庫資料を

使わず開架資料を閲覧する場合や、館内設置端末で

データベース検索・電子情報の閲覧等をする場合に

ついては、利用申請なしに利用できることとした。上から、登録利用者カード（IC カード）、利用者登録カウンター

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/68
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/69
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4. 複写サービス

（1）概要
国立国会図書館が行う複写サービスのうち、利用

者が来館当日に複写物を受け取ることができる「即

日複写サービス」の利用が多数を占める。即日複写

サービスでは、当日という限られた時間の中で多数

の来館利用者の複写申込みに対して公平に応えるた

め、また保存を使命とする国立国会図書館の特質か

ら資料の破損に最大限留意し丁寧な作業を行う必要

があるため、対象資料、申込回数、申込時のページ

数に一定の制限を設けてサービスを行ってきた。こ

れで応じきれない需要に対しては、これらの制限の

ない、複写物を後日郵送で受け取る「後日郵送複写

サービス」もあわせて行って対応した。１に述べた

ように、入館から資料の出納までの利便性が時代と

ともに向上するにつれ、即日複写サービスについて

も製品受取りまでの時間の短縮、受付時間の拡大、

各種制限の緩和等、かねて利用者から要望があった

が改善がなされていなかった事柄について、利用者

からの要望が一層高まっていた。

一方、電子情報の館内提供、特に大量のデジタル

化資料の提供が実現し、これらの資料をプリントア

ウトして持ち帰りたいという利用者の要望に応える

ため、電子資料のプリントアウトサービスを徐々に

拡大していった。プリントアウトサービスは次第に

国立国会図書館の複写サービスの中でも重要な位置

を占めるようになり、そのため電子情報の閲覧から

複写申込みまで円滑に行えるサービスシステムの構

築が求められた。

この 20 年の複写サービスは、上記の 2 つの課題

を中心に変遷してきた。

（2）即日複写サービスの改善
平成 16（2004）年 10 月の東京本館新装開館を機

に東京本館の開館時間を午前 9 時 30 分から午後 7

時までに拡張し（土曜日は除く）、即日複写の受付

終了時間もそれまでの午後 4 時までから午後 6 時ま

でに延長した。また同時に複写サービスの作業体制

を増強し、即日複写サービスの回数制限の撤廃を実

現した。これにより、利用者にとって十分とは言え

なかった短い受付時間内に受付が集中していた状況

を緩和・平準化した。複写の申込方法については、

１に述べたように、従来の紙の複写申込書への手書

きでの記入から NDL-OPAC による自動記入に進化

し、利便性、迅速性、記載情報の正確さが格段に向

上した。また、これらのほかに、新規サービスとし

て、館内に設置した NDL-OPAC 端末の雑誌記事索

引から、資料の出納を伴わず直接複写を申し込むこ

とができる「オンライン複写」を開始した。さらに、

平成 18（2006）年 4 月には、1 回あたりのページ数

の上限についても、紙資料については 80 ページか

ら 100 ページに緩和した。

その後、平成 24（2012）年 1 月に予定した閲覧

用システムの全面更新に向け策定した「平成 24 年

1 月以降の館内利用者サービス（東京本館・関西館）

に関する基本計画」（平成 23（2011）年 1 月）の中で、

「即日複写は利用者の満足度が高いことから、サー

ビスや作業・要員の調整により、館内複写は即日複

写を基本とするサービスへシフトする」とし、即日

複写の拡充・充実をさらに加速する方針を打ち出し

た。この方針に従って、即日複写の作業効率向上を

図るために本館複写作業場やカウンターを拡張する

とともに、デジタルマイクロリーダーを導入し、利

用者自身がリーダー上でマイクロ資料の中から複写

箇所を特定してプリントアウトの指示ができるサー

ビスを開始した。

なお、システムの更新に合わせて複写サービスの

見直しと合理化を行った結果、「オンライン複写」

を廃止した。また、後日来館複写（後日来館で受け

取る複写）、東西間での来館遠隔複写についてもサー

ビスを終了した。

（3）電子情報のプリントアウト
前述のとおり、平成 9（1997）年 12 月から、第

三閲覧室（電子メディア室）において同室内で提供

している CD-ROM データベースからのプリントア

ウトサービスを開始し、平成 13（2001）年 7 月か

らは特別資料室内に電子資料室を新設し、プリント

アウトを含む本格的な利用サービスを開始した。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/66
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平成 18（2006）年 10 月から開始した館内電子情

報提供サービス（館電）は、それまで特定の専門室

でしか利用できなかった電子ジャーナルや電子出版

物の閲覧とプリントアウトの申込みを、どの専門室

からも可能となるようにした。なお、プリントアウ

トの枚数には、資料の性質に応じて上限を設けた。

プリントアウトした製品の引渡しは、電子資料室で

行うことにした。

平成 24（2012）年 1 月の館内サービスシステム

（KSS）の導入により、専門室内での利用に限られ

ていた電子ジャーナルやデジタル化資料等の電子情

報を、館内のどの端末でも閲覧し、プリントアウト

を申し込めるようにした。また、デジタル化資料の

大量公開によるプリントアウトの需要増加を見越

し、本館複写カウンターを改修して本館プリントア

ウトカウンターを新設した。さらに、新館複写カウ

ンターも拡張し、それまで電子資料室内にあった新

館プリントアウトカウンターをここに移すなど、本

館・新館ともにプリントアウトサービスの増大に対

応する施設・体制を整備した。

電子情報のプリントアウトの件数はその後も増加

の一途をたどり、現在に至っている。

5. 専門室の再編

国立国会図書館では、図書は本館図書カウンター、

雑誌は新館雑誌カウンターにおいて、書庫に収めら

れている資料を出納して閲覧サービスを行っている

が、特定の主題等に関する資料や特殊な形態の資料

は各専門室において提供している。

東京本館の専門室では、それぞれの専門分野に関

する参考図書を開架するとともに、所管資料を書

庫から出納して提供している。約 20 年前の平成 10

（1998）年、専門室は、社会科学及び人文科学系の

参考図書を開架して提供している参考図書室をはじ

めとして、新聞閲覧室、科学技術資料室、官庁・国

際機関資料室、法令議会資料室、古典籍資料室、特

別資料室（特別コレクション、移民関係資料、非図

書資料を所管）、地図室、憲政資料室、図書館学資

料室、アジア資料室、音楽・映像資料室の、計 12

室を数えた。

関西館設置に伴い、アジア資料、科学技術資料（規

格等）、洋雑誌等の資料及び業務の一部を関西館へ

移転するとともに（4 章 1 節 3 参照）、東京本館の専

門室も再編することとした。これに先立ち、平成 9

（1997）年の検討においては、従来の専門室のあり方

の問題点として、まず、資料室の区分が、発行主体

に拠っているもの（官庁・国際機関資料室）、資料形

態別になっているもの（新聞資料室、古典籍資料室、

地図室、音楽・映像資料室）、地域別になっているも

の（アジア資料室）、主題別になっているもの（その

他の専門室）に分かれていること、また、参考図書

室について専門性が浅くなっていること、特に官庁・

国際機関資料では紙から電子媒体での刊行に移行し

つつあり当初の設置の趣旨が薄れつつあること等が

指摘された。次いで平成 10（1998）年 3 月の報告

「東京本館専門室再編成の考え方と基本方針（報告）」

では、「各専門室の主題性を明確にし関連分野を統合

する」という考えに基づく再編成が提案された。

こうした検討を経て、平成 14（2002）年度、担

当する主題分野を明確化し、今まで以上に専門性を

高め、利用者の多様化した、また高度化した要求に

応えていくことを目指して、東京本館専門室の再編

を順次行った。

具体的には、まず参考図書室を、法律・政治、経

済・社会及び人文科学の主題により 3 分割した。法

律・政治分野は法律政治・官庁資料室の担当に、経済・

産業、社会・労働、教育分野は科学技術・経済情報

室の担当に、人文科学分野は人文総合情報室の担当

とした。旧・特別資料室に設置されていた電子資料

室を独立させ、特別資料室と図書館学資料室を廃止

し、アジア資料室を関西館へ移した。さらに、翌平

成 15（2003）年には、法律政治・官庁資料室を法

令議会資料室と統合し、議会官庁資料室として開室

した。その他の専門室（新聞資料室、地図室、憲政

資料室、古典籍資料室、音楽・映像資料室）につい

ては従来と大きな変更はしなかった。

平成 29（2017）年 1 月、電子資料室が音楽・映

像資料室に統合された。こうした専門室の構成は、

現在まで変わっていない。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/70
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東京本館　平成 14 年 3 月までの閲覧室の配置図
（このほかに本館 5 階に法令議会資料室があり）
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東京本館　平成 14 年 8 月時点での閲覧室の配置図
（このほかに本館 5 階に法令議会資料室があり）
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東京本館　平成 16 年 10 月の閲覧室の配置図
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コラム

ガイダンス

国立国会図書館は利用方法や施設の構造が複雑であり、また多種多様な資料を所蔵

していることから、来館利用者が適切に、効率的に国立国会図書館を利用できるよう

ガイダンスを実施する必要性についての認識は、早くからあった。例えば、平成 11

（1999）年 1 月の報告「一般利用者サービスの今後のあり方について（報告）」におい

て、来館利用者に対する利用ガイダンスの実施を目標に掲げていた。

ただし、実際に東京本館においてガイダンスと称するサービスが実現したのは平成

20（2008）年 1 月が最初である。平成 18（2006）年 10 月から新たに館内電子情報提供サー

ビス（館電）を導入したことを契機として、利用者にとって有用な電子情報の積極的

な利用を促進するため、その利用方法を説明するガイダンスの実施を検討した。こう

してまず平成 20（2008）年 1 月に 3 日間、「データベースを使ってみよう！（入門編・

初級編）」を開催した。次いで、さまざまなテーマを設定し継続的に実施するガイダ

ンスとして、専門室において、「30 分でわかる調べ方ガイダンス」を開始した。同年

度は「新聞」「市場・企業動向」「医療文献」等のテーマを選定し、同じ方法により平

成 23（2011）年まで実施した。

それらに加え、平成 22（2010）年度から初回利用者を主な対象とする利用ガイダ

ンスを開始した。30 分から 45 分程度で、国立国会図書館の概要、資料の閲覧・複写

の申込方法、東京本館施設を案内するものであった。

利用ガイダンスは、サービスシステムの更新のため平成 23（2011）年 10 月に一旦

休止したが、平成 24（2012）年 9 月

に再開した。再開後は、上記の「調

べ方ガイダンス」「利用ガイダンス」

を統合し、国立国会図書館の基本的

な使い方から特定テーマの調べ方ま

で一貫したガイダンスとして実施す

ることとし、また、デジタル化資料

の利用手順の説明も加えた。

新聞資料室における調べ方ガイダンスリハーサルの様子

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/53
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東日本大震災当日と書庫復旧

平成 23（2011）年 3 月 11 日 14 時 46 分、東日本大震災が発生した。東京本館が位

置する東京都千代田区においても震度は 5 強に達し、また平日の開館時間のまっただ

中ということもあったため、来館サービスや業務が大きな影響を受けた（国際子ども

図書館については 5 章 4 節参照）。

在館中の利用者には慌てて館外に飛び出した人も多数いたが、職員がより安全な国

立国会図書館の建物内へ誘導し、余震に備えた。幸い、とっさの行動や施設・備品等

の落下等により負傷を負った利用者・職員はいなかった。その後館内では、交通機関

の状況や地震速報等の情報提供を行った。エレベーターの停止により書庫内資料の出

納は中止することとしたが、専門室での開架資料の閲覧、OPAC 検索・電子資料の

閲覧等、可能な範囲でサービスを継続した。

東京本館では、約 80 名の利用者をはじめとする帰宅困難者等の保護のため、来館

サービス終了時刻後も翌朝まで庁舎を開放することを決定した。東京本館には当時災

害備蓄品として 2000 人分の非常食と 1000 人分の毛布等を配備しており、館内で翌朝

まで過ごす人々に新館喫茶において午後 9 時過ぎからこれらの配布を行った。また、

夜間の保安のため利用者滞在のための区画を新館 1 階・2 階とし、区画内の閲覧席・

ソファ等を休息・睡眠のため提供するとともに、新館 2 階にテレビ放送設備を臨時に

設置した。一方、外部から館施設への避難者 10 数名についても、同様の保護を行った。

翌朝 9 時までには全員が無事退館することができた。

一方、前年から開始していた本館耐震工事（2

章コラム参照）により、建物に大きな被害はな

かったが、書庫内では地震の揺れにより前代未

聞の事態が生じていた。新館書庫はほとんど問

題を生じなかったものの、本館書庫では高層階
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書庫 17 層での復旧作業

を中心に約 180 万冊の資料が書架から落下し、通路を埋め尽くす事態となった。

翌 12 日は土曜日であり、通常通り 9 時半に開館したが、和洋の図書は利用不可、

それ以外はシステムを用いず、紙の資料請求票での請求とした。14 日は計画停電に

よる交通機関の乱れにより臨時休館、15 日以降は時間短縮で再開し、被害の大きかっ

た 12 ～ 17 層の図書は利用不可とした。落下した資料は、国会サービスや一般サービ

スでの利用が多い和図書・洋図書が多くを占めていたため、速やかに復旧し利用を再

開できるよう、東京本館の全部局の職員と出納委託業者を最大限動員してただちに復

旧作業を開始した。特に落下が多かった最上層（16 層及び 17 層）の和図書について

は、延べ 833 名の職員が交替で作業にあたり、12 層、13 層も含めて和図書は計画通

り約１か月後の 4 月 11 日には利用再開にこぎつけた。その下（14 層及び 15 層）の

洋図書についても、出納委託業者による復旧作業により 4 月 25 日に利用を再開した。

同時に開館時間も元通りとした。

迅速な出納の便を考慮して資料を書架最前面に揃えて排架していること等が、結果

的には大量の資料が落下するに至った原因と言える。
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コラム

利用の拡大

情報通信技術が発達し、インターネットがあれば何でも検索できるので、わざわざ

図書館に出かけていって調べなければならないことはもうない、と思われている方も

おられるかもしれない。しかし、実際にはこの 20 年間のうち、東京本館に足を運ぶ

来館利用者は一度は減少に転じたが、平成 16（2004）年以降おおむね増加している。

これは一体何故だろうか。
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年間の開館日数に変更があるため、東京本館の年ごとの 1 日の平均来館者数で見る

と、開館以来右肩上がりで増加してきたが、平成 5（1993）年の 2019 人、平成 6（1994）

年の 2017 人がピークで、その後、若干減少した。さらに平成 12（2000）年以降大き

く減少に転じ、平成 16（2004）年に 1417 人で底をうち、その後、平成 24（2012）年

以降、増加し、平成 30（2018）年には 2072 人となっている。

平成 7（1995）年以降、来館利用者が減少した原因は、次に述べる資料の利用数が

減少していないこととあわせて考えると、平成 8（1996）年には館内混雑緩和のため

入館制限を実施したこともあり、国立国会図書館の利用に慣れていない、明確な目的

を持たずに来館していた利用者が、入館待ちや館内での混雑を避けて、来館しなくなっ

たためではないかと推測される。平成 12（2000）年以降の減少は、Web-OPAC、次

いで NDL-OPAC の公開により、来館しなくても自宅からでも目録を調べることがで

きるようになったこと、平成 16（2004）年から増加したのは、開館日の拡大及び開

館時間の延長により使いやすくなったこと、平成 24（2012）年以降の増加は、同年 1

月のリニューアルで館内の端末（KSS）でデジタル化資料や新聞データベース等の電

子情報がさらに簡便に利用できるようになったことが影響しているのではないかと推

測できる。

資料の利用数で見ると、東京本館図書カウンターの利用冊数は、開館以来減少す

ることなく、平成 21（2009）年まで増加し続けた。雑誌カウンターでの利用冊数は、

平成 11（1999）年まで増加し続けて平成 12（2000）年から平成 16（2004）年まで大

きく減少したが、再び増加に転じ、図書と同じく平成 21（2009）年まで増加し続け

た。雑誌の利用が平成 12（2000）年から平成 16（2004）年に一時的に減少したのは、

それまで大量に利用されていた科学技術関係の洋雑誌が関西館への移管のため利用で

きなくなったことが原因ではないかと推測される。平成 22（2010）年以降の減少は、

平成 22（2010）年から 23（2011）年については大規模デジタル化事業のため資料を

利用できなくなったこと、それ以降それほど伸びていないのは、デジタル化資料とし
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て館内の端末から利用できるようになり、増加した来館利用者の目的が書庫内資料で

なく、デジタル資料にあったためと考えられ、1 人当たりの出納冊数の著しい減少か

らもそれは類推できる。

複写件数は、電子式複写サービスを開始した昭和 38（1963）年から右肩上がりで

増加してきたが、特に平成 16（2004）年、平成 17（2005）年に急増している。これ

は平成 16 年 10 月にそれまで 1 日 5 回まで 1 回あたり 80 ページの即日複写の制限の

うち、１日あたりの回数制限を撤廃したことが原因と考えられる。このときの新装開

館で開館時間が延長されたことの影響もあるだろう。なお、1 回あたりの枚数は平成

18（2006）年 4 月に 100 ページに引き上げた。以後、図書・雑誌の利用冊数に見合う

形で紙の複写件数は横這いの状態が続いているのに対し、館内端末で利用することが

できるデジタル化資料や電子情報のプリントアウトは急増しており、来館利用者の増

加の原因が、館内で利用できるこれらの電子資料にあると推測することができる。

館内での電子情報へのアクセス数は、平成 27（2015）年度には紙資料の閲覧数を

上回り、平成 30（2018）年度には閲覧数の倍以上、655 万件に達している。紙の閲覧

数と電子情報の館内アクセス数は質的に異なるため、単純に足し算するべきものでは

ないが、おおむね 3 倍になっているとも言える（館内アクセス数は、国立国会図書館

デジタルコレクションのアクセス数であるため、国立国会図書館デジタルコレクショ

ンに含まれるオンライン資料等、紙資料からデジタル化した資料以外へのアクセスも

含む。また国立国会図書館職員によるアクセスも含む。電子情報のプリントアウトは

国立国会図書館デジタルコレクションだけでなく、契約データベースやマイクロ資料

のデジタルリーダーからのプリントアウトも含む）。

デジタル化資料の増加で館内利用が活発になるのはふたつの理由が考えられる。ひ

とつは目次データの拡充である。大規模デジタル化によって新たに入力された目次
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データがキーとなって、今まで検索できなかった資料が見つかるようになったことで

ある。もうひとつは、出納時間がかからなくなったことによる。一度に 3 冊しか選べ

ないのではなく、まるで開架資料をブラウジングするように、多数のデジタル化資料

を少しずつ見ることができ、その結果、より多くの情報にアクセスできる。デジタル

化資料はただ現物の「代替」として利用されているわけではない。これはプリントア

ウト数の増大からも裏付けられるだろう。

デジタル化による影響として、国立国会図書館の書庫で事実上死蔵されていたよう

な資料が陽の目を見る可能性が増したことも挙げておきたい。どの図書館にでも言え

ることだが、とりわけ極めて多量な資料がある国立国会図書館では、所蔵はしていて

も、長く閲覧されることのない資料が多数存在する。

しかし、図書であれば明治初年から昭和 43（1968）年に受け入れた資料まで、網

羅的にデジタル化を進めたことにより、書庫で「長い眠り」についていた資料もたた

き起こされ、分野や内容を問わず、著作権保護期間満了が確認できた資料はインター

ネットで公開された。

デジタル化されていない資料は、1 冊あたり年平均 0.05 人にしか閲覧されていない

のに対し、デジタル化されてインターネットに公開された資料は 1 冊あたり年平均

32 回アクセスされている。何十年も利用されていなかったがデジタル化されてから

頻繁に利用されるようになった資料は、多数存在することだろう。

国立国会図書館は 20 年前、「国立国会図書館電子図書館構想」にどこでも、いつで

も、だれでも、という「夢」を掲げ、その後、NDL-OPAC の公開、デジタル化といっ

た事業を進めてきた。その一方で国立国会図書館の来館利用が活況を呈しているのは、

既存の図書館資料にもまだ大きな可能性があるということを示す反面、それらがまだ

誰でもが容易にアクセスできるような状態になっていないという現実もまた示してい

る。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
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国立国会図書館関西館は、京都・大阪・奈良の 3 府県

にまたがる関西文化学術研究都市（けいはんな学研都

市）の中核である精華・西木津地区（京都府相楽郡精

華町）に、平成 14（2002）年 10 月 7 日に開館した。

第 4 章では、設立から 20 年余り前までに遡る前史か

ら説き起こし、関西館の設立の経緯から、設立準備、

開館、開館後の現在までの展開について詳述する。

関西館

第        章4



188

第
４
章　

関
西
館

　第 1 節　関西館の設立

1. 第二国立国会図書館から関西館へ

（1）第二国立国会図書館設立構想の背景
第二の国立国会図書館を東京以外の場所に建設

し、東京本館だけでは実施できないサービスを実現

しようとする構想の淵源は、昭和 50 年代前半（1970

年代後半）まで遡ることができる。

第二次世界大戦後、国土の開発は東京を中心とし

て目覚ましく進展したが、高度経済成長が終了する

と、一部の地域に偏在化している国土の利用を地方

へと波及させる機運が生じた。昭和 49（1974）年

に発足した国土庁（現在の国土交通省）は地方開発

を重視し、昭和 52（1977）年に閣議決定された第

三次全国総合開発計画（三全総）において、全国に

定住圏を整備していく方針を打ち出した。

三全総においては住環境整備の一環として文化施

設の充実もうたわれ、地方都市に図書館、博物館等

の教育・文化施設を整備することとした。当時は、

公共図書館の設置が各地で急速に進んでおり、我が

国唯一の国立図書館である国立国会図書館に対して

も、国立図書館の役割としてその所蔵資料とサービ

スによって全国の図書館を支援することへの期待が

高まっていた（6 章 1 節参照）。

しかしながら、当時の国立国会図書館は、増え続

ける来館利用者への日々のサービスで手いっぱいで

あり、我が国唯一の国立図書館としての期待に十分

に応えられてはいなかった。国立図書館として全国

均等にあまねくサービスを提供することは、国立国

会図書館にとって今後取り組まなければならない課

題であった。

関西館外観
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国立国会図書館は、累積的に増加する資料を収蔵

する書庫を確保するため、昭和 53（1978）年に本

館の北側に新館を建設する計画を固めた。同年に発

足した新館開館後の業務のあり方の内部検討組織で

ある将来計画調査会第二分科会は、全国に対する

サービスの課題に応えるための施策として、地方へ

のブロックセンターの設置、研究機関の支援、地域

の図書館を仲介とするサービス、複写・貸出サービ

スの拡充強化、といった具体案を打ち出した。昭和

61（1986）年、新館開館に合わせて図書館協力部を

設置し、国内の図書館からの問合せ窓口を一本化し、

サービスの迅速化を実現したが、検討されていた将

来計画のすべてを実現するには至らなかった。

（2）関西の第二国立国会図書館誘致運動
以上のような国立国会図書館への期待や国立国会

図書館内部での新しい業務への検討が関西（近畿）

地方における国立国会図書館の新施設の建設構想に

結びついた契機は、関西地方の開発計画であった。

昭和 53（1978）年、国土庁は三全総を踏まえて第

三次近畿圏基本整備計画を策定し、首都圏と並ぶ全

国的・国際的な場であると同時に西日本のセンター

としての機能を担うのにふさわしい整備を図る方針

を打ち出した。

こうした国の動きに呼応して、関西地方に東京の

国立国会図書館に匹敵する機能を有する第二の国立

国会図書館を建設し、西日本における学術・文化振

興の拠点とする構想が、地元からの要望として持ち

上がった。

昭和 52（1977）年、京都大学元総長の奥田東氏

ら関西の学識者と財界人がつくる関西研究学園（仮

称）懇談会準備会が、「（仮称）関西研究学園建設基

本構想案概要」を発表した。この構想案に、関西研

究学園都市の中核施設となる総合学術図書館とし

て、第二国立国会図書館の建設が盛り込まれた。

準備会は翌 53（1978）年に関西学術研究都市調

査懇談会（奥田懇談会）に改組し、構想を具体化さ

せた。京都府は、民間が主導する奥田懇談会の構想

に賛同し、関西学術研究都市を府南部の木津川左岸

丘陵（現在の京田辺市、精華町、木津川市）に建設

する意欲を示した。昭和 55（1980）年、京都府は、

国に対して学術研究都市に立地すべき施設として第

二国立国会図書館を建設することを要望した。

一方、大阪市は、昭和 40 年代（1970 年代前半）

から東京に偏重して所在する国立劇場、国立博物館

等の国立文化施設を西日本にも設置する誘致活動を

行っており、昭和 54（1979）年、第二国立国会図

書館の誘致構想を発表した（『朝日新聞（大阪版）』

昭和 54 年 8 月 1 日）。大阪市の第二国立国会図書館

構想は、国の中枢機能のひとつとしての国立図書館

を東京から分散させて大阪に置くことにより西日本

の核とすることを目的に掲げ、建設候補地としては、

大阪城周辺から大川、中之島地区にかけての市内中

心部を想定していた。

（3）関西プロジェクト調査会の検討
第二国立国会図書館設置を求める京都府、大阪市

等の関西地方の官民各団体からの要望、加えて昭和

53（1978）年に発足した読書を愛好し図書館等の活

動の奨励援助を目的とする超党派の議員連盟である

図書議員連盟の強い支援も受け、国立国会図書館は

昭和 56（1981）年に内部に関西プロジェクト調査

班を設置し、昭和 57（1982）年度予算に「将来計

画調査会関係経費（関西プロジェクト）」として初

めて調査費 300 万円の計上が認められた。

昭和 57（1982）年 6 月、館外の有識者を委員と

する国立国会図書館関西プロジェクト調査会を設置

した。調査会は、昭和 62（1987）年 4 月 2 日、答

申「国立国会図書館法に規定する図書館の組織およ

び図書館奉仕の改善を目的として、関西地域に設置

すべき施設およびその機能について」を国立国会図

書館長に提出した。

答申は、国立国会図書館を機能強化するために、

オンラインシステムの基盤、東京本館への利用の一

極集中を緩和するサービスポイント、資料の光ディ

スク等への媒体変換の拠点、そして自然災害に備

えて資料を分散保存し、増加し続ける資料を保管

する大規模な保存書庫が必要であり、そのために、

「ニューテクノロジー」を最大限に活用した先端的

な図書館サービスを行う諸施設と資料の保存のため

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/71
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の 2000 万冊規模の書庫とを備えた第二国立国会図

書館を設置することが適切である、と提言した。

立地については、関西地方が首都圏と並ぶ情報

ニーズを有するために第二国立国会図書館の設置に

ふさわしいとし、関西の中でも十分な面積の敷地を

確保することができ、ナショナル・レベルでの事業

の整合性を図ることが可能である関西文化学術研究

都市（以下「学研都市」）を候補地とすることを明

記した。学研都市の建設予定地は、当初の京都府内

から 3 府県にまたがるものに拡大された上で、すで

に昭和 60（1985）年に起工されており、関西地方

の官民各団体の第二国立国会図書館誘致の要望も学

研都市案に一本化していた。

調査会の答申が提出された昭和 62（1987）年には、

国会で関西文化学術研究都市建設促進法が議員立法

により制定され、学研都市の中核施設となる第二国

立国会図書館に対する地元関西の期待は一層高まっ

ていた。答申の内容は、地元の期待に応えるのに十

分なものであった。

後の関西館の基本的機能と立地は、この時点で大

枠が定まった。

（4）関西館の設立構想
国立国会図書館は、調査会の答申を受けて、昭和

62（1987）年 5 月 18 日、第二国立国会図書館（仮称）

設立計画本部を内部に設置した。

設立計画本部は、第二国立国会図書館の実現に向

けて、より具体的な設立構想の策定に取り組んだが、

昭和 60 年代（1980 年代後半）当時は、昭和 61（1986）

年に竣工した新館のうち、当面使用しない地下書庫

5 階以下の内装及び書架が未完成であり、その整備

を優先する必要があった。第二国立国会図書館の実

現は、新館書庫整備完了の先を見据えた将来課題で

あり、その検討は当面漸次的に進めざるを得ず、設

立構想は、将来実現される新施設の理想的なあり方

を示すことを目指して、各方面からの意見を取り入

れながら徐々に具体化された。

昭和 63（1988）年 7 月 21 日、設立計画本部は、

まず内部における検討をとりまとめて「国立国会図

書館関西館（仮称）設立に関する第一次基本構想」

を国立国会図書館長に提出した。

「第一次基本構想」は、これまで「第二国立国会

図書館」と呼ばれていた新施設に「国立国会図書館

関西館」という仮称を初めて用い、東京本館と関西

館はそれぞれが特徴ある機能を分担して、両者が一

体となって国立国会図書館の活動を行うとした。関

西館は、その主な機能として、書誌情報と電子化さ

れた資料をオンライン提供する情報処理センター機

能、一次資料の複写と図書館間貸出しを一元的に処

理する複写・貸出センター機能、資料の保存機能等

を持ち、国立国会図書館の対図書館協力センターに

なるとした。

続いて、昭和 63（1988）年 11 月、研究者、報道

関係者、財界関係者、図書館関係者等 13 名の有識

者を特別顧問に委嘱し、広く各界からの意見を集め

た。それに加えて国立国会図書館内部で調査研究を

京都府京都府

大阪府大阪府
奈良県奈良県

枚方市枚方市 京田辺市京田辺市

精華町精華町

木津川市木津川市
生駒市生駒市

交野市交野市

四条畷市四条畷市

氷室・津田地区氷室・津田地区 田辺地区田辺地区

南田辺・狛田地区南田辺・狛田地区

木津地区木津地区

精華・西木津地区精華・西木津地区

奈良市奈良市

平城宮跡地区平城宮跡地区

平城・相楽地区平城・相楽地区

高山地区高山地区

北田原地区北田原地区

清滝・室池地区清滝・室池地区

田原地区田原地区

普賢寺地区普賢寺地区

関西文化学術研究都市の位置

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/72
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実施したほか、図書館等の関係者からの意見聴取も

行った。設立計画本部は、このように館内外の意見

を構想に反映させた、「国立国会図書館関西館（仮称）

設立に関する第二次基本構想」を平成 2（1990）年

前半に起草し、同年 6 月 20 日に記者発表した。

「第二次基本構想」は、関西館の基本的な機能と

役割として、「文献情報の発信」「世界に広がるサー

ビス」「新しい図書館協力」を 3 つの柱として掲げ、

電子化された資料の提供、資料の複写と貸出し、オ

ンラインネットワークを通じた書誌情報の提供、国

際的な日本情報の提供、アジア太平洋地域の情報流

通を仲介する文献情報センター、他の図書館が所蔵

する、あまり利用されなくなった資料を受け入れて

保存する共同保存書庫、図書館情報学の研究開発支

援、図書館員に対する研修等、多種多様な機能を盛

り込んだ。

関西に「世界最大級の情報図書館」（『朝日新聞』

平成 2（1990）年 6 月 21 日）を建設しようとする「第

二次基本構想」は、特別顧問から評価を受け、新

聞各紙でも好意的に取り上げられた。「第二次基本

構想」は、昭和 56（1981）年以来練り上げられて

きた関西館構想の到達点であり、平成 3（1991）年

8 月に将来に向けた計画の指針として正式に決定し

た。

2. 関西館の建設

（1）関西館建設の事業化
平成 5（1993）年、新館地下 8 階までの書庫全体

が竣工したが、約 1200 万冊を収蔵可能となった国

立国会図書館の書庫も平成 15（2003）年頃までに

収蔵能力が限界に達すると予測され、次の施設整備

計画として、関西館建設が実現に向けて動き始めた。

平成 6（1994）年度予算では、関西館建設の事業化

に向けて施設基本計画プロトタイプ作成経費の計上

が認められた。

同年、作成されたプロトタイプをもとに、国立国

会図書館は「第二次基本構想」から建設当初に実現

することが可能な要素を抜き出し、必要な施設規模

を示した「国立国会図書館関西館（仮称）建設基本

計画概要」を作成した。

「建設基本計画概要」では、資料の保存書庫、資

料の複写と貸出しを行う文献情報提供センター、ア

ジア文献情報センター、図書館協力、図書館情報学

関係分野の研究開発と研修の 5 つを、開館時に実現

する基本機能とした。建設は将来の拡張を念頭に置

いて段階的に進めることとし、まず第 1 期工事とし

て延床面積約 6 万㎡の施設を平成 14 年～平成 15 年

頃（2000 年代初頭）までに完成させるとした。

「建設基本計画概要」は国立国会図書館長を委員

長とし、衆参両議院の議院運営委員長、建設大臣と

建築専門家を委員とする国立国会図書館建築委員会

において平成 6（1994）年 12 月 19 日に審議・承認

され、建築委員会は関西館の建設を国会に勧告した。

「国立国会図書館関西館（仮称）の建設について

（勧告）」は、国立国会図書館は毎年増加する資料を

収蔵する書庫を増設するとともに、増大する電子出

版及びメディア変換（媒体変換）等による電子的情

関西館予定地

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/40
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/73
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/74
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/73
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/40
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/40
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報を蓄積して提供するための体制整備を早急に進め

る必要があると指摘し、高度情報社会に適応した図

書館サービスを可能とする新しい施設として関西館

を整備するよう国会に求めた。

この勧告は、同年 12 月 20 日に参議院議院運営委

員会及び議院運営委員会図書館運営小委員会で、翌

平成 7（1995）年 1 月 18 日に衆議院議院運営委員

会及び議院運営委員会図書館運営小委員会でそれぞ

れ協議、了承され、勧告に沿って平成 7 年度予算に

関西館の建設準備に関する経費及び用地取得費の計

上が認められた。これにより、関西館は構想から建

設に向けて事業化の段階に至った。

（2）国際建築設計競技の実施
関西館建設は、国立国会図書館から建設省（現在

の国土交通省）に委任して行われた。

用地は、地元との調整により、平成 6（1994）年

に街びらきした学研都市の中心地区である精華・西

木津地区の中央に位置し、地区を東西に貫く精華大

通り（京都府道 72 号生駒精華線）沿いに民間企業

と住宅・都市整備公団が所有する複数筆の土地、合

計 8 万 2500㎡に決まり、平成 7（1995）年度から、

国立国会図書館から委任を受けた建設省近畿地方建

設局（現在の国土交通省近畿地方整備局）が、すで

に京都府土地開発公社が先行取得していた民間企業

所有分から土地の取得に着手した。

関西館の設計にあたっては、公開の建築設計競技

（コンペティション）を行った。

国際コンペの実施は、学研都市の中核施設である

関西館の建設に寄せられた期待に応えるものであっ

た。また、事業化以前の平成 3（1991）年に行われ

た日米両政府間の建設協議において、公共工事に外

国企業が参入しやすくする特例措置適用プロジェク

トに関西館を加えることが合意されており、国際的

な事業参加の公平性が求められていたことも背景に

あった。

建設省主催の官庁営繕としてのコンペは昭和 61

（1986）年の新国立劇場（東京都渋谷区）以来 10 年

ぶり 5 回目で、20 世紀最後の国際公開コンペとし

て、関西館の建築を 21 世紀の幕開けにふさわしい

ものにしたいという公共建築関係者の強い意気込み

をもって行われた。

平成 7（1995）年 11 月 15 日、建設省は、官報で

コンペの募集要項を公告した。

募集要項では、建築面積 3 万 7500㎡の敷地に延

床面積 5 万 9500㎡規模の建物を設計することを求

め、また、2900㎡の総合参考閲覧室をはじめとする

諸室の必要面積を指定した。

コンペには国内外から参加を希望する 2375 名の

建築家の登録があり、平成 8（1996）年 6 月 17 日

から 7 月 5 日までの作品受付期間に 493 作品（国内

274 作品、国外 42 か国 219 作品）が提出された。

応募作品の審査は国立国会図書館関西館（仮称）

建築設計競技審査会（会長：芦原義信）が 8 月 9 日

から 16 日までかけて行い、陶器二三雄氏の作品を

最優秀作品に選んだ（8 月 22 日審査発表、9 月 24

応募作品の審査 当選作の模型

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/74
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日表彰式）。

陶器二三雄氏の作品は、「モニュメンタルな大げ

さな表現」を避け、「景観上の調和を最優先に見据

えること」を設計の基本思想とするものであった（陶

器二三雄氏の受賞に際してのメッセージ）。その洗

練されたデザイン手法によるさわやかな空間の演出

は、審査員の高い評価を集めた。

（3）建設工事
関西館の建築は、建築設計競技で最優秀作品に選

ばれた陶器二三雄氏作品をもとに、同氏が代表を務

める陶器二三雄建築研究所が基本設計と実施設計を

行った。

建設省、国立国会図書館と陶器二三雄建築研究

所が協議を重ねて進められた基本設計は、平成 9

（1997）年 12 月に完了した。次いで翌平成 10（1998）

年 1 月から実施設計に取りかかり、11 月に完了した。

同年 11 月 30 日、学研都市精華・西木津地区（精華

町）の建設地で、起工式が行われた。

建設工事は、近畿地方建設局が施工管理を実施し

た。

地下 4 階までの掘削工事は平成 12（2000）年 1

月まで 1 年以上を要し、引き続き基礎工事と鉄骨工

事が行われて、同年 11 月に上棟式が行われた。

平成 12（2000）年 12 月には建設工事の最大の山

場である事務棟北側カーテンウォールのウェイク

アップ工事が行われた。これは、幅 67.5m、高さ

28.2m、重量 267t のカーテンウォールの鉄骨を地上

で組み上げ、油圧ジャッキで一気に引き起こして本

体鉄骨に取り付けるという国内初の新工法で、東西

の 2 面が 2 日に分けて立ち上げられた。ウェイク

アップ工事は各 8 時間を要し、これに合わせてセレ

モニーや地域住民と一般応募者を招いた現場見学会

も行われた。

建設工事は平成 14（2002）年 3 月に概成した。

残る外構等の工事は同年 8 月末に完了し、関西館は

10 月の開館を迎えた。総工事費は約 430 億円であっ

た。

ガラスカーテンウォールと、緑化された閲覧室の屋根



194

第
４
章　

関
西
館

建設の様子。
上から、更地の建設予定地、
定点観測（平成 11（1999）年 1 月 13 日、
平成 12（2000）年 3 月 1 日、平成 12（2000）年 5 月 8 日、
平成 12（2000）年 12 月 4 日、平成 13（2001）年 2 月 2 日）
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3. サービスと資料配置の再編

（1）構想段階における関西館のサービスと資
料配置

関西館を、単なる国立国会図書館の西日本の窓口、

あるいは東京本館と同等の機能を持つ代替施設とし

て構築するのではなく、全国に向けたドキュメント・

サプライ・サービス（資料の複写・貸出）、電子媒

体の資料（電子出版物やデジタル化資料）の情報通

信技術を活用した提供、図書館協力の拠点機能を有

する新施設とする構想は、先に見たように、昭和

50 年代（1970 年代後半）に国立国会図書館が温め

ていた将来計画に淵源を有し、昭和 62（1987）年

の関西プロジェクト調査会答申以降の、各段階の構

想においてもその基本として貫かれてきたものであ

る。

各構想は、関西館に配置する資料を、それぞれの

構想で実現するとしたサービスに基づいて導き出し

た。調査会の答申は、保存書庫機能のために必要な

資料を関西館に配置するとし、「第一次基本構想」

は国内刊行資料は制度を改正し納本される部数を 2

部に増やしたうちの 1 部、外国刊行資料は逐次刊行

物を収蔵すると具体化した。「第二次基本構想」は

さらに、資料をオンライン提供する構想に合わせて、

電子媒体（2 章 1 節参照）等の非図書資料も配置す

べき資料に追加した。

（2）実施計画の具体化へ
平成 6（1994）年に関西館は建設に向けて動き出

すが、新しい施設を設立するためには、施設を建設

するだけではなく、施設に配置する資料、そして施

設と資料を用いて実施するサービスについて、経費

や人員等さまざまな制約の中で実現することが可能

な実施計画をまとめあげる必要があった。

同年 5 月に施設設計のたたき台として資料配置と

サービスの実施計画をとりまとめた「国立国会図書

館関西館（仮称）建設基本計画原案」では、関西館

が東京本館と分担して収蔵する資料は各館の機能に

応じたものとし、科学技術資料、アジア関係資料、

図書館学関係資料、国内刊行保存資料、AV・ニュー

メディア資料等を具体的に挙げた。懸案の 2 部納本

制は、この時点では予算上の問題等から法制化が困

難と判断し、関西館が所蔵する国内刊行資料は、購

入・寄贈等により収集した 2 部目をあてるとした。

平成 6（1994）年 5 月 24 日、国立国会図書館長

を委員長とする国立国会図書館関西館（仮称）建設

準備委員会を内部に設置し、関西館の具体的な実施

計画の策定に向けて全館を挙げた検討を開始した。

（3）関西館に配置する資料の検討
建設準備委員会の検討の記録では、関西館は「長

い廊下で結ばれた別館」である、という表現が見ら

れる。関西館の建設が事業化された平成初期（1990

年代）には、図書館を取り巻く情報通信環境に急速

な発展が期待されていた。情報通信技術が遠隔地に

分かれた施設でサービスを行う困難さをやがて解消

していくであろうという認識の下で、建設準備委員

会は、関西館の書庫を東京本館と一体の書庫とみな

し、東西で資料を分散収蔵する方針を立てていった。

特に、関西館をドキュメント・サプライ・サービ

スの拠点として構想していたことから、関西館には

全国の研究者からの複写のニーズが高く、また検索

手段が整備されているため資料を特定しやすく遠隔

からの複写申込みに支障が少ない科学技術資料の配

置を分担させることを重要視した。

資料配置計画は、平成 7（1995）年 12 月に原案

を作成し、建設準備委員会における 4 か月にわた

る検討を経て、平成 8（1996）年 4 月に決定をみた

（「関西館開館に伴う図書館資料の分散配置体制につ

いて」。以下「分散配置体制」）。「分散配置体制」は、

後述するサービスの検討の深化を反映して 2 度にわ

たり見直し、関西館開館に向けた最終的な体制を平

成 12（2000）年 2 月に定めた。

「分散配置体制」では、和図書は、納本制度によ

り網羅的に収集した 1 部目（正本）は東京本館に配

置し、購入、寄贈等さまざまな手段で収集した 2 部

目（複本）を関西館に配置することとした。関西館

に配置する和図書の複本は、関西館のドキュメン

ト・サプライ・センターとしての機能にふさわしい

貸出用コレクションを構築する意義もあわせ持って

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/72
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/40
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/75
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/76
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おり、相当程度の質と量の確保を目指した。

和雑誌は、当初は科学技術分野を関西館、それ以

外を東京本館に配置することを計画していたが、国

会サービスや東京本館における来館サービスへの影

響を考慮して、科学技術分野も含め正本を東京本館

に配置する方針に変更した。関西館はドキュメント・

サプライ・センター機能に対応するために、雑誌記

事索引（3 章 2 節コラム参照）採録誌を中心として、

複本によりドキュメント・サプライ用和雑誌のコレ

クションを構築することとした。

これらの和図書と和雑誌は、複数部数ある資料を

東西で分散して保存することにより、大規模災害等

の不測の事態に備える目的も有する。

外国資料については、東西で 1 部のみ収集するこ

とを原則と定め、洋図書は今後収集する資料を東西

それぞれの機能に応じて分散して配置し、例えば、

アジア情報センター機能に対応して収集するアジア

諸国関連の洋図書は関西館に配置することとした。

洋雑誌は過去に収集した資料まで遡ってすべての

バックナンバーを関西館配置としたが、国会サービ

ス等、東京本館の機能上必要となる一部の洋雑誌や

年鑑類は東京本館に配置することとした。

また、アジア言語資料、外国刊行科学技術資料、

国内博士論文、文部省科学研究費研究成果報告書等、

アジア地域と科学技術分野の専門資料は関西館に配

置することとした。

関西館に配置するドキュメント・サプライ用和雑

誌、和図書の複本、開架用の参考図書やアジア文献

情報センター用のアジア関係資料等の収集、書誌

データ作成、所蔵登録等の準備は平成 9（1997）年

度に着手し、平成 12（2000）年度からは関西館配

置資料整備費の予算計上が認められた。

（4）関西館で実施するサービスの検討
平成 8（1996）年 5 月、建設準備委員会の事務局

として暫定的に設置されていた関西館準備室を、部

に準ずる組織として正式に発足させた。建設準備委

員会は、平成 9（1997）年 3 月に解散し、以後の検

討は関西館が実施する業務ごとに、全館的な計画や

業務改善を検討する会議体が引き継いだ。

続いて、関西館準備室は、関西館のあり方に関す

るこれまでの検討状況を整理し、今後の検討の指針

とするために、「関西館運営実施計画」の策定に着

手した。

平成 10（1998）年 5 月に作成した「運営実施計画（第

一次案）」では、関西館の基本機能として、電子図

書館機能を駆使した文献情報提供、アジア文献情報

提供、図書館協力、図書館・情報分野の研究開発・

研修拠点、図書館資料の大規模収蔵の 5 つを挙げた。

文献情報提供機能では、遠隔複写サービスの拡張

を目玉とした。関西館では、英国図書館等の海外の

国立図書館の先進的なドキュメント・サプライ・サー

ビスを参考に、著作権法第 31 条（図書館等が、著

作権が保護されている図書館資料を利用者の調査研

究の用に供するために著作権者の許諾なしで一部分

複写することができるとする規定）に基づいて行う

複写サービスと、国立国会図書館があらかじめ著作

権者の許諾を得て行う全ページ複写等の著作権法第

和図書の 1冊目（正本）

東京本館 関西館

和図書の 2冊目（複本）

和雑誌の 1冊目（正本） ドキュメント・サプライ用和雑誌
その他の和雑誌の複本

東京本館・関西館のそれぞれの機能に対応して
策定された基準に基づいて選書した洋図書

東京本館の機能に対応した
洋雑誌・年鑑の正本

東京本館配置タイトル以外の
洋雑誌・年鑑の正本

関西館に配置する専門資料

 外国科学技術関係資料

 海外博士論文

 欧文会議録

 学協会ペーパー

 テクニカルレポート

 規格資料

 国内博士論文

 科研費報告書

 アジア言語資料

東京本館専門室の資料

 法令資料・議会資料

 官庁資料・国際機関資料

 地図

 古典籍

 憲政資料・日本占領関係資料

 日系移民関係資料

 音楽映像資料

 新聞

 特別コレクション

資料の分散配置体制（平成 14（2002）年度当時）

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/76
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/77
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31 条によらない高付加価値の複写サービスの二本

立てを目指した（3 章 2 節 1（2）参照）。

図書館協力機能では、他の図書館が所蔵する、あ

まり利用されなくなった資料を受け入れて保存し、

関西館の複写・貸出しに活用する共同保存利用を、

新たな図書館向けのサービスとして実施することを

計画した。研究開発は学研都市に立地する研究機関

と連携して行い、研修・交流は国内外の図書館関係

者等を対象とした。また、アジア諸国を中心とする

図書館員、日本研究図書館に勤務する図書館員や研

究者の招へいを行うとした。

関西館に配置する職員は 100 名規模とし、サービ

スの実施には外部委託を活用することとした。地元

の地方公共団体や民間企業が設立する非営利団体が

業務を受託し、研究開発や研修・交流も関西館がこ

の団体と共同して行うことを想定していた。

（5）アジア太平洋文献情報センター構想から
アジア情報室へ

平成 10（1998）年 2 月、専門資料部にアジア文

献情報センター（仮称）開設準備検討班を設置し、

アジア文献情報センター機能の細部検討を行った。

アジア文献情報センターのアイデアは、昭和 62

（1987）年に発足した設立計画本部で検討されたア

ジア地域におけるドキュメント・サプライ・センター

構想に端を発する。その後、基本構想の検討過程で、

日米欧の資料・情報をアジア・太平洋地域に提供す

るだけではなく、アジア・太平洋地域の資料・情報

を関西館に集積することによりこれらの地域の情報

流通を仲介する構想に変わり、それを「第二次基本

構想」に「アジア太平洋文献情報センター」として

盛り込んだ。

次の実施計画では、館内外から大きな期待を寄せ

られていたアジア太平洋文献情報センターの機能を

大幅に見直し、情報通信技術を駆使して日本国内の

みならず世界にアジア情報を発信する拠点としての

アジア文献情報センターとなった。同センターはア

ジア・太平洋地域の資料を新規に収集するこれまで

の想定を改め、東京本館でアジア言語資料の保管・

提供を行っていたアジア資料室を関西館に移し、発

展させることとした。

平成 10（1998）年 8 月にアジア文献情報センター

（仮称）開設準備検討班が館長に提出した「アジア

文献情報センター（仮称）開設準備検討報告」では、

センターは国内へのアジア情報の提供、国内外のア

ジア研究支援、アジア情報の国際的な流通及び文化

交流への寄与を目的とし、アジア情報資源の整備、

アジア情報の発信、国内外の関係機関との協力を行

うとした。

センターは最終的にアジア情報課として発足し、

ワンフロアに展開される広大な閲覧室を二分して総

合閲覧室とともにアジア情報室を開設した。

（6）3施設による国立国会図書館機能の分担
平成 11（1999）年以降、3 年後に迫った関西館の

開館に向けて業務運営体制に関する検討を各部局で

進め、資料の収集管理計画、資料組織化計画、利用

者サービス計画、図書館協力業務計画、電子図書館

サービス実施計画等を策定した。積み重ねてきた

検討の成果は関西館準備室でとりまとめ、平成 13

（2001）年に「関西館運営実施計画（案）」（「運営実

施計画案」）を見直した。

「運営実施計画案」では、関西館の機能を、文献

提供サービス、図書館協力業務、図書館資料の大規

模収蔵の 3 つに集約整理した。文献提供サービスは、

来館せずに利用することができる遠隔サービス（遠

隔複写と図書館間貸出し）、電子図書館サービス、

アジア情報提供サービス、来館者に対する館内サー

ビスからなる。遠隔サービスは東西で分担して実施

し、関西館には遠隔サービスの窓口としての機能を

与えた。検討課題であった遠隔複写サービスは、著

作権法第 31 条に基づく複写物の提供として整理し

た（3 章 2 節 1（2）参照）。

図書館協力は従来、図書館協力部を窓口として各

種の図書館に対して行ってきた協力事業を関西館の

事業として再構築したが、資料の共同保存利用の開

館時点での実施は見送った。また、研究開発機能は、

大規模な研究開発センターを設立する構想が実現に

至らず（6 章 4 節参照）、図書館情報学に関する調

査研究と電子図書館に関する研究開発として別個に

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/40
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/78
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/79
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実施することとした。

懸案であった外部委託は、国立国会図書館が地元

による設立に期待を寄せていた非営利団体による業

務受託が実現に至らず、出納、書誌データ整備等業

務に分割してそれぞれ民間事業者に委託することと

した。

ここまで振り返ってきた検討を経て、東京本館に、

平成 14（2002）年に開館する関西館、そして平成

12（2000）年に部分開館した国際子ども図書館を加

えた 3 つの施設が、国立国会図書館の資料とサービ

スを分担する体制を構築した。

4. 関西館開館

（1）開館の準備
平成 14（2002）年 3 月 23 日、建築が概成した関

西館で引渡式が行われた。3 月 31 日に国立国会図

書館法に関西館の設置を規定する第 16 条の 2 を新

設する改正法が成立し、4 月 1 日、関西館の組織が

発足した。

改正された国立国会図書館法では、国立国会図書

館は中央の図書館と支部図書館で構成されるとさ

れ、関西館は東京本館とともに中央の図書館と位置

づけられた。関西館長の下には総務課と資料部、事

業部の 1 課 2 部を設置し、資料部は文献提供課、ア

ジア情報課、そして収集整理課の 3 課、事業部は図

書館協力課と電子図書館課の 2 課で構成した。

東京本館と一体となった業務体制を構築するため

に、関西館の開庁とあわせて東西両施設の構内ネッ

トワークシステムを構築し、東京本館と関西館の間

に専用通信回線を確保した。この回線を通じて、両

施設一体の内線電話や、会議、研修等で使用するテ

レビ会議設備を整備した。

関西館職員の開庁当初の定員は 119 人であり、そ

の大多数はそれまで東京本館で勤務していた職員が

赴任した。国立国会図書館の職員にとって、居住地

の変更が必要となる転勤は 50 年余りの歴史で初め

ての経験であった。赴任予定者のうち早い者は 1 年

以上前から内示を受け、関西館準備室に配属・兼務

発令されて関西館の準備業務に当たった。赴任する

職員用の住居としては、関西館近隣地に全 50 戸の

国立国会図書館京都宿舎を建設した。

開庁から開館までの半年間、赴任した職員は後述

する資料の移転作業のほか、サービスの準備、地元

との調整、広報や見学への対応等多岐にわたる開館

準備に当たった。

なお、開庁時点では東京本館で一部の事務を処理

する必要があったため、東京本館内に関西館東京分

室を置き、関西館勤務を命ぜられた職員の一部が東

京に残留し勤務した（12 月廃止）。

（2）資料の移転
資料の移転は、約 320 万冊を東京本館から関西館

に移送し、書庫に収蔵して利用可能とする大事業と

なった。

関西館開庁から 1 年前の平成 13（2001）年 4 月

に、関西館資料等移転準備班を設置して準備を開始

した。準備班は「関西館資料等移転実施計画」を策

定し、あらかじめ移転のスケジュールや書庫の割付

を準備した。

平成 14（2002）年 4 月、関西館が開庁すると、

関西館資料等移転実施本部を東西両施設に設置し、

資料の移転を開始した。東京本館の集配センターの

半分を仕切って移転作業専用のヤードとし、資料は

作業員が書庫で折りたたみ式のケースに梱包して

ヤードに運び込んで、ここからコンテナ車により搬

出された。コンテナは毎晩、東京貨物ターミナル駅

から貨物列車に積載されて京都市の梅小路駅（現在

の京都貨物駅）に送られ、コンテナから降ろされた

ケースは 10t トラックに積載されて関西館に搬入さ

れた。搬送されたケースの数は 14 万 6507 個であり、

東京からの移動距離は約 500km であった。

資料の移転は 9 月まで 5 か月を要し、図書館資料

の移送としては世界でも例のない規模となった。そ

の様子はマスメディアの注目を集め、開館目前の関

西館の認知度向上に一役買った。

（3）開館
平成 14（2002）年 10 月 5 日、衆参両議院の正副

議長をはじめとする 178 名の招待者の出席を得て、

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/80
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開館記念式典を挙行した。

10 月 7 日、関西館は開館した。開館直後には見

学を目的とした多くの利用者が来館し、開館日の

10 月 7 日には 1984 人、開館後最初の土曜日である

12 日は 2563 人の来館者数を記録している。11 月

16 日と 12 月 14 日には、関西館開館を記念して、「図

書館新世紀」を全体テーマとしたシンポジウム「図

書館の再設計」と「国際交流と図書館」を関西館で

開催した。

関西館は、地元である関西の各界から、学研都市

の文化の要素を代表し、研究活動を発展させる中核

施設として迎え入れられた。

例えば、関西館の開館に際して立地自治体の広報

誌に掲載された案内には、「知の拠点」（京都府『きょ

うと府民だより』平成 14（2002）年 4 月）、「本の

まち誕生」（精華町広報誌『華創』平成 14 年 7 月）、

開館を報じる地元紙には「知の殿堂がやって来る」

（『産経新聞』大阪版 平成 14 年 9 月 9 日夕刊）、「ゲー

トを抜けると“本の海”」（『毎日新聞』大阪版 平成

14 年 9 月 17 日）、「新文化の創造期待」（『読売新聞』

大阪版 平成 14 年 10 月 4 日）、「開かれた「知の拠点」

に」（『京都新聞』平成 14 年 10 月 6 日）といった見

出しが躍っている。

9 月 11 日には京都府主催の関西館開館歓迎シン

ポジウム、23 日には読売新聞大阪本社等主催の関

西館開館記念シンポジウムが開かれ、関西館長がパ

ネリストとして参加した。

資料移送の様子

開館記念式典
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コラム

関西館の建築

関西館は、エントランスのある北から南に向かって高くなる敷地の地形を生かし、

地上 4 階地下 4 階建てとして、建物のボリュームの半分を地中に埋設させている。屋

内は、地下に書庫、半地下に総合閲覧室とアジア情報室を一体化した約 4500㎡の大

閲覧室、地上に事務室を配した 3 ブロック構成とした。

設計者の陶器二三雄氏は、学研都市造成前の雑木林と丘陵地の原風景を設計に取

り入れて、敷地と建物を北の精華大通りから繋がる人工の丘陵地に見立てた。敷地の

みならず、閲覧室の屋上までも芝生で緑化し、地下 1 階の人工地盤上に設けられた

3300㎡の中庭には、コナラ、アラカシ等 100 本以上の樹木が植えられ、ありし日の

雑木林を復元した。

地上部分は、学研都市の中核施設としての佇まいと周辺環境との調和を両立させ、

幾何学的に配置されたガラスカーテンウォールで外壁を覆った。地下 1 階に設けられ

た閲覧室は、緑化された屋上に設けた天窓から自然光を取り入れ、風や光を感じられ

る空間とした。

書庫は地下 2 階から地下 4 階に配置され、地下 3 階と地下 4 階の北側を吹き抜け

にして、約 140 万冊を収蔵できる国内最大級の規模の自動書庫を設けた。

関西館の建築は、「2004 年日本建築学会賞（作品）」「2004 年度グッドデザイン賞建築・

環境デザイン部門」「第 20 回日本図書館協会建築賞」等、数々の賞を受賞した。

4F

3F

2F

1F

B1F

B2F

B3F

B4F

カフェテリア

事務室

事務室

利用者入口・研修室

閲覧室・研究室

書庫

書庫

書庫

テラス

アトリウム

中庭利用者入口→

自動書庫
固定書架

固定書架
集密書架

閲覧室

関西館断面図
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左上から、閲覧室から見える中庭の紅葉、
中庭の雑木林、エントランス、のこぎり状
の屋根、自動書庫
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　第 2 節　関西館のあゆみ

1. 利用者サービスの模索と拡大

（1）来館サービス
関西館の来館利用のあり方を計画するにあたって

は、開館と同時に来館者に新しいサービスを提供し、

国立国会図書館のこれまでのイメージを払拭して、

使い勝手がよく、親しみやすくなるようにという意

図を込めた。

平成 14（2002）年の関西館開館時における来館

利用の方法は、次のようなものであった。

来館した利用者は、まず入退館カウンターの横に

設置されたカード発行機で当日使用する館内利用

カードを受け取り、閲覧ゲートにかざして入館する。

閲覧室には約 8 万冊の参考図書が手にとって利用で

きるよう開架されている。書庫にある資料を利用す

る場合には、館内利用カードを使って、閲覧席の蔵

書検索用端末で NDL-OPAC（3 章 1 節 2 参照）を

操作して資料を検索し、その画面から書庫資料閲覧

を申し込み、資料を借り受ける。開架資料と書庫資

料の利用が済むと、閲覧ゲートに館内利用カードを

差し込んで退館する。

このような来館者管理システムは関西館の建設と

並行して開発されたもので、東京本館の同等のシス

テムよりも 2 年早く、当時としては先進的なもので

あった（3 章 3 節 1（3）参照）。また、関西館の開

館に合わせて登録利用者制度を導入し、登録利用者

に対して、館外から NDL-OPAC で検索した関西館

書庫資料の来館前の閲覧予約、東京本館及び国際子

ども図書館からの図書の取り寄せ、個人やグループ

で利用できる個室の研究室等のサービスを開始し

た。

関西館が開館すると、施設見学を目的として多く

の利用者が来館し、開館から半年間の来館利用者数

は、のべ 6 万 1480 人（開館日 1 日あたり 477 人）

に達した。ところが、開館から 1 年ほどを経て施設

見学目的の来館が一巡すると、関西館の来館者数は

減少していった。開館 2 年目の平成 15（2003）年

度には 1 日あたりの来館者数が 300 人に満たず、平

成 17（2005）年度には 250 人を下回った。

開館当時の新聞報道からその原因を探ると、開館

が歓迎される一方で、小説のように読んで楽しむた

めの本が見当たらず、18 歳未満の入館も一般向け

の館外貸出しも行っていないことに戸惑う利用者の

声が目につく。

また、京都府相楽郡精華町に立地する関西館に来

館するには、京都市、大阪市両市をはじめとする関

西地方の人口稠密地域のいずれからも電車とバスを

乗り継いで片道 1 時間程度、往復 1500 円程度の交

通費がかかり、開館前からその立地が懸念要因とし

て指摘されていたが、関西地方の人口稠密地域から

の利用の伸び悩みは想定以上であった。

関西館の利用者の想定は、東京本館の利用状況に

照らして、関東に次いで人口が多く研究機関が集積

した関西地方の全域から広く利用者が来館するもの

カード発行機 ゲート
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と見込み、関東と関西の研究者と学生の数の比率か

ら算出した、1 日当たり 600 人程度というものであっ

た。しかし、平成 15（2003）年に実施した来館利

用者アンケートによれば、精華町が属する京都府よ

りも、同町に隣接する奈良市や生駒市のある奈良県

から来たと答えた利用者の方が多く、大阪府からは

全体の 2 割に満たなかった。アンケートからは、研

究者や学生が集中するが関西館から距離の離れてい

る京都市や大阪市からの利用者は少なかったことが

うかがわれる。都市圏が首都圏に比べて小さい関西

地方では、東京本館の利用者のように国立国会図書

館を利用するために遠方から長時間を費やして来館

する傾向がみられなかったともいえる。

アンケート等を通じて、関西館が広く利用者を集

めるには、関西館の所蔵資料とサービスが、想定ほ

ど認知されておらず、遠方の利用者のニーズに訴求

していないという課題が判明した。関西館は、この

課題に対して、研究者と学生が関西地方の全域から

来館するとしていた想定を改めて、関西館の立地す

る関西文化学術研究都市（以下「学研都市」）で活

動する専門的な研究者と、関西の広域に居住する一

般市民・学生のうち、関西館ならではの資料とサー

ビスを活用して調査研究を行うニーズを持つ人々と

を「主たる利用者」として明確なターゲットに設定

し、地域における大規模な調査研究図書館としての

役割を果たすことを目指す方針を立てた（平成 18

（2006）年 12 月策定の「関西館中期基本計画」）。こ

の方針に沿って、専門的研究にも一般の生活や仕事

上の課題解決にも役立つ図書館として魅力を向上さ

せるとともに、学研都市及び関西地方全域における

サービスの認知度を高める努力を行った。

こうした取組みの端緒は、開館翌年の平成 15

（2003）年に始めた学研都市の各種施設・機関を積

極的に訪問しての、利用案内とニーズ調査である。

翌平成 16（2004）年には、近隣研究機関の研究者

が国立国会図書館を利用する際の窓口となる資料・

情報担当者等との懇談会、研究者に対するガイダン

スを開催した。ガイダンス開催の経験を重ねるうち

に、各機関の事情に応じたきめ細かい対応が行える

ようになり、ガイダンスの満足度は年々高まった。

来館者に対するサービスの改善にも取り組み、平

成 17（2005）年から団体見学で来館する大学生向

け利用ガイダンスを開始し、関西館で調査研究を行

おうとする一般市民や学生に、関西館での調べもの

の方法を案内するリーフレット「関西館で調べよ

う！」の配布を始めた。平成 20（2008）年からは

初めて来館した利用者に利用方法を案内するミニガ

イダンスや、テーマ別に調査方法を案内するミニガ

大
階
段

E.V

W.C

W.C

W.C

総合閲覧室アジア情報室

総合案内・アジア情報案内

研究室

入退館カウンター

大会議室
W.C

中庭中庭

関西館　地下 1 階配置図（平成 31（2019）年 3 月現在）

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/81
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イダンスを実施した。

資料の配置についても、来館者に関西館所蔵資料

を十分に活用してもらうため、平成 19（2007）年、

一般になじみが薄い国立国会図書館分類表（NDLC）

の順に配列していた開架資料 9 万冊の配置を、来館

利用者アンケート、館内統計等から分析した利用者

のニーズを踏まえて見直した。資料の配置は、従来

の分類記号のアルファベット順から利用の多い主題

の分野ごとの配置に改め、医療、環境、マーケティ

ング等の課題解決に役立つコーナーを設けた。その

後も資料配置の見直しは随時行っており、参考図書

以外にも概説書等の一般の読み物の開架を増やし、

最近刊行された新書のコーナーを設けた。また、テー

マ別コーナーもさらに新設・拡充し、平成 30（2018）

年度現在ではビジネス情報、健康医療情報、展覧会

図録等のコーナーを設けている。

さらに、開架資料だけではなく、閉架書庫に多様

な資料を所蔵していることを知ってもらうため、平

成 20（2008）年に資料紹介として「ノーベル賞を

うみだした原典」と「アートカタログコレクション」

の展示を閲覧室内で実施し、平成 21（2009）年か

らは「関西館小展示」の定期的な開催を始めた。

以上のような努力が奏功し、来館者数の減少は平

成 20（2008）年度の 5 万 8977 人（開館日 1 日あた

り 212 人）をもって止まり、以降、若干であるが増

加に転じた。

続く平成 20 年代（2010 年代）においても、近隣

機関を訪問した際に関西館に対する要望を聞き取る

などの取組みを通じて、サービスをさらに改善し利

用者の満足度を高めるよう努めた。

平成 26（2014）年、アジア情報室の貸出し・レファ

レンスを行っていたアジアカウンターを廃止して総

合閲覧室とアジア情報室の貸出窓口を一か所に集約

するとともに、総合案内に隣接してアジア情報案内

を設置した。

平成 29（2017）年、開館時間を午前 10 時から 9

時 30 分に 30 分繰り上げた。

関西館小展示

総合閲覧室 アジア情報室の書架
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（2）遠隔サービス
関西館が提供する遠隔サービスは、遠隔複写サー

ビス（3 章 2 節 1 参照）と図書館間貸出サービス（3

章 2 節コラム参照）から成る。国立国会図書館の所

蔵資料を来館せずに利用できるようにすることは、

構想の段階から関西館の基本機能の柱のひとつとし

て挙げられていた。

平成 14（2002）年、関西館の開館に合わせて、

関西館を遠隔サービスの 3 施設共通の窓口に位置づ

けた。開館を 4 か月後に控えた 6 月、遠隔複写と図

書館間貸出しの受付事務を東京本館から関西館（資

料部文献提供課）に移管し、10 月から図書館経由

の遠隔複写と図書館間貸出しの申込受付を開始し

た。そして、平成 15（2003）年 1 月、個人が NDL-

OPAC を経由して遠隔複写を申し込むことができ

る機能の運用を開始した（3 章 2 節 1（3）参照）。

関西館を窓口として NDL-OPAC や郵送等で寄せら

れた依頼は、資料の所蔵施設別に振り分けられ、各

施設で複写と貸出しを処理した。

NDL-OPAC には、設計上、利用者が遠隔複写や

図書館間貸出しを申し込んだ場合に、東西両施設で

同じ資料を所蔵しているときは、当該申込みは自動

的に関西館に振り分けられる機能を持たせていた。

この仕組みを実装した理由は、関西館が単なる窓口

にとどまらず、遠隔サービスの拠点として、全国の

図書館や個人から国立国会図書館に寄せられる申込

みの多くを処理することを構想していたからであ

る。また、遠隔複写や図書館間貸出しの申込みを東

京本館よりも施設に余裕のある関西館でまず処理す

ることで、手続きと処理の合理化・迅速化を図ると

いう狙いもあった。特に、遠隔複写は科学技術分野

を中心とする和洋の雑誌記事に申込みが集中すると

見込み、その大部分を関西館所蔵資料で処理するこ

とを想定していた。ほかに国内刊行の資料について

は、関西館が所蔵する複本を優先して遠隔サービス

に供することで、東京本館所蔵の正本を保護し、永

く保存するという目的もあった。

NDL-OPAC の稼働により、関西館の遠隔サービ

ス件数は伸び続け、4 年目の平成 17（2005）年度に

は遠隔複写の処理件数が 10 万件を突破した。とは

いえ、関西館における遠隔サービスを発展させる上

では、関西館の蔵書不足がネックとなった。

図書館間貸出しでは、関西館で複本を所蔵してい

ない図書（刊行から年数が経ったものや、入手困難

なもの）に対しても多くの申込みが寄せられた。こ

のため、貸出しの多くは東京本館で処理され、関西

館で処理できる件数は平成 15（2003）年度時点で

は全体の 10% 程度に過ぎなかった。その後、関西

館所蔵資料の充実により処理件数が増加し平成 17

（2005）年度には 3000 件を超えたが、全体に占める

割合は平成 30（2018）年度でも 30% 程度である。

遠隔複写については、先に述べたように雑誌記事

の複写が中心になると見込んでいたが、資料の分散

配置の検討の末、主力となる和雑誌の正本は、国会

サービスや東京本館における来館サービスへの影響

を考慮して、科学技術分野を含めて東京本館に配置

し、関西館には限られたタイトル数の和雑誌の複本

と、洋雑誌を配置することを決定した（1 節 3（3）

参照）。NDL-OPAC 稼働以前の傾向では、雑誌記

事索引に採録された学術雑誌の最近刊行分の記事が

多く複写されていたため、関西館の開館前からド

キュメント・サプライ用和雑誌として収集してきた

雑誌記事索引採録誌（後述）で複写のニーズを満た

すことができると想定していた。ところが、NDL-

OPAC で昭和 23（1948）年以来の雑誌記事索引が

検索可能となったことにより、古い資料の複写の需

要も掘り起こされる結果となった。関西館の遠隔複

写処理件数は平成 17（2005）年度に 10 万件を超え

たが、関西館で所蔵していない資料の遠隔複写処理

件数の伸びも同様に大きく、東京本館との比率では

全体の 40% 程度にとどまった。

関西館の構想段階では、関西館が所蔵する紙媒体

の資料を用いた遠隔複写は開館後 10 年目の平成 24

（2012）年に枚数換算にして 700 万枚以上にのぼる

ことを見込み、関西館のサービスの柱になると想定

していたが、平成 24 年度の提供枚数は約 47 万枚で

あった。

平成 23（2011）年、遠隔複写サービスを拡充し、

国立国会図書館がデジタル化した所蔵資料や、契約

に基づいて提供している電子ジャーナルをプリント
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アウトして郵送するサービスを関西館で始めた（3

章 2 節 1（4）参照）。

関西館の遠隔サービスは、蔵書不足に加えて、学

術情報流通が次第に電子媒体に主軸が移ったことに

より、紙媒体の資料の遠隔複写処理件数と図書館間

貸出件数においては想定を下回ったことになる。し

かし、遠隔複写においては、資料デジタル化の進展

を反映して、関西館で処理を引き受けているプリ

ントアウト件数が年々増加している。プリントア

ウトを含めた関西館の遠隔複写処理件数は平成 30

（2018）年度には過去最高の 15 万件（110 万枚）を突

破し、現在では東京本館の処理件数を上回っている。

2. 蔵書の構築と資料移送

（1）国内刊行資料
関西館が所蔵する国内刊行資料は、我が国の法定

納本制度（2 章 1 節 1 参照）により複数部数の納入

が義務付けられた国の機関・独立行政法人・地方公

共団体等の出版物の 2 部目、及び購入・寄贈等によ

り収集された民間出版物の 2 部目等、東京本館資料

の複本である。これらの資料は、関西館の来館サー

ビス及び遠隔サービスに供するとともに、大規模災

害等の不測の事態への備えとしても収集してきた。

関西館が開館時に所蔵していた和図書の元となっ

た部分は、財政上の理由で見送った 2 部納本制の代

替措置として、昭和 62（1987）年度から購入によ

り収集してきた「国内刊行保存資料」を転用したも

のである。これらの資料は、平成 11（1999）年度

までに約 11 万冊に達していた（1 節 3（3）参照）。

これに加えて、平成 8（1996）年に一般閲覧を停止

した支部上野図書館（5 章 1 節 1 参照）の所蔵和図

書約 16 万冊、国会分館（国会議事堂内にある東京

本館の分館）の所蔵和図書の中から刊行年数が経過

したことにより本館に返納された約 1.4 万冊、その

他寄贈等で受け入れた複本を関西館配置とした。平

成 12（2000）年度からは関西館配置資料整備費の

予算計上が認められ、開館までに準備した和図書は

約 31 万冊であった。また、総合閲覧室に開架する

参考図書約 5 万冊を収集した。このように関西館の

和図書は開館までに相当の冊数を揃えることができ

たが、以下のような理由から関西館の所蔵資料だけ

でサービスをまかなうことはできなかった。

まず、上記の収集の経緯から、昭和 62（1987）

年より前に刊行された和図書が不足し、資料の刊行

年代に偏りが見られた。閲覧室に据え付けられた

10 万冊排架可能な書架に対して、開館当時納めら

れた資料は、参考図書に雑誌を合わせても 8 万冊ほ

どにすぎず、書架には空きスペースが目立った。

平成 15（2003）年度に実施した来館利用者アン

ケートの改善要望項目では「蔵書の充実」が圧倒的

に多い 58% 強に上り、蔵書が利用者のニーズに十

分に応えきれていない実情を示していた。このこと

は、関西館の利用者数が伸び悩む一因でもあったと

考えられる。

和雑誌については、関西館開館前から、遠隔複写

サービスに用いるため、ドキュメント・サプライ用

和雑誌として、遠隔複写で多くの依頼が予測される

雑誌記事索引の索引採録誌を中心に複本を収集し

た。過去の遠隔複写の傾向から、刊行年度が新しい

学術誌の複写件数が特に多くなると想定していたた

め、関西館開館から遡って約 10 年分の複本整備を

目標とし、購入・寄贈等の手段により約 1.4 万タイ

トルを開館までに準備した。

しかし和雑誌についても、NDL-OPAC で検索可

能な昭和 23（1948）年以降の雑誌記事索引に採録

された雑誌タイトル数に対して、関西館所蔵雑誌は

タイトル数が限られ、かつ、バックナンバーも不足

遠隔複写作業の様子
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していた。遠隔複写の依頼は刊行年度の新しい学術

誌に極端に集中することはなく、前述のとおり、ド

キュメント・サプライ用和雑誌のみでは遠隔複写

サービスに十分に対応することができなかった。

開館後の関西館では、国内刊行資料を充実させる

ために毎年度およそ 1 億円を支出し、和図書と和雑

誌の購入を続けている。また、東京本館に複数部数

が納入された資料や、国会分館で不要となった資料

等を、東京本館から関西館に毎週定期便で移送した。

この結果、関西館の和図書と和雑誌は最近刊行の

ものを中心に順調に増加を続けており、近年では毎

年、和図書は 3 万数千冊、和雑誌は 6 万数千点程度

を受け入れている。

他方、関西館の蔵書構成の弱点であった刊行年の

古い資料を所蔵していない点については、平成 23

（2011）年に提供を開始した「国立国会図書館のデ

ジタル化資料」（現在の国立国会図書館デジタルコ

レクション）において、大規模デジタル化事業によ

り昭和 43（1968）年以前受入の和図書、平成 12（2000）

年以前刊行の和雑誌をデジタル化し、館内限定公開

したことにより（2 章 3 節 4 参照）、関西館に来館

すれば閲覧し、複写も申し込めるようになった。

平成 29（2017）年度の来館利用者アンケートでは、

関西館の国内刊行資料の所蔵に対する不満足の割合

は 7% であった。

（2）関西館ならではの所蔵資料
「関西館開館に伴う図書館資料の分散配置体制に

ついて」（以下「分散配置体制」）に基づき東京本館

と分担して資料を受け持つ関西館には、前述の国内

刊行資料以外にも、基本機能である文献提供サービ

スとアジア情報サービスに必要な関西館ならではの

資料を配置した。具体的には、洋雑誌、外国科学技

術関係資料、国内博士論文及び文部科学省科学研究

費補助金研究成果報告書と、アジア言語資料である。

洋雑誌は、東京本館が国会サービスや専門室の

サービスで必要とする年鑑類、一部の人文・社会科

学関係誌及び科学技術関係抄録索引誌を除いてすべ

て関西館への配置とした。関西館開館時点で約 4 万

タイトルを東京本館から移送し、開館後には科学技

術分野等の学術誌を中心として購入・寄贈・国際交

換により収集してきたが、学術情報流通の電子媒体

への移行と雑誌価格の高騰によって当初の収集方針

を大きく変更せざるを得なくなった（2 章 2 節 2（1）

参照）。平成 30（2018）年度末の所蔵タイトル数は

約 4.5 万タイトルである。

外国科学技術関係資料は、東京本館の科学技術資

料室から移送した資料群で、海外博士論文、欧文会

議録、学協会ペーパー、テクニカルレポート、規格

資料等からなる。この資料群も電子化の影響を受け

てテクニカルレポートの購入を取りやめるなど、収

集方針を変更しているが、関西館開館後も科学技術

関係資料費による収集を続けている。

国内博士論文は、国際子ども図書館の開館まで支

部上野図書館（5 章 1 節参照）に配置していた関東

大震災（大正 12（1923）年）以降の博士論文を移送し、

開館時点で約 42 万人分を所蔵していた。平成 25

（2013）年 4 月 1 日から、博士論文は原則としてイ

ンターネットを利用して電子媒体で公表することに

なったため、平成 26（2014）年から電子媒体の博

士論文の収集を行っている（2 章 2 節 2（2）iv) 参

照）。平成 30（2018）年度末の所蔵点数は紙媒体が

約 59.6 万人分、電子媒体が約 5.5 万人分である。

文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書は、

昭和 53（1978）年以降に国立国会図書館に納入さ

れたものを関西館に移送し、開館時点で約 10 万冊

を所蔵していた。開館後も収集を続けているが、平

成 20（2008）年度以降は電子媒体による簡易な報

告書が国立情報学研究所（NII）の運営する科学研

究費助成事業データベース（KAKEN）に掲載され

ることをもって冊子形態の報告書の提出義務が廃止

されたことに伴い、納入点数が減少している。平成

30（2018）年度末の所蔵は約 16.9 万タイトルである。

アジア言語資料は、中国語、朝鮮語をはじめとす

るアジア・中東の諸言語で書かれた資料で、東京本

館にあったアジア資料室が所管していた図書約 23

万冊と年鑑、雑誌及び新聞の逐次刊行物約 7000 タ

イトルを関西館アジア情報室に移送した。

アジア情報室では東京本館時代と比べてアジア言

語資料の収集を強化しており、新聞は 1 国 1 紙、雑

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/76
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誌は各国主要誌の収集を目標に立てて充実をはかっ

た結果、アジア言語逐次刊行物の所蔵タイトル数は

平成 30（2018）年度までに約 9000 タイトルに増加

した。また、平成 17（2005）年に中国、平成 21（2009）

年及び平成 30（2018）年に韓国の学術論文全文デー

タベースの購読契約を結び、利用可能なタイトル数

を増やした。

アジア言語図書は、関西館開館時点では昭和 61

（1986）年以降に受け入れたものに限られていたが、

購入、国際交換、寄贈等によって所蔵点数が順調に

増加した。とりわけ国内書店を通じた安定的な収

集が難しい諸言語資料については、平成 10（1998）

年から平成 30（2018）年まで米国議会図書館が他

の図書館と協力して現地で資料を購入している「東

南アジア共同収集プログラム」に参加し、東南アジ

ア地域の諸言語の資料を充実させてきたことが特筆

される。

平成 26（2014）年度には、後述する資料移送の

一環として昭和 60（1985）年以前に受け入れた中

国語及び朝鮮語図書を関西館に移送し、刊行年代の

古い図書も増加した。平成 30（2018）年度末の所

蔵冊数は中国語約 36 万冊、朝鮮語約 5 万冊、その

他の諸言語約 4.6 万冊となっている。

（3）東京本館からの資料移送
これまで述べてきたように、関西館は、平成 8

（1996）年に決定し、平成 12（2000）年に改正した「分

散配置体制」に基づいて東京本館と所蔵する資料の

配置を分担した。この方針では、関西館開館後の分

散配置について、5 年ごとに東西両施設の書庫収蔵

割合を点検し、東京本館所蔵の経年資料等を段階的

に関西館に移送することも定めていた。

平成 17（2005）年に最初の東西両施設の書庫調

査を行ったが、この時点で資料の増加率が平成 12

（2000）年の予測よりも上昇し、東京本館書庫は、

関西館への資料移送を行わない場合、平成 23（2011）

年度には収蔵能力の限界を迎える見込みとなった。

このままでは東京本館に新たに受け入れた資料を排

架することが困難になるため、2 回に分けて関西館

に資料移送を行うことを決定した。

平成 21（2009）年、第一次移送として、関西館

開館以来 7 年ぶりの大規模な資料移送を実施した。

第一次移送の対象としたのは、和図書の複本約 9 万

冊、科研費報告書の複本約 2 万冊、そして媒体変換

済み原資料約 28 万冊であった。媒体変換済み原資

料は「分散配置体制」で東京本館に配置するとして

いた和図書等の正本であるが、その大部分を占める

明治期・大正期刊行図書はデジタル化を終えて近代

デジタルライブラリーで利用が可能になっており（2

章 3 節 2 参照）、これらの資料を関西館に移送して

も東京本館のサービスにはほとんど影響を及ぼさな

いことから、移送の対象に選定した。

平成 23（2011）年には第二次移送を実施し、媒

体変換済み原資料約 34 万冊、国内特許公報等約 16

万冊、学術文献録音テープ等約 3 万点を関西館に移

送した。

移送と並行して平成 21（2009）年から書庫調査

を行い、平成 24（2012）年からの 5 年間に追加の

移送を行うことを決定した。これにより、平成 25

（2013）年には保存用のマイクロネガフィルム約 10

万リール、平成 26（2014）年には媒体変換済み原

資料約 39 万冊、昭和 60（1985）年以前受入れの中

国語及び朝鮮語図書約 9 万冊とマイクロネガフィル

ム約 5 万リールを移送した。

東京本館書庫における資料移送の準備

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/76
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平成 21（2009）年から平成 26（2014）年までの

4 度にわたった大規模移送により、100 万冊以上の

所蔵資料を東京本館から関西館へ移送したことで、

国立国会図書館全体の書庫機能の延命が可能となっ

た。これらの移送の結果、関西館には平成 14（2002）

年の開館時点の移送対象には含まれていなかった複

本やアジア言語図書が補充され、新たにデジタル化

済みの原資料やマイクロネガフィルムを長期保存す

る機能を担うことになった。

3. インターネットを活用したサービスの
展開

（1）「インターネット事業主体」としての関
西館

関西館は、これまで述べてきた文献提供サービス、

アジア情報サービスに加えて、図書館協力事業と電

子図書館事業を基本機能の柱として掲げ、さまざま

な事業を展開した。

図書館協力事業としては、平成 10（1998）年以

来運営してきた総合目録ネットワーク（6 章 2 節参

照）、図書館に関する調査研究（6 章 4 節参照）、障

害者図書館協力（6 章 6 節参照）を東京本館から事

業部図書館協力課に移管したほか、新たに全国の図

書館員を対象とする研修（6 章 5 節参照）を開始した。

電子図書館事業としては、電子展示会の企画・

運営を東京本館から引き継ぐとともに、平成 14

（2002）年 10 月の関西館開館にあわせて近代デジタ

ルライブラリーの提供を開始し（3 章 2 節 2（2）参

照）、11 月には許諾により収集したウェブサイトを

提供するインターネット資源選択的蓄積実験事業

（WARP。2 章 1 節 3（1）参照）と、深層ウェブで

収集できないデータベースを紹介するデータベース

である国立国会図書館データベース・ナビゲーショ

ン・サービス（Dnavi。2 章 1 節コラム参照）を実

験事業として公開した。事業部電子図書館課がこれ

らのシステムの開発と運用を所管し、また電子情報

の長期保存に関する研究開発に着手した。

電子図書館課はさらに、レファレンス協同デー

タベースの開発に実験事業として着手し（平成 14

（2002）年）、平成 17（2005）年に事業化にこぎつ

けた（6 章 3 節参照）。その後、レファレンス協同デー

タベースの運用は、実験事業から正規の事業とする

際に図書館協力課に、電子展示会の企画・運営はノ

ウハウの確立後に東京本館の主題情報部にそれぞれ

移管し（平成 18（2006）年 4 月）、電子図書館課は、

国立国会図書館のインターネットを介したサービス

の事業において、言わば「ラボ（実験室）」の役割

を果たした。

このようなインターネットを介したサービスの展

開と並行して、インターネットを通じた情報発信も

急速に拡大した。

図書館協力課は、平成 14（2002）年 10 月から図

書館に関する短報を掲載する「カレントアウェアネ

ス -E」、平成 15（2003）年 10 月から図書館に対す

るサービス等、図書館協力に関する情報を広報する

「図書館協力ニュース」と、メールマガジンの発行

を開始した。平成 18（2006）年には図書館に関す

る調査研究の情報発信のプラットフォームとしてカ

レントアウェアネス・ポータルを公開し（6 章 4 節

3 参照）、図書館員向けの e- ラーニング講座である

遠隔研修（6 章 5 節 2 参照）を開始した。

資料部アジア情報課も、関西館の基本機能である

アジア情報サービスの一環として、情報発信に積極

的に取り組んだ。開館前の平成 10（1998）年に策

定していた「アジア文献情報センター（仮称）開設

準備検討報告」に基づいて、平成 14（2002）年 10

月の関西館開館とともにアジア情報室ホームページ

を開設し、アジア言語 OPAC を公開した。

アジア情報室ホームページはアジア情報発信の窓

口として、関係機関リンク集や調べ方案内を提供し

た。平成 17（2005）年 3 月には、アジア言語資料

の所蔵機関に関するサービス、所蔵資料、検索手段

等の情報をまとめた「アジア情報機関ダイレクト

リー」を公開した。平成 19（2007）年 4 月にはア

ジア情報室ホームページのリニューアルを行い、ア

ジアの国別・地域別情報資源リンク集「AsiaLinks

―アジア関係リンク集―」を拡充した。

アジア言語 OPAC は、多言語を表現できる文字

コードである「ユニコード」を採用することで、従
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上から、AsiaLinks―アジア関係リンク集―、
アジア言語 OPAC トップページ、検索結果画面
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来の書誌データベースでは入力できなかったアジア

諸国の言語で書かれた資料の書誌データを提供する

サービスであった。当初中国語、朝鮮語のみであっ

た収録言語を順次拡大し、平成 22（2010）年には

14 言語の図書と中国語、朝鮮語の雑誌、新聞が検

索できるようになっていた。平成 24（2012）年、

NDL-OPAC をユニコード化したことに伴い、アジ

ア言語 OPAC は NDL-OPAC に統合されてその役

割を終えた（3 章 1 節 2（3）参照）。

ここまで見てきたように、国立国会図書館のイン

ターネットによる情報発信とインターネットを介し

たサービスの立ち上げにおいて、開館から数年間の

関西館には多くの成果が見られた。当時、関西館の

事業を紹介する際に用いたフレーズ「関西館はイ

ンターネットの事業主体」（『国立国会図書館月報』

556 号　平成 19（2007）年 7 月）は、この時期の雰

囲気を象徴している。

（2）「デジタルアーカイブの拠点」
関西館は、利用者サービスの模索を続ける中で、

インターネットを通じた事業のより一層の強化を指

向し、平成 16（2004）年から電子図書館課で開発

を進めてきた次世代の電子図書館サービスである

デジタルアーカイブ事業を中核に、「デジタルアー

カイブの拠点」となる方針を打ち出した（平成 18

（2006）年 12 月策定の「関西館中期基本計画」）。

デジタルアーカイブ事業の基盤となる NDL デジ

タルアーカイブシステムは、蓄積したインターネッ

ト情報と、国立国会図書館の所蔵資料をデジタル化

した資料を統合して収集・組織化・保存する仕組み

であり、平成 22（2010）年以降、電子図書館サー

ビスを支えるシステム基盤として運用している。

平成 18（2006）年には、今後インターネット情

報の収集、蓄積と提供がデジタルアーカイブ事業

の中で最も発展する分野であるとの想定の下で、

WARP と Dnavi を本格事業へと移行させた。

平成 22（2010）年 4 月、国等のインターネット

資料の制度収集の開始に伴い、収集したインター

ネット資料の中から図書、雑誌等の刊行物に相当す

るものを抽出し、メタデータを付与して提供する作

業を電子図書館課で行うことになった（同年 5 月に

WARP（著作別）のサービス名称で公開（2 章 1 節

3（1）iv) 参照））。

デジタル化資料の提供については、平成 18（2006）

年 4 月に東京本館と国際子ども図書館で行っていた

著作権処理業務（2 章 3 節コラム参照）を電子図書

館課に集約した。平成 22（2010）年 9 月には、著

作権未処理の戦前の和図書を館内限定公開として近

代デジタルライブラリーに収載し、デジタル化資料

の提供冊数は一挙に増加した（3 章 2 節 2（2）参照）。

また、デジタルアーカイブの案内窓口として構築

された国立国会図書館デジタルアーカイブポータル

（PORTA。3 章 2 節 4（1）参照）の管理運営を平

成 22（2010）年 4 月に東京本館から電子図書館課

に移管し、館内外のデジタルアーカイブを統合的に

提供する機能を関西館に集約した。

このような拡大の一途をたどるデジタルアーカイ

ブ業務を支えるため、人員を再配置し、電子図書館

課の増員を行った。

4. 地域と向き合う関西館

（1）広報と対外コミュニケーションの強化
関西館は平成 14（2002）年の開館以来、所蔵資

料とサービスを充実させてきたが、その一方では来

館者数の低迷という課題を抱え続けていた。開館か

ら数年を経ると、地元紙で関西館の来館者数が批判

的に取り上げられるようになり、「アクセス悪く入

館者半減…電子化裏目に」（『毎日新聞』大阪版 平

成 19（2007）年 1 月 28 日）、「寂しき「知の殿堂」」

（『読売新聞』大阪版 平成 21（2009）年 11 月 22 日）

といった見出しが並んだ。

関西館にとっては、来館サービスだけではない存

在の意義を学研都市の近隣をはじめ関西地方の広

域、ひいては全国で知ってもらうこと、そのために

関係機関との連携協力を深化させて存在感を高める

ことが何よりも重要になっていた。

このような問題意識を背景に、平成 18（2006）

年 12 月に策定した「関西館中期基本計画」におい

ては、広報と対外コミュニケーションを強化する目

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/81
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/81
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標を掲げた。対外コミュニケーションとは、関西館

が各種の事業やサービスを展開するにあたって必要

となる外部の研究者、研究機関等との交流のことで

ある。

広報の強化策としては、イベントの開催にこれま

で以上に力を入れた。講演会や展示会の回数を増や

し、東京本館で開催される講演会等を、テレビ会議

システムを利用して、関西館でも一般の人が聴講で

きるようにする機会を設けた。近隣住民からの認知

度を高め、親しんでもらうため、毎年 11 月の日曜

日に開かれる地元のイベントである「せいか祭り」

にあわせて平成 16（2004）年から実施してきた「関

西館見学デー」は、大人も子どもも楽しめ、関西館

の理解が深まるよう年々内容に工夫を重ねた。また、

東京本館で平成 18（2006）年に開催した国立国会

図書館のインターネットを介したサービスと情報発

信を紹介するイベント「データベースフォーラム」

を、平成 19（2007）年から関西館でも開催するよ

うにした。

平成 19（2007）年 11 月には、広報効果を高める

ことを目的として、関西館職員にアイデアを募って

関西館のシンボルマークを制定した。このマークは、

デジタルアーカイブ、図書館協力、遠隔サービス、

アジア情報発信といった関西館の多様な事業の広が

りを表す地球と図書館を象徴する本にリボンをかけ

た姿を表したもので、利用者と関西館を「結ぶ」意

味を込めている。

対外コミュニケーションの強化策として、関西館

は、アジア情報サービス、図書館協力事業、電子図

書館事業に関して、アジア情報関係機関懇談会、総

合目録ネットワーク事業フォーラム、レファレンス

協同データベース事業参加館フォーラム、デジタル

情報資源ラウンドテーブル等、全国、そして海外の

関係機関や研究者との交流を実施してきた。

こうした活動を機動的に推進することができた背

景として、関西館は、50 年以上の歴史を有する国

立国会図書館の中でも東京から 500km 離れた新し

い土地に作られた若く新しい組織であり、既存の業

務とは異なる、新しい実験的な事業を積極的に試み

ていこうとする機運が組織の中にみなぎっていた。

また、平成 19（2007）年 4 月、定員削減（補章 3

節参照）の一環として 1 課 2 部制を廃止し、関西館

の 6 課を関西館長に直属させたことにあわせて、組

織内での情報共有や、課横断で取り組むイベント実

施の体制を整備することができたことも幸いした。

関西館事業の新展開であったインターネットを通

じた情報発信も、関西館の実験的な事業を積極的に

試みていこうとする機運が取組みを後押しした。

関西館は平成 20 年代初頭（2000 年代後半）から

隆盛したソーシャルネットワークへの対応も早く、

平成 21（2009）年にカレントアウェアネス、平成

22（2010）年にレファレンス協同データベースと総

合目録ネットワークが相次いでツイッターのアカウ

ントを開設した。特に参加する各種図書館が登録し

関西館見学デー（平成 25（2013）年 11 月） 関西館シンボルマーク
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「関西の図書館 100 年、関西館の 10 年」会場の様子

たレファレンス事例を紹介するレファレンス協同

データベースのアカウントは多くのフォロワーを集

め、事業への注目度を高めるのに役立てられた（6

章 3 節 2 参照）。

（2）地域との連携
関西館は、新施設の立ち上げが一段落ついた平成

17（2005）年頃から、広報と対外コミュニケーショ

ンに取り組む一環として、地域に立地する関係諸機

関との連携を改めて重視し始めた。

関西地方の公共図書館との協力では、図書館関係

の会合、研修会等により積極的に参加するようにし

た。平成 24（2012）年 10 月に関西館開館 10 周年

を記念して開催した展示会は「関西の図書館 100 年、

関西館の 10 年」と題し、関西館の設立構想から現

在に至るまでの歩みとともに、関西地方の府県立図

書館の協力も得て、明治時代から現在に至るまでの

関西地域の図書館の歴史についても紹介する構成と

した。展示会の構成は好評を受け、作成した展示パ

ネルの大阪府立中央図書館及び京都府立図書館での

貸出展示も実現した。

学研都市との協力も重視した。関西館は、開館以

前から関西文化学術研究都市推進機構等の諸機関

と、関西館と学研都市を活性化させることを目的と

して緊密に協議を行ってきたが、こうした学研都市

内での議論を通じて、関西館が情報という強みを生

かして学研都市発展の基盤づくりに貢献しようとす

る機運が生じてきた。平成 28（2016）年には、そ

の具体的な方策のひとつとして、関係機関に資料の

寄贈を募って総合閲覧室内に「けいはんな学研都市

コーナー」を設置した。また、平成 29（2017）年には、

学研都市建設プロジェクト関係者から、関西学術研

究都市調査懇談会（奥田懇談会）の会議資料や調査

報告書の寄贈を受けた（寄贈後に提供準備作業を行

い、平成 30（2018）年に関西文化学術研究都市アー

カイブとして公開）。

また、「けいはんなビジネスメッセ」「けいはんな

情報通信フェア」等、学研都市のイベントに関西館

が出展者として参加する機会を増やした。

平成 24（2012）年には、関西館 10 周年記念とし

て学研都市に立地する大学が連携して実施する市民

公開講座を共催し、これをきっかけに毎年、関西館

を会場として講座を開催している。

関西館は、学研都市に立地する近隣施設との連携

も重視し、来館サービスの項で述べたように、近隣

施設を訪問して交流を行い、サービスの改善に生か

してきた。

関西館の地域との交流はこれ以外にも、近隣大学

の情報リテラシー教育と連携した学生向けガイダン

スの実施等、多岐にわたっている。

関西館は、地域との交流を深め、地域の一員とし

て貢献してきた。

けいはんな学研都市コーナー
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コラム

関西との人事交流

国立国会図書館は東京本館、関西館、国際子ども図書館の 3 施設に勤務する職員を

一括して採用して施設間で人事異動を行い、また東京本館では衆参両議院の事務局・

法制局をはじめ主に在京機関との人事交流を行っているが、関西館では地元の機関と

の人事交流も行ってきた。

関西地方の機関との人事交流は立地府である京都府とのものがもっとも古く、平成

7（1995）年に関西館の建設が事業化して以来、関西館準備室に地元との連絡調整を

担当するため実務研修員（元の所属機関の職員として在籍したまま実務研修を目的と

して派遣機関に勤務する職員）として京都府職員 1 名が 2 年交代で派遣されていた。

関西館開館直後の平成 15（2003）年には、地元からの応援として、京都府からは府庁、

府立図書館と府立総合資料館（現在の府立京都学・歴彩館）の 3 名の職員、大阪府か

らは府庁と府立中央図書館の 2 名の職員、奈良県からは平成 17（2005）年に開館す

る県立図書情報館の開館準備のための研修も兼ねて県立図書館の 2 名の職員の出向を

受けていた。また、地方公共団体以外でも、京都大学からは図書館職員、国土交通省

からは近畿地方整備局営繕部職員の出向を受けた。関西館の立ち上げに地元から出向

した職員の果たした役割は大きい。

こうした地元との縁はその後も続いており、地元 3 府県との間では国立国会図書館

職員を府立図書館等に実務研修員として派遣または出向させる機会も設けられ、図書

館職員相互の人事交流を長年にわたって継続してきた。京都大学の図書館と国土交通

省の近畿地方整備局営繕部からの関西館への職員の出向も、途切れることなく継続し

ている。

春の関西館
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　第 3 節　関西館の機能強化

1. 基本機能の再確認

（1）問われる関西館の役割
平成 23（2011）年 10 月、国立国会図書館は組織

改編を行い、電子情報関係の業務を統括する電子情

報部を東京本館に設置し、同部に、関西館を含む各

部局に分かれていた電子情報に関する計画の策定と

情報システムに関係する事務を集約した（補章 3 節

参照）。

関西館の電子図書館課は電子情報部に統合しな

かったが、同部に情報システムに関する調査研究を

つかさどる次世代システム開発研究室を新設し、同

室にこれまで電子図書館課が担ってきた電子図書館

に関する研究開発機能の一部を移した。これに伴い、

電子図書館課が所掌する調査研究は、電子情報の長

期保存に関する研究開発のみとなった。

また、デジタルアーカイブの窓口である国立国会

図書館デジタルアーカイブポータル（PORTA）を

この年の末に廃止し、後継サービスである国立国会

図書館サーチ（NDL サーチ）（3 章 2 節 4（2）参照）

の運営を電子情報部の所管とした。

東京本館に電子情報に関する事務を集約し、関西

館において事業の中核として拡張してきた電子図書

館課の所掌事務の範囲を見直したことで、これまで

関西館が目標として掲げてきた「デジタルアーカイ

ブの拠点」の意義を再定義する必要が生じた。

そして、この年には、新サービスである「国立国

会図書館のデジタル化資料」（現在の「国立国会図

書館デジタルコレクション」）を公開し、主として

東京本館で実施した大規模デジタル化事業（2 章 3

節 4 参照）によりデジタル化した資料を収載した（3

章 2 節 2（3）参照）。デジタルコンテンツの収集か

ら利用に関する事業が急拡大する中で、事業を効率

的に進める上で、東京本館から約 500km 離れた関

西館の任務をどのように位置づけるかも課題となっ

ていた。

関西館が遠隔地に建設された意義と効果を再確

認させられる出来事もこの年に起こった。平成 23

（2011）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災におい

て、東京本館は震災で多数の資料が一時期利用不能

となったが（3 章コラム「東日本大震災当日と書庫

復旧」参照）、関西館はごくわずかな揺れを感じた

だけで、全く被害がなかった。震災の直後には、関

西館が所蔵する資料を必要に応じて東京本館に送

り、利用に供することができた。

（2）関西館の機能強化
平成 24（2012）年、関西館が東京本館との間で

分担する事業のあり方について、再編と縮小を選択

肢に含めた議論を行った。その結果、構想段階から

関西館が分担するものとされてきた機能を踏まえて

今後のあり方の方向づけを行うことになった。

すなわち、従来、関西館が拠点として担う重要な

目標として掲げてきたデジタルアーカイブについ

て、デジタルコンテンツの収集から利用に関する事

業を、電子情報部や関西館の単独ではなく、国立国

会図書館が全体として推進するものとした。その上

で、関西館は主にデジタルコンテンツを保存し活用

する任務を担い、デジタル化資料の著作権処理や他

機関がデジタル化した資料の収集、インターネット

資料とオンライン資料（2 章 1 節 3 参照）の収集に

関する機能を引き続き担う拠点として位置づけた。

平成 25（2013）年、図書館向けデジタル化資料送

信サービス（3 章 2 節 2（5）参照）の窓口が関西館

におかれた。

東日本大震災の経験を踏まえて、関西館における

東京本館のバックアップ機能も改めて重視すること

にした。首都圏直下型地震で東京本館が被災する非

常事態であっても、業務継続計画（BCP）に基づい

て国立国会図書館が機能を維持できるように連絡体

制を整備し、被災時のバックアップのために必要な

国会サービスに役立つ資料を重点的な収集の対象に

加えた。

東西での事業の分担も再整理し、それまで東京本
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館に置かれていた文書レファレンスと電話レファレ

ンスの窓口を、関西館を遠隔サービスの窓口とする

考えのもとに、平成 26（2014）年から平成 27（2015）

年にかけて順次関西館文献提供課に移管した。

このように、位置づけの見直しと事業分担の調整

を経ながら、関西館は国立国会図書館の 3 施設のひ

とつとして、設立までの 20 年間に練り上げられた

基本機能に基づいて、館の事業を分担してきた。開

館から十数年の歴史において、草創期、転換期を経

て、関西館の果たす重要な役割は定着している。

2. 書庫の増設

（1）関西館第 2期工事
関西館は 600 万冊を保管できる大規模収蔵施設と

して建設されたが、開館から 18 年が経過する平成

31（2019）年度末には、東京本館・関西館・国際子

ども図書館の 3 施設の全体を合わせても書庫の収蔵

能力が限界となり、新たに受け入れた資料を排架す

ることが困難になることが予想された。このため、

平成 6（1994）年の国立国会図書館建築委員会勧告

で計画されていたとおり、平成 20（2008）年度ま

でに取得した用地に第 2 期施設を建設し、収蔵能力

1400 万冊の書庫を確保することが必要になった。

平成 25（2013）年度予算に関西館第 2 期施設整

備設計費の計上が認められたことにより、国立国会

図書館は第 2 期施設を 3 段階に分けて整備する方針

を立てて、平成 26（2014）年に基本設計に着手した。

そして、同年 11 月 17 日、国立国会図書館建築委員

会が、関西館第 2 期施設の第 1 段階の建設を国会に

対して勧告した。

「国立国会図書館関西館第 2 期施設の第 1 段階の

建設について（勧告）」は、第 2 期施設の延床面積

を約 6 万 3000㎡とし、第 1 段階として、地上 7 階

地下 1 階建てで 500 万冊を収蔵できる約 2 万 5300

㎡の書庫棟を平成 31（2019）年度までに建設する

とした。この勧告は、平成 27（2015）年 2 月 5 日

に衆議院議院運営委員会図書館運営小委員会及び議

院運営委員会で、2 月 10 日に参議院議院運営委員

会図書館運営小委員会でそれぞれ協議、了承され、

勧告に沿った関西館第 2 期第 1 段階施設整備費の計

上が平成 28（2016）年度予算に認められた（平成

31 年度までの 4 か年、約 143 億円）。

設計は平成 28（2016）年に完了し、同年 9 月に

着工した。第 2 期第 1 段階として建設される書庫棟

は、建築の大部分を地上とするが、原地形が傾斜し

た丘陵地であったために建設用地の地盤が関西館本

館書庫よりも高くなっており、既存の書庫と平面を

揃える掘削工事及び擁壁工事に 10 か月を要した。

躯体の工事は平成 29（2017）年に開始した。

（2）書庫棟竣工後の関西館の機能
関西館書庫棟は、令和 2（2020）年 2 月に竣工する。

国立国会図書館は、書庫棟の建設に先立つ平成

28（2016）年に書庫棟の完成による収蔵能力の拡大

を前提とした「国立国会図書館資料の収蔵方針」を

策定した。この方針は、平成 8（1996）年に策定さ

れてから長年にわたり関西館開館以降の資料配置を

規定してきた「関西館開館に伴う図書館資料の分散

配置体制について」（以下「分散配置体制」）に代わ

るもので、平成 29（2017）年度からおおむね 15 年

間の東京本館・関西館・国際子ども図書館 3 施設の

資料収蔵の方針を示したものである。

新しい収蔵方針では、3 施設が提供するサービス

に応じた資料を分担して収蔵するという基本的な考

え方は「分散配置体制」から変更なく踏襲している

が、関西館については、国立国会図書館全体の中で

の大規模収蔵施設としての役割を明記した。

すなわち、大規模収蔵施設である関西館には、刊

行から年数が経過した和洋の図書・雑誌（経年資料）

と媒体変換済み原資料を将来的に配置する。この考

え方に基づき、東京本館の書庫容量が一定であるた

め、おおむね 5 年ごとに東西両施設の書庫収蔵割合

を点検し、収蔵割合に応じて段階的に東京本館所蔵

の媒体変換済み原資料・経年資料等を関西館へ移送

する方針とした。令和 2（2020）年 2 月の書庫棟竣

工後、収蔵方針に基づいた大規模資料移送及び関西

館内での書庫棟への資料再配置を行う。

関西館は、最終的な収蔵能力 2000 万冊規模（東

京本館の約 1.7 倍）の書庫を建設可能な敷地面積を

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/74
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/76
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/82
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/83
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上から、関西館書庫棟（本館の左）完成図、書庫棟建設の様子（平成 30（2018）年 6 月 25 日）

有し、また地盤の安定した京都府郊外の丘陵地帯に

立地する優位性を持っている。書庫棟の建設により、

関西館は媒体変換済み原資料に加えて、刊行から年

数が経過した資料を永く保管し、将来の利用に備え

る長期収蔵拠点としての機能を強化する。　
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国際子ども図書館は、上野公園に隣接し、動物園や博

物館、美術館といった文化施設に囲まれる場所に平

成 12（2000）年 5 月 5 日に開館した、我が国初の国

立の児童書専門図書館である。支部上野図書館の建

物の再利用という契機と児童書関係団体からの要望

を踏まえながらの設立から、平成 27（2015）年から

平成 28（2016）年にかけてのアーチ棟建設とリニュー

アルに至るまでの歩みをたどっていきたい。

国際子ども図書館

第        章5
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国際子ども図書館外観

　第 1 節　国際子ども図書館の誕生

1. 上野図書館の活用

（1）時代背景
平成元（1989）年、第 44 回国連総会において、

児童の権利に関する条約（通称「子どもの権利条約」）

が採択された。平成 6（1994）年に我が国が批准し

た、非常に多岐にわたる内容を規定するこの条約の

第 17 条には「児童が国の内外の多様な情報源から

の情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道

徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情

報及び資料を利用することができることを確保す

る」とあり、子どもの知る権利や、健やかな成長の

ために、資料へのアクセスを保障している。

子どもの権利条約に応じた子どもへの権利保障と

いう世界規模の流れがあった一方で、日本国内にお

いては子どもの“活字離れ”が問題となっていた。

全国学校図書館協議会と毎日新聞社が毎年行ってい

る「学校読書調査」では、たとえば 1990 年代以降、

不読率、すなわち１か月に１冊も本を読まないと回

答した中学生の割合が過半数に達することが多く

なっており、子どもの頃から読書に親しむ環境の整

備が喫緊の課題とされた。「本を読まない若者」が

批判的に扱われるのと並行して、マスメディアでは

凶悪な少年犯罪がクローズアップされ、1990 年代

中盤以降は「キレる若者」が問題視されるようになっ

た。

このような背景の下、子どもたちがたくさんの本

と出会い、楽しく豊かな読書体験ができるように、

国際子ども図書館シンボルマーク
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それぞれの立場を尊重し、創意を生かして協力しあ

うことを目的として、平成 5（1993）年 3 月、作家・

文化人たちが「子どもと本の出会いの会」（会長：

井上ひさし）を結成した。同年 12 月には、超党派

の国会議員で構成される「子どもと本の議員連盟」

（会長：鳩山邦夫、事務局長：肥田美代子）も発足

した。同議員連盟の活動計画には、学校図書館のよ

り一層の充実を図るため、学校図書館法の改正を目

指すとともに、子どもの本を通じた国際交流、「国立・

子どもの本の館（仮称）」の設置が掲げられた。

（2）国立の児童書センターを
「子どもと本の議員連盟」発足以前から、国立の

児童書センターを求める声は存在していた。例えば、

昭和 54（1979）年に図書館情報学者の草野正名氏

により提唱された「国立の国際児童図書館」等であ

る。ドイツのミュンヘン国際児童図書館や、米国議

会図書館の児童書センター、あるいは旧ソ連にあっ

た児童文学作家・画家と子どもの読者との交流施設

のように、海外には国が運営に携わる「子どもの本

の館」が存在しており、子どもの読書に携わる多く

の人々にとって、このような「館」を日本に建設す

ることは、長年の悲願であった。この「館」が、国

立国会図書館、さらには支部上野図書館と結びつい

たのは、以下のような事情があった。

支部上野図書館の建物は、明治 39（1906）年に

帝国図書館として建てられたが、昭和 22（1947）

年に国立図書館となり、昭和 23（1948）年の国立

国会図書館設立により昭和 24（1949）年に国立国

会図書館の支部となった。東京都には日比谷図書館

以外に当時大規模な図書館がなかったため、できる

限り速やかに東京都へ移管する旨、国立国会図書館

法で明記された。上野図書館は東京都への移管を予

定していたため、建て替えや大規模改修を行うため

の本格的な予算要求ができない状態に置かれ、最低

限の施設補修のみ行っていた。そのため内装も外装

も大きく変わることなく、良くも悪くも旧帝国図書

館時代の雰囲気を保ち続けた。永田町に本館（現在

の東京本館の本館）が竣工し、所蔵資料の大多数を

本館へ移転した後は、博士論文や個人コレクション

支部上野図書館
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といった専門資料を閲覧に提供していたものの、資

料の閲覧よりは、自習のために閲覧室の座席を利用

する利用者が大半を占めるという状況であった。

しかし、東京都は昭和 48（1973）年に中央図書

館、昭和 62（1987）年に多摩図書館を開館し、既

存の日比谷図書館（当時）と合わせた 3 館体制を確

立し、平成 5（1993）年 12 月、東京都との話し合

いを行った結果、上野図書館の都への移管は中止と

なった。翌平成 6（1994）年 7 月に国立国会図書館

法が改正され、支部上野図書館は「図書及びその他

の図書館資料を一般公衆の利用に供することを主た

る目的とする支部図書館」と定められ、国立国会図

書館において上野図書館の今後のサービスのあり方

について、検討をはじめた。

国立国会図書館の内部では昭和 50 年代から、上

野図書館をマイクロ資料の自動出納のような実験的

サービスを行う場とする構想や、音楽映像資料を集

めた図書館とする案、周囲の美術館や博物館となじ

むような印刷の博物館、あるいは美術書の図書館に

する案、図書館研究所兼研修所とする案といったさ

まざまな案があった。そのような中で、「子ども」

に焦点を当てた児童書専門図書館とする案が浮上し

た。平成 6（1994）年の秋、「子どもと本の議員連盟」

の肥田美代子事務局長が上野図書館を視察し「あそ

こならば、ミュンヘンの国際児童図書館に劣らない

すばらしい図書館ができる」と思った、と記してい

る（『出版ニュース』平成 7（1995）年 7 月中旬号）。

帝国図書館の面影のある落ち着いたルネサンス様式

の建物が、まさに「子どもと本の館」にふさわしい

とされたのである。

（3）従来の児童書の扱い
納本により収集する資料は、大人向けの出版物だ

けでなく絵本をはじめとする児童書も含まれるが、

（左、右上）支部上野図書館公開書架室、（右下）同第三閲覧室



223

第
５
章　

国
際
子
ど
も
図
書
館

国立国会図書館は長らく、利用対象を満 20 歳以上

（赤坂本館時代は満 15 歳以上、平成 14（2002）年

以降は満 18 歳以上）としてきた。赤坂本館時代に

は児童閲覧室（満 10 歳以上～ 15 歳未満）を設置

していたが昭和 25（1950）年に短期間で閉室した。

その後、児童書は昭和 30（1955）年までは一般図

書と同様に提供し、昭和 31（1956）年から昭和 35

（1960）年までは、公共図書館等への特別貸出制度

を行っていた。いずれも所蔵児童書の有効活用の一

環ではあったが、一般図書よりも優先順位が低く、

扱いについて一定の方針がなかった。そのため閲

覧用の目録を作成していない時期もあり、昭和 30

（1955）年以降は利用者が調査研究のために閲覧す

ることができない状態であった。昭和 43（1968）年、

児童文学研究者の滑川道夫氏の新聞投書が発端とな

り、関係団体からの要望を受けて、申請をすれば閲

覧できるようにし、同時に児童書の書誌整備を進め、

冊子体の目録を刊行するに至った。それでもなお、

目録の刊行は約 5 年ごとのペースであり、その間に

受け入れた児童書は、新しい目録が刊行されるまで

効率的に検索できない状態であった。

2. 児童書センター（仮称）から国際子ど
も図書館へ

（1）サービス対象と名称
平成 6（1994）年 11 月には早くも「国際子ども

図書館設立の申入れ書」が「子どもと本の議員連

盟」から国立国会図書館長宛に提出された。また村

山富市内閣総理大臣宛には 25 団体の連名で「国立

国際児童図書センター設立に関する要望書」が提出

された。支部上野図書館を「図書及びその他の図書

館資料を一般公衆の利用に供することを主たる目的

とする」という同年 7 月の国立国会図書館法の改正

趣旨を踏まえた上で、同年 11 月に開催された衆議

院議院運営委員会図書館運営小委員会では、支部上

野図書館に子ども図書館を設置する必要があるとの

意見が大勢を占め、検討を進めることを了承した。

これを受けて、平成 7（1995）年度予算に調査費が

計上された。この国会内でのスピーディな決定の背

景には、いわゆる「自社さ」連立政権下で、参議院

議院運営委員会図書館運営小委員長であった自由民

主党・村上正邦議員と日本社会党・肥田美代子議員

との間の、党派を越えた協力があった。平成 7 年 5

月には「子どもと本の出会いの会」を母体に、作家

や出版社等の児童書関係者で構成される「国立の国

際子ども図書館設立を推進する全国連絡会」（会長：

永井道雄、のち井上ひさし。以下「全国連絡会」）

が設立された。

また同年 6 月には「子どもと本の議員連盟」が「国

際子ども図書館設立推進議員連盟」（会長：村上正邦）

へと改組し、関係者の間で新図書館設立の機運は盛

り上がった。

それに合わせて、国立国会図書館内部の動きも本

格化した。平成 7（1995）年 1 月、支部上野図書館

長と 8 名の班員からなる「児童書の図書館」構想検

討会を設置し、以後、12 回の検討、関係各所訪問、

関係者ヒアリングを経て、同年 3 月末には「「児童

書の図書館」構想（試案）」が完成した。この構想

では、東京本館で保管する児童書を支部上野図書館

に移送し、かつ新たな蔵書構築を行い、児童書やそ

の関連書を利用に供する組織を設置すること、その

名称を「国立国会図書館児童資料センター」とする

ことを掲げた。同年 7 月には、外部有識者からな

る「国立国会図書館に設置する児童書等の利用に係

る施設に関する調査会」（会長：栗原均）を設置し、

11 月 17 日には、調査会からの答申が出された。答

申は、アジア資料の重点的収集、電子図書館化の推

進、非来館型サービス（遠隔サービス）の拡大等を

提言し、また名称については「国立国際子ども図書

館」が望ましいとした。この答申を受ける形で翌平

成 8（1996）年 1 月には、国立国会図書館内部に「児

童書の図書館」基本計画策定委員会及び作業部会を

設けて、5 月には「「児童書センター」（仮称）基本

計画」（以下「基本計画」）を策定し、基本的役割を、

資料・情報センター、第一線の児童サービスの支援、

関係諸機関との連携・協力、子どもへのサービスは

電子図書館機能や展示・イベント等の実施、とした。

子どもへの直接サービス等、国立国会図書館が従

来提供してきたサービスとは大きく異なる新しい取

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/84
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/85
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/86
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組みに対しては、国立国会図書館内部では依然とし

て慎重論が強かった。また、所蔵資料を児童書に限

定してしまうのではなく、音楽映像資料等、児童書

以外の専門資料群をも将来的には所蔵可能とできる

よう含みを持たせるべき、といった意見もあった。

この時点で新図書館の仮称は「児童書の図書館」「児

童書センター」等で、「子どもの本に関わる大人向

けの資料・情報センター」として調査・研究を支援

するものとしており、あくまで資料利用対象のメイ

ンは成人とし、子どもの利用は限定的なものとして

いた。

基本計画には子どもへの直接サービスの目玉とな

るものがなく、時代を先取りした電子図書館の宣伝

が、かえって子どもと本との物理的接点が希薄なイ

メージを生み、「「児童書センター」という名称はデ

パートの配送センターみたいだ」（「児童書のメッカ

どう活用　国会図書館が上野に設置　「大人だけ閲

覧」巡り両論」『読売新聞』平成 8（1996）年 9 月 2

日朝刊）等、国会議員や有識者からの批判が相次い

だ。特に平成 8（1996）年 12 月 25 日に全国連絡会

から提出された「「児童書センター」（仮称）基本計

画への要望書」は「「児童書センター（仮称）基本

計画」には子どもへの視点が欠落している」とし、「子

ども図書館ではなくて児童書資料館という性格が強

く出ている」「今、世界各地で子どもに身のまわり

のものを手で触って、見せることができるハンズ・

オンの時代を実現させつつあり（中略）時代に逆行

すべきではない」と述べるなど、「児童書センター」

の性質そのものに異議を唱えるものであった。

また、議員連盟や民間団体からは、海外、特にア

ジア圏の児童書を収集するとともに、図書館を子ど

もたちの異文化理解、国際交流の拠点とする、すな

わち、「国際」子ども図書館とする、という要望が

寄せられた。その要望の背景には、第二次世界大戦

を生き延びたドイツのジャーナリスト、児童文学者

イエラ・レップマン（Jella Lepman）が「子どもの

本は他の何にもまして人間愛という共通基盤を持っ

ている」との確信に立ってミュンヘン国際児童図書

館を創設したように、児童書は子どもにとっての精

神の栄養の源であり、来たるべき 21 世紀を担う子

どもたちに世界各国から集めた児童書を提供するこ

とは、大人にとっての使命である、という考え方が

あった。

とりわけ児童文学の出版や研究が発達している欧

米地域のみならず、児童書の流通基盤が脆弱で散逸

しやすいアジア地域の資料をも一堂に集め、アジア

の児童書センターとしての機能を持ったものにする

ことへの期待が高まっていた。

国立国会図書館では、平成 8（1996）年末に正式

名称を、調査会答申で望ましいとされた「国立国際

子ども図書館」、全国連絡会の要望書に示された「国

立の国際子ども図書館」を踏まえ、これらの要望を

考慮に入れて、所蔵資料の「児童書」ではなく利用

主体である「子ども」を取り入れて、「国際」を加

え、「国立国会図書館国際子ども図書館」と決定した。

年明けには東京本館内に国際子ども図書館準備室を

設置し、新図書館の開館準備を開始した。

子どもの資料利用については、内部での慎重な

意見は相変わらず根強かったが、平成 9（1997）年

7 月には、図書館員の実践・研修の場ともなる子ど

もへの来館サービス（閲覧、読書相談等）を行うこ

とを決め、「本に親しむコーナー」「子ども室」とし

て子どもが直接児童書や絵本を手に取って見られる

コーナーを設置することにした。その後も、どのよ

うに運営すれば、国の図書館として資料の長期的な

保存と両立させる形で、子どもにも大人にも満足し

てもらえるサービスを提供できるかについて、内部

での検討が続いた。

そもそも経験もノウハウもない国立国会図書館に

おいて児童サービスを実施するためには、大阪国際

児童文学館や東京都立日比谷図書館（のち千代田区

に移管され、都立図書館の児童サービスは都立多摩

図書館が担うようになった）等、先行する大規模な

児童サービス提供施設や、個人文庫をもとに設立さ

れた私立の東京子ども図書館との連携協力関係を構

築する必要があった。児童サービスがそのような段

階にあったにもかかわらず、全国の児童図書館に対

する児童サービス支援の拠点となることを目指すこ

とは至難の業といえた。

なお、このほかに上記の平成 8（1996）年に全国

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/86
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/86
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連絡会からの要望書にあった児童書に関する研究室

を置く、絵本の原画を展示する等は、開館時には実

現困難なものとして実施は見送られたが、のちに、

児童文学連続講座の開催や、他の機関との展示会の

共催、学校図書館セット貸出し等、形を変えて少し

ずつ実現した。

（2）児童書の収集
前述の平成 7（1995）年の「「児童書の図書館」

構想（試案）」では、外国資料収集にあたっては「特

にアジア地域の出版物に配慮する」とした。しかし、

ただでさえ消耗品として扱われ、古書の流通も少な

い児童書の海外での入手は困難であるうえ、アジア

地域の児童書を扱う書店は国内にほとんどなかった

ため、職員が直接現地に買い付けに行くことも検討

したが実現しなかった。議員連盟は国会議員に対し、

外遊先で入手した児童書を国際子ども図書館に寄託

するよう呼びかけを行った。

欧米児童書もまた、国立国会図書館の従来の収集

対象から外れていたため、購入や寄贈によって受け

入れることとした。平成 9（1997）年 7 月の「21 世

紀に向けた蔵書の緊急整備計画」の策定を機に、こ

れまで収集対象としていなかった海外児童書を、新

刊書に限定せず 3 万冊程度収集することを目標とし

て、世界各国・諸言語の児童書の収集を進めた。イ

ギリスのヘレフォード大聖堂主教座名誉参事会員エ

ドワード・ヘンリー・ウィニングトン＝イングラム

（Edward Henry Winnington-Ingram）師が、ヴィク

トリア朝の道徳的、精神的価値観に沿った児童文学

をテーマに収集した資料群であるイングラムコレク

ションのように、一括して購入した資料群もある。

またイギリスのアイオナ＆ピーター・オピー夫妻

（Iona Opie、Peter Opie）が収集した 17 世紀から

20 世紀にかけての約 2 万点の児童書からなるオピー

コレクションはマイクロフィッシュの形で購入した。

国内刊行資料のうち児童雑誌については未所蔵の

タイトルや巻号が多かったため、寄贈等によって補

充を目指した。また、図書資料は、平成 3（1991）

年 3 月末の時点で約 10 万冊の所蔵があった。戦前

期に刊行された児童書についてもその一部を所蔵し

ていたものの、戦前、戦後を通して未所蔵・未納本

の資料が多く、納入督促や古書の購入を継続的に

行った。

収集対象は、絵本や読み物といった児童書とその

関連書とした。学校教科書や教師用指導書の収集を

開始したのは、全面開館直前の平成 14（2002）年 4

月以降である（2 章 2 節（3）i) 参照）。全面開館後

に順次、東京本館から国際子ども図書館へ移送した。

（3）施設整備
国際子ども図書館の開館は、「21 世紀の幕開けに

間に合うように」という趣旨で、平成 12（2000）

年とした。建物の改修にあたっては建築家の安藤忠

雄氏が加わり、安藤忠雄建築研究所と株式会社日建

設計が国際子ども図書館の設計を担当することと

なった。

上野図書館は平成 8（1996）年 9 月末をもって一

般閲覧を休止していたが、平成 9（1997）年 8 月の

前述基本計画において施設を段階的に改修する方針

を定めた。建物全体の約 3 分の 1 に相当する昭和期

部分の建物のみを使って博士論文と蘆原コレクショ

ンのみ予約制として部分開館し、平成 10（1998）

年 2 月に再度全面休館した。休館後、10 月まで博

士論文をはじめとする支部上野図書館所蔵資料の東

京本館への移送を行った。明治期部分に付設されて

いた書庫（昭和 27（1952）年建築）は先行して平

成 8 年に解体しており、改修工事は平成 10 年 3 月

から開始した。

開館前年の平成 11（1999）年には、衆参両議院

で国際子ども図書館が開館する平成 12（2000）年

を「子ども読書年」とすることが決議され、子ども

の読書活動推進の社会的ムーブメントが高まって

いった。平成 11 年 3 月 31 日に国立国会図書館法が

改正され、平成 12 年 1 月 1 日をもって国際子ども

図書館が設置され、それに伴い支部上野図書館は半

世紀あまりの歴史に幕を閉じた。東京本館から上野

への児童書・児童雑誌等の移送や、事務室の移転作

業等は、国際子ども図書館の開館約 1 か月前の同年

3 月末までの間に急ピッチで行った。全面開館に至

る総工事費は約 91 億円であった。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/31
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/84
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/86
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3. 部分開館

平成 12（2000）年の 5 月 5 日、こどもの日に、

国際子ども図書館は開館を迎えた。しかし、図書館

の建物の約 3 分の 2 を占める明治期部分は改築中で

あったため、残る 3 分の 1 の昭和期部分のみという

限られた空間でサービスを提供することとなった。

改修工事中のために殺風景にならないよう、明治期

部分の工事の覆いには、青空が描かれた本のイラス

トをあしらった。

開館記念式典は、国際子ども図書館の館内に適当

な場所がなかったため、隣接する東京藝術大学の奏

楽堂を会場とした。皇后陛下の臨席を賜り、内閣総

理大臣、衆参両議院議長、最高裁判所長官の三権の

長をはじめ、国内外の招待者 470 名（うち子ども

87 名）が出席した。ゲストの由紀さおり、安田祥

子姉妹による歌が披露され、式典後のレセプション

では、聖学院小学校の児童らによるハンドベルの演

奏が行われた。

図書館業務がスタートした翌 5 月 6 日（土曜日）

の入館者は 2320 名、初の日曜開館日となった 7 日

の入館者は 2244 名であった。当時の東京本館の平

均来館者数を上回る数であり、人々の関心の高さが

うかがえる。国際子ども図書館の全職員 29 名（当時・

非常勤 3 名を含む）でこれだけの来館者に対応する

ことは困難が予想されたため、開館当初は東京本館

から応援要員を派遣した。東京本館が土曜日（第 1・

3 土曜日を除く）・日曜日は休館であったのに対し、

国際子ども図書館は土曜日・日曜日を開館、月曜日

を休館とした（ただし資料室は日曜休室）。

3 階の上部にあるロフト状の空間（当時「4 階」

と呼ばれた）に子どものへや、3 階にはミュージア

ム、2 階に資料室、そして 1 階にはエントランスと

カフェテリア、事務室を設置した。子どものへやは、

子どもへの直接サービスを行う部屋で、子どもが自

由に手に取って読める約 3000 冊の児童書を開架し

た。3 階は支部上野図書館時代には閲覧室であった

が、閲覧卓や椅子を撤去した上で改装を行い、国内

外の児童書の企画展示を行うミュージアムとした。

かつて公開書架室があった 2 階には、天井まで届く

壁面書架を備えた資料室を設けた。国内外で刊行さ

れた児童書や、児童文学研究に必要な児童書関連書

約 4 万冊に加え、雑誌・新聞約 600 タイトルを排架

した。従来、国立国会図書館では所蔵する資料の外

部分開館式典時の外観
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装（カバー）を廃棄していたが、国際子ども図書館

で所蔵する児童書のうち、平成 9（1997）年の新規

受入分の途中から、初めてカバーを残した原装保存

を行った。資料室は利用資格を満 18 歳以上とし、

児童書の調査研究のための空間とした。

しかし、スペースに限りがあるため、開館後しば

らくは土曜日・日曜日を中心に入場制限を行い、建

物の入り口には、入館を待つ人々が列を作ることも

あった。しかも、建物の中に入ると「国際子ども図

書館」という名称から思い浮かぶイメージに比して

思いのほか狭隘であり、子どもが自由に本を読むス

ペースも限られていた。また、荷物をロッカーに預け、

利用申込書を記入しないと資料室へ入室できないこ

とに対し、戸惑いを覚える利用者も存在した。この

ような状況に対し苦情が寄せられることもあった。

なお、1 階の事務室は、職員 1 人 1 台の机を置く

スペースがなかったため、管理職者以外には「フレ

キシデスク」と称する長机を複数配置し、1 台あた

り 3 ～ 4 名分の執務卓とした。救護室を設置してい

たが、来館者の授乳等で利用が重なることが多く、

その場合は授乳のために館長室内の応接セットを提

供した。全面開館後に 2 階の明治期部分にもうひと

部分開館時の子どものへや

部分開館時の配置図

工 事 中

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

資
料
室

E.V

W.C

E.V

W.C

E.VE.V

子どものへや
（ロフト部分）

W.C

ミュージアム

工 事 中

工 事 中

1 階

2 階

3 階
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開館記念展示「子どもの本・翻訳の歩み展」の看板と会場の様子
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つの事務室が完成してもなお、事務スペースの狭さ

は解消されなかった。

児童書の一分野を占める絵本は、本そのものがひ

とつの美術作品でもある。そうした絵本をはじめと

した児童書の魅力を伝え親しんでもらうことを目的

として、開館時から継続的に展示会を開催した。開

館記念展示「子どもの本・翻訳の歩み展」を皮切り

に、6 月には「なつかしのえほん―昭和 20 年代～

30 年代の子どもたちへ」、7 月には「アジアを知ろ

う―アジアの絵本と絵日記展」、10 月には「本に拍

手を！―アメリカ児童図書週間ポスター展」、12 月

には「絵本が映し出すオーロラ―北欧の作家と絵本

展」等、開館初年のみで 6 回もの展示会を入れ替わ

りで開催した。「子どもの本・翻訳の歩み展」は日

本国際児童図書評議会（JBBY）と共催で行い、展

示内容をもとにした『図説子どもの本・翻訳の歩み

事典』が出版された。

開館準備にあたり収集したイングラムコレクショ

ン、オピーコレクション等の欧米の貴重書やマイク

ロ資料について、電子図書館として公開することを

目指した（3 節参照）。国内資料については、『コド

モノクニ』の多数の消息のつかめない著作権者に対

し、初の「著作権者不明等の場合の裁定制度」（文

化庁長官裁定。2 章 3 節コラム「著作権処理」参照）

を行って、電子展示会として公開した。

平成 13（2001）年 6 月には、開館から 1 年余り

で早くも来館者数がのべ 10 万人を突破した（さら

に平成 20（2008）年 10 月には来館者数 100 万人を

突破した）。

4. 全面開館

部分開館からの 2 年を経て、建物の明治期部分の

改修が終わり、いよいよ国際子ども図書館は平成

14（2002）年 5 月 5 日、こどもの日に全面開館を迎

えた。延床面積は 2600㎡から 6600㎡に増加し、所

蔵資料は図書約 20 万冊、逐次刊行物約 1600 タイト

ルに増加した。それまでは所蔵資料の多くが開架で

あったが、明治期部分に 6 層からなる 40 万冊収容

可能な書庫が完成したことで、ようやく納本図書館

としての機能を果たすことができるようになった。

3 階のミュージアムはホールとしてイベントや音

楽会で使用することとし、一角には、『コドモノクニ』

『幼年画報』等のデジタルデータで電子図書館を気

軽に楽しめる「メディアふれあいコーナー」を設置

した。

ホールと明治期部分とは新設したガラス張りのラ

ウンジによって結ばれ、新たな展示専用スペースと

して「本のミュージアム」を設けた。

2 階の資料室は第一資料室と名称を改め、日本・

アジアの児童書と関連資料を開架した。一方、新た

に明治期部分に設けた第二資料室には主に欧米の児

童書と関連資料を開架した。2 つの資料室は原則と

して利用資格を満 18 歳以上とし、児童書の調査研

究のためのスペースとした。

1 階には「子どものへや」と「世界を知るへや」

「おはなしのへや」を新設した。世界を知るへやは、

国際子ども図書館の「国際」という観点から、子ど

もたちが世界に興味関心を抱き、国際理解を深める

という趣旨で、世界の子どもたちの暮らしがわかる

本や、海外に翻訳された日本の児童書を並べた。帝

国図書館時代に貴賓室であった部屋の内装をそのま

ま残し、落ち着いて読書を楽しむ空間とした。子ど

ものへやは、天井からまんべんなく明かりが照らさ

れる光天井で、部屋のどこにいても影ができない、

読書に最適な空間として設計され、木製の丸い書架

に囲まれた中心部に子ども向けの丸い閲覧卓を置い

た。開架資料は 3000 冊から 7000 冊となった。当初、

子どものへやは冬季期間中は午後 4 時で閉室してい

たが、平成 16（2004）年 1 月以降は通年で午後 5

時まで開室するようになった。おはなしのへやでは、

「おはなし会」や「ちいさな子どものための絵本の

時間」といった職員による子どもへの読み聞かせ会

を行った。

なお、全国連絡会は平成 12（2000）年 10 月に「国

際子ども図書館を考える全国連絡会」と名称を変更

して、設立を支えた関係者とのつながりはその後平

成 29（2017）年度末まで続き、国際子ども図書館

の増築リニューアル等、一定の役割を果たしたとし

て解散した。
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全面開館時のテープカット

3 階 ホール（手前にメディアふれあいコーナー）
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上から、3 階 本のミュージアム、
2 階 第二資料室、1 階 子どものへや
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E.VE.V
W.C

第二資料室第一資料室

研修室

E.VE.V
W.C

ラウンジラウンジ

本のミュージアムホール

メディアふれあい
コーナー

ワークルーム
（ロフト部分）

E.VE.V
W.C

子どものへや

エント
ランス

世界を
知るへや

おはなしの
へや

全面開館時の配置図

1 階

2 階

3 階
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工事の様子

コラム

建物の改修

国際子ども図書館となった旧帝国図書

館の建物は、道路側すなわち東京国立博

物館側から見ると、左右非対称の構造と

なっていることがわかる。これは、当初

の計画では、中庭を持つ巨大な建築物と

して「東洋一の図書館」を目指して計画

されたものの、戦争等で工事が中断され

て以降そのままとなり、当初計画の約 3

分の 1 が完成した状態の「未完成」な建

物であるためである。計画とは異なる箇

所に仮の玄関を設けた格好で、本来の正面玄関は、現在の東京藝術大学の敷地内に設

置されるはずであった。残りの 3 分の 2 部分の建設予定地には、今は東京藝術大学音

楽学部の事務棟や奏楽堂が建ち並んでいる。

ルネサンス様式の荘厳な建物は、明治期の国家的建築の設計を主導したジョサイ

ア・コンドル（Josiah Conder）に師事した文部省技師、久留正道、真水英夫らによっ

て設計されたものである。

国際子ども図書館の設立が決定した時点で、建物はすでに建築から 90 年以上経過

していた。しかし大規模な改修を行っておらず、天井の漆喰が剥がれ落ちる等、老朽

化が進んでいた。平成 5（1993）年度から平成 7（1995）年度にかけて建物の構造調

査を実施し、さらに建設省（現在の国土交通省）が建物の耐震強度について調査した

ところ、地震で建物が 2 つに分裂するおそれがあるという調査結果が出た。初期に造

られた箇所（明治期部分）がレンガ造であるのに対し、昭和 4（1929）年に増築した

箇所（昭和期部分）は鉄筋コンクリート造であり、異なる工法でできている建物を接

合して成り立っているため、強度面で不安があったのである。

昭和期の鉄筋コンクリート造の部分を取り壊して新たに建物を造る案も検討され

たが、東京都の歴史的建造物にも指定されている旧帝国図書館の建物をそのまま活用

帝国図書館の完成予想図
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することとした。建物の外観を損ねることなく状態を維持しながら、国際子ども図書

館として安全に使用する方法を検討した結果、「免震レトロフィット」という工法を

用いて、地面と建物本体との間に免震層を設ける構造を採用することにした。平成 7

（1995）年に発生した阪神淡路大震災において、免震構造の建築物の有効性が実証さ

れたことも、この工法を採用した理由のひとつである。建物の下部を掘削し、建物全

体をジャッキで支えつつ、免震装置を設置していくという難工事であった。なお、国

立国会図書館で免震構造を採用しているのは、国際子ども図書館のこの建物（レンガ

棟）のみである。平成 27（2015）年に完成したアーチ棟や、東京本館、関西館では、

耐震構造が採用されている。

歴史的建造物の保存という観点から、神戸芸術工科大学名誉教授の坂本勝比古氏の

指導の下、内装については、耐火性に配慮した上で、漆喰や木材の張替え、照明の交

換等を行った。関東大震災後の補修工事記録を参考にしつつ、下地の材料に至るまで

忠実に再現した。ガラス窓や照明については一部、建設当時のものを使用している箇

所もある。大階段の手すり等は、安全面にも配慮しつつ、建設時の意匠を可能な限り

保持した作りとなっている。エレベーターを完備し、段差のない床面とするなど、バ

リアフリーにも配慮した。

また、国際子ども図書館開館にあたり、新たに増築を行った箇所もある。平成 12

（2000）年の部分開館の際には、ガラス張りのエントランスとカフェテリアを、それ

ぞれ明治期部分を斜めに横切るような形で増築し、重厚な建物に明るい空間をプラス

した。平成 14（2002）年の全面開館にあたっては、建物の西側（建物正面の反対側）

の全体を囲うようにガラス張りの建物を増築し、建物の中にいながら帝国図書館当時

の外壁に触れることができるというユニークな構造となっている。設計した安藤忠雄

氏によれば、「古いものの中に新しいものを組合させる、つまり老人が子どもを抱い

ているイメージ」（嶋袋ワカ子「建築家　安藤忠雄氏の特別講演会『子どもと国際子

ども図書館』」『国立・国際・子ども図書館』6 号）なのだという。

なお、国際子ども図書館の開館に先立ち、平成 10（1998）年 4 月には東京都と台

東区の両教育委員会によって、一帯が寛永寺末寺の明王院境内であった建物周囲の遺

跡の試掘が行われた。さらに 6 月から 8 月にかけて台東区教育委員会による発掘が進

められ、江戸時代の皿や瓦等の生活品が出土した。

開館後の平成 18（2006）年には、旧帝国図書館建築 100 周年を記念した展示会や

セミナーを開催した。

免震装置（左：積層ゴムアイソレーター、右：鉛ダンパー）
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上から、手すりをガラスで覆った大階段、修復され
た天井の漆喰、ガラス張りのエントランス
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　第 2 節　国際子ども図書館のサービスのあゆみ

このように、「おおむね十八歳以下の者が主たる

利用者として想定される図書及びその他の図書館資

料に関する図書館奉仕を国際的な連携の下に行う支

部図書館」（国立国会図書館法第 22 条）として誕生

した国際子ども図書館であるが、これまでもっぱら

大人のために図書館活動を展開してきた国立国会図

書館には、開館当初は子どもをも相手にする事業を

行うことに戸惑いがあり、周囲の熱意ある支援に後

押しされるところもあった。

開館から約 20 年の間、国際子ども図書館は、児

童書のナショナル・センターとして国内外の児童書

や児童書関連資料の収集・保存・提供、書誌情報や

専門情報の発信、各種の展示会開催等に取り組むと

ともに、子どもへの直接サービスや学校図書館を対

象とするサービス等を通じて、子どもの読書活動推

進に努めてきた。ここではその歩みを 3 つの側面か

ら概観する。

1. 「児童書専門図書館」として

前述のように、平成 8（1996）年策定の「「児童

書センター」（仮称）基本計画」（同年 12 月に「国

際子ども図書館基本計画」に名称変更。以下「基本

計画」）では、国際子ども図書館の第一義的な任務

は子どもの本にかかわる大人向けの「資料・情報セ

ンターとしての役割」とした。すなわち、国内外の

児童書や関連資料を広範に収集・保存・提供し、調

査研究、研修、情報発信等を通して児童書や子ども

の読書にかかわる多様な活動を支援することをその

任務としたのである。

まずは、あらゆるサービスの基盤となる蔵書の構

築を行うため、国内外の資料を収集した（1 節 2（2）

参照）。開館後、外国の資料については外部専門家

に基本的な児童書と関連資料の「ウォント・リスト」

（収集すべき図書をリストアップしたもの）の作成

を依頼して購入する、寄贈資料を受け入れる等、「国

際」を冠する子ども図書館の名に相応しいよう積極

的な蔵書構築を行った。平成 18（2006）年から平

成 22（2010）年にかけて、米国メリーランド大学

図書館プランゲ文庫において、戦後占領期時代の児

童書のカラーマイクロフィルム化による収集にも取

り組んだ。

そうした着実な積み重ねにより、当初 4 万冊で

あった資料室の図書は、平成 30（2018）年 3 月の

児童書研究資料室では書庫資料を含めて 40 万冊へ

と大幅に増加した。

蔵書基盤の構築と同時に進めたのが、児童書の書

誌データベースの整備である。国際子ども図書館が

開館するまで、国立国会図書館では、児童書につい

て利用に供するための十分な書誌情報を提供してい

ないと指摘されていた（1 節 1（3）参照）。書誌情

報を充実することもナショナル・センターとしての

重要な課題とされ、平成 7（1995）年から国内刊行

児童書の遡及入力を行い、データを整備した。また、

開館前は児童書の収集が十分ではなく、未収資料が

多数あるとの観点から、多くの児童書を所蔵する大

阪国際児童文学館や神奈川近代文学館、東京都立日

比谷図書館といった諸機関との連携を進め、「児童

書総合目録」を作成した。これは電子図書館機能の

根幹をなす重要な位置を占めることになった（3 節

2 参照）。

こうした蔵書と書誌を基盤として、平成 12（2000）

年の部分開館と同時に 18 歳以上の者に対する閲覧

サービスを開始した。平成 14（2002）年の全面開

館後にはさらに拡大し、東京本館から図書約 13 万

冊、雑誌約 800 タイトル等の資料を移転し、日本・

アジアの児童書と関連資料を所蔵する第一資料室

と、主に欧米の児童書と関連資料を所蔵する第二資

料室に分けて利用サービスを開始した。さらに平成

23（2011）年 7 月には東京本館から約 5 年遅れて「館

内電子情報提供サービス」（館電）を開始し、平成

24（2012）年 1 月には東京本館、関西館と同時に「館

内サービスシステム」（KSS）を導入し、利用者の

利便性の向上を図った。これにより、国際子ども図

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/86


237

第
５
章　

国
際
子
ど
も
図
書
館

書館でも国立国会図書館デジタルコレクションや契

約データベースの閲覧が可能になった（3 章 3 節 1

（4）、（5）参照）。

こうした充実を図っていくことにより、国際子ど

も図書館は児童書を調査研究する際の拠り所となっ

ていった。全面開館後、業務が軌道に乗りつつあっ

た平成 15（2003）年度の 1 年間で国際子ども図書

館が受けたレファレンスの件数が 6818 件であった

のに対し、平成 30（2018）年度のレファレンス件

数はその約 2.7 倍の 1 万 8371 件にも上った。

国際子ども図書館で回答する文書レファレンスの

うち一定割合が「ストーリー・レファレンス」と呼

ばれる、あらすじや一場面等の断片的な情報から作

品を特定するものである。整備された児童書総合目

録にはあらすじデータが付与されており、こうした

データと種々の参考図書を利用して回答を作成す

る。外国語の蔵書に関するレファレンスや、外国語

の参考図書での調査を前提としたレファレンス依頼

が寄せられるのも、国際子ども図書館の特色である。

設置目的のひとつでもあった全国の図書館への児

童サービス支援についても、さまざまな事業を企画、

展開していった。平成 16（2004）年 10 月に初めて

開催した児童文学連続講座は、全国の児童サービス

担当司書の専門性向上に資することを目的として開

始したものである。児童書の専門家である客員調査

員からアドバイスを受けながら日本や欧米諸国の児

童文学、絵本、児童文学のマルチメディア化等、さ

まざまなテーマで企画・開催し、全国の児童サービ

ス担当司書にとって学びの場を提供した。これは、

全国の司書と国際子ども図書館職員が交流し学び合

う場ともなり、平成 30（2018）年現在も継続して

いる。 

さらにこの間、国内の児童サービス担当司書らと

連携するイベントや事業も継続して行ってきた。国

際子ども図書館が企画運営する「児童サービス連絡

会」や、全国の児童サービス担当司書に情報共有と

交流の場を提供する「児童サービス協力フォーラム」

「子ども読書連携フォーラム」といったイベント等

である。平成 29（2017）年度に初めて開催した「児

童サービス研究交流会」は、これまでの蓄積をもと

に新たな形で開始した交流研修事業であり、全国の

公共図書館・学校図書館司書から好評を得た。　

また国際子ども図書館では、こうしたイベントや

事業の成果をもとに、子どもの読書活動推進の現場

での活動の参考となる調査研究プロジェクトを実施

してきた。平成 22（2010）年の「児童サービス研

修のいまとこれから」を嚆矢とし、「図書館による

授業支援サービスの可能性」「学校図書館における

コレクション形成」等、全国の児童サービス担当者

のニーズに合った時宜を得た調査研究を発表してい

る。

国際子ども図書館ホームページを通じた情報発信

も強化しており、平成 22（2010）年 3 月にはメー

ルマガジンを創刊し、原則として毎月 1 回刊行し、

国際子ども図書館で行われる展示会やイベント情

報、国内外の子どもと本に関する情報を提供してい

る。

2. 「子どもと本のふれあいの場」として

平成 9（1997）年 7 月、国立国会図書館は、基本

計画に示されたサービスに加えて、図書館員の実践・

研修の場ともなる児童サービス（閲覧、読書相談等）

を実施するとし、来館した子どもへの直接サービス

の考え方を決定した。

それまで 50 年にわたり蓄積されてきた国立国会

図書館の経験は、「大人」向けの資料室に関しては

十分生かすことができるであろうが、子どもへの直

接サービスに関する部分は職員にとっても新しく勉

強しなければならない部分であった。当時の戸張正

雄館長をして、「ここに重点を置きすぎるくらいで

結果的にバランスがとれている」と言わしめるほど、

子どもへの直接サービスの準備は不足していると考

えられていた。そんな状況の中、どのように試行錯

誤を重ね、サービスの向上につなげていったのだろ

うか。

まずは「人」である。児童サービスの基本は、「本

を知る」「子どもを知る」「子どもと本を結びつける

方法を知る」といわれる。児童書を所蔵はしていて

も、児童サービスを提供したことがない国際子ども

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/86


238

第
５
章　

国
際
子
ど
も
図
書
館

図書館職員にとって、経験豊かな専門家の助けなし

にその出発はありえなかった。

開館にあたって、東京都立中央図書館（平成 12

（2000）年から 3 年間）、浦安市立中央図書館（平成

14（2002）年から 2 年間）、福岡県立図書館（平成

16（2004）年から 2 年間）、また、私立の東京子ど

も図書館の協力を得て、それぞれの館の児童サービ

スの経験豊富な職員に出向、または実務研修員とし

て勤務してもらい、国際子ども図書館の職員が日常

的に指導を受けることができた。国際子ども図書館、

東京本館から、浦安市立中央図書館や東京子ども図

書館に職員を送り出し、実務経験を積ませた職員を

国際子ども図書館に配属した。

前述のとおり、平成 12（2000）年 5 月、部分開

館時の子どもへの直接サービスは、当時「4 階」と

呼ばれた、ミュージアム（現在のホール）内の階段

を登ったロフト状の小さなスペース「子どものへや」

からはじまった。子どもへの直接サービスに供する

資料は、閲覧用として別途、3000 冊の複本を購入

した。収容人数が少なかったため入室制限を行うこ

ともあり、照明が暗くて圧迫感を感じるとの批判が

寄せられる等、その時点での評価は決して高いとは

いえないものだった。期待が大きかった分、失望が

大きかったであろうことも想像に難くない。

そんな中、担当職員は、他機関から派遣されてき

た児童サービスの経験が豊富な職員を中心として熱

心に自主勉強会を重ね、子どもの本の選書やおはな

し会等、児童サービスの基礎を学んでいった。勉強

会は業務終了後に行われ、その勉強会の準備のため

に各自が週末や帰宅後に自宅で勉強するといった状

況であった。

平成 14（2002）年の全面開館時には、それまで

企画協力課と資料情報課の二課体制だった国際子ど

も図書館に、児童サービス課を新設した。資料情報

課児童サービス係が担当してきた児童に対する直接

的・間接的なサービス業務について、係ではなく課

として担当することになったのである。子どものへ

やは、部屋のどこにいても影ができないよう工夫さ

れた光天井を有する 1 階の明るい部屋に移設され、

所蔵資料は 7000 冊に増加した。さらに隣接して「世

科学あそびの様子

おはなしのへやにおけるおたのしみ会の様子

世界を知るへや
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界を知るへや」と「おはなしのへや」を新設した。

子どものへやに開架する資料については、「児童サー

ビスの基本は本を選ぶこと」という方針のもと、各

種選定リスト等を参照しつつ選書を行った。「世界

を知るへや」には世界の国や地域の地理、歴史、文

化を紹介する本を取りそろえ、おはなしのへやでは

土曜日・日曜日に定期的に「子どものためのおはな

し会」を開催した。さらに、平成 15（2003）年の

10 月の土曜日・日曜日に、3 歳以下の子どもと保護

者を対象に「ちいさな子どものための絵本の時間」

を試行し、平成 16（2004）年には毎月第三土曜日

とそれに続く日曜日に定例化した（その後、名称や

曜日を変更した）。また、学校の長期休業にあわせ

て科学あそび、ミニ絵本作り等の催物を行った。

こうした児童サービスの充実は、児童書の第一義

的な読者は子どもであるという点を重視して、国際

子ども図書館は子どもに開かれた図書館となること

をめざすべきという当初の要請を反映するものと

なった。

現場で重視したものとして、前述のおはなし会の

ほかに、カウンターから外に出て子どもたち一人ひ

とりと向き合うフロアワークがある。このフロア

ワークによって子どもが本と出会い、本の楽しみを

知り、さまざまな読書体験ができるように子どもと

本を結びつけることができるとされている。子ども

のへやのカウンターは子どもの多い時間帯は 2 名体

制とし、フロアワークのひとつとして子どもに絵本

の読み聞かせも行った。職員にとっては、子どもと

1 対 1 で接し、反応を見ることができる機会となり、

直接にサービスできる子どもの数は少なくとも、こ

うした直接サービスの経験の蓄積は、より良い選書、

図書館員に対する研修・支援等の間接サービスの充

実につながっていくものと期待された。

国立国会図書館として、学校図書館に対する図書

館協力を始めたのも、国際子ども図書館が開館して

からである。国際子ども図書館が学校図書館に対す

る協力事業をスタートしたことで、ようやく国立国

会図書館はあらゆる館種を対象とした図書館協力を

展開することになった。

平成 14（2002）年 11 月には、学校図書館セット

貸出し事業を開始した。子どもの読書活動推進にお

いて重要な役割を担う学校図書館に対する支援を目

的として、子どもたちの国際理解を促すため、特定

の地域や国を定めて収集した児童書等をセットにし

て貸し出すサービスである。こうした国際理解の取

組みは、国際子ども図書館設立の趣旨にも合致する。

小学校から高校までの学校図書館（室）の総数が 4

万に上り、公共図書館に比して圧倒的に多い点を考

慮に入れ、個別の依頼に応じる貸出しではなくセッ

ト貸出しを行っていくこととした。

平成 14（2002）年はサッカーの FIFA ワールド

カップが日本と韓国で共催された年であり、急速に

高まっていた韓国に対する関心に応え、「韓国セッ

ト」小学生用・中学生用各 5 セットからスタートし

た。翌平成 15（2003）年には「北欧セット」、平成

16（2004）年 1 月には「世界を知るセット」、同年

9 月には「カナダ・アメリカセット」といった具合

に範囲を拡大、平成 30（2018）年現在では国・地

域別に 9 地域 17 種類、小学校低学年・小学校高学

年・中学校に対象を分け、約 40 冊を 1 セットにし

た貸出しを行っている。平成 22（2010）年からは、

学校での活用事例を国際子ども図書館ホームページ

上で公開している。また、子どもたちによる本の感

想や紹介を次に同じセットを借りる学校に送る「読

書郵便」を行っている。公共図書館と学校図書館等

との連携のヒントとなることを意図した事業でもあ

り、貸出しセットを用意し、学校に貸し出す公共図

書館も増えてきている。

平成 23（2011）年 3 月に発生した東日本大震災

学校図書館セット貸出しの例
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に際しては、この学校図書館セット貸出しについ

て、通常、借受館が負担する返却時の送料を、被災

地域については国際子ども図書館側が負担すること

で、わずかではあるが被災地を支援するよう取り組

んだ。また「子どものへや」に来室した子どもたち

に、被災地の学校への応援メッセージを書いてもら

い、それをポスター仕立てにして被災地域の学校へ

の貸出資料に同梱することも行った。

国際子ども図書館設立後、国立国会図書館の新た

な挑戦としてこうした児童サービスを繰り広げるな

か、来館した子どもへの直接サービスと、図書館協

力等の間接サービスのバランスについては、開館当

初から現在に至るまで変わらぬ課題として残ってい

る。本来、国立の図書館である国際子ども図書館が

サービスすべきは全国の子どもたちであるが、直接

サービスできる子どもの数は非常に限られてしま

う。はたしておはなし会やフロアワークのような「地

域の公共図書館が行うサービス」を、国立である国

際子ども図書館が来館可能なごく限られた子どもた

ちに行うのは適切なのか、直接サービスよりも全国

の子どもたちに資する間接サービスを充実させるべ

きではないかという主張がある一方で、そうした「公

共図書館が行うサービス」を職員が行わない組織が

提供する間接サービスは地に足がついたものになり

得ず、職員にとって直接サービスの蓄積は必須であ

るとの主張もある。限られたマンパワーで、直接サー

ビスと間接サービスのバランスをいかにとっていく

べきかという議論は、平成 30（2018）年現在もな

お模索中の課題といえるだろう。

3. 展示会やイベントの開催

展示は、国際子ども図書館の設置目的に合致した

さまざまな活動を総合的に組み合わせて展開してい

く事業である。国内外の関係機関との連携・協力、

収集した蔵書の紹介あるいは展示に際した資料の収

集、関連するシンポジウムや講演会・イベントの開

催により、その時々のテーマを深く掘り下げ、児童

サービス担当者の支援ともなる。国際子ども図書館

は、この展示の機能について、図書館資料の積極的

な発信の場として、また子どもの本との出会いやふ

れあいの場のひとつとして力を入れてきた。

後述する平成 17（2005）年に出された「国際子ど

も図書館の図書館奉仕の拡充に関する調査会」の答

申でも、展示に関して「図書館とは、従来は利用者

が何かを調べにくるところだったが、展示は図書館

が自らの資源を開いてその広さ、深さをみせていく

という仕事であり、これからの図書館における新た

な活動の一つである」という考え方が示されている。

部分開館当初、展示は 3 階の決して広いとはいえ

ないスペースで展開されていたが、平成 14（2002）

年の全面開館時に、2 つの大きな円柱とそれを取り

「不思議の国の仲間たち」会場の様子 「子どもの本・翻訳の歩み展」図録表紙

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/87
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囲む展示ケース（下写真参照）を有する本のミュー

ジアムへと場所を移した。展示は、児童書の調査研

究の成果を共有するとともに、収集した内外の児童

書を広く紹介し、我が国の児童文化理解の促進や異

文化の相互理解に資する機会ともなった。平成 14

年の全面開館記念展示会「不思議の国の仲間たち―

昔話から物語へ」、平成 22（2010）年には開館 10

周年と国民読書年を記念して「日本発☆子どもの本、

海を渡る」を開催するなど、多数の企画展示を開催

してきた。

平成 23（2011）年 2 月から平成 27（2015）年 10

月まで、本のミュージアムでは「日本の子どもの文

学―国際子ども図書館所蔵資料で見る歩み」を開催

した。平成 27（2015）年のリニューアル（4 節参照）

にマンパワーを振り向ける必要があり、10 回の展

示替えを行いながら長期の展示会を開催した。終了

後、展示資料を再構成したものを、リニューアル後

の平成 28（2016）年 2 月から、常設の「児童書ギャ

ラリー」の一部として展示している（4 節 2（3）参照）。

展示事業と連携しつつ、積極的に行ってきたのが

講演会やシンポジウムといった各種の児童書関連イ

ベントである。開館当初のシンポジウムや、複数

回にわたって開催したイベント「本！ほん！！ホ

ン！！！」をはじめ、平成 15（2003）年には展示会「国

際アンデルセン賞　受賞作家・画家展」にあわせて

シンポジウム「国際アンデルセン賞の軌跡」等、多

種多様なイベントを開催してきた。

こうしたイベントは、平成 13（2001）年 12 月の「子

どもの読書活動の推進に関する法律」の公布ととも

に読書活動推進の文脈で行うこともあり、また近年、

上野公園地区にある近隣文化施設との協力関係に基

づく連携事業が増えているのも特徴的である。平成

16（2004）年 3 月に開催した「はらぺこあおむし」

で有名なエリック・カール（Eric Carle）の展示会「い

ろのまほうつかい―エリック・カール絵本の世界―」

と、それにあわせて開催した講演会やワークショッ

プは、国際子ども図書館と「子どもの文化交流体験

事業」実行委員会との共催事業であった。現在では

東京文化会館と共催で子どものための音楽会を年に

数回開催し、上野の山文化ゾーンフェスティバルや、

さらに東京都美術館や東京藝術大学による「あいう

えの」連携のアート事業に参加するなど、近隣組織

との連携を深めている。各国大使館との連携による

各種のイベントや講演会、日本ペンクラブとの共催

による「いま、世界の子どもの本は？」等、イベン

トを共催する機関も多様化している。

国際子ども図書館が展示会やイベントの開催に力

を入れてきたのは、新しい図書館の存在を対外的に

アピールするためでもあった。20 年を経過した今

では、展示や各種の催物は、国際子ども図書館なら

ではの活動として一定の評価を得ながら定着したと

いえるだろう。

平成 18（2006）年開催「北欧からのおくりもの―子どもの本のあゆみ」会場の様子
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コラム

国際交流とアジアとの連携

名称に「国際」を冠することが示すように、国際子ども図書館は世界に開かれた図

書館であり、日本の子どもたちが本や読書を通して海外に目を向け、国際理解・異文

化理解を深めてもらう役割を担っている。開館広報パンフレットのタイトルとして書

かれ、以後、活動理念として掲げるようになった「子どもの本は世界をつなぎ、未来

を拓く！」には、「子ども」と「本」、双方に対する信頼と世界平和への希求が込めら

れている。

そうした名称や理念の下、国際子ども図書館では、世界の国や地域の地理、歴史、

文化を紹介する本を排架した「世界を知るへや」を設置し、国際シンポジウムや海外

の児童作家らの講演会、各国大使館との共催イベント等を開催してきた。展示会にお

いても、アジア、アメリカ、北欧、カナダと各国地域の子どもの本の紹介を行ってき

た。国際図書館連盟（IFLA）児童・ヤングアダルト図書館分科会には職員を継続的

に常任委員として派遣し、子どもの本に関わる人々が世界中から集まる場である国際

児童図書評議会（IBBY）世界大会にも国際子ども図書館長や国際子ども図書館の職

員が必ず出席、各国の児童図書館員と交流し最新の情報を得ている。また、IFLA の「絵

本で世界を知ろうプロジェクト」により集められた 43 か国・地域 365 冊の絵本の寄

贈を受け、国内及びアジア・オセアニア地域の図書館の展示会のために貸出しを行っ

ている。

このような国際交流の歴史を振り返ってみると、開館当初の文献には「アジア地域

との連携協力を積極的に進める」「特にアジア諸国の中での役割が期待される」といっ

たアジア諸国との連携を主眼とする文言が目につく。開館前の平成 11（1999）年 3

月には国際子ども図書館準備室が「アジア子ども図書館関係者グループ招へい事業」

を実施し、アジア地域 9 か国（中国、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、フィ

リピン、シンガポール、タイ、ベトナム）から児童図書館、児童書関連機関に所属す

る専門家 10 名が参加し、国内関連施設の視察のほか「21 世紀のアジアの子どもと本

の未来のために」としてワークショップも開催している。

その後の 20 年間でアジアの状況は大きく変化した。しかし、国立国会図書館では

中国国家図書館、韓国国立中央図書館と継続して業務交流を行っている。韓国では平

成 18（2006）年に韓国国立中央図書館の下に国立子ども青少年図書館が、中国では

平成 22（2010）年に中国国家図書館の下に国家図書館少年児童館が開館した。平成

21（2009）年から開始した韓国国立子ども青少年図書館との業務交流では、自国の

子どもたちに人気の絵本を双方紹介しあい、お互いの国を理解するための小展示など

も行った。

「国際」「アジア」は国際子ども図書館の事業に定着しているといえるだろう。
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　第 3 節　電子図書館と国際子ども図書館

平成 10（1998）年の「国立国会図書館電子図書

館構想」（以下「電子図書館構想」）では、国際子ど

も図書館の電子図書館にも 1 章が割かれ、3 つの目

標として「（1）児童書等の一次情報及び二次情報の

電子化とその提供、（2）子どもの文化の特性を考慮

したマルチメディア情報サービスの実施、（3）児童

書等を通信ネットワークを介して相互に利用するた

めの国内・国外の関係機関との連携・協力の推進」

を掲げていた。

国立国会図書館は、国際子ども図書館のサービス

を実現し拡充するためには電子図書館機能が重要で

あり、高度情報化が進展する 21 世紀において不可

欠と認識していた。活字の本の読書推進とのバラン

スに留意しつつ、種々のデジタルコンテンツを充実

させ、ネットワークを通じて全国の学校や図書館の

現場に提供することの意義は大きく、国際子ども図

書館にもっとも期待されている事業のひとつだった。

国際子ども図書館における電子図書館機能は、当

初から大きく「アーカイブ」と「ミュージアム」と

いう 2 つの枠組みの中で進めてきた。20 年間の国

際子ども図書館における電子図書館事業の展開を紐

解いてみたい。

1. パイロット・プロジェクトの実施

国際子ども図書館の設立にあたっては、国立国会

図書館全体の「電子図書館構想」の萌芽と連動した

動きが見られた。「電子図書館構想」が策定される

3 年前、平成 7（1995）年の「国立国会図書館に設

置する児童書等の利用に係る施設に関する調査会答

申」では、直接来館できない全国の子どもにも等し

くサービスを受ける機会を保証し、かつ資料や情報

を有効活用するために「電子図書館機能」を重要課

題と位置づけていた。そうした関係から、構想策定

と同時期の平成 7 年から平成 8（1996）年にかけて、

電子図書館モデル開発事業の一環として、「児童書

の電子図書館パイロット・プロジェクト」（以下「パ

イロット・プロジェクト」）を実施した。

このプロジェクトには、のちにデジタル・アーカ

イブ機能に発展する「基盤系システム」事業と、デ

ジタル・ミュージアム機能に発展する「実験系シス

テム（子ども向けマルチメディア）」事業の 2 つが

あった。「基盤系システム」事業は、書誌データベー

スを構築して、関連する資料をデジタル化するなど

の「基盤整備」を行うことで、書誌情報のみならず、

児童書のデジタル画像を作成し検索利用できる先進

的なシステムを構築することを目指したものであっ

た。他方の「実験系システム」事業は、子ども向け

マルチメディア・コンテンツの課題を洗い出すこと

を目的とした。

「基盤系システム」事業では、昭和 51（1976）年

までに受け入れた児童書の書誌データ約 4 万件を冊

子体目録をもとに遡及入力し、入力済であった約

13 万件の書誌データ、及び昭和 25（1950）年以前

左から、児童書多言語提供システム トップページ、詳細画面を閲覧する様子

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/85
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（絵本については昭和 30（1955）年以前）刊行の児

童図書約 8300 冊の画像情報を提供する「電子図書

館モデルシステム」を構築した。

他方の「実験系システム」事業では、子ども向け

マルチメディア・コンテンツとして、複数の小規模

な実験システムを構築した。具体的には、11 か国

語の本文と音声データを備えた児童書多言語提供シ

ステム（ユネスコ・アジア文化センターと協力）、

イラストや音声ガイドでナビゲーションする児童書

検索システム「ほんのもり」、視覚障害者を支援す

る音声対話型検索システムである。平成 10（1998）

年にはプロジェクトの評価・検証の第一段階として、

関係諸機関にモニターを依頼してデモンストレー

ションを実施した。しかし、子ども向けサービスに

こうした「マルチメディア情報」活用を模索する実

験プロジェクト、なかでも子どもに自動で本を推薦

する「ほんのもり」に対しては、児童サービス関係

者から、図書館司書の専門性の否定につながるもの

だとして、極めて否定的な反応が示された。機械に

「人」の代替を求めることに対し、関係者の多くが

慎重な立場を取った。

2. デジタル・アーカイブ機能

平成 9（1997）年に国立国会図書館内部に設置さ

れた電子図書館推進委員会は、このパイロット・プ

ロジェクトを受けて国際子ども図書館における電子

図書館のあり方について検討を進め、「国際子ども

図書館電子図書館実施計画」を策定して、デジタル・

アーカイブ機能とデジタル・ミュージアム機能の 2

つの電子図書館機能の充実を図っていった。

デジタル・アーカイブの機能は、書誌情報や資料

をデジタル化し、ネットワークで提供するための基

盤を整備することで、これらの情報資源の保存と利

用の両立を目指すものであった。パイロット・プロ

ジェクトの「基盤系システム」事業に相当するもの

である。

デジタル・アーカイブ機能の実現を目的とする「国

際子ども図書館電子図書館システム」は、平成 9

（1997）年度から開発に着手し、平成 12（2000）年

の部分開館時から本格運用を開始した。このシステ

ムの中核となったのが、前述の児童書総合目録であ

る（2 節 1 参照）。

児童書総合目録は、国立国会図書館（国際子ども

図書館及び東京本館）のほか、大阪国際児童文学館、

神奈川近代文学館、三康文化研究所附属三康図書館、

日本近代文学館、東京都立日比谷図書館の 5 機関が

所蔵する児童書・関連資料の情報を一元的に検索で

きるものとして構築した。

散逸しやすいため希少となっている児童書の所在

情報を国内で共有するため、主要類縁機関における

書誌・所在情報の収集、提供を目的とした。前述の

児童書総合目録 検索画面

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/88
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ように、国立国会図書館ではそれまで、児童書に関

して十分に収集が行われていなかった面があり、散

逸した戦前・戦後の未収本を広く収集することは大

きな課題であった。児童書資料の収集と書誌の不備

を解消するために開始されたのが、戦前期を中心と

する古い時代の児童書も豊富に所蔵するこれらの機

関を対象として構築する児童書総合目録だったので

ある。年を追うごとに収録データの整備を図り、平

成 15（2003）年には梅花女子大学図書館が、平成

17（2005）年には白百合女子大学図書館が参加した

ことで児童書総合目録の加入機関は合計 7 機関とな

り、掲載する資料の数も拡大した。

この児童書総合目録は、平成 24（2012）年 1 月

に NDL サーチに吸収統合され、より広範な資料を

対象とする検索機能の一部として、提供することと

なった。NDL サーチは、国立国会図書館をはじめ、

全国の公共図書館やその他の機関が提供する資料、

デジタルコンテンツを統合的に一元検索できるシス

テムである（3 章 2 節 4（2）参照）。NDL サーチで「児

童書」を選択すると、この児童書総合目録に蓄積さ

れた約 72 万件の書誌データを検索することができ

る。

デジタル・アーカイブの枠組みの中で、デジタル

化された児童書の画像の蓄積も進めた。既出の「電

子図書館構想」においても、国内の希少な児童書等

を相互に利用可能にすることを目的として、刊行年

の古い資料を中心にデジタル化を進めることに言及

していた。既に平成 10（1998）年の時点で、保存・

利用の観点から、昭和 25（1950）年以前に受け入

れられた児童書は、著作権使用許諾を得たものにつ

いて、絵本はカラーで、その他の資料は白黒（挿絵

の一部のみカラー）でデジタル化していた。これは

国立国会図書館において、資料のデジタル化の作業

手順等がまだ確立されていない段階に取り組んだ先

駆的な試みであった（2 章 3 節コラム「著作権処理」

参照）。当時は、蔵書の不足をデジタル化で補うため、

デジタル化対象を他の機関や個人研究者の所蔵する

国立国会図書館未所蔵資料にも広げ、全国的な資源

の共有化を図ることを計画していた。

また児童書は、『もじゃもじゃペーター』の著書

ハインリヒ・ホフマン（Heinrich Hoffmann）が「子

どもの本は破かれるためにある」と述べているよう

に、子どもの利用と保存は両立し難い。すべての資

料について利用用と保存用の複数冊を用意できない

以上、デジタル化は、破損・汚損しやすい児童書の

保存には適した手段であった。

平成 12（2000）年の部分開館時には、こうして

デジタル化した画像のうち、昭和 30（1955）年以

前の児童書で著作権者の許諾を得たものについて館

内の利用端末での閲覧サービスを開始した。平成

14（2002）年にはインターネットを通じて広く一

般に公開するためのシステム開発を行い、平成 15

（2003）年 4 月に「児童書デジタルライブラリー」

として公開した。

平成 21（2009）年から平成 23（2011）年にかけ

て実施した大規模デジタル化事業（2 章 3 節 4 参照）

では、国際子ども図書館の全蔵書の 2 割弱（児童書

25 万冊のうち 4 万冊、児童雑誌 8 万冊のうち 2 万冊）

をデジタル化した。デジタル化した資料のうち、著

作権保護期間満了もしくは著作権者不明等の場合の

裁定（文化庁長官裁定）済み資料については、イン

ターネット上に公開し、それ以外については館内の

利用端末（東京本館・関西館を含む）で利用に供した。

児童書デジタルライブラリー トップページ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/5
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この児童書デジタルライブラリーも、より広範な

資料を収蔵するデータベースの一部とすべく、平成

23（2011）年 2 月には国立国会図書館の近代デジタ

ルライブラリーに統合した。平成 31（2019）年 3

月現在では、国立国会図書館デジタルコレクション

で提供している（3 章 2 節 2 参照）。

以上のように、デジタル・アーカイブの充実を目

指した国際子ども図書館の取組みは、当初、国立国

会図書館全体の電子図書館事業に先行してスタート

し、その後、国立国会図書館全体の電子図書館事業

を整備する中で最適化を図り、より大きな情報基盤

にその一部として順次統合していった。

また、国際子ども図書館独自に開発したものもあ

る。小学生向けインタフェースの蔵書検索システム

である「国際子ども図書館子ども OPAC」を平成

24（2012）年 1 月に本格稼働した。これは NDL サー

チのシステムの一部として開発したもので、識字や

各種知識の習得途上にある児童が無理なく使える工

夫を盛り込んでいる。

3. デジタル・ミュージアム機能

デジタル・ミュージアム機能は、マルチメディア

コンテンツの魅力的な特性を発揮できる分野やテー

マを選び、各種の資料のデジタル化画像に音声を加

え編集加工して、新しい発見や知的魅力にあふれた

世界を視聴できるコンテンツを提供する試みであ

る。いかにテーマを選択し、画像や音声といった素

材を的確に編集加工するか、子どもの利用に適した

ものを開発するかは、世界的にも未知の領域であり、

当初は「実験システム」として出発することとした。

前述したパイロット事業に対する批判的な意見を考

慮に入れながら構築し、「絵本ギャラリー」を生み

出した。

「絵本ギャラリー」は、絵本というメディアが国

や文化を越えて互いに影響し合いながら発展した歩

みを、絵本の萌芽がみられる 18 世紀から黄金期と

される 1930 年代まで、国内外の貴重な絵本のデジ

タル画像をたどる電子展示会（3 章 2 節 2 参照）で

ある。

国際子ども図書館では、「絵本ギャラリー」のパ

イロット・システムを、平成 10（1998）年度補正

予算に計上した電子図書館情報システムの開発経費

で構築し、翌年、デジタル化された資料の一部を使

い、専門家の企画・監修のもと編集加工し、解説を

付した展示プログラム「絵本は舞台　19 世紀英国

の 3 人の絵本作家による お話しと童謡と詩の世界」

を作成した。このプログラムは、歌や物語の朗読も

聴くことができ、平成 12（2000）年の国際子ども

図書館開館と同時に 3 階ミュージアムに設置した端

公開当初の国際子ども図書館子ども OPAC トップページ
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末で視聴できるようにした。また、その一部はイン

ターネットを通じて国内外でも視聴できるようにし

た。　

その後も、戦前を代表する絵雑誌でありながら国

立国会図書館未所蔵の『コドモノクニ』287 冊と、『幼

年画報』89 冊について、所蔵する大阪国際児童文

学館等の類縁機関の協力を得て、デジタル化及び著

作権処理等を行い、新規の展示プログラム「コドモ

ノクニ―1920 年代の日本　子どもたちを見つめた

画家のまなざし」として公開した。継続して「ユー

ゲントシュティルと絵本画家たち」を平成 17（2005）

年度に、「江戸絵本とジャポニズム」「子どもの本　

イメージの伝承」を平成 18（2006）年度に公開す

るなど、数々のデジタル・ミュージアムを構築した。

いずれもShockwaveやFlashといったマルチメディ

アデータを再生するプラグインを用いたことが特徴

で、たとえば「コドモノクニ」では掲載された童謡

の演奏を、「江戸絵本とジャポニズム」では朗読音

声を搭載した。

これらのデジタル・ミュージアムの成果は、全面

開館時に 3 階ホールに設置された「メディアふれあ

いコーナー」で公開し、著作権処理が済んだものに

ついてはインターネット上で、順次公開していった。

また、「絵本ギャラリー」とともにパイロット・

システムとして開発され、提供されていた「子ども

映像百科」は、既存の各種映像素材を再編集したも

のに、音声やテキストによる解説や関連図書情報を

付加し構築したマルチメディア百科事典であった。

平成 12（2000）年の部分開館時から、前述の 3 階

ミュージアムに設置した端末で、全面開館後はメ

ディアふれあいコーナーにおいて提供を開始した。

既存の映画・テレビ放送・市販ビデオ、研究用映像

資料、官公庁製作資料を素材にして、各テーマの専

門家が編集・製作したものである。当初「乗り物編」

と「文学名作編」、その後「動物編」を製作した。

しかし、メディアふれあいコーナーは平成 27（2015）

年 8 月末をもって廃止し、使用している素材や技術

が時代遅れとなった等の理由のため「子ども映像百

科」も提供を取りやめた。

このほか、マルチメディア・コンテンツではない

が、平成 22（2010）年には、国際子ども図書館ホー

ムページ上での電子展示会「日本発☆子どもの本、

海を渡る」の提供を開始し、以後、平成 25（2013）

年に「ヴィクトリア朝の子どもの本　イングラムコ

レクションより」、平成 26（2014）年には「日本の

子どもの文学―国際子ども図書館所蔵資料で見る歩

み」「中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典」

を公開した。

絵本ギャラリーの一覧ページ 「絵本は舞台」トップページ
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　第 4 節　国際子ども図書館のリニューアル

1. リニューアルの背景

国際子ども図書館では、平成 12（2000）年の部

分開館以降、納本や寄贈、購入により、年々蔵書数

が増加し、書庫の収蔵能力は限界に近づいていた。

手書きの資料請求票によって行っていた書庫資料

の請求は、平成 24（2012）年以降、東京本館や関

西館と同様、原則端末で行うようになった。しかし

第一・第二の 2 つに分かれた資料室は利用者にとっ

ても職員にとっても使いづらいものであった。

また、子どものへやの開架資料は多くが未就学児

から小学生を読者層とするものである一方、東京本

館の利用対象は原則満 18 歳以上であり、その間で

疎かになりがちであった中高生、すなわちヤングア

ダルト（YA）向けのサービスの拡充は、開館以来

の課題であった。

さらに、国際子ども図書館の立地条件から、児童

書の閲覧に来る図書館利用者だけでなく、上野公園

一帯の文化的な観光スポットを訪れる家族連れ、高

齢者や外国人の団体客等、多様な来館者に満足して

もらえる施設とすることも課題となっていた。来館

者からは「次はどのお部屋を見ればいいのかしら？」

「見学順路が書いていないのでわかりづらい」といっ

た声も寄せられており、歴史的建造物である施設の

見学目的での来館にも配慮した、わかりやすい館内

構成とすることが求められた。

平成 12（2000）年の子ども読書年を契機として、

平成 13（2001）年には「子どもの読書活動の推進

に関する法律」が施行され、各地方自治体では「子

ども読書活動推進計画」の作成に努めなければなら

ないこととされた。国際子ども図書館には開館時か

ら学校図書館との連携について要望が多く寄せられ

ており、公共図書館員、学校図書館員や教職員といっ

た、児童書に携わる大人に対し、子どもの読書に関

する情報が得られる場を提供する必要性が高まって

いた。

乳児を対象にしたブックスタート運動も広まりは

じめており、小中学校では「朝の読書」が全国的に

広がりつつあった。子どもの活字離れが問題となっ

ていた、開館を模索していた時期に比べ、着実に読

書活動の推進は広がりをみせていた。

平成 16（2004）年に発足した、外部有識者によ

る「国際子ども図書館の図書館奉仕の拡充に関する

調査会」では、こうした課題に対応すべく議論が重

ねられ、平成 17（2005）年には国立国会図書館長

に「国際子ども図書館の図書館奉仕の拡充に関する

調査会答申」が提出された。すでにある 40 万冊収

蔵の書庫に加え、100 万冊規模の書庫の増設、総合

閲覧室の新設、子どもの読書活動推進への支援体制

づくり、ミュージアム機能の強化等の提言がなされ

た。

2. 新しいサービスの検討と増築

（1）増築に向けて
平成 17（2005）年の答申を受け、翌平成 18（2006）

年には「国際子ども図書館拡充基本計画」を策定し

た。国際子ども図書館の北側の敷地に大規模な増築

棟を設け、サービスの拡充に備えることとした。北

側の敷地内には昭和 43（1968）年に建てられた職

員宿舎 2 棟（単身用と世帯用）があったが、耐用年

数の経過を機にすでに取り壊していた。増築棟は事

務室に加え、調査研究や各種研修のスペースとし、収蔵能力の限界に近づく書庫

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/87
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/89
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既存棟を子どもへのサービスやミュージアム等、子

どもへの直接サービスのスペースとすることとし

た。延床面積は最大で 1 万 6000㎡が設計可能とさ

れた。

しかし延床面積には建築法規上の制約があったこ

とや、逼迫した国の財政事情からの経費削減の要請

に応えるため、規模を縮小した上で、平成 19（2007）

年 12 月に「国際子ども図書館の増築・改修計画（案）」

を検討した。ここでは、地上 3 階地下 4 階、延床面

積 7500㎡としたが、その後さらに縮小し、延床面

積 6200㎡、地下は 2 階とした。

平成 23（2011）年には「国際子ども図書館第 2

次基本計画」を策定し、国際子ども図書館の役割と

して「児童書専門図書館」「子どもと本のふれあい

の場」「子どもの本のミュージアム」の 3 つを定め

た。この 3 つの役割を実現する施設とするため、平

成 26（2014）年には増築後に提供するサービスを

見据えた「平成 27 年度増築・改修後の国際子ども

図書館サービス実施計画」を策定した。

コラム

東日本大震災と国際子ども図書館

平成 23（2011）年 3 月に発生した東日本大震災では、国際子ども図書館における

被害はほとんどなく、免震構造のため、揺れにより書架から資料が落下することもな

かった。しかし地震発生当日は公共交通機関は運休、道路は渋滞し、公共交通が完全

に麻痺したため、帰宅できない利用者約 20 名の受け入れを行った。また、震災以降、

東北を中心とする被災地では、子どもの精神面でのケアが必要とされ、子どもの心を

はぐくむ児童書の役割が再認識された。国際子ども図書館も、被災地への優先的な学

校図書館セット貸出し（2 節 2 参照）等を行った。

（2）中高生を対象とするサービスの拡充
開館以来、中高生は未就学児や小学生と異なり、

家族連れで来館するよりも、修学旅行や校外学習の

訪問先のひとつとしてグループで来館するケースが

多く見られた。平成 16（2004）年頃から国際子ど

も図書館が提供すべきヤングアダルト向けサービス

の在り方を模索し始め、平成 17（2005）年 3 月の「国

際子ども図書館の図書館奉仕の拡充に関する調査会

答申」には、対象を高校生まで広げること、「読む」

ことから「調べる」ことへ、重点を置くテーマは国

際理解と科学技術、といった内容が盛り込まれた。

折しも、平成 12（2000）年以降、小中高の教育

現場で導入されるようになった「総合的な学習の時

間」では、子どもたちが自ら問題を発見し、解決す

ることで「生きる力」を養う「調べ学習」が重要な

ウェイトを占めるものとして扱われていた。読書す

る場としてだけでなく、学習支援の場としての図書

館の重要性が再認識されていったのである。

こうした議論の結果、本を使って「調べる」こと

ができる資料室の開設が検討され、平成 23（2011）

年の「国際子ども図書館第 2 次基本計画」に「調べ

ものの部屋」が明記された。この新しい閲覧室にど

のような資料を排架するかについても議論を進め

た。開架冊数は中学校の学校図書館平均所蔵冊数を

もとに１万冊程度を目安とし、学校図書館の蔵書構

築のモデルとすることも想定した。平成 24（2012）

年度から平成 25（2013）年度に行った「中高生向

け調べものの部屋の準備調査プロジェクト」の結果

（『学校図書館におけるコレクション形成：国際子ど

も図書館の中高生向け「調べものの部屋」開設に向

けて』国際子ども図書館調査研究シリーズ第 3 号と

して刊行）、学校図書館の蔵書は、学校による違い

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/87
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/90
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/91
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/93
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/91
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が予想以上に大きいことが明らかになった。これを

受け、調べものの部屋の初期の蔵書構築は、中高生

の関心事項や国際子ども図書館の特性をもとに、「上

野」「職業」「部活動」等の重点収集分野を定め、さ

らに「世界遺産」「環境問題」「米」等、中高生が実

際にレポートで取り上げたテーマから切り出した

キーワードをもとに複数の本を選んでいく方法で

行った。

（3）新たな展示スペース
「調べものの部屋」に加え、常設の展示室「児童

書ギャラリー」の設置もまた、増築に当たっての新

たな取組みである。

検討段階では、資料室や書庫に排架されている海

外児童書を一堂に集めた部屋を新たに作る案や、国

際子ども図書館の建物や国立国会図書館の事業につ

いて学べる「国際子ども図書館を知る部屋」とする

案があったが、「懐かしい本を手に取って読みたい」

という多くの来館者の要望に応える形で、日本の児

童文学の歴史をたどり、資料を手に取って読める「児

童書ギャラリー」を設けることとした。荷物をロッ

カーに預け、入室手続きを経て、利用者端末を操作

し、デジタル化資料の閲覧や書庫資料の請求を行う

という従来の資料室の利用方法では、簡単に蔵書に

触れることができず、「上野散策でたまたま立ち寄っ

た」多くの来館者の要望に十分対応できていなかっ

た。そこで、すでにデジタル化されている資料を含

め、長期保存用の資料とは別に、複本や復刻版を用

意することですぐに手に取って読める資料を構築す

ることにした。

（4）増築と移転
増築棟は児童書専門図書館としての機能、既存棟

には子どもと本のふれあいの場とミュージアムの機

能を持たせることで、それぞれの建物の役割を明確

に分けた。増築棟をアーチ型の建物としたのは、本

のページをめくる楽しさのような知的冒険心を刺激

することを企図し、伸びやかで好奇心が広がってい

くようなイメージを目指したものである。また、中

庭にある 100 年前からある樹木を守るためでもあっ

た。

建築に先立ち、敷地一帯は上野忍岡遺跡群に属し

ていることから、平成 10（1998）年の国際子ども

図書館開館前に続き、再度の遺跡調査が行われた。

調査は東京都埋蔵文化財センターによって行われ、

主に中世から近代にかけての生活品等が発掘され

た。

増築棟の建設工事は平成 24（2012）年 2 月から

開始し、平成 27（2015）年 6 月に完成した。総工

事費は約 36 億円であった。工事中も既存棟では閲

覧業務を継続し、かつ周囲には東京藝術大学や文部

科学省の国立教育政策研究所等の施設があるため、

騒音や震動、埃等への対策は万全を期す必要があっ

た。また、限られたスペースでの工事は難航し、東

左から、発掘の様子、建設中の様子
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京藝術大学の敷地を借りてクレーン作業を行うなど

の苦労があった。

増築棟の完成後に行われる事務室や資料の引っ越

しは、できる限り休館・休室期間を設けずに、サー

ビス提供を継続しながら作業することとした。書庫

資料の移送は急ピッチで行い、なかでも第一、第二

資料室の開架資料約 4 万冊は、ほぼ 1 日という限ら

れた時間で集中的に行った。増築棟書庫には、これ

まで既存棟書庫に収蔵していた児童書・児童雑誌の

ほとんどを移動した。

3. リニューアル開館

平成 27（2015）年 9 月には国際子ども図書館新

館完成記念式典を挙行し、平成 28（2016）年 3 月

からリニューアル記念展示会として「現実へのまな

ざし、夢へのつばさ：現代翻訳児童文学の半世紀」

を開催した。これは部分開館の際に開催した 1970

年代以前の児童文学の翻訳作品を紹介した「子ども

の本・翻訳の歩み展」の続編にあたるもので、「タブー

への挑戦」「家族像の変容」等のテーマごとに 1970

年代以降の児童文学の多様化を反映した翻訳作品を

展示した。

リニューアルにあたり既存棟をレンガ棟と名付

け、一方、増築棟は建物を上空から見ると円弧を描

くようになっている曲線状の建物であるためアーチ

棟と名付けた。レンガ棟とアーチ棟は 2 階の連絡通

路で結ばれている。また、アーチ棟は屋上緑化や太

陽光発電を取り入れており、環境にも配慮した作り

とした。

新しくサービスを開始したアーチ棟 1 階の研修室

は、従来レンガ棟 3 階ホールで行っていた講演会や

各種研修を行うためのスペースである。流し台の設

置や外部光の遮断等を施し、子どもを対象とした科

学あそびや工作等のイベントにも対応できるように

した。

2 階の児童書研究資料室は、従来レンガ棟にあっ

た第一資料室と第二資料室を統合した新資料室であ

る。約 4 万冊を開架資料としたほか、子どもの読書

活動に関する国内外の資料を開架した読書活動推進

支援コーナーを設けた。さらに、デジタル化された

児童書の閲覧等のニーズにより一層応えるため、館

内サービスシステム（KSS。3 章 3 節 1（5）参照）

の利用者端末を 14 台から 19 台に増設した。その後、

平成 29（2017）年 1 月に行ったリプレースの際に、

利用者端末を 27 台に増設し、視覚障害者用端末 1

台も設置した。

リニューアル前の第一、第二資料室は、日曜日は

休室であったが、リニューアルを機に日曜日の開室

を開始した。東京本館や関西館が休館である日曜日

でも、児童書研究資料室では国立国会図書館デジタ

ルコレクションの館内限定のコンテンツや契約デー

タベースが利用できるということもあり、児童書以

外のデジタルコンテンツの閲覧目的で来室する利用

者も見られるようになった。資料室内に新設したグ

ループ研究室は、複数人で話し合いながら資料を閲

覧できるスペースであり、視覚障害者等の対面朗読

などにも使用できる。のちに、室内に視覚障害者が

来館した際に利用できる専用端末も設置した。なお、

児童書研究資料室資料の 18 歳未満の利用は申請書

の提出が必要であるが、調べものの部屋からの申込

みにより、書庫資料を含む児童書研究資料室の資料

の一部を申請書の提出なしでも利用できるようにし

ている。

リニューアルに合わせ、全面開館から 10 年以上

経過していたレンガ棟の改修も行った。1 階の子ど

ものへやには、新たに靴を脱いで本を読めるスペー

児童書研究資料室開室に向けた準備
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スを設置した。また、狭隘だったレンガ棟 1 階と 2

階の事務スペースは、アーチ棟 3 階の広い空間に統

合・移設を行った。レンガ棟 1 階の事務室跡地は、

利用者のための休憩室とし、ベビーカー置き場、調

乳室、授乳室、おむつ替えスペース等を設置した。

2 階には前述の調べものの部屋と児童書ギャラ

リーが、平成 28（2016）年 2 月、新たに開室した。

第一資料室を改修した調べものの部屋には、約 1

万冊の、主にノンフィクション系の児童書や一般書

を日本十進分類法（NDC）に従って排架した。来

館する中高生の利用に供するだけでなく、修学旅行

や校外学習で訪問したグループに対して調べもの体

験プログラム（予約制）を実施することとした。イ

ンターネットで簡単に情報を検索できてしまう現代

の中高生に対し、本を使って調べものを行うことの

面白さに気づいてもらうとともに、本の世界に関心

を持ち、図書館の使い方やインターネット検索との

使い分けにつながる体験などを持ち帰ってもらい、

身近な学校図書館や公共図書館の利用につながるこ

とを目指した、独自のプログラムを組んでいる。

児童書ギャラリーは、第二資料室跡スペースを改

修して開室した。平成 23（2011）年から平成 27（2015）

年まで開催した展示会「日本の子どもの文学―国際

子ども図書館所蔵資料で見る歩み」で展示した作品

をもとに、明治から現代までの日本の子どもの本の

歩みをたどる児童文学史と、絵本史それぞれについ

て、各時代の特色や代表的な作品を選択して展示し

ている。帝国図書館時代は特別閲覧室や婦人閲覧室

として使われていた落ち着きのある環境で、展示し

ている資料を気軽に手に取って読むことができるほ

か、室内に設置された端末で「絵本ギャラリー」の

コンテンツを視聴することができる。

3 階ホールの一角にあった「メディアふれあい

コーナー」は廃止し、そのスペースに建物の免震構

造の説明パネルや旧帝国図書館の看板、目録カード

等の歴史的図書館用品を展示している。高い天井を

持つホールは、その特徴を活かし、現在も音楽会等

で利用されている。

国際子ども図書館は開館以来、国内外の資料を収

集し、地域や年齢等に関係なく幅広いサービスを提

アーチ棟
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供してきた。また、子どもの読書に関連する内外の

諸機関との連携・協力に向けた取組みを続けてき

た。しかし、子どもと子どもの本を取り巻く環境は

日々変化している。今後も、時代の変化に適応した

サービスの実現が求められる。特に、小中高校や特

別支援学校及びその学校図書館との連携協力は課題

となっている。

また、国際子ども図書館が開館した当初に比べ、

インターネットや多文化教育を通じて、子どもたち

が世界を知ることが容易になってきており、加えて、

日本に滞在する外国人の数は増加し、日本の子ども

が世界を知るための「国際」だけでなく、日本に在

住する世界各国にルーツを持つ子どもたちにも開か

れた図書館としての「国際」も一層求められている。

グループ
研究室

連絡通路
レンガ棟へ

児童書
研究資料室

→ ←

複写製品
受取カウンター

E.V
W.C

W.C

W.C

E.VE.V
W.C

連絡通路
アーチ棟へ

児童書
ギャラリー

調べもの
の部屋

→ ←

リニューアル後のレンガ棟 2 階配置図

敷地概念図

アーチ棟

中庭

レンガ棟

研修室２

研修室１

E.V
W.C

W.C
W.C

アーチ棟配置図

1 階 2 階
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上から、児童書研究資料室、調べものの部屋
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国立国会図書館は、設立以来、支部図書館部、連絡部、連

携協力部といった図書館協力業務の中心となる部署を設

置し、書誌情報の提供や図書館への図書貸出し（3 章 2 節

1 コラム「図書館間貸出し」参照）等を行ってきた。情報

通信技術が発展したこの 20 年間、図書館協力は、総合目

録ネットワーク事業やレファレンス協同システム等の実現

により、これまでの国立国会図書館から各図書館への個別

の支援から、図書館相互の連携のための基盤を提供するも

のに変わってきた。第 6 章では、そのような図書館協力の

20 年間の変遷の過程を詳述する。

図書館協力

第        章6
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　第 1 節　国立国会図書館における図書館協力について

1.「図書館協力」の範囲と特徴

図書館協力は、『図書館情報学用語辞典 第 4 版』

では次のように定義されている。「設置者を異にす

る 2 館以上の図書館が、それぞれの図書館の機能を

高め、利用者へのサービスを向上させるために図書

館業務について行う公的な協力活動」「具体的な活

動内容としては、相互貸借、相互利用、複写サービ

ス、分担目録作業、レファレンス・サービスの協力、

分担収集、分担保存等が一般的であるが、さらに職

員の研修や人事交流等も含まれる」（日本図書館情

報学会用語辞典編集委員会編　丸善出版　平成 25

（2013）年。句読点は修正した）。

国立国会図書館における図書館協力は、海外の国

立図書館等との協力と、日本国内の図書館との協力

の 2 つに大きく分けることができる。前者は日本に

おける国立図書館（国内の図書館事業の中央図書館）

として各国の国立図書館や国際機関と、情報のやり

とりや図書の交換等の活動を行っている（海外との

協力については 7 節参照）。

一方、後者は、双方向の協力という面よりも、国

立国会図書館からの一方的な支援という側面が強

い。国立国会図書館法では、「あらゆる適切な方法

により、図書館の組織及び図書館奉仕の改善につき、

都道府県の議会その他の地方議会、公務員又は図書

館人を援助する。」（第 21 条第 1 項第 2 号）と規定

されており、この条文をもとに国内の図書館への

サービスを行っている。この条文が起草されるにあ

たっては、「図書館協力」の言葉こそないが、実際

の運用に際しては、「県立及びその他の図書館を通

じて」全国民にサービスすることや、「民主的協力

によって」指導的地位を占めることを示唆した、国

立国会図書館の設立時にアメリカから来日した図書

館使節団による覚書（昭和 22（1947）年 12 月～昭

和 23（1948）年 1 月）が大きな意味を持った。

昭和 23（1948）年の設立以来、支部図書館部、

連絡部といった図書館協力業務の中心となる部署を

設置し、納本された図書をもとに作成した図書館用

目録カードである印刷カードの販売や、総合目録編

さんの試み、図書館への図書貸出し（「図書館間貸

出し」。3 章 2 節 1 コラム参照）、各地で行われる図

書館員への研修に依頼を受けて随時講師を派遣する

など、国内の各図書館と図書館関係団体に対して協

力を行ってきた。

2. この 20 年の背景

この 20 年の図書館協力の歴史を振り返るにあ

たっては、昭和 61（1986）年の図書館協力部の設

置から説明したい。同部の設置は、新館の開館とと

もに組織機構、各種サービスを見直し、実務の上で

は、これまでばらばらだったレファレンス、貸出し、

複写の国内の図書館からの問合せ窓口を一本化する

ことが目玉の一つだった。当時、普及しはじめたファ

クシミリも導入してサービスの迅速化を図った。

この背景には、戦後の公共図書館運動に大きな影

響を与えた「中小レポート」（『中小都市における公

共図書館の運営』日本図書館協会 昭和 38（1963）年）

において国立国会図書館に対して全国の中小公共図

書館への「援助を強化」することが求められ、その

後1970～80年代に増加した国内の公共図書館から、

国立国会図書館が援助を強化するよう望まれていた

ことがある。

国立国会図書館は、利用者が活用する身近な図書

館を支援することで、図書館協力ネットワークの中

での国立図書館としての役割を果たすこととした。

同時に、国立国会図書館にとっては、身近な図書館

でも目的を達することができるにもかかわらず国立

国会図書館に来館する利用者を、身近な図書館に誘

導することにより、多数の来館者で混雑する状況を

緩和し、ラストリゾートとしての国立国会図書館本

来の使命を果たすことが可能になるという目論見も

あった。

しかしその後、関西館開館後には国立国会図書
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館のドキュメント・サプライ機能を充実させるた

め、遠隔サービスは NDL-OPAC を通じた郵送複写

等、身近な図書館を経由しない形に移行し、昭和

61（1986）年に設計した図書館経由のサービスモデ

ルを変更した（3 章 2 節 1 参照）。

3. 図書館へのサービスから連携協力へ

平成 14（2002）年に関西館を設置するとともに、

従来、図書館協力部で行っていた業務を、東京本館、

関西館、国際子ども図書館の施設がそれぞれの機能

に応じて実現していくこととなった。

主な図書館協力の部署を次のように再編し（次

ページ表）、関西館を図書館協力の拠点とした。電

子図書館事業とともに、国内の図書館協力事業とし

て総合目録ネットワークや障害者サービスでの協力

等を推進することを関西館の主要な任務とした。都

道府県立・政令指定都市立図書館の蔵書を中心とす

る総合目録である「ゆにかねっと」（2 節）や、図

書館のレファレンス・サービスの記録を集積した

データべースである「レファレンス協同データベー

ス」の構築（3 節）は、情報通信技術の進展に伴っ

て可能となったものである。

また、これらのサービスを行うに際しては、国立

国会図書館と関係機関とで交流できる場、例えばレ

ファレンス協同データベース事業参加館フォーラム

などの枠組みを設けた。さらに「ゆにかねっと」で

は、各図書館の間で、県域外の資料所蔵館に対して

も、電子メールやファクシミリで相互貸借を依頼す

ることを可能としており、国立国会図書館が各図書

館へ一方向に支援するのではなく、各図書館相互の

連携をも促進し、この方向の事業は一定の成果を収

めている。

内外の図書館をめぐる状況の調査については、国

立国会図書館のみが独自に行うというよりも、有識

者を交えた編集体制により情報を発信することが多

くなった（4 節）。研修では、インターネットを用

いた遠隔研修や、各図書館からの依頼によって行っ

ていた派遣研修を、年度ごとに国立国会図書館から

全体のメニューを設定して行うようにしたことが特

筆されよう（5 節）。

以下、図書館協力事業のうち、この 20 年間で特

色あるものを取り上げていく。

『図書館協力ハンドブック』
昭和 61（1986）年に初めて刊行。国立国
会図書館が各種図書館に提供する、資料の
複写、レファレンス等のサービスに必要な
手続きをまとめたもの。現在は国立国会図
書館ホームページ上で公開。
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　第 2 節　総合目録事業

1. 総合目録ネットワーク事業の誕生

総合目録は国立国会図書館法第 21 条第 1 項第 4

号に規定されていながら、長らく実現できていな

かった。過去の試みとしては、全国的な総合目録の

第一段として支部図書館の総合目録の編さんに着手

し、『国立国会図書館行政・司法各支部図書館定期

刊行物総合目録 昭和 25 年 4 月末現在』（1950）や、

『国立国会図書館行政司法支部図書館図書総合目録　

昭和 27-33 年度』（1954 ～ 1960）を作成、刊行した。

また、日本図書館協会による『全国公共図書館逐次

刊行物総合目録』（1963 ～ 1968）作成に協力して、

その刊行を引き受けたことがあった。

図書や雑誌全般ではなく、分野を限った総合目録

としては「児童書総合目録」（平成 12（2000）年 12

月から提供開始。5 章 3 節参照）や、『点字図書・

録音図書全国総合目録』（1982 ～ 1998 冊子版、平

成 15（2003）年から「NDL-OPAC 点字図書・録音

図書全国総合目録」としてインターネットで提供）、

『全国マイクロ新聞所蔵一覧 昭和 62 年』、『全国複

製新聞所蔵一覧』（平成 6（1994）年）等を前身と

する「全国新聞総合目録データベース」（平成 15

（2003）年 2 月から提供開始）等を作成している。

従来、総合目録の作成に際しては、図書の書誌の

標準化が必要なうえに、各館の所蔵状況の把握は印

刷カードの収集により行っており、その整理・編さ

んに多くの人員等を要していた。そのため総合目録

の作成を実現することは困難であった。その後、書

誌情報の管理の機械化が進むなど、情報を取り扱う

技術環境も変化してきていた。平成 3（1991）年か

ら平成 5（1993）年には関西館設立の検討（4 章 1

節 1（4）参照）の一環として総合目録ネットワー

クシステムのための委託調査を実施し、平成 5 年度

には「総合目録ネットワーク・パイロット・プロ

ジェクト」に着手した。平成 6（1994）年度からは

情報処理振興事業協会（IPA）の「パイロット電子

図書館プロジェクト」との共同事業（2 章 3 節 1（2））

の中で、平成 9（1997）年度まで、総合目録のデー

タフォーマットを整えた上で、作成、管理、検索等

の実験を行った。この実験では、参加館を都道府県

立及び政令指定都市立を主とする公共図書館とし、

資料の範囲を和図書に限定した。ここでは「緩やか

な統合を目指す」というコンセプトがあり、データ

提供館が所蔵する和図書の書誌データを機械的に突

き合わせて同定することが特色であった。そのため、

同じ図書が 1 つのデータにまとまらずに分かれて存

在してしまうこと（書誌割れ、重複レコード）も発

生するが、誤った同定を防ぐために、同じ図書に複

数の書誌データが発生することは許容していた。平

成 6（1994）年度には、活動報告と参加館相互の情

報交換・交流を行う場として「総合目録ネットワー

クフォーラム」を開催し、以後も継続した。

平成 10（1998）年には「総合目録ネットワーク・

パイロット・プロジェクト」の結果を受け、国立国

会図書館総合目録ネットワーク事業を開始した。こ

の事業の主な目的は国内の公共図書館における図書

館資料資源の共有化、書誌サービスの標準化と効率

的利用、また、公共図書館の県域を越える全国的な

相互貸借等を支援することであった。相互貸借の支

援とは、検索結果からメールかファクシミリで相互

平成 10（1998）年 3 月時点でのパイロット電子図書館総
合目録ネットワーク検索システム トップページ（取扱説
明書からスキャンしたためモノクロだが本来はカラー）
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貸借を申し込めるというものである（ファクシミリ

は書式の表示のみ可能）。総合目録に書誌データを

提供する「データ提供館」（ネットワーク事業を開始

した平成 10 年度末に 26 館）と、書誌データは提供

しないが検索や資料の相互貸借を利用する館を加え

た参加館（平成 10 年度末に 51 館）で事業を開始した。

2. 国立国会図書館サーチへの統合

平成 12（2000）年度に書誌同定の精緻化、運用

管理機能の強化、簡易検索画面の開発等の改善を

行った。平成 13（2001）年度には、参加館の対象

を市区町村立図書館まで拡大したことにより、参加

館が大幅に増加した。

平成 14（2002）年関西館設置後には、事業の所

管を図書館協力部国内協力課から事業部図書館協力

課に移管し、平成 15（2003）年 12 月には「ゆにかねっ

と」という愛称を定め（総合目録ネットワークの英

訳“UNIon CAtalog NETwork”から命名）、平成

16（2004）年 4 月から、システムのリニューアルに

あわせて使用を始めた。

平成 16（2004）年 12 月に、検索機能を一般公開

した。これにより、インターネット上で誰もが、国

立国会図書館に所蔵していないものであっても、近

隣の図書館で何を所蔵しているのかを横断的に検索

できるようになった。

「ゆにかねっと」は平成 24（2012）年 1 月までは

専用システムを運用していたが、書誌情報から相互

貸借までを 1 つのシステムで可能にし、参加館をは

じめとする利用者の利便性の向上を実現し、また、

当時のシステムに起因するデータ提供、検索機能、

相互貸借支援機能等における問題点の改善を図るた

めに、これ以降、国立国会図書館サーチ（NDL サー

チ。3 章 2 節 4（2））にシステムを統合した。

また、前項で挙げた「児童書総合目録」「点字図

書・録音図書全国総合目録」「全国新聞総合目録デー

タベース」のそれぞれのシステムも NDL サーチへ

統合し、書誌・所在情報をまとめて検索できるよう

にした。平成 31（2019）年 3 月現在でデータ提供

館は 67 館、参加館数は 1148 館である。

事業化後の総合目録ネットワークシステム トップページ（平成 12（2000）年）
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平成 16（2004）年 12 月 6 日に公開した
総合目録ネットワークシステムの一般向け
検索画面

上から、参加館用検索画面、
詳細画面（所蔵館が下に表示されている）



264

第
６
章　

図
書
館
協
力

　第 3 節　レファレンス協同データベース事業

1. 成立

レファレンス協同データベースは、電子図書館事

業に関わる国立国会図書館内外の関係者間で、総合

目録である国立国会図書館総合目録ネットワークシ

ステムが一息ついた頃、その次に行うものとして発

想されたという（山崎博樹「レファ協の子どもたち」

『国立国会図書館月報』563 号 平成 20（2008）年 2 月）。

電子図書館事業を進めていた関西館事業部電子図書

館課が開発を推進し、平成 14（2002）年の計画時

からレファレンス・サービス部門である主題情報部

と緊密に連携を行った。

その頃、海外の事例として、『カレントアウェア

ネス』（4 節参照）で紹介されていた米国のデジタ

ル時代のレファレンス・サービスは、例えば米国

議会図書館の共同デジタルレファレンスサービス 

（Collaborative Digital Reference Service：CDRS、

1999-）のように複数の館が共同で回答を作成する

オンラインレファレンスサービスであった。これに

対し、国立国会図書館のレファレンス協同データ

ベースは、その名称が示すように、各館の質問・回

答事例を集積することに機能を限定した。

レファレンス協同データベースは、関西館におけ

る電子図書館サービスのひとつの事業として、平成

14（2002）年度から平成 16（2004）年度までを実

験期間とし、平成 17（2005）年度から、390 館（公

共 266、大学 93、専門 26、国立国会図書館支部 3、

国立国会図書館、その他 1）の参加によって本格的

に事業を開始した。

もととなるレファレンス・サービスにおける質問・

回答例のデータの蓄積がないところからの出発であ

り、まずは、事例の入力を増やすことを優先した。

そのため、回答の質について国立国会図書館があえ

て審査を行わない方針を取った。一方で、データの

レファレンス協同データベース トップページ（平成 21（2009）年頃か）
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質の向上についての検討を館外有識者の協力を得て

進め、平成 17（2005）年にはデータの作成・公開

に関するガイドラインを公開した。

大学図書館、公共図書館と専門図書館といった異

なる館種が共通のシステムのなかで事業を行ったの

も特色である。

実験期間最終年度の平成 17（2005）年 2 月には、

「レファレンス協同データベース事業参加館フォー

ラム」を開催し、今後の普及拡大も含めて、報告と

ディスカッションを行い、同フォーラムはその後も

参加館の交流する重要な場として継続的に開催して

いる。

2. 普及へ

3 か年の実験事業段階を終え、平成 17（2005）年

4 月に本格的に事業を開始した後は、参加館フォー

ラムや研修会の継続的な開催、普及活動も行った。

同時期には、事業の広報用キャラクター「れはっち」

を作成し、以後研修会やフォーラムの資料に、さら

にはウェブサイトやツイッターのアイコンにも使用

している。

同年 12 月にはインターネット上で一般公開を開

始した。翌年に企画協力員（国立国会図書館が図書

館情報学研究者、図書館員等の外部有識者に委嘱）

制度を設け、平成 21（2009）年 2 月には登録館へ

のデータ登録数・アクセス数等で一定の基準を満た

した機関に国立国会図書館長の名前で礼状を贈呈す

ることとした。2 年後の平成 23（2011）年 2 月には

礼状の基準とは別に大きな貢献をした館に対する企

画協力員賞の授与も始めた。未参加の図書館等を対

象に、平成 26（2014）年から「レファレンス協同デー

タベース事業説明会」（翌年からは「全国書誌デー

タ・レファレンス協同データベース利活用研修会」）

を開催し、レファレンス協同データベースの概要や

事業に参加する利点の紹介、データ登録を実体験し

てもらっている。

平成 20（2008）年には、当時、社会的に学校図

書館への注目が高まりつつあるなかで、実験的に学

校図書館の参加館を認め、その後、平成 25（2013）

年には正式に参加できるように改めた。また、学校

単位ではなく団体（地域ごとの学校図書館員の研究

会等）としても参加が可能なことが参加を促進した。

平成 23（2011）年 2 月にはサポーター登録制度を

導入し、個人でこの事業を盛り立てたいという人を

募ることとした。サポーター制度は、レファレンス

協同データベースの活用・普及活動を自由に行って

もらうことを意図していた。具体的には、登録デー

タへコメントを付けることや、同システムの掲示板

を使ってディスカッションをすることなども期待さ

れた。これは、図書館やその関係団体の間での協力

というこれまでの形を越えて、利用者その他関心を

持つ個人が参加することができるという新しい試み

であった。

レファレンス協同データベースの利活用方法とし

ては、個別のレファレンス質問を解決するのに参照

されるにとどまらず、各図書館において研修や人材

育成にも用いられている。また、大学における司書

課程のレファレンス・サービスの授業で素材とし

て活用されている（「レファレンス協同データベー

スを用いた授業での活用」レファレンス協同デー

タベース　コラム集　平成 26（2014）年度）。平成

30（2018）年度末現在、登録データ数は 22 万件を

超え、このように研修の教材としても使われている

が、ネット上の利用者が疑問に思ったことについて

レファレンス協同データベースからなんらかのヒン

トを得られるようにするためには、「少なくとも 30

万件から 40 万件、50 万件くらいの事例のデータベー

スにしていかなければ」ならないと見られている（平

成 22（2010）年 2 月の第 6 回レファレンス協同デー

タベース事業フォーラムにおける長尾真館長開会挨

拶）。

レファレンス協同データベースの個々の事例は、れはっち
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国立国会図書館サーチ（NDL サーチ）や Google に

よっても検索可能であり、図書館関係者以外の一般

のネットユーザの目にも触れやすくなっている。平

成 22（2010）年 4 月から始めた公式ツイッターア

カウントのフォロワーは、平成 26（2014）年 8 月

に 1 万人、平成 28（2016）年 10 月に 2 万人を突破

した。レファレンス・ライブラリアンを描いた漫画

『夜明けの図書館』第 4 巻（埜納タオ 平成 28（2016）

年 5 月、初出『Jour　すてきな主婦たち』平成 27

（2015）年 7 月号）にも登場した。レファレンス協

同データベースが注目されるようになったのは、国

内の図書館関係者によるレファレンス・サービスへ

の関心の高まりに加えて、図書館に関心を持つ人々

が公式ツイッターや『夜明けの図書館』を通じて、

図書館のレファレンス・サービスを知るようになっ

たためと思われる。また、入力方法やデータの公開

範囲を参加各館の事情に合わせて選択できること等

が各図書館に任されており、参加へのハードルが低

いことも、現在の継続、成功につながる要因のひと

つではないだろうか。

平成 29（2017）年には、「図書館だけのものであっ

たレファレンス・サービスを可視化・公共財化した

点を高く評価する」として「知的資源イニシアティ

ブ」から Library of the Year 2017 ライブラリアン

シップ賞を得ている。図書館協力事業として出発し

たレファレンス協同データベース事業は、図書館の

関係者の枠を越えて受け入れられたといえる。　

レファレンス協同データベース トップページ

Library of the Year 2017
ライブラリアンシップ賞のトロフィー
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　第 4 節　調査研究事業

1. 図書館研究所の調査研究事業

昭和 61（1986）年に設立された図書館研究所は、

国内外の図書館を取り巻く動向に関する調査研究

や、国立国会図書館職員に対する研修の企画・実施

をその任務とした。平成 4（1992）年から同研究所

で開始した「図書館情報学調査研究プロジェクト」

は、研究成果を主に国立国会図書館の政策立案や業

務の向上に活かし、もって図書館界にも資する事業

であった。

関西館開館後の新体制の検討の中では、このよう

な図書館研究所による調査研究・研修事業に代わる

新たな調査研究事業とその実施組織の在り方につい

ての検討も行った。成案を得るまでにはさまざまな

案が出された。当初は、図書館研究所の機能を受け

継ぎ、深化させる組織として、「研究開発センター」

あるいは「図書館総合研究所」と仮称される一大セ

ンターを設置する案が有力であった。この案では、

センターは図書館情報学に関する研究開発を電子図

書館や資料保存等の分野ごとに並行して進めること

ができる規模と機能をもち、あわせて国内外の情報

の収集と編集・提供、図書館員の研修・交流を推進

する、としていた。案には研修参加者のための宿泊

施設の整備も盛り込まれていた。

しかし、この案に対しては、館外の諸機関と機能

が重複する問題に加え、そもそもこのような事業を

実施することが、国立国会図書館法の解釈上難しい

のではないかという意見が出された。国立国会図書

館法第 21 条第 1 項第 2 号では、国立国会図書館が

図書館の組織及び図書館サービスの改善について図

書館人を援助する旨が規定されているが、その目的

は国立国会図書館の図書館サービスや資料が最大限

利用されることに限定されるという意見である。こ

の解釈によれば、館外向けに研修事業を展開し、サー

ビスや資料の提供から切り離してノウハウのみ伝播

させることは、権限を逸脱することになる。研究開

発事業についても、同様の問題を抱えていた。

その後、さまざまな議論を経て最終的には、調査

研究事業を図書館協力事業の一環として位置づける

形で決着した。規模を縮小し、もっぱら研究開発事

業を担う部局または課レベルの組織を立ち上げるこ

とは断念し、調査研究事業を障害者図書館協力や総

合目録ネットワーク等の図書館協力事業を所掌する

1 課の所掌に含めた。こうして図書館研究所の所掌

であった調査研究事業は関西館事業部図書館協力課

調査情報係が所掌し、国立国会図書館を含む図書館

界全体へ還元される一般性と実用性をもつ諸課題を

取り上げて調査研究を行うこととした。

2. 関西館開館後の調査研究事業

関西館への移管を機に、調査研究事業を資料面か

ら支えていた図書館研究所所管の図書館学資料室は

廃止となり、それに代わるものは整備しなかった。

そのため、幅広い情報収集をどのように行うかが課

題となり、『カレントアウェアネス』（後述）編集過

程で収集した情報をもとに図書館をめぐる動向を把

握するとともに、図書館情報学研究者等から聴取し

た意見を参考にして情報収集を行うことにした。ま

た調査研究を行う上で、担当部署の縮小に加えて、

業務が関西館へ移管されたことにより東京本館の職

員が調査研究を分担することが難しくなるために、

それに代わり、国立国会図書館が企画立案した調査

について、その実施を外部機関に委託し、その分野

を専門とする研究者による研究会が研究報告を執筆

する体制を主に採ることにした。

新体制での調査研究事業は平成 14（2002）年度

から開始し、毎年、近年図書館界で重要度の増して

いる課題をテーマとして取り上げてきた。一度取り

上げたテーマについても、状況の変化に応じて再

度取り上げて情報を更新していく形を採っている。

テーマとしては、電子書籍（平成 20（2008）年度）

やデジタルアーカイブ（平成 21（2009）年度）、高

齢者サービス（平成 28（2016）年度）等、障害者サー
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調査研究事業成果物一覧
企画年度 成果物タイトル 刊行媒体・年月

平成10（1998） 国立国会図書館における研究・研修機能の充実に向けて－国
立図書館としての役割－（～平成 12 年度）

図書館研究シリーズ（36）, 
平成 12（2000）年 3 月

平成11（1999）

平成12（2000） 国の情報と図書館－行政情報の電子化を中心として－ 図書館研究シリーズ（37）,
平成 14（2002）年 1 月

平成13（2001）

平成14（2002） デジタル環境下における視覚障害者等図書館サービスの海外
動向

図書館調査研究リポート（1）, 
平成 15（2003）年 8 月

平成15（2003）

電子情報環境下における科学技術情報の蓄積・流通の在り方
に関する調査研究（平成 15 年度）

図書館調査研究リポート（2）, 
平成 16（2004）年 7 月

図書館職員を対象とする研修の海外の状況調査 図書館調査研究リポート（3）, 
平成 16（2004）年 7 月

デジタル環境下における ILL，ドキュメント・デリバリーと
その運用基盤（～平成 16 年度）

図書館研究シリーズ（38）, 
平成 17（2005）年 11 月

パッケージ系電子出版物の長期的な再生可能性について
（～平成 16 年度）

図書館調査研究リポート（6）, 
平成 18（2006）年 3 月

平成16（2004）

電子情報環境下における科学技術情報の蓄積・流通の在り方
に関する調査研究（平成 16 年度）

図書館調査研究リポート（4）, 
平成 17（2005）年 8 月

図書館職員を対象とする研修の国内状況調査 図書館調査研究リポート（5）, 
平成 17（2005）年 8 月

平成17（2005）

蔵書評価に関する調査研究 図書館調査研究リポート（7）, 
平成 18（2006）年 7 月

スマトラ沖地震・津波による文書遺産の被災と復興支援　平
成 17 年度国立国会図書館公開セミナー記録集

図書館研究シリーズ（39）, 
平成 18（2006）年 9 月

国立国会図書館所蔵和図書（1950 － 1999 年刊）の劣化に
関する調査研究（～平成 18 年度）

図書館調査研究リポート（8）, 
平成 20（2008）年 3 月

平成18（2006）
地域資料に関する調査研究 図書館調査研究リポート（9）, 

平成 20（2008）年 3 月
米国の図書館事情 2007　2006 年度 国立国会図書館調査研
究報告書

図書館研究シリーズ（40）, 
平成 20（2008）年 10 月

平成19（2007） 子どもの情報行動に関する調査研究 図書館調査研究リポート（10）,
 平成 20（2008）年 6 月

平成20（2008）
電子書籍の流通・利用・保存に関する調査研究 図書館調査研究リポート（11）, 

平成 21（2009）年 3 月
中国国家図書館の現況

（～平成 21 年度）
図書館調査研究リポート（12）, 
平成 22（2010）年 11 月

平成21（2009） 文化・学術機関におけるデジタルアーカイブ等の運営に関す
る調査研究

調査研究報告書 , 平成 22（2010）
年 3 月

平成22（2010） 公共図書館における障害者サービスに関する調査研究（平成
22 年度）

調査研究報告書 , 平成 23（2011）
年 3 月

平成23（2011） 東日本大震災と図書館 図書館調査研究リポート（13）, 
平成 24（2012）年 3 月

平成24（2012） 日本の図書館におけるレファレンスサービスの課題と展望 図書館調査研究リポート（14）, 
平成 25（2013）年 3 月

平成25（2013） 地域活性化志向の公共図書館における経営に関する調査研究 図書館調査研究リポート（15）, 
平成 26（2014）年 3 月

平成26（2014） 図書館利用者の情報行動の傾向及び図書館に関する意識調査 ※「カレントアウェアネス・ポータル」で
のデータ公開 , 平成 27（2015）年 3 月

平成27（2015）  

平成28（2016） 超高齢社会と図書館
～生きがいづくりから認知症支援まで～

図書館調査研究リポート（16）, 
平成 29（2017）年 3 月

平成29（2017） 公共図書館における障害者サービスに関する調査研究（平成
29 年度）

図書館調査研究リポート（17）, 
平成 30（2018）年 8 月
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ビス関連については平成 14（2002）年度、著作権

法改正を機にして平成 22（2010）年度、いわゆる

障害者差別解消法施行後の平成 29（2017）年度に、

と繰り返し取り上げている。また、平成 23（2011）

年度の「東日本大震災と図書館」では、当時の状況

についての記録や記憶が風化しないうちに調査して

遺すよう、速やかに対処した。

調査研究の成果は、広く図書館界で共有するとい

う目的から、平成 15（2003）年に新たに刊行を開

始した『図書館調査研究リポート』で主に発表して

いる。『図書館調査研究リポート』には、1 つのテー

マに関する調査結果を論述したリポート数編を掲載

している。その他、平成 26（2014）年度の「図書

館利用者の情報行動の傾向及び図書館に関する意識

調査」のようにデータそのものを広く活用してもら

うためにデータのみを「カレントアウェアネス・ポー

タル」（後述）に掲載したものもある。

3. カレントアウェアネスの一新と、図書
館関係メディアとしての確立

国立国会図書館は、図書館や図書館情報学に関す

る最近の動向を広く伝えるための刊行物として、『カ

レントアウェアネス』（以下『CA』）を昭和 54（1979）

年から編集し、月刊で刊行してきたが、近年の情報

メディアの変化の中で、その刊行形態を多様化させ

てきた。5 本程度の短報を原則として月 2 回配信す

る形式で刊行するメールマガジン「カレントアウェ

アネス -E」（以下「CA-E」）を、平成 14（2002）年

9 月から職員向けの試行版として、10 月からは正式

に館外配信を開始した。

『CA』は、従来、主に職員が執筆していたが、有

識者にも編集企画や執筆に参加してもらうことに

よって、外部に開かれた編集体制とするとともに、

解説記事の充実を中心に内容の刷新を図った。また、

「動向レビュー」記事に加えて、平成 15（2003）年

9 月から図書館情報学に関する「研究文献レビュー」

を掲載することで、レビュー誌としての役割を持た

せた。それまで図書館や図書館情報学に関する本格

的なレビュー誌が不在であった日本において、国内

の研究動向を簡便に追うことができる有用な情報源

となった。さらに、海外の動向を伝えるなどの従前

からの特色を維持しながら、記事の質の向上を図る

ため、刊行頻度を月刊から季刊に変更した。

メールマガジン「CA-E」は、登録者は伸びてい

たが、さまざまなメディアからそのウェブサイトを

通じて迅速かつ大量に情報が発信されるようになる

につれて、月 2 回の刊行では速報性の点や掲載する

情報の量が多くなりすぎる点で対応しきれなくなっ

てきた。そのため、効率的な情報発信のプラット

フォームとして、平成 18（2006）年、ウェブサイ

ト「カレントアウェアネス・ポータル」（以下「CA

ポータル」）を公開し、ほぼ毎日 10 本程度のニュー

スを随時掲載するサービス「カレントアウェアネス

-R」（以下「CA-R」）を「CA ポータル」上で開始

した。公開当初から多くのアクセスを得て、読者の

反応は良好であった。またこれによりアクセスの動

向から読者のニーズを測ることができるようになっ

た。「CA ポータル」は、各刊行形態のカレントアウェ

アネスの記事を結び付け、かつ集約することが可能

なアーカイブとしての機能を果たすようになった。

また、「CA-R」の登場により、掲載ニュースを土台

に「CA-E」の記事にまとめ、さらに紙媒体として

刊行する『CA』での論考へと練り上げていくとい

う編集方法が確立した。

こうした取組みにより、「カレントアウェアネス」

シリーズは、読者の支持を受けて、図書館関係メディ

アとして一定の地位を得ている。
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カレントアウェアネス・ポータル
（平成 19（2007）年 7 月）

カレントアウェアネス -E
（平成 15（2003）年 1 月）
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　第 5 節　図書館員向けの研修

1. 内部向け（職員研修・研鑽）から館外
向けへ

国立国会図書館は、図書館員向けの研修を関西館

開館後の事業として実施する以前は、「日本研究上

級司書研修」等を除き、主に自館職員を対象とし

た研修を行ってきた。これとは別に昭和 62（1987）

年度から平成 12（2000）年度まで、国立国会図書

館の対図書館サービスを円滑に進めるために同サー

ビスの利用方法を利用者である各種図書館員向けに

説明する「図書館協力セミナー」を毎年開催してき

たが、当初こそ所蔵資料群の紹介やレファレンス・

サービスのノウハウのプログラムも取り入れていた

ものの、平成 5（1993）年度から平成 7（1995）年

度にかけてもっぱら利用方法の説明に特化したプロ

グラムとして定着していた。

しかし、前述のように関西館開館以降の体制にお

いては、調査研究事業を図書館協力事業の一環とし

て位置づけ、国内外の図書館関係者に対する研修の

企画・実施を当該調査研究の中の重点的事業とした。

図書館研究所は、平成 10（1998）年度から、関

西館開館に向けて、新たな事業となる館外の図書館

員を対象とする研修についての調査研究のため、3

年間にわたるプロジェクトを立ち上げた。このプロ

ジェクトは、平成 10 年度の予備調査ののち、平成

11（1999）年度には全国の都道府県立・政令指定都

市立図書館を対象とした調査を行い、研修のニーズ

や実態を明らかにした。この調査の結果、図書館を

取り巻く状況の変化と業務の高度化に対応した人材

育成のために、これらの図書館において研修への需

要が高まっていることが明らかになった。平成 12

（2000）年度には実態調査を受け、モデル事業とし

てレファレンス・サービスの研修（レファレンス特

別研修）を試行した。

この「レファレンス特別研修」は、レファレンス

実務だけでなく、利用者対応等も含めたプログラム

を組み、成功裏に終わった。

前述のとおり、研修参加者のための宿泊施設の整

備等は実現しなかったが、平成 14（2002）年の関

西館開館以降は、各種図書館員向けに、資料保存の

方法といった要望が強いテーマと、アジア情報や法

令議会資料等の国立国会図書館の所蔵資料の使い方

を紹介するプログラムで、研修を開始した。こうし

た研修は、参加した図書館員にとって図書館員同士

の交流の機会にもなった。

2. 研修メニューの多角化

研修のさらなる充実を期して、平成 15（2003）

年度には海外の図書館における研修に関する状況、

平成 16（2004）年度には国内の図書館における状

況を調査し、それぞれ『図書館調査研究リポート』

で報告した。特に平成 10（1998）年度からの調査（前

述）で対象としなかった大学図書館も含めて行った

後者の調査では、国立国会図書館に対し、受講者が

一堂に会して実施する研修（集合研修）だけでなく

e- ラーニング（インターネットを用いた研修）の実

施や、各館での研修への講師派遣を期待する声があ

ることが明らかになった。

（1）遠隔研修
e- ラーニングは、予算や人員が厳しい状況にある

各種図書館にとって研修参加のハードルを下げるこ

とができるとともに、多くの受講者を受け入れるこ

とができるという利点をもっている。そのため、関

西館開館当初から検討をし、「遠隔研修」という名

称で準備を進めてきた。平成 16（2004）年度から

平成 17（2005）年度にかけて教材の提供と学習の

進捗を管理する遠隔研修システムの開発と教材の作

成を行い、平成 18（2006）年度初頭の内部での試

験運用によるレビューを経て、公開を開始した。

「資料保存の基本的な考え方」を初回に、年間 1

～ 2 本程度のペースで新規教材を追加していった。

これらの教材は、集合研修で使用された研修資料を
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もとに、講義を撮影した動画、図表や音声、アニメー

ション、解説文等の素材を組み合わせて作成した。

しかし、受講には受講登録を必要とし、受講期限

も設けていたことから、受講を希望しながら受講す

ることができなかった者が少なからずいたと推測さ

れた。そこで、平成 23（2011）年から一部の講座

を登録不要とし、学習管理を行わない代わりに受講

期限を設けず通年公開とした。また、上記のような

手法で作成した教材は内容の改訂を柔軟に行うこと

ができず、改編には費用もかさみ、陳腐化が進むと

いう問題を抱えていたため、平成 23 年度の「資料

デジタル化の基礎」以降では、集合研修等を撮影し

て簡易な編集を加えただけの講義動画も教材として

使用するようになった。細かく作り込んだ以前の教

材と比べて簡易なものではあるが、作成期間が短く、

作成費用も低額で済むことから教材のバリエーショ

ンを大幅に増やすことができるようになった。平成

27（2015）年度には英語字幕を付与した海外の日本

研究司書を主な対象にする海外向けコンテンツも公

開した。

（2）講師派遣型研修
国立国会図書館では、各種図書館が主催する地域

での研修会等への講師の派遣については、依頼に応

じてその都度対応していたが、図書館協力事業を一

層発展させるため、研修会を実施する図書館等が講

師派遣の依頼をしやすいよう、あらかじめ講師を派

遣する用意のある研修科目を公表して派遣を希望す

る図書館を募るという方式を取ることにした。平成

20（2008）年度の開始当初は、各種図書館からのニー

ズが高いと考えられるにもかかわらず、遠隔研修で

も未実施の分野だった、レファレンス業務に係る研

修への講師を派遣することにし、レファレンス業務

を担う主題情報部（平成 23（2011）年 10 月に利用

者サービス部に改編）が運営した。当初は 2 テーマ

（レファレンス・ツール、ビジネス支援）のみだっ

たが、年々科目や派遣可能件数を増加させ、平成

27（2015）年度には、全国書誌データの利活用や資

料デジタル化といったレファレンス以外の図書館業

務の科目も新設し、それに合わせて運営部局を利用

者サービス部から研修事業全般を担う関西館図書館

協力課に変更した。この他個別の派遣も含め、平成

30（2018）年度には 43 機関への講師派遣を行って

いる。

3. 海外向け研修事業の模索

海外の大学図書館等で日本語資料・日本関係情報

の収集や研究者等への提供を専門とする日本研究司

書に対する、日本に関する参考図書や書誌データ

ベース、電子情報等の情報資源の利用、資料の保存・

修復、日本関係情報を提供する各種機関のサービス

に関する研修は、各国における日本関係資料や情報

の充実と研究者等へのサービス向上に寄与する目的

で、国立国会図書館や関係機関、あるいはその共同

で実施されてきた。

国立国会図書館では、平成 8（1996）年度から、

国際交流基金が主催する「日本研究上級司書研修」

に参画し、学術情報センター（現在の国立情報学研

究所（NII））や国際文化会館とともに、研修のカリ

キュラムの作成と当日の講師を担当した。同研修は

平成 10（1998）年度に「日本研究司書研修」と改

称され、平成 12（2000）年度まで継続した。研修

参加者は国際交流基金によって招へいされ、研修期

間は正味 15 日間であった。

次いで平成 14（2002）年度からは、「日本研究情

報専門家研修」として、研修の一般事務を担当する

国際交流基金と、研修プログラムの企画・実施を担

当する国立国会図書館とが共催し、国立情報学研究講師派遣型研修の様子
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所（NII）が研修プログラム面で、国際文化会館が

研修ニーズの把握等の面でそれぞれ協力を行う運営

体制で実施した。この研修の実施にあたり、参加資

格を司書に限らずさまざまな立場で日本関係情報の

提供に従事する専門職が参加できるよう改めた。当

初 3 年で終了することを予定していたが、継続の要

望が多く出たため、平成 17（2005）年度からさら

に 3 年実施した。

この「日本研究情報専門家研修」の後継研修とし

て、国立国会図書館が関係機関との間で調整を行っ

た結果、国際交流基金の助成を受け、国立国会図書

館と国際文化会館とが共催する形で、平成 22（2010）

年度から平成 24（2012）年度までの 3 か年にわた

り同一の参加者が継続して参加する「日本専門家

ワークショップ」を実施した。現代日本文化への関

心の高まりを反映して、日本映画に関する講義を取

り入れるなどカリキュラムに工夫を凝らし、研修期

間も所属機関を離れて研修に参加する負担を緩和す

るため、各年 7 日程度とした。3 年目にあたる平成

24 年度には、参加者から 1 年目・2 年目に研修を受

けた後の所属機関等での活動状況を報告してもらう

形でシンポジウムを開催した。

このシンポジウムを通して、日本研究支援の意義

やその一環としての研修の有用性が改めて確認され

たものの、関係機関それぞれの事業方針の相違や費

用分担等の面で、この「日本専門家ワークショップ」

を国立国会図書館と関係機関との共催体制で研修の

実施を継続することが難しくなった。他方、中国や

韓国等を含む東アジア研究の一環としての日本研究

へと海外での日本研究の枠組みが変わりつつあるこ

とも指摘され、国立国会図書館において新たな研修

プログラムを実施することが要望された。

そこで、国立国会図書館では、平成 26（2014）

年度に従来の集合研修に加えて、海外の日本研究司

書団体の会合への研修講師派遣及び前述の英語字幕

を付けた遠隔研修教材の作成という 3 本柱で研修を

実施する方針を打ち出した。その際、国立国会図書

館には特に図書館との連携や図書館への支援が求め

られていることから、日本研究者ではなく日本研究

司書を主な対象者として研修を実施することとし

た。

この方針に基づき、平成 27（2015）年度から、「海

外日本研究司書研修」という名称で見学・実習先と

して関係機関からの協力を得て新しく集合研修を実

施した。主な対象者を日本研究司書とした点につい

ては、日本史や日本文学等を専攻する研究者がその

後日本研究司書に就く例が増えている実情を踏まえ

て、平成 29（2017）年度には「司書と研究者のた

めの日本関係資料研修」と名称を改め、日本研究者

を再び対象者に加えた。

海外の日本研究司書団体の会合への研修講師派遣

としては、東亜図書館協会（CEAL）、日本資料専

門家欧州協会（EAJRS）への派遣を行い国立国会

図書館のサービス等の紹介を行った。また、ドイツ

の日本資料図書館連絡会と英国の日本研究司書グ

ループからの要請を受けて、英国のロンドンとドイ

ツのミュンヘンへの派遣も行った。
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　第 6 節　障害者サービス

国立国会図書館が行う障害者サービスは、図書館

協力の一環として各種図書館の障害者サービスを支

援し、利用者に間接的に奉仕する障害者図書館協力

事業として行ってきた。障害者への直接的サービス、

すなわち来館サービスと遠隔サービスについては、

インターネットでのデータ送信を始めるまでは、来館

利用のための閲覧用機器を整備する以外、長らく健

常者に対してと同一のサービスを提供し、特段のサー

ビスを提供してこなかった。ここでは、障害者図書

館協力事業を中心に、直接サービスを含めた国立国

会図書館の障害者サービス全体について記述する。

視覚障害者等サービスは、国の障害者関連の法整

備、関係団体・機関間の連携・協力の進展、情報通

信技術の革新によって、特にこの約 10 年間で大き

な発展を遂げた。本節ではこの 20 年の展開を大よ

そ時系列に沿って見ていく。

1. デジタルへの移行と著作権法改正に伴
うサービス拡張

国立国会図書館では昭和 50（1975）年から、権

利者の許諾を得て、アナログのテープレコーダーを

用いて学術文献録音図書を製作してきたが、平成

14（2002）年から録音を再生する際の頭出し機能等

の操作性に優れた、活字による読書が困難な人のた

めの国際規格である DAISY の仕様に従ってデジタ

ル録音図書（音声 DAISY）の製作を始めた。

平成 20（2008）年 12 月からは、図書館における

障害者サービスの基礎的な知識・技術を習得するこ

とを目的として、日本図書館協会と国立国会図書館

の共催により、「平成 20 年度障害者サービス担当職

員向け講座」を開催、現在も実施している。

平成 22（2010）年 1 月に施行された著作権法改

正法（平成 21 年法律第 53 号）により、従来は視覚

障害者のために点字図書館のみに許されていた、権

利者の許諾を得ないでの著作物の録音による音訳

が、識字障害や知的障害で視覚による表現の認識が

困難な者も対象に加え、国立国会図書館、公共図書

館、大学図書館、学校図書館でも可能となった。ま

た、利用者の必要に応じた形式（たとえばテキスト

データ）での複製も行うことができるようになった。

この法改正を受けて、同年 2 月には権利者団体の

理解の下に、国公私立大学図書館協力委員会等各種

図書館団体が「図書館の障害者サービスにおける著

作権法第 37 条第 3 項に基づく著作物の複製等に関

するガイドライン」を共同で策定した。国立国会図

書館もこのガイドラインに準拠する形で方針の検討

を進め、同年 7 月から全国視覚障害者情報提供施設

協会（全視情協）をはじめとする関係団体との協議

を行い、平成 23（2011）年 7 月に「視覚障害者等サー

ビス実施計画」（以下「実施計画」）を策定した。

この実施計画では、利用者からリクエストのあっ

た書籍について視覚障害者等用資料・データ（音声

DAISY、プレーンテキスト等）を製作し、公共・

大学図書館等への貸出し、あるいは国立国会図書館

のシステムを通じたインターネット送信サービスに

学術文献録音図書の録音風景（平成 10（1998）年頃） DAISY 図書再生機

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/96
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加え、他の図書館等が製作するデジタルデータの収

集、保存、提供を行うこととした。また、ガイドラ

インの規定に準拠し、肢体障害がある者等について

も「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害

のある者」に該当するとみなし、サービス対象とし

た（なお、平成 30（2018）年 5 月に公布された著

作権法改正法（平成 30 年法律第 30 号）で、音訳等

を提供できる障害者の範囲について、肢体不自由等、

障害によって書籍を読むことが困難な者が対象とな

るよう規定が明確にされた。）

2. データ送信、サピエ図書館との連携

国立国会図書館では、視覚障害者等の視覚障害者

等用データへのアクセスを容易にするため、平成

21（2009）年度からインターネットを通じて送信す

るサービスについて、模索し始めた。平成 23（2011）

年 10 月に、全視情協が運営する全国規模の点字図

書・録音図書書誌データベースであるサピエ図書館

へ、国立国会図書館が製作した音声 DAISY の搭載

を開始した。平成 24（2012）年 1 月には、国立国

会図書館サーチ（NDL サーチ）で「点字図書・録

音図書全国総合目録」とサピエ図書館の目録情報の

統合検索を実現した。これらの動きと並行して平成

26（2014）年 1 月には、国立国会図書館へ直接イン

ターネットアクセスを行う利用者にも同じく視覚障

害者等用データを提供できるシステムを完成した。

これは、図書館を経由せず利用者個人に直接サービ

スするという点で、国立国会図書館の障害者サービ

スにおいて新しい局面であった。

平成 25（2013）年 2 月には、日本点字図書館で

行われた懇談会において、サピエ図書館と国立国会

図書館のシステムそのものを連携させて、いずれの

入り口から入っても両システムのコンテンツを利用

できるようにする構想が提案された。視覚障害者等

へのサービス提供基盤と多数の利用者を抱えるサピ

エ図書館と、視覚障害者等用データを多量に蓄積す

ることができるストレージとして既存のシステムを

活用できる国立国会図書館という、それぞれの強み

を融合しようとする提案であった。同趣旨の要望は、

公共図書館で働く視覚障害職員の会（なごや会）等

からもなされた。この提案に基づくシステム連携の

結果、平成 26（2014）年 6 月には、サピエ図書館

に国立国会図書館の当該システムへのアクセス権限

を与えることにより、国立国会図書館が製作した点

字データや公共図書館から収集した音声 DAISY・

点字データについても、利用者がサピエ図書館を通

じて利用できるようになった。

3. テキスト化と送信

前述のとおり、平成 22（2010）年 1 月の著作権

法改正法の施行により、視覚障害者等の用に供する

ために権利者の許諾を得ないで、著作物の音声化・

点字化以外に、テキスト化を行うことができるよう

になった。国立国会図書館では、平成22年10月から、

先行事例等の調査を踏まえた上で、出版社や視覚障

害者関係団体等の協力の下にテキスト化実証実験を

開始した。実験が一区切りした平成 23（2011）年 3

月時点で、画像データからの OCR を用いたテキス

トデータの作成においては、コスト、効率性、構造

化等の課題が多いことが明らかとなった（2 章 3 節

4（3）参照）。

平成 25（2013）年 1 月には、関連企業と提携し

て研究を進めている東京大学や慶應義塾大学とそれ

ぞれ覚書を交わし、両大学と連携協力して OCR を

国立国会図書館

公共図書館

大学図書館

学校図書館

ボランティア団体

データ
収集

国
立
国
会
図
書
館

送信

送信

提供
送信
承認館

視
覚
障
害
者
等
利
用
者etc.

視覚障害者等用データの収集と送信の概念図
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用いた処理の精度の向上を目指した。検索や読み上

げといったテキストデータ提供に関する検証を行う

ため、同年 11 月に視覚障害者等へのサービスを行っ

ている関係機関の職員（視覚障害者を含む）にモニ

ターとして参加してもらい、テキストデータ送信実

験を行った。

平成 27（2015）年 3 月には、日本点字図書館と

覚書を交わし、共同で事業にあたることとした。日

本点字図書館では、平成 25（2013）年 10 月から、

「アクセシブルな電子書籍製作実験プロジェクト」

として、OCR で作成したデータのインターネット

上での共同校正や、OCR の処理精度を可能な限り

100％に近づけるため、複数の OCR の認識結果を

突合し、テキスト精度の向上と校正者の作業負荷の

低減を図る図書校正システム（EBIS）を用いたテ

キスト化を試みていた。平成 27 年 6 月に EBIS を

用いた校正の実験を行ったところ、単一の OCR で

のテキスト精度 88.94％から、EBIS を用いた校正に

より 96.14％に上がった例もあった。しかし、表組

み等は校正前の OCR 処理の時点で文字認識されず

EBIS での校正対象から外れてしまうこと、旧字で

記述された資料に対しては OCR の認識結果が芳し

くないために校正者の作業負荷が大きくなることも

判明し、EBIS の利用効果は限定的であることが明

らかになった。

4. 他の図書館が作成したデータの収集

国立国会図書館では、平成 25（2013）年 8 月か

ら、公共図書館等からの協力を得てその作成した

データ収集の試行を始めた。記録メディアの送付に

よる録音・点字データの収集、各図書館等と締結す

る覚書の調整や運用フローの確認を行った。この試

行を経て、平成 26（2014）年 1 月から本格事業化

した。一方で、収集対象機関の拡大と、マルチメディ

ア DAISY（音声に加えて、画像やテキストを一体

のものとして提供する DAISY 資料）への対応、「サ

ピエ図書館」でサーバ容量の都合から搭載しなく

なった雑誌のバックナンバー等の録音・点字データ

の収集といった課題が残っていた。

本格事業化から 2 年余りを経て業務が定常化した

ため、平成 28（2016）年 3 月に収集対象機関を大

学図書館等にも広げるとともに、マルチメディア

DAISY、テキスト DAISY、プレーンテキストの各

種データをも収集することとし、収集したデータは

同年 4 月から送信に供した。同年 7 月には媒体送付

による収集と並んでオンラインでのデータの収集を

始め、各機関からのデータ提供が進んでいる。

5. 障害者差別解消法以後の展開

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（いわゆる「障害者差別解消法」。平成 25 年法律

第 65 号）が平成 25（2013）年 6 月に公布され、国

等の機関は社会的障壁を取り除くために合理的な配

慮に取り組むことが一層具体的に求められるように

なった。国立国会図書館でも「実施計画」の期間満

了を迎えるにあたり、法律の趣旨を踏まえた後継

計画を検討し、平成 26（2014）年 3 月、「視覚障害

者等サービス実施計画 2014-2016（以下「実施計画

2014」）」を策定した。「実施計画 2014」では、学術

文献録音図書の製作等従来の事業の継続に加えて、

前述したとおり、公共図書館等からの視覚障害者等

用データの収集や、デジタル化資料から作成したテ

キストデータを視覚障害者等へ送信するためのシス

テムの開発を目指すこととした。

国立国会図書館では、障害者に対しては図書館を

通じたサービスを主として、直接的なサービスにつ

いては長らく積極的に取り組んでこなかった。来館

した視覚障害者への対面朗読の要望が寄せられてき

たが、機器の整備による対応にとどめてきた。しか

し、インターネットによるデジタルデータの提供が

可能になったことを受けて、インターネットによる

障害者個人へのサービスについては、前述のように

平成 26（2014）年 1 月に、登録した障害者個人へ

の視覚障害者等用資料・データのインターネット送

信サービスを開始し、積極的に進めている。平成

28（2016）年 4 月には、利用のハードルとなってい

た、視覚障害者等用資料・データの利用に係る登録

申請を本人が来館して現認を受ける必要があるとし

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/97
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/98
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/96
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ていた手続きを改め、郵送やウェブフォームからの

申請を可能とした。来館サービスにおいては、障害

者差別解消法の成立を受けて「国立国会図書館にお

ける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領」を定め、平成 30（2018）年 4 月には東京

本館の新館 2 階に障害者閲覧室を設置し、障害者用

の端末も設置した。

ここまで述べてきたように、国立国会図書館は、

障害者図書館協力事業を順次拡張してきたが、図書

館資料には印刷資料や映像資料等、視覚を通して認

識するものが多いことやサービスの歴史的な経緯か

ら、もっぱら視覚障害者等を主眼としてきた。しか

し、障害者差別解消法でも想定されるとおり、視覚

に限らず、さまざまな心身の機能の障害があるた

めに紙の墨字の本の読書に支障のある人々にとっ

ても、図書館サービスは等しく受けられるように

しなければならない。この趣旨の下平成 28（2016）

年 4 月の同法の施行後の同年 5 月から、「実施計画

2014」に代わる計画の検討を開始した。意見を聴取

したのは日本図書館協会のほか、なごや会、日本点

字図書館、全視情協といった視覚障害者関係機関で

あったが、これらの機関の意見を考慮した上で立案

し、平成 29（2017）年 3 月に「障害者サービス実

施計画 2017-2020」を策定した。この計画では、視

覚障害者等用資料の利用資格から年齢制限を撤廃す

るなどの取組みを行うこととした。この計画に基づ

き、関係機関等との連携協力によりサービスを充実

させ、障害の特性に応じた図書館利用支援を行える

よう、継続的な取組みを進めている。

コラム

NII、JST、国文研との連携協力　

国立情報学研究所（NII）や科学技術振興機構（JST）とはさまざまな形で連携協

力を行っているが、進展著しいのが「ジャパンリンクセンター（JaLC）プロジェクト」

と研究データの利活用の分野である。JaLC プロジェクトは、電子化された論文等の

学術コンテンツに国際標準の識別番号（DOI：Digital Object Identifier）を付与し、

所在情報とともに一元的に管理する仕組みである。平成 20（2008）年度に JST から

の提案を受けて、NII、JST、物質・材料研究機構（NIMS）、国立国会図書館の 4 機

関で検討を進め、平成 24（2012）年度に共同運営を開始した。平成 26（2014）年度

には、研究データへの DOI 付与が新システムの下で可能となった。それを受けて、

研究データの利活用をともに推進する方向へ展開し、平成 27（2015）年度には研究

データ同盟東京大会の開催を機に「研究データとオープンサイエンスフォーラム」を

NII、JST との共催で実施した。翌年度からは研究データ利活用協議会へも共同で参

画している。

また、国文学研究資料館（国文研）とは古典籍資料等のデジタル化と利活用の促進

における協力を密にしている。平成 28（2016）年には両館の連携・協力に関する協定

を結んだ。同年から 2 年連続で「歴史的典籍オープンデータワークショップ」を共催し、

オープンデータに関する分野でも共同で事業を進め、連携協力の幅を広げている。

障害者閲覧室

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/99
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/100
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/101
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/98
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修復前の吉田家文書

コラム

災害復興支援　

平成 23（2011）年 3 月の東日本大震災以来、国立国会図書館は被災地の文化財保

護を通じた復興支援に力を尽くしてきた。

その具体的な方策のひとつが、被災資料復旧支援である。東日本大震災では、発災

から 2 か月後の 5 月に文化庁が主導する文化財レスキュー事業に加わり、資料保存

担当職員を岩手・宮城・福島の各県立図書館に派遣し、津波や地震が原因で汚破損し

た資料を補修するための助言や技術指導を行った。こうした現地での技術指導は平成

25（2013）年まで毎年繰り返し行った。また、岩手県の野田村立図書館や陸前高田

市立図書館への支援では、「吉田家文書」等、被災郷土資料の一部を東京本館に移送

して補修を行った。

その他にも、平成 27（2015）年 9 月の関東・東北豪雨で浸水被害を受けた茨城県

の常総市立図書館や、平成 28（2016）年 4 月の熊本地震で被災した熊本県立図書館

からの救援要請に応じて、資料の補修や現地での技術指導を行い、復旧に寄与してい

る。

被災資料復旧のノウハウは海外への協力にも活かしている。平成 24（2012）年に

はタイ洪水後の災害対策ワークショップ、平成 28（2016）年にはネパール大地震後

の資料保存研修等、積極的な取組みを行っている。

（復興支援のもうひとつの方策である「東日本大震災アーカイブ構築プロジェクト」

については 2 章 1 節コラム参照）。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/20
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平成25～　国会事務局能力向上
プロジェクト（1章2節5参照）

平成25　デジタルアーカイブに
係る協力関係に係る覚書調印

平成9～　業務交流

平成21～　業務交流

平成26　協力協定

平成21～25
協力協定（電子情報の保存等）

昭和56～　業務交流

～平成11　業務交流

平成25　協力協定
（電子展示会等）

オランダ王立図書館

ルーマニア国立図書館 ロシア国立図書館

韓国国立中央図書館

中国国家図書館

ベトナム国会図書館

バーレーン王国教育省

フランス国立図書館

韓国国会図書館・国会立法調査処

　第 7 節　国際協力

主な協定や業務交流について地図で示す。
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日置将之「国立国会図書館の遠隔研修　その現状と

課題について」『情報管理』52(12) 2010.3

樋口恵子「「日本研究情報専門家研修」事業について」

『大学図書館研究』(74) 2005.8

江上敏哲『本棚の中のニッポン　海外の日本図書館

と日本研究』笠間書院 2012

「なぜ今、海外日本研究支援か？―日本専門家ワーク

ショップ」『国立国会図書館月報』(627) 2013.6

「海外の日本研究を知る―英国・ドイツでの日本研究

司書へのレファレンス研修を通じて」『国立国会図

書館月報』(664/665) 2016.8/9

第 6節

宮代信子「ごぞんじですか ?　国立国会図書館視覚障

害者図書館協力室」『専門図書館』(146) 1993

「学術文献録音図書の製作と提供」『国立国会図書館

月報』(646) 2015.1

常世田良「「図書館の障害者サービスにおける著作

権法第 37 条第 3 項に基づく著作物の複製等に関

するガイドライン」の成立過程とその意味するも

の」 『大学図書館研究』(108) 2018.3  > https://doi.

org/10.20722/jcul.1711（最終アクセス日 2020.12.22）

佐藤聖一「「図書館の障害者サービスにおける著作

権法第 37 条第 3 項に基づく著作物の複製等に関す

るガイドライン」と障害者サービス」　　DINF 障

害保健福祉研究情報システム > http://www.dinf.

ne.jp/doc/japanese/access/copyright/sato_jla1007.

html（最終アクセス日 2020.12.22）

青木留美子「被災した紙資料に対する国立国会図書

館の保存協力活動」『文化財の虫菌害』(75) 2018.6

https://doi.org/10.20722/jcul.1711
https://doi.org/10.20722/jcul.1711
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/sato_jla1007.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/sato_jla1007.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/sato_jla1007.html


行政各府省庁と最高裁判所には、国立国会図書館の

支部図書館が置かれている。各支部図書館は、その

図書館が所属する府省庁・裁判所の職員に対して図

書館サービスを提供するほか、相互に連携して資料

の貸借、交換・寄贈等を行っている。第 7 章では、「分

散型総合目録データベース」の構築等、主に情報通

信技術の発展に対応してきた行政・司法支部図書館

のこの 20 年間の歩みについて述べる。

行政・司法の支部図書館

第        章7
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　第 1 節　中央省庁等改革に伴う支部図書館の再編

平成 13（2001）年 1 月、中央省庁等の大規模な

再編が行われた。

国立国会図書館（中央館）は、再編後の支部図書

館を引き継ぐ府省庁に対して、組織令に支部図書館

を分掌する組織を規定し、支部図書館の専任職員や

予算を確保するよう依頼し、各府省庁で対応が行わ

れた。

再編前に35館あった支部図書館は、平成13（2001）

年 1 月時点で 26 館に統合され、そのうち 10 館は新

たな名称を付して発足した。さらに同年 4 月に支部

金融庁図書館が設置され、27 館となった。

支部図書館やその分館が所属する組織が独立行政

法人に移行する場合、当初は支部図書館を継続して

置くことを想定し、中央省庁等改革推進本部事務局

や関係府省庁と協議を行った。しかし、国から独立

して運営される法人の図書館を行政各部門の支部図

書館と位置づけることは困難であったため、各法人

と相互協力に関する申合せを締結して協力関係を継

続することとした。平成 13（2001）年 4 月及び 5

月に次の 5 法人と申合せを行った。

・�独立行政法人航空宇宙技術研究所（旧支部科学

技術庁図書館航空宇宙技術研究所分館）

・�独立行政法人物質・材料研究機構（旧支部科学

技術庁図書館金属材料技術研究所分館）

・�独立行政法人放射線医学総合研究所（旧支部科

学技術庁図書館放射線医学総合研究所分館）

・�独立行政法人土木研究所（旧支部建設省図書館

土木研究所分館）

・�独立行政法人建築研究所（旧支部建設省図書館

建築研究所分館）

中央省庁等改革に伴う支部図書館の再編とその後

の変遷を次ページ表に示す。なお、再編前後の支部

図書館の対応関係、再編に伴い支部図書館ではなく

なった館の状況について特筆すべきものを以下に挙

げる。

・支部内閣府図書館

旧支部内閣文庫のうち総理府庁舎分室と、旧支部

経済企画庁図書館を引き継いだ。旧支部内閣文庫の

古書部門は独立行政法人国立公文書館に引き継がれ

た。

・支部経済産業省図書館

旧支部通商産業省図書館と旧支部工業技術院図書

館が統合された。旧支部通商産業省図書館を所管し

ていた通商産業研究所が独立行政法人経済産業研究

所に移行したことに伴い、経済産業省大臣官房情

報システム厚生課の所管となった。平成 15（2003）

年 5 月に同研究所と相互協力に関する申合せを締結

した。

・支部特許庁図書館

特許庁総務部特許情報課職員閲覧室を引き継ぎ、

新たに支部特許庁図書館とした。旧支部特許庁図書

館であった工業所有権総合情報館は独立行政法人と

なり、支部図書館ではなくなった。

・支部郵政事業庁図書館

旧支部郵政省図書館を引き継いだが、平成 15

（2003）年 4 月、郵政事業庁が日本郵政公社に移行

したことに伴い支部図書館は廃止され、同年 5 月に

日本郵政公社との間で相互協力に関する申合せを締

結した。

　第 2 節　情報基盤の整備と電子情報の進展

平成 10（1998）年 5 月、中央館と支部図書館を

情報通信ネットワークで結ぶ「国立国会図書館中央

館・支部図書館ネットワークシステム」の運用を開

始した。これにより、支部図書館から中央館への納

本に関する事務処理、業務統計の集計等をシステム

化した。また、各支部図書館が所蔵する和雑誌をま
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とめて検索できる共同利用データベース機能も備

えた。これは、平成 4（1992）年度から国立国会図

書館オンライン情報検索システム（NOREN。補章

4 節参照）の一部として作成・提供していた「支部

図書館所蔵和逐次刊行物総合目録データベース」を

ウェブ上のシステムに移行し、簡便に検索できるよ

うにしたものである。

各支部図書館においては、蔵書目録データベース

を自府省庁・裁判所内の職員に提供することを共通

の目標とし、端末機器の整備や書誌情報の電子化を

進めた。さらに、それを実現した館では、霞が関

WAN（府省庁等の LAN を相互接続する広域ネッ

トワーク。平成 25（2013）年 1 月に「政府共通ネッ

トワーク」に移行した）やインターネットを通じて

外部にも目録を提供することを目指した。これらの

取組みを通じて、行政・司法各部門の職員が組織の

枠を越えて図書館資料を相互に利用する基盤を整え

ていった。

平成 14（2002）年度からは次期システムの検討

及び開発を行い、平成 16（2004）年 4 月に「国立

国会図書館中央館・支部図書館総合システム」に移

行した。このシステムは、システム面と業務面双方

の合理化を図り、シンプルで使いやすいものを目指

した。例えば、以前のシステムでは納本に関する事

務処理や業務統計の集計を行う機能を設けていた

が、これらの業務はシステムを使用しない手順に改

め、専用機能の開発を行わないこととした。

一方で共同利用データベース機能を大きく発展さ

せ、「分散型総合目録データベースシステム」とし

て再構築を行った。これは、各館が個々に霞が関

WAN に公開した目録データベースを横断的に検索

するはじめての仕組みであり、当初は 5 館の目録を

検索対象とした。次第に横断検索の範囲を広げ、平

成 31（2019）年 3 月現在 19 館の目録をまとめて検

索することが可能である。このシステムの実現によ

り、支部図書館ネットワーク全体で書誌情報を共有

でき、相互の資料貸出し等を円滑に行うことができ

るようになった。

分散型総合目録データベース トップページ
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また、平成 16（2004）年 10 月に中央館が「電子

図書館基盤システム」（補章 4 節参照）を全面稼働

したことに伴い、中央館所蔵資料の支部図書館への

貸出手続きをシステム化した。

中央館で、平成 21（2009）年度と平成 22（2010）

年度の補正予算で所蔵資料の大規模なデジタル化を

行った際に（大規模デジタル化事業）、支部図書館

4 館（支部法務図書館、支部国土交通省図書館、支

部環境省図書館、支部最高裁判所図書館）の所蔵資

料約 5100 冊もその対象とした。また、各館独自の

取組みとしても、自組織の刊行物、劣化の恐れがあ

る資料等を中心にデジタル化を進めている。

中央館がデジタル化した資料のうち、絶版等で入

手困難なものについては、平成26（2014）年1月以降、

「図書館向けデジタル化資料送信サービス」（図書館

送信）により公共図書館等への送信を行っており、

各支部図書館も送信の対象となっている。

　第 3 節　支部図書館制度の運営

1. 兼任司書の全館配置

中央省庁等改革に伴う支部図書館の再編を機に、

平成 13（2001）年 2 月からすべての館に兼任司書（支

部図書館の実務責任者として国立国会図書館司書に

任命される行政・司法部門の職員）を配置した。再

編前の兼任司書の配置は 35 館中 14 館にすぎなかっ

たが、全館に配置したことにより、相互の連携を密

にする体制が整った。

2. サービス基本計画及び運営指針

平成 13（2001）年 3 月に「行政・司法各部門に

対する図書館サービス基本計画」を策定した。これ

は、業務のシステム化、情報通信ネットワークの普

及、電子情報の流通等が進展したことを踏まえ、情

報環境の変化に適応した図書館サービスを提供する

ために中央館と支部図書館が実施する活動を挙げた

ものである。さらに、この計画を充実させるものと

して、平成 19（2007）年 4 月に「国立国会図書館

中央館・支部図書館中期的運営の指針 2007」を策

定し、平成 23（2011）年度までの 5 年間で取り組

む施策の方向性を示した。以後も、平成 24（2012）

年度からの 5 年間、平成 29（2017）年度からの 4

年間を対象として中期的運営の指針を定めた。平成

24 年度以降は、中央館及び各支部図書館がこの指

針に基づいて年度計画を作成し、支部図書館の運営、

各府省庁・裁判所の職員への図書館サービスを行っ

ている。

3. 支部図書館の予算

支部図書館の予算は、各府省庁・裁判所の予算の

中に国会図書館支部庁費として計上され、主に図

書館資料の購入に充てられている。平成 17（2005）

年度までは、中央館が窓口となって全支部図書館が

統一的に支部庁費を要求し、財務省による査定も統

一的に行われてきた。しかし、平成 18（2006）年

度の予算編成から財務省の方針が変更され、全館の

支部庁費を一括して予算総括担当が査定する従来の

方式を改め、当該支部図書館が所属する府省庁・裁

判所を担当する主計局の各係が個別に査定すること

となった。また、支部庁費以外にも資料購入費が計

上されてきた実績がある場合は、支部庁費に一本化

することが求められた。この方針変更は平成 18 年

度予算編成の過程でなされたため、同年度の予算要

求は例年どおり統一的に行い、査定は個別に受ける

方式が取られた。平成 19（2007）年度予算からは、

各府省庁・裁判所が個別に要求し、個別に査定を受

ける方式に変更された。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/102
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/103
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/104
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/105
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　 　第 4 節　『びぶろす』の電子的提供

支部図書館と専門図書館の連絡情報誌である『び

ぶろす』は、平成 10（1998）年 8 月で冊子体の刊

行を終了した。同年 10 月から国立国会図書館ホー

ムページを通じて電子媒体による提供を行ってい

る。

�

冊子体『びぶろす』表紙 PDF 版「びぶろす」

参考文献

第 2節

大塚奈奈絵「国立国会図書館中央館・支部図書館ネッ

トワーク―支部図書館各館の現状―」『国立国会図

書館月報』(455)�1999.2

大塚奈奈絵「支部図書館ネットワークシステムの運

用開始」『びぶろす』49(8)�1998.8

総務部支部図書館課「国立国会図書館中央館・支部図

書館総合システム」『びぶろす』電子化 24 号�2004.4�

国立国会図書館デジタルコレクション >https://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3526002（最終アクセス日�

2020.12.22）

第 4節

大竹光治「『びぶろす』刊行のひとつの区切り」『び

ぶろす』49(8)�1998.8

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3526002
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3526002
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　第 1節　活動評価制度の導入と使命・役割の再確認

平成 16（2004）年 4 月から、国立国会図書館の

活動内容を広く国民に説明し、サービスを向上す

るため、活動評価制度を導入した。平成 13（2001）

年 6 月に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」

が可決したことを踏まえたものである。

並行してビジョンの策定も検討した。平成 14

（2002）年に関西館を開館し、国際子ども図書館も

全面開館し大きく変貌した後に何を目指すのか、外

部に対して説明する必要があった。また職員にとっ

ては、よりどころとなる指針も必要であった。各国

の国立図書館のビジョンを参考にしつつ中堅職員の

意見聴取も行い、ビジョンを策定した。あわせてビ

ジョンに基づき年度ごとの目標を定め、年度終了後

にその評価結果を公表するという体系に整理し、平

成 16（2004）年 6 月 4 日に、国立国会図書館ホー

ムページにビジョンと目標等を掲載した。

こうした動きには、1990 年代から欧米の図書館

情報学で図書館経営論が隆盛していたという背景が

ある。例えば、英国図書館では 1985 年に最初の戦

略計画書 Advancing with Knowledge―The British 

Library Strategic Plan 1985-1990 を策定し、1994

年に活動実績評価を開始している。

ビジョン策定後の平成 17（2005）年 4 月に、国

立国会図書館法中、国務大臣と同等とされていた館

長の待遇についての規定が削除されるとともに、国

会職員の給与等に関する規程が改正され、衆参法制

局長と同額とされた（その後、衆参事務総長、法

制局長、国立国会図書館長が同額と改正）。平成 18

（2006）年 2 月には、自由民主党行政改革推進本部

が国会事務局の改革を提言し、その中で国立国会

図書館を独立法人化する提案がなされた（1 章 1 節

コラム「国会改革」参照）。結局、独立法人化する

ことはなかったが、このような提案がなされる背景

には、国立国会図書館として自らの使命と役割を国

会議員ひいては国民に広く知らしめる努力が足りな

かった部分があったと反省し、平成 18 年に「広報

強化方針」を定め、能動的広報の強化を明記した。

以下、その後制定されたビジョンの一覧をあげる。

ビジョン一覧
公　開 名　称

平成 16（2004）年 ６ 月 国立国会図書館ビジョン 2004

平成 19（2007）年 11月 国立国会図書館 60周年を迎えるにあたってのビジョン（長尾ビジョン）

平成 24（2012）年 ７ 月 私たちの使命・目標 2012-2016

平成 28（2016）年 12月 国立国会図書館中期ビジョン「ユニバーサル・アクセス 2020」

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/106
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/107
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/108
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/109
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11967733/110
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　第 2節　外部委託の拡大

昭和 61（1986）年の新館開館時には、図書館の

専門的な知識や判断を必要とするか否かを判断基準

とし、従来の清掃、複写等に加えて逐次刊行物の出

納を外部委託した。平成 14（2002）年以降の関西館、

国際子ども図書館の全面開館にあたっては、外部委

託しない範囲を、政策立案、法令に基づく権限に係

る業務（法規、会計、人事等）、外部との連絡調整、

国立国会図書館に固有な専門的な業務と限定し、そ

れ以外の分野において外部委託を拡大した。主なも

のとしては、関西館開館の平成 14 年から東京本館

新装開館の平成 16（2004）年にかけて、雑誌の受

入れ、出版情報・書誌情報入力、関西館の書庫出納、

東京本館では雑誌に加えて図書の出納、東西ともに

カウンター対応、機器操作支援、入退館ゲート事務

を外部委託することとした。平成 24（2012）年に

東京本館入り口に移設した利用者登録カウンターも

外部委託である。

なお、こうした活動評価、独立法人化、外部委

託の動きは、1980 年代半ばから各国で採用された

新自由主義を背景とした新公共経営（New Public 

Management）に対応したものである。民間企業の

経営手法を公的部門に適用し効率化をはかる改革

で、日本ではやや遅れて導入された。国立国会図書

館でも、平成 9（1997）年から平成 10（1998）年に

かけて「経営」をテーマに検討が行われ、ビジョン

策定や活動評価、外部委託の拡大について議論を

行った。

　第 3節　組織改編

昭和 61（1986）年の改編による図書部、逐次刊

行物部といった資料種別による部編成は、受入れや

書誌作成から利用までを資料ごとに一貫して把握で

きるメリットがあったが、サービス面の調整におい

て関係者が多くなり、合理的ではない面があった。

そのため、平成 14（2002）年の関西館、国際子ど

も図書館の全面開館にあたっては、収集部、書誌

部、資料提供部、主題情報部といった機能別の編成

を行った。さらに、急激な内外環境の変化に迅速か

つ的確に対応して意思決定を行うため、各部の筆頭

に企画調整を担う課を置いた。

定員面では、平成 14（2002）年度の関西館開館

と国際子ども図書館の全面開館、平成 16（2004）

年度の開館日・開館時間の拡大で、平成 17（2005）

年度には平成 10（1998）年と比べると約 90 名の増

員となったが、平成 18（2006）年度からは、行政

機関の定員の純減計画に準じて、5 年間で 50 名の

純減を行った。人件費削減の一環で指定職の定数を

減らすために、平成 19（2007）年 4 月には、副館

長の下にあった国会分館長（副部長級）を廃止し、

調査及び立法考査局長の下に国会分館長（課長級）

を置いた。また、関西館の資料部長及び事業部長（副

部長級）を廃止して次長（副部長級）を置き、関西

館の 6 課すべてを関西館長直属とした。

さらに平成 20（2008）年 4 月には、収集部と書

誌部を合併し 1 部を削減し、収集書誌部とした。組

織改編を行うとともに、外部 MARC を導入し、受

入れから整理までの業務を効率化することにより、

この削減に対応した。

これらの人件費削減の動きとは別に、平成 23

（2011）年 10 月、デジタル情報資源を活用したサー

ビスの拡充と高度化、また情報システム関連業務の

一元化による業務の効率化及び円滑化を図るため、

電子情報部を新設した。また、利用者サービス業務

を集約しその効率化を図るため、資料提供部と主題

情報部を合併した。
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　第 4節　システム構築

1970 年代から国会会議録索引や書誌の機械化を

行ったのは、メインフレーム（大型汎用コンピュー

タ）上で、目的ごとに個別のシステムを構築し、書

誌データは入力年代別に複数のデータベースに納め

ていた（国立国会図書館オンライン情報検索システ

ム（NOREN））。しかし、高度情報化社会に対応す

るため、平成 14（2002）年の国際子ども図書館全

面開館、関西館開館にあわせて、個別のシステム

を統合することとした。. 資料の受入れや書誌作成、

利用者の入退館、OPAC での検索から複写の申込

みまでを一体として管理するものである。

開発は、当時のオープン化の流れにのって、メイ

ンフレームではなくオープンシステム（クライアン

トサーバシステム）で行った。また、仕様設計のた

めに、設計を受託したコンサルティング会社が国立

国会図書館のすべての業務の分析を行った。プロ

ジェクト管理の手法等、それまでとは業務の進め方

が大きく変わった。

このシステムは「電子図書館基盤システム」と名

付けられ、当初はデジタル化画像を提供するサービ

ス（近代デジタルライブラリー等）をも包含するこ

とを想定していたが、連携の難しさ、スケジュール

を勘案して、最終的にはそれらは別のシステムとし

て開発した。電子図書館基盤システムは、従来の図

書館利用に関するシステムを統合したものとなり、

入力年代によって何十もに分かれていた書誌データ

ベースをすべて移行するのに多大な労力を費やし

た。メインフレームが完全に稼働を停止したのは、

データ移行を終えた平成 16（2004）年 3 月である。

「電子図書館基盤システム」は平成 23（2011）年 12

月まで稼働し、平成 24（2012）年 1 月からはパッケー

ジソフトを使って新たに開発したシステムを用いて

いる。

国立国会図書館独自の小さなシステムから大きな

システムへの移行という点では、府省庁システム

への合流もあった。給与システムは平成 23（2011）

年 6 月分から、任用システムは 8 月分から、国立国

会図書館独自のシステムから府省共通の「人事・給

与関係業務情報システム」に移行した。文書管理シ

ステムは平成 17（2005）年 1 月から平成 22（2010）

年 10 月まで館が独自開発したものを用い、平成 22

（2010）年 11 月から府省共通の「一元的な文書管理

システム」に移行した。

国立国会図書館オンライン情報検索システム（NOREN）の
画面（再現）

メインフレームのコンピュータ。右は磁気テープ制御装置
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コラム

働く上での IT化

平成 2（1990）年には、書誌作成のためにメインフレームの端末を 116 台設置して

いた。また、この頃には各課に文書の清書のためにワードプロセッサーを数台ずつ置

いていた。90 年代中頃から PC を導入し、平成 7（1995）年 3 月に LAN を敷設した。

まずは調査及び立法考査局から PC 1 人 1 台を実現し、平成 11（1999）年 7 月時点で

の充足率は69%であった。全館で1人1台を実現したのは平成14（2002）年度末である。

平成 8（1996）年 4 月には、職員間の連絡用としてイントラネットソフトウェアを

導入した。メールもこのソフトウェア上でやりとりし、情報共有のために掲示板機

能に文書を格納していた。平成 14（2002）年 1 月に別のソフトウェアに変更した際、

インターネットのメールアドレスの使用が前提であったため、職員全員にインター

ネットのメールアドレスを与え、一般的なメールソフトを用いるようにした。現在で

は、インターネット・メールでのやりとりが主となったが、ブラウザを用いたイント

ラネット（館内ホームページ）で会議室予約や文書格納等を行っている。
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147,�159

テキスト DAISY……276

テキスト化……18,�54,�55,�60,�93,�95,�96,�98,�99,�100,�

129,�131,�137,�275,�276

　――実証実験……98,�100,�137,�275

テキストデータ送信実験……276

デジタル・アーカイブ小委員会　→自由民主党政

務調査会 e-Japan 重点計画特命委員会デジタ

ル・アーカイブ小委員会、自由民主党政務調査

会 u-Japan 特命委員会デジタル・アーカイブ小

委員会

デジタル・アーカイブの推進に向けた申入れ―「デ

ジタル文明立国」に向けて―……68

デジタルアーカイブ事業……66,�211

デジタルアーカイブの推進に関する関係省庁連絡

会議……66

デジタル遺産の保存に関する憲章……61

デジタル化……20,�63,�66,�88,�93,�101,�103,�147,�148,�

206,�208,�272

　原資料からの――……94,�98,�99,�131

　古典籍資料の――……126,�128,�277

　児童書の――……243,�245

　支部図書館資料の――……285



　大規模――事業�…… 口 絵 ,�33,�91,�96,�97, 98,�99,�

100,�102,�112,�131, 132,�134,�136,�137,�140,�168,�

182,�184,�207,�215,�245,�285

　他機関所蔵の――資料……99

　――資料……口絵 ,�6,�33,�78,�89,�98,�99,�112,�113,�

122,�126,�129,�131,�132,�134,�135,�136,�137,�138,�

139,�168,�169,�173,�174,�178,�182,�183,�184,�195,�

205,�211,�215,�250,�251,�276

　――資料の提供　→近代デジタルライブラリー、

国立国会図書館のデジタル化資料、国立国会図

書館デジタル化資料、国立国会図書館デジタル

コレクション

　――資料の複写制限　→複写

　――済原資料……124,�209

　図書館向け――資料送信サービス　→図書館送

信

　博士論文の――……97

　保存のための――……95,�96,�98,�100,�131,�168

　マイクロフィルムからの――……93,�94,�95,�98,�99

　マイクロフィルムの――……93,�94

　歴史的音源の――……21,�87

　　⇒歴史的音源

　録音資料、映像資料の――……89,�90

デジタル化資料に係る図書館間貸出しに代わる臨

時的措置……100,�137

デジタル化資料の図書館間貸出しの特例の試行……

100,�137

デジタル貴重書展　→ディジタル貴重書展

デジタル・ネットワーク社会における出版物の利

活用の推進に関する懇談会……100,�136,�137

デジタル録音図書　→音声 DAISY

典拠データ……113,�157

展示……126,�127,�146,�204,�212,�213,�223,�225

　関西館小――……204

　（国際子ども図書館の）――……226,�228,�229,�

234,�236,�237,�240,�241,�242,�246,�247,�250,�251,�

252

　常設――……146

電子式複写　→複写�

電子ジャーナル……6,�78,�85,�86,�117,�119,�163,�167,�

168,�169,�174,�205

電子情報の長期保存……89,�209,�215

　エミュレーション……89,�99

　マイグレーション……89,�99

電子情報部……129,�215,�289

電子書籍・電子雑誌収集実証実験事業……73

電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議　

→文化庁電子書籍の流通と利用の円滑化に関す

る検討会議

電子資料室……62,�163,�167,�173,�174

電子透かし……93

電子展示会……93,�98,�101,�126,�127,�129,�146,�158,�

209,�229,�246,�247,�279

　⇒本の万華鏡

電子図書館課……198,�209,�211,�215,�264

電子図書館基盤システム……116,�150,�165,�285,�291

電子図書館構想　→国立国会図書館電子図書館構

想

電子図書館サービス実施基本計画……63,�66,�74,�94,�

154

電子図書館事業……63,�68,�129,�209,�212,�243,�246,�

259,�264

電子図書館実証実験プロジェクト……93

電子図書館推進委員会……244

電子図書館モデルシステム……244

点字図書・録音図書全国総合目録……261,�262,�275

『点字図書・録音図書全国総合目録』……261

電子メディア室……62,�167,�173

　――複写センター……167

電中 2004　→国立国会図書館電子図書館中期計画

2004

と
東亜図書館協会　→ CEAL

当館作成データベースの提供方針……158

東京藝術大学……226,�233,�241,�250

東京子ども図書館……224,�238

東京出版販売株式会社……20

　⇒トーハン

東京大学……99,�275

東京大学文献情報センター……37

東京電力福島第一原子力発電所事故……45

東京都美術館……241

東京都立中央図書館……238

東京都立日比谷図書館　→日比谷図書館

東京文化会館……241

東京本館内利用サービス実施詳細計画（案）……

164

東京本館リニューアル本部……166

東京本館利用者サービス実施計画（案）……164,�



171

東西間での来館遠隔複写　→複写

答申「21 世紀を展望した我が国の納本制度の在り

方―電子出版物を中心に―」……61,�62,�63,�65

答申「オンライン資料の収集に関する制度の在り

方について」……71,�72

答申「国立国会図書館法第二十五条の規定により

納入する出版物の代償金額に関する件（昭和

50 年国立国会図書館告示第 1 号）第 2 項第 2

号に規定する納入の一括代行事務に要する金額

の見直しについて」……83

答申「国立国会図書館法に規定する図書館の組織

および図書館奉仕の改善を目的として、関西地

域に設置すべき施設およびその機能について」

……189

答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り

方について」……85

答申「ネットワーク系電子出版物の収集に関する

制度の在り方について」……66,�67,�69,�71

東南アジア共同収集プログラム……208

東北大学災害科学国際研究所……77

登録利用者……117,�121,�122,�138,�165,�169,�171,�172,�

202

　インターネット限定――……122

登録利用者カード（IC カード）……31,�111,�171,�172

登録利用者カード（PET カード）……164,�165,�171

登録利用者制度……口絵 ,�121,�122,�164,�165,�169,�

171,�172,�202

トーハン……20

　⇒東京出版販売株式会社

ドキュメント・サプライ

　――・サービス……86,�120,�121,�195,�196

　――・センター……195,�196,�197

　――用和雑誌……196,�205,�206,�207

読書郵便……239

督促（納入の）……82,�83,�84,�85,�225

特別資料室……62,�167,�173,�174

独立法人化……44,�288,�289

図書館運営委員会……14,�15,�25

図書館運営小委員会　→衆議院議院運営委員会図

書館運営小委員会、参議院議院運営委員会図書

館運営小委員会

図書館学資料室……174,�267

図書館間貸出し……35,�37,�96,�98,�100,�110,�111,�112,�

116,�120,�123, 124,�136,�137,�138,�139,�190,�197,�

205,�258

図書館間貸出ワーキングチーム……100,�136,�137

図書館協力課……198,�209,�262,�267,�272

図書館協力事業……209,�212,�259,�266,�267,�271,�272,�

274,�277

図書館協力セミナー……271

図書館協力ニュース……209

図書館協力部……63,�189,�197,�258,�259,�262

図書館経営論……288

図書館研究所……222,�267,�271

図書館情報学調査研究プロジェクト……267

図書館総合研究所……267

図書館送信……口絵 ,�100,�111,�124,�136,�137,�138,�

139,�215,�285

　――参加館……138

　（海外への）――……100,�138

図書館調査研究リポート……268,�269,�271

図書館の障害者サービスにおける著作権法第 37 条

第 3 項に基づく著作物の複製等に関するガイド

ライン……274

図書館への限定送信に関するワーキングチーム……

100,�137

図書館向けデジタル化資料送信サービス　→図書

館送信

図書議員連盟……189

図書校正システム　→ EBIS

図書部……289

土曜開館……31,�32,�163,�164,�165,�226,�227

な
長尾構想……103

なごや会……275,�277

ナレッジ提供サービス……143

「ナレッジデータベース」構想……142,�143

に
21 世紀に向けた蔵書の緊急整備計画……86,�225

日本科学技術情報センター　→ JICST

日本関係資料……92,�272

日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアム……87

日本近代文学館……244

日本研究司書研修　→研修

日本研究上級司書研修　→研修

日本研究情報専門家研修　→研修

日本国際児童図書評議会　→ JBBY



日本十進分類法　→ NDC

日本出版取次協会……20,�83,�84

　⇒出版取次懇和会

日本出版販売株式会社……20,�36

日本資料専門家欧州協会　→ EAJRS

日本資料図書館連絡会……273

『日本全国書誌』……35,�36,�37,�155,�156

『日本全国書誌　週刊版』……35,�155

日本全国書誌ホームページ版……156

日本専門家ワークショップ　→研修

日本蓄音機レコード協会……21

　⇒日本レコード協会

日本点字図書館……275,�276,�277

日本図書館協会……36,�38,�95,�157,�200,�258,�261,�

274,�277

日本ペンクラブ……96,�241

日本法令沿革索引審議会……56,�57

日本法令索引……口絵 ,�18,�19,�53,�55,�56,�57,�58

『日本法令索引〔旧法令編〕』……56

『日本法令索引〔現行法令編〕』……56

日本法令索引〔明治前期編〕……19,�55,�57,�58

『日本目録規則 2018 年版』……157

日本レコード協会……21,�81,�87

　⇒日本蓄音機レコード協会

入館制限……28,�30,�31,�182

入手可能性調査……138

入退館……151,�163,�164,�291

　――カウンター　→カウンター

　――管理システム……31

　――ゲート　→ゲート

ね
ネットワーク系情報……62,�63,�65,�66,�67,�68,�69,�74

ネットワーク系電子出版物�……6,�61,�62,�63,�65,�66,�

67,�71,�154

ネットワーク系電子出版物小委員会……65,�66

ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する

小委員会……65,�67

ネットワーク系電子情報の収集・組織化・保存・

提供等に係る実施計画……63,�74

の
納入出版物代償金委員会……20

納入率調査……83,�84

『納本月報』……35,�155

『納本週報―国内出版物目録―』……35,�155

納本制度……20, 21,�42,�60,�61,�62,�63,�65,�66,�71,�78,�

79, 81,�82,�84,�85,�86,�87,�91,�155,�159,�167,�195,�

206

　――に関する懇談会……62

　――の日……82

納本制度審議会……65,�66,�69,�71,�72,�73,�74,�85

　――代償金部会……83

納本制度調査会……61,�62,�65,�74

　⇒納本制度審議会

野田村立図書館……278

は
バーチャル国際典拠ファイル　→ VIAF

ハーバード大学ライシャワー日本研究所……77

バーレーン王国教育省……279

梅花女子大学図書館……245

媒体変換……78,�88,�90,�91,�92,�94,�98,�99,�101,�189,�

191

　――済み原資料……208,�216,�217

　⇒マイクロ化、デジタル化

パイロット電子図書館プロジェクト……38,�93,�127,�

261

博士論文……24,�78,�87,�97,�102,�117,�134,�135,�138,�

139,�140,�165,�196,�207,�221,�225

　デジタル形態の――……78,�87,�99,�134,�207

パッケージ系電子出版物……6,�21,�61,�62,�72,�78,�81,�

84,�89,�99,�125,�163,�167,�168

パブリックコメント……67,�69

ひ
東日本大震災……45,�47,�49,�76,�77,�85,�97,�99,�104,�

134,�179,�215,�239,�249,�269,�278

東日本大震災アーカイブ……口絵 ,�76,�77,�99,�154

　――構築プロジェクト……76,�278

　――収集等実施計画……85

東日本大震災特別調査班……45

光ディスク……18,�53,�54,�98,�189

被災資料復旧支援……278

ビジョン……288,�289

ビデオテープ……21,�62,�89

　⇒ VHS テープ、映像資料

ひなぎく　→東日本大震災アーカイブ

日比谷図書館……221,�222,�224,�236,�244

『びぶろす』……286



非来館型サービス　→遠隔サービス

ふ
ファクシミリ……18,�31,�121,�122,�123,�258,�259,�261,�

262

フォト CD……127

福岡県立図書館……238

複写……�24,�29,�30,�31,�35,�37,�38,�53,�84,�91,�92,�113,�

116,�124,�135,�137,�138,�139,�161,�164,�170,�171,�

173,�178,�189,�289,�291

　遠隔――……34,�111,�112,�113,�117,�120, 121, 122, 

123,�125,�147,�165,�171,�173,�195,�196,�197,�205, 

206,�207

　　⇒郵送複写

　（国会サービスにおける）�……16,�42,�44,�45,�46,�52

　デジタル化資料の――制限……96,�131,�132

　電子式――……16,�29,�183

　図書館間貸出しにおける――……123

　プリントアウト（電子から紙への打ち出し）�……

6,�34,�44,�45,�62,�67,�69,�72,�96,�98,�111,�122, 131,�

135,�138,�167,�168,�169,�173, 174, 183,�184,�206

　郵送――……31,�33,�34,�110,�120,�258,�259　

　　⇒遠隔複写

　（来館サービスにおける）�……166,� 167,� 168,� 169,�

173, 183

　　オンライン――……125,�166,�173

　　後日郵送――……173

　　後日来館――……173

　　即日――……32,�166,�173,�183

　　東西間での来館遠隔――……165,�173

　　――の受付時間……32,�173

複写提供ワーキングチーム……131

複本……85,�86,�88,�195,�196,�205,�206,�208,�209,�238,�

250

物質・材料研究機構……277,�282

フットプリント……96,�131,�132

プランゲ文庫　→メリーランド大学図書館プラン

ゲ文庫

フランス国立図書館……61,�279

プリントアウト　→複写

フルテキスト・データベース・システム……53

　⇒国会会議録検索システム

フロアワーク……239,�240

フロッピー・ディスク……21,�89

文化財レスキュー事業……278

文化庁……87,�98,�136,�278

　――文化審議会……95

　――文化審議会著作権分科会……95,�99,�100,�136,�

137,�139

　――文化審議会著作権分科会過去の著作物等の

保護と利用に関する小委員会……95,�96,�100,�102,�

136

　――文化審議会著作権分科会過去の著作物等の

保護と利用に関する小委員会アーカイブワーキ

ングチーム……95,�98

　――文化審議会著作権分科会法制・基本問題小

委員会……139

　――電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検

討会議……100,�137

文化庁長官裁定……95,�97,�101,�102,�129,�229,�245

文教科学技術課……48

文献提供課……198,�205,�216

文献提供サービス……34,�94,�120,�197,�207,�209

分散型総合目録データベースシステム……284

分散配置……87,�195,�205,�208

分散配置体制　→関西館開館に伴う図書館資料の

分散配置体制について

へ
米国議会図書館……14,�15,�22,�36,�60,�61,�98,�99,�127,�

208,�221,�264

　――議会調査局　→ CRS

　――立法レファレンス局……15,�17,�18

平成 11 年答申　→答申「21�世紀を展望した我が

国の納本制度の在り方―電子出版物を中心に

―」

平成15年度から17年度における所蔵資料のメディ

ア変換に関する実施計画……98

平成 16 年答申　→答申「ネットワーク系電子出版

物の収集に関する制度の在り方について」

平成 20 年度障害者サービス担当職員向け講座……

274

平成 21 年度以降の当館所蔵資料の媒体変換基本計

画……88,�98

平成 22 年答申　→答申「オンライン資料の収集に

関する制度の在り方について」

平成 24 年 1 月以降の館内利用者サービス（東京本

館・関西館）に関する基本計画……168,�171,�173

平成 24 年中間答申　→中間答申「オンライン資料

の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用



の内容について」

平成 27 年度増築・改修後の国際子ども図書館サー

ビス実施計画……249

ベトナム国会事務局能力向上プロジェクト……50,�279

ベトナム国会図書館……50,�279

ベルヌ条約……96

ほ
防災科学技術研究所……77
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